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（午後10時 開会） 

○西岡友和委員長 ただいまから、予算常任委員会文

教市民分科会を開会し、本日の会議を開きます。 

  なお、本日、野田委員におかれましては、欠席さ

れておりますので、御了承よろしくお願い申し上げ

ます。 

  初めに、本分科会に分担されました議案の審査は、

クラウド上などに掲載してあります審査順位（案）

のとおり進めたいと思いますが、御異議ございませ

んか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

  異議ありませんので、そのように進めることにい

たします。 

  なお、質疑時間を十分確保し、審査の充実をより

一層図るため、理事者からの資料説明は省略するこ

とにいたします。 

  また、要求資料の目次の欄に要求委員名を記載し

てもらっておりますので、御了承いただきたいと思

います。 

  それでは議事に入ります。 

 ―――――――――――○――――――――――― 

○西岡友和委員長 議案第31号 令和７年度吹田市一

般会計補正予算（第９号）中、市民部所管分及び議

案第19号 令和８年度吹田市一般会計予算中、市民

部所管分を一括議題とします。 

  質問があれば、受けることにいたします。 

○江口礼四郎委員 今日はよろしくお願いします。 

  提案されてますパスポートセンターの拡充と消費

生活センターの移転について御説明を受けました。

この件について質問をしていきたいと思います。 

  まず、この議会に提案されたわけですが、いきな

り感は否めないというか、というふうには感じたと

ころです。担当部の方からも御説明は受けたんです

が、市の公共施設（一般建築物）個別施設計画にあ

っては、この消費生活センター、こちらは2026年か

ら2030年の間に大規模修繕をするという計画ではあ

ったところを、今回、消費生活センターは移転とい

う提案になっておるんですけど、まず、変更された

経緯について改めて御説明をお願いします。 

○北野康子市民総務室参事 このたび、最初の出発点

といたしましては、令和８年度の後半で消費生活セ

ンターの内装工事を行うことで、資産経営室とヒア

リングのほうを開始しておりました。それはなぜそ

の早い段階で消費生活センターの大規模改修工事に

入ることに至った経緯といたしましては、内装工事

の際に、蛍光灯をＬＥＤ化する、それから自動扉の

ほうの入替えなどを46年間一切しておりませんでし

た。そういった市民に影響のある、また蛍光灯の販

売も終了になるということもありましたので、早い

段階で内装工事、大規模改修工事に入るという経緯

がありまして、そちらのヒアリングをしている中で、

最終的には部の課題解決を行うために移転という結

論のほうをさせていただいて、今議会に提案させて

いただいたものでございます。 

○江口礼四郎委員 ヒアリングの過程で移転、今の説

明ではなったということですが、移転の方針に切り

替えるきっかけだったり、その発案は担当部の方で

すか。 

○北野康子市民総務室参事 こちらは担当部のほうで

協議をいたしまして、最適化推進委員会に提案いた

したものでございます。 

○江口礼四郎委員 その提案が出されるときには、ま

ず移転先で考えられている公民館の分館ですかね、

吹一分館の状況は把握されて、課内での協議になっ

たっていう認識でいいですか。 

○北野康子市民総務室参事 令和８年度の後半で移転

予定でございましたので、適切な移転場所を確保す

るようにということで、ヒアリングの中でございま

したので、移転なしで修繕はできないということで

ございました。その中でさんくす分館の退去のタイ

ミングが分かりましたので、また、適切な広さでも

あったので、そちらの使用を考えたものでございま

す。 

○江口礼四郎委員 今のヒアリングの中で知り得たと

いうことですが、移転の協議を資産経営室のほうか

ら提案されたのか、それとも全庁として分館の利用

があらかじめ考えられてて手を挙げたのか、経緯が

分かりますか、教えてもらえますか。 

○北野康子市民総務室参事 こちらは資産経営室から

の提案ではございませんでして、移転場所を探すよ
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うに指示が出たので、さんくすの中で適切な場所を

探している中で、さんくす分館の使用を部の中で使

用したいということで市民部として考えたものでご

ざいます。 

○江口礼四郎委員 整理すると、消費生活センターの

修繕は移転をしなければならないという状況の議論

が出て、それから手を挙げて移転の場所を探して、

移転の場所が見つかったという経緯でいいんですか。 

○北野康子市民総務室参事 委員おっしゃるとおりで

ございます。 

○江口礼四郎委員 もともと公共施設の計画では、大

規模修繕とあったのは、これは現状の場所で検討す

るということで進めていたのではないでしょうか。 

○北野康子市民総務室参事 現状の場所で修繕をしな

がら、業務の運営をすることができないということ

でございましたので、移転場所、仮の事務所を探し

たものでございます。 

○江口礼四郎委員 分かりました。そしたら今回の修

繕、先ほどの説明で蛍光灯をＬＥＤ化するであった

り、自動扉を触ってないということで当時、内装の

工事をするっていう計画を進めてたかと思うんです

けど、その場合のかかる費用はある程度積算されて

たんでしょうか。 

○北野康子市民総務室参事 こちらは、企画要望書を

資産経営室に提出した段階で、部のほうで移転とい

うことの方向性を取ったものでして、設計のほうは

行われていないため、申し訳ございませんが、内装

の費用というものは積算できておりません。 

○江口礼四郎委員 もともとどれだけお金が内装でか

かるかっていうこと自体を把握はされてない。そし

て、今回の移転での費用の積算ということで間違い

ないですか。 

○北野康子市民総務室参事 委員おっしゃられるとお

りでございます。 

○江口礼四郎委員 分かりました。そうしたらコスト

面とかが特に気になっておりまして、そういった件

での質問を続けていきたいと思います。 

  現状、市はこの203号室と言われてる部分をパス

ポートセンターと消費生活センターで利用されてる

わけですが、市の土地ですかね。これがもし民間で

あった場合、この土地を借りたとしたら、賃借料を

考えた場合、お幾らぐらいにそれぞれなるか分かり

ますか。 

○金守政弘市民課主幹 今、委員のおっしゃられた試

算をさせていただいたところ、さんくす５番館の賃

料から試算しますと、約１か月で42万8,000円程度

になるかと思います。 

○江口礼四郎委員 これは、203号室。今、両方が使

われてるんですけど、もう一括としてその値段。例

えば、この消費生活センター部分だけに分けた場合、

これは折半になる、同じ面積でやられてるんですか。 

○金守政弘市民課主幹 面積平米は約半分なんですけ

れども、65.何平米とか67.何平米っていう形になる

かと思うんですけれども、約半分ということになり

ます。 

○江口礼四郎委員 約半分、なので仮に費用が発生し

た場合は、42万8,000円の半分が消費生活センター

でパスポートセンターが半分という認識でいいです

か。 

  そしたら次の、そのまま質問していきます。消費

生活センターが使われてる505号室、こちらは借り

てるで間違いないですかね。記載されてたと思うん

ですけど、もう一度、月の賃借料を教えてもらえま

すか。 

○北野康子市民総務室参事 今、江口委員に御質問い

ただきました現在、賃貸している部屋は506号室に

なるんですが、そちらの賃料ということで御答弁申

し上げますと、こちらは賃借料と共益費となります

と月額でございますけれども、15万2,600円という

ことになります。 

○江口礼四郎委員 失礼しました。506号室ですね。

賃借料と共益費で15万2,600円ですね。そしたら、

今の吹一地区公民館さんくす分館、今度こちらをお

借りしようかなというところだと思うんですけど、

こちらの賃借料をお示しください。 

○岩﨑雅美市民総務室主幹 現在の吹一公民館分館の

賃借料につきましては、月額30万8,000円でござい

ます。 

○江口礼四郎委員 そしたら今回の提案は、消費生活

センターの部分、なので203号室の半分と506号室の
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部分を505号室にまとめるということで間違いない

ですか。 

○北野康子市民総務室参事 今、御答弁申し上げまし

た505号室の吹一地区公民館の分館跡なんですが、

今、賃借料30万8,000円、それから、共益費８万

1,792円が追加になりますので、月額といたしまし

ては38万9,792円となります。 

  こちらにつきまして、消費生活センターとしまし

ては、203号室から出まして、また506号室も解約い

たしまして、移転集約するということで、江口委員

おっしゃられるとおりでございます。 

○江口礼四郎委員 共益費も回答いただきましてあり

がとうございました。 

  この消費生活センターの運営に当たっては、たし

か国から補助が出てるか何か言われてたような気が

するんですけど、場所が変わっても同様に、どうい

った形で。大阪府ですかね。交付金だったり補助金

のことをちょっと教えてください。 

○蒲田美佐市民総務室主査 大阪府からの補助につい

ては、運営に関してはこの場所については出ており

ません。 

○江口礼四郎委員 そしたら、消費生活センターは吹

田市だけでの支出というか、になるんでしょうか。 

○蒲田美佐市民総務室主査 委員のおっしゃるとおり

となります。 

○江口礼四郎委員 相談内容にあっては、たしか資格

を持たれてる方が入られてお仕事されてると聞いて

るんですけど、その方々の人件費だったり、いわゆ

る運営というのは、規模感、人員の数だったり設置

条件みたいなのは、国で何か定めているものってあ

るんですか。 

○岩﨑雅美市民総務室主幹 消費生活センターで消費

生活相談を行っている相談員につきましては、国家

資格の消費生活相談員の資格などを持っている者が

当たることになっております。 

○江口礼四郎委員 その方々の人員数だったりは決ま

りがあるんですか。 

○岩﨑雅美市民総務室主幹 特に国から定められた人

員数というのはございませんが、当センターにつき

ましては相談員６人がシフト制で勤務しております。 

○江口礼四郎委員 定めはなく、自分たちの自治体で

ある程度の采配が効く、人員に対しても調整という

か、柔軟にできるということですね。 

  そしたらパスポートセンターのほうにもちょっと

質問します。パスポートセンターは補助金の対象に

なると聞いておりますが、教えてください。 

○金守政弘市民課主幹 パスポートの旅券発給事務に

関する窓口業務に対して、大阪府より移譲交付金と

しまして、交付金を頂いております。 

○江口礼四郎委員 交付金の額等、また、例えば人件

費なのか、何に充ててるのか教えてください。 

○金守政弘市民課主幹 令和６年度の交付金の金額に

つきましては、1,087万2,000円となっております。

どの部分に交付金が対応になっているかといいます

と、旅券の交付件数に基づく算定がされております。 

○江口礼四郎委員 そしたら、交付件数が増えればこ

この交付金は上がるということなんですけど、そこ

に関しては市の持ち出しはないという認識でいいで

すね。 

  そしたら、お仕事をしてくださってます方々は委

託でしたか。そこの委託費を教えていただけますか。 

○金守政弘市民課主幹 令和６年度の窓口業務委託料

につきましては、1,808万円でございます。 

○江口礼四郎委員 パスポートセンターに係る委託費、

今、年間で約1,800万円ぐらい。それ以外に費用が

かかったりとか、いわゆる事業費と言われるものは

何かありますか。 

○金守政弘市民課主幹 それ以外につきましては、市

の職員の人件費及び施設の維持管理経費がかかって

きております。 

○江口礼四郎委員 金額もお示しください。 

○金守政弘市民課主幹 市の職員の人件費につきまし

ては、標準人件費掛ける４名となっております。そ

れと、会計年度任用職員１名分となっております。

あと、施設の管理経費につきましては、光熱水費が

12万5,000円程度、通信費が17万5,000円程度、あと

委託料は先ほど言った窓口業務委託及び、あと清掃

委託とかその他ありますので1,898万6,000円程度、

あと備品購入費が72万6,000円、あと、修繕積立金

及び共益費、それが84万2,000円程度になっており
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ます。 

○江口礼四郎委員 市の土地で運用されてるので、賃

借料に関しては発生はしてないとのことですが、仮

に賃借料が発生するような土地で行った場合、大阪

府だったりからの賃借料に関する交付金だったりと

かはあるのでしょうか。 

○金守政弘市民課主幹 そういった交付金、負担金等

は大阪府からはないというふうに聞いております。 

○江口礼四郎委員 分かりました。そしたらもう市の

支出での対応ということですね。ちょっと数字をた

くさん頂いて一旦整理もしたいので、一旦置かせて

ください。 

○有澤由真委員 よろしくお願いいたします。 

  まず、消費生活事業における防犯機能付電話の購

入補助金の支給についてなんですけれども、令和５

年ですかね、2023年の９月から実施されてまして、

結構かなりの台数を設置されているのかなと思って

おるんですけれども、今まででどれほどの設置に至

ったのか、件数をお聞かせいただけますでしょうか。 

○岩﨑雅美市民総務室主幹 令和５年度のこの事業開

始からトータル１月末現在で2,162件の申請を頂い

ております。 

○有澤由真委員 トータルで2,160件ということで、

それほどの市民の方が設置されてるということなん

ですけれども、この2,160件設置したのに、まだ被

害件数であったり、なかなか減ってない状況だと思

うんですけれども。この2,160件の防犯機能付電話

を設置したことによる効果検証が一体どれぐらいで

きてるのかお聞かせください。 

○岩﨑雅美市民総務室主幹 昨年度に申請いただきま

した皆さんに対してアンケート調査を行ったところ、

ひとまず安心しているというところが、90％以上の

方からそういうお答えを頂いておりますので、使っ

ていただいてる方に関しては特に御心配なくいけて

るのかなと思っております。 

○有澤由真委員 90％以上の方が安心しているという

ことで、ポジティブな回答を頂いているということ

で分かりました。 

  今回、１万円掛ける200件の購入補助費用が出て

まして、２分の１が府支出金ということなんですけ

れども、この200件を設置するっていう数に至った

根拠についてもお聞かせください。 

○岩﨑雅美市民総務室主幹 今年度の申請が、前年度

の約半数程度でございましたので、そこそこ防犯機

能付電話が普及しているというところを見越しまし

て、200台というところで予算になりました。 

○有澤由真委員 いろいろなこれまでの経緯も踏まえ

て積算されたということで理解しました。 

  なんですけれども、最近、時代も変わってきてま

して、固定電話を使っている世帯数も減ってきてる

というか、例えば携帯電話を利用されている方も多

いと思いますし、何ていうんですかね、結構90％の

方は安心されてるっていう現状なんですけれども。 

ただでもその反面、特殊詐欺被害は減っていない

わけであって、私も自分の携帯電話に長野県警を名

のる犯罪者から電話がかかってきたりとかもありま

したし、固定電話だけで防げるというわけではない

と思うんです。ただ一定、抑止効果はあると思いま

すけれども。 

  ですから、令和５年から今、令和８年、３年にわ

たってこういった事業を実施されているんですけれ

ども、固定電話に限らず、もう少しほかのことに対

しても防犯対策を行っていくフェーズに入っている

のかなというふうに思ってます。 

  というのも、防犯機能付電話で何ていうんですか、

警告みたいな音声が流れると思うんですけれども、

特殊詐欺のグループもだんだん賢くなってますから、

それ以上にほかの手を使っていろんな攻撃を仕掛け

てくるのかなというふうに推測しますので、固定電

話に限らずもう少し違った面で予算要求なり、何か

その対策をもう少し考えていただきたいなというの

が率直な意見です。 

  現状、いろんな対策してるのにもかかわらず被害

は減っていないわけであって、どなたかの今議会の

答弁の中でも件数が増えているとか、被害額が増え

てるっていう話もあったと思いますので、今回のこ

の予算に対する否定するわけではないんですけれど

も、また違った角度で、また防犯対策についても考

えていただきたいなと思ってます。 

  先日、危機管理室の若手職員さんと意見交換をさ
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せてもらう機会がありまして、防犯対策にも力を入

れていきたいということで。市民総務室に意見する

内容か分かりませんけども、今、小学生とか小・中

学生の学校現場に対する子供たちへの防犯について

の啓発とか、あと自治会の、言ったら高齢者の方へ

のそういう防犯対策については啓発ができているみ

たいなんですけれども、ただ、高校生から現役世代、

60代ぐらいの方までの防犯啓発ということがなかな

かできてないということをおっしゃっていたんです。

市民総務室にこのお願いしていいか分かりませんけ

ども、防犯のこういう機能付電話の対応もされてお

りますから、防犯は危機管理がやるだけじゃなくっ

て、市民総務室も手を取り合って、どこまでできる

か分かりませんけど、一緒にそういう形で連携して、

横の連携をやっていただけたらいいなと思いますの

で、今後、今回予算上がってますけれども、違った

方向での防犯対策についても危機管理室と連携して

いただきたいなと思いました。 

  パスポートセンターの拡充及び消費生活センター

の移転について、先ほど来、他の委員さんがいろい

ろと議論されていて、いろんな数字が上がっていて、

私も追いついていくのに必死だったんですけれども。

結局これは、臨時経費と歳出予算と、あと拡充移転

後の追加経常経費とかいろいろ上がってますけど、

これって合計で幾らかかるんですか。 

○北野康子市民総務室参事 消費生活センターにつき

ましては、議案参考資料の169ページでお示しいた

しましたが、396万円を臨時経費としてこのたび提

案させていただいているものでございます。 

  あと別途、経常経費が変更になってまいります。

こちらにつきましては、移転後増額しますのが約

200万円の増額予定となっております。 

○村井大介市民部参事 パスポートセンターにつきま

しては、整備に係る費用が543万8,000円必要になっ

ておりまして、追加経常経費につきましては、162

万2,000円になっております。 

○有澤由真委員 かなりのお金がかかるということで。

先ほどの御答弁の中で内装のまだ積算もできてない

んですよね。 

○北野康子市民総務室参事 消費生活センターが残っ

て内装をしないといけない場合の積算はできており

ませんが、やはり最低限しないといけない蛍光灯の

変更等につきましては市民課のほうで予算化をして

おります。 

○有澤由真委員 分かりました。もともと５階の吹一

公民館のさんくす分館跡に消費生活センターを何で

移転するのかなっていうのを思ってたんですけれど

も、先ほどの御答弁の中で移転なしで修繕できない

とか、あと令和８年度から10年度までの改修予定だ

ったということで、それも含めて今回移転するって

いうことで理解したんですけれども。 

  また、５階にある消費生活センターを、また何て

いうんですか、なくして集約するということで、パ

スポートセンターをその分、広くするっていうこと

で理解したんですけども、ただ昨日の常任委員会の

中でもありましたし、あと先輩議員の議会の質問の

中でも、基本、電話相談が消費生活センターは基本

であって、事務員さんが電話対応されていると。６

人の方がシフト制でされているということで。年間

130人が来所されてるとか、何かそういう御答弁が

あったと思うんですけれども。 

  何でしょう、消費生活センターの設置というのは

法律で努力義務というのも答弁でありましたし、そ

の中で、もっとさんくす分館のほかの利用ってでき

なかったのかなっていうふうに思ったんです。昨日

の常任委員会の中でも、青少年室所管ですけれども、

もう少し青少年の何か居場所にできなかったのかと

先輩議員も昨日おっしゃってましたし。でも、その

中でもいろいろ考えた中でも消費生活センターの移

転とパスポートセンターの拡充に至ったんだという

話だったんですけれども。 

  今回の議案というか、事業に関して否定するわけ

ではないんですけれども、もう少し考えてほしかっ

たなというふうに思いまして。これ以上言ってもあ

れかなと思いますので、ちょっと一旦置いておきま

すのでお願いします。 

○橋本 潤委員 消費生活センターの今、お借りにな

られてるところって、敷金ってどれぐらいお預けに

なられてるんですか。 

○北野康子市民総務室参事 敷金のほうは入れていな
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いという認識でございます。 

○橋本 潤委員 そうしたらお返しするときは、入っ

てくるものはなくて、原状回復義務だけということ

で。 

○北野康子市民総務室参事 返額いただくものはなく、

原状回復修繕を行う、委員おっしゃられるとおりで

ございます。 

○橋本 潤委員 開発ビルさんと吹田市の契約で、他

の借主と同じ扱いではないかもしれませんもんね、

まず。地方自治体との契約ということで。 

  これ、吹田市の賃貸契約をそのまま引き継ぐんで、

もし確認されてなかったら結構ですけど、505号室

についても同じような契約になってるんですか。 

○北野康子市民総務室参事 505号室につきましても、

今回、原状回復をされる予定であったものを、今回、

私どもの移転、しつらえ、修繕で行うということで

ございますので、開発ビルのほうとの協議の中では

敷金を入れているという認識ではございませんでし

た。 

○橋本 潤委員 敷金もお預けしてなくて、ちょっと

一般的な賃貸契約と違うのかもしれないですけど、

賃貸契約の期間はどうなってますか。 

○北野康子市民総務室参事 毎年更新ということの自

動更新ということでさせていただいております。 

○橋本 潤委員 中途解約に係る規定はどうなってま

すか。 

○西岡友和委員長 答弁できますでしょうか。後ほど

確認次第、答弁していただきます。 

○山根建人委員 まず、消費生活センターとパスポー

トセンターと吹一公民館廃止も関連してくるんです

けど、今までの御答弁を聞いておりますと、公民館

のところをそのまま借りると、今は消費生活センタ

ーもパスポートセンターも吹田市の持ち物なんで賃

料とかかかってないですけど、吹一公民館のところ

を借りると、約38万9,800円。年間がちょっと資料

のほうに11月から５月までの５か月分しか出てなか

ったんで計算すると、年間約467万7,600円賃料がか

かるということで、これで間違いないですか。 

○北野康子市民総務室参事 委員おっしゃられるとお

りでございます。 

○山根建人委員 消費生活法でちょっと質問でも触れ

ましたけど、定められている努力義務ということで、

クーリングオフの問題とかいろいろ年々そういう悪

質な、そういう何ていうんですか、商売というか、

そういうのに相談乗っていくためには必要な施設だ

とは思うんですけども。 

  消費生活センターについては、個人質問の中で本

年４月から１月までで130人で、開所日が203日とな

ります。１日当たりの平均利用者数は0.6人、一人

も来ないときもあるし、それ電話でも対応されてる

のでそれなりの事務所的なものは必要だというふう

に思うんですけれども。だから、新たに467万7,600

円の賃料を払ってそちらに移すことで本当にいいの

かというところもちょっと問われるのかなというふ

うに、ちょっとやり取りを聞いてて思いました。 

  ですから、他の議員さんもちょっと質問をしてま

したけども、例えば、賃料のかからない吹田市役所

内に移転をさせるとか、あと、前、市民サービスコ

ーナーでしたっけ、ＪＲ吹田のすぐ下りたところに

ありましたけれども、そのスペースは吹田市の持ち

物なので、そちらに移転して事業を行っていくとい

うことも考えられたというふうに思うんですけれど

も。 

  ちょっとだから今までのやり取りを聞いてて、も

ともとそこにあったというふうにおっしゃられてた

と思うんですけども、さんくす分館が廃止になると。

だからこれ幸いというか、そういうことでそちらに

ほんなら、もう一回移ろうかというちょっとそうい

う安易な判断なのかなというふうにちょっと感じる

んですけれども。そういう費用の面とかの効果とか、

経費を抑えることとか、そういうことは議論されな

かったんでしょうか。 

○北野康子市民総務室参事 今回、移転につきまして、

まず消費生活センターが５階に上がるか、もしくは

パスポートセンターが５階に上がるか、そういった

ことの検討をいたしまして、まずは移転費の安い、

移転にあまり経費がかからない消費生活センターが

５階に上がるほうがもう既にネット回線等が整備さ

れているということで安価である。また、消費生活

センターにつきましては、46年間さんくす３番館で
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行っておりましたので、やはり市民の認知は高いと

いうふうに認識しております。 

  移転の経費につきましては、引っ越しにつきまし

ては高額になるかもしれませんけれども、さんくす

で運営するものと同じ経費というふうな認識してお

りますので、さんくす３番館での移転に関しまして、

高額になるという認識ではございません。 

○山根建人委員 別に移転は一時的にかかる経費です

のでそれを言ってるわけじゃなくて。賃借料という

のはこれはずっとかかっていくわけですよね、そこ

に移転したら。先ほど言いましたけど、年間467万

7,600円。別にすぐ移転をするわけでもないでしょ

うし、それだけのお金が毎年かかってていくという

ことでは、賃料がかからない方向で、しかも消費生

活の相談というのは、ここの吹田市役所の市民総務

室なんかもあると思うんですけど、そことも連携し

て、そこで無料の法律相談なんかもやっていると思

うんですけども、そういった連携の仕方なんかも考

えられたというふうに思うんです。 

  大分昔になりますけど、大本は消費生活センター

も市役所内にあったというふうに仄聞をしておりま

すので、経費のかからないやり方で、年間ね、今後

ずっと事業経費で、しかも市民の相談に乗るために、

いろんなところと部署と連携して効率的に運用でき

るというような方法を僕は考えたほうがいいんじゃ

ないかなというふうに思います。 

  答弁がちょっと全然僕の質問してたことと違うの

で、ちょっと考えてなかったのかなというのは思う

んですけれども。本会議の中で僕の質問で、パスポ

ートセンターを市役所内に移したほうがより効率的

に運用できるんじゃないのということを質問いたし

ましたけれども、いろんなやり取りの中で、パスポ

ートセンターのところでは戸籍の謄本なんかも取れ

るということで、こちらに移してもあんまり差はな

いというか、利便性に差はないというので、それは

納得をしました。 

  ちょっと質問の中で１日当たり平均利用者数67.1

人ということで、結構、狭隘だということで、パス

ポートセンターを拡充したいというふうにおっしゃ

られてますけれども、この１日平均67.1人というの

が、果たしてちょっと。僕もあんまりパスポートを

取ったことがないので何とも言えないんですけれど

も、そんなに狭隘というか、利用者さんに御不便を

おかけしてる状態なんでしょうか。その辺ちょっと

お聞かせいただきたいなと思います。 

○村井大介市民部参事 待合の部分は計算しましたら

11㎡ございまして、６畳ぐらいのスペースになるん

ですけれども、やはり６畳間ぐらいの部屋になりま

すと10名ぐらい入ると、もういっぱいいっぱいとい

うことになりまして。本来でしたら、ソファーを置

いてたんですけれども、それも撤去して待合を確保

しているような状態です。場合によっては、ベビー

カーや車椅子で来られる方もいらっしゃいますので、

一時的に待合の部分が混雑するっていう状況はある

ということです。 

○山根建人委員 待合の部分が混雑するということな

んですけども、ちょっと実態を私も把握してないの

で何とも言い難いんですけれども、ちょっと周辺の

店舗の方とか、そこのさんくすの方なんかにお伺い

をしても、ちょっと何か外まで並ぶときがあるかと

かってお伺いしたんですけども、あんまりそういう

のは見かけないっていうのをちょっとお聞きして、

どこまで混雑してるのかなというのはちょっと疑問

に思うところですけれども。 

  先ほど来、やり取りしてますけども、消費生活セ

ンターのほうが１日0.6人、パスポートセンターが

１日平均、混雑期とか繁忙期はあると思うんですけ

ども、約67人ということでは、パスポートセンター

のほうがもうちょっとそこで広げて定着していって

るって言うてはるので、拡充をして営業するという

か、事業を行うというのは、まだパスポートセンタ

ーのほうを広げるほうが理にかなってるのかなとい

うのは、ちょっと数字上だけ見たら思うところです。

あとは、だからやっぱり効果的に事業を行えるかど

うかっていうところなのかなというふうに思います。 

  ちょっと市民課、消費生活のやつで最後にお聞き

したいのが、ちょっと公民館の分館の廃止のところ

でも、地域教育部と議論になったんですけども、地

区公民館さんくす分館廃止についてのパブリックコ

メントの意見とか、連合自治会から出されてたこの
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要望書なんかは、それは市民部のほうもこういった

議論になるときに御存じやったんでしょうか。 

○北野康子市民総務室参事 パブリックコメントの意

見等につきましては、こちら公表前でございました

ので、市民部では把握いたしておりません。 

○山根建人委員 連合自治会からさんくす分館廃止に

ついて提出された意見というのは、令和６年４月３

日なんですけども、大分前ですね、これも御存じな

い。 

○北野康子市民総務室参事 市民部としては把握いた

しておりませんでした。 

○山根建人委員 だから市民部もそんな地域の意見は

興味もないし、地域教育部も別に市民部にも全然伝

えてないっていうことなんですね。そこは理解をい

たしました。 

  続きまして、ちょっと市民課の業務委託のことに

ついて質問をさせていただきます。資料も提出をし

ていただきました。資料作成ありがとうございます。 

  資料を見て、市民課の業務委託、経費も抑えれて、

この何ていうんですか、経費はそんなに抑えれない

んですけどね、それは議論の中で明らかになったこ

となんですけど。市民課窓口の待ち時間がすごい短

くなるんだと、劇的に解決するんだと、こういうよ

うな感じでおっしゃられてましたけれども、12月か

ら委託が始まっておりますけれども、比較の表なん

かを見てみますと、やっぱりすごい待ち時間がそん

なに減ってないということが見て取れるのかなとい

うふうに思います。 

  我が会派の質問の中でも、結構最長では当初、１

時間半とか３時間ぐらい待ってはる人もおるという

ことでは、これだからあんまり、どういった民間の

事業者さんが受けられたのか分かりませんけれども、

そんなに、何ていうんですか、民間委託したとして

も、市民の方にとってはさらに待ち時間が長くなっ

てると、全然効果的じゃないんじゃないですか。 

○松本恵介市民課主幹 委託開始当初、おっしゃられ

たとおり３時間という待ち時間は発生いたしました

が、その待ち時間の発生日は委託開始の初日12月１

日でございました。初日ということもございまして、

受託事業者の経験不足等から、１件ごとに想定以上

の時間がかかったものでございます。以降、日を経

るごとに業務の習熟度を向上してきておりまして、

徐々にではございますが、待ち時間が短縮されてき

ております。 

○山根建人委員 人間ですから、別に委託とか正職限

らず習熟度っていうのもあるというふうに思うんで

すけれども。ちょっと懸念をしているのが、派遣の

方に業務を担ってもらってるわけですけれども、派

遣の職員さんってやっぱり代わっていくというか。

公務員とか正職とか会計年度の方なんかも長く定着

して働くことはできる条件があるんですけれども、

派遣の方ってころころ替わっていくというイメージ

というか、そういう職種でもあるというふうに思う

んですけれども。それで結局、何か月かして習熟し

たけれども、今度また年度も変わりますけれども、

ほなまた違うところに行こうかとか、辞めるとか、

違うところで働こうと、そういうようなことでまた

同じような、全部が全部変わるわけじゃないと思う

んですけども、そういう状況になりかねないという

ふうに思うんですけども、その点はいかがお考えで

すか。 

○松本恵介市民課主幹 受託事業者の中でもマニュア

ルのほうを整備を進めておりまして、従事者に対し

ては、確認度のテストを用いて習熟度の成熟度具合

をはかるなどして研修を行っていただいているとこ

ろで、そういった意味で業務の習熟度のレベルをキ

ープしていただくということでお願いしております。 

○山根建人委員 だからそういうのじゃなくて、質問

にちゃんと答えてほしいんですけども。ころころ替

わっていく、そういう懸念はないんですかっていう

ことです。 

  習熟度、研修とかやってもらったらいいと思うん

ですけども、結局、習熟しても、また年度とかで替

わったりとか、その人の御都合で替わってまた違う

人が来てまた習熟をしていかなければいけないとい

う、そういう懸念はないんですかっていうことを聞

いてるんですけど。 

○竹原けえ子市民部総括参事 委員の御懸念は私ども

も当然持っておりまして、従事員さんの方が替わら

れるというのは事業者さんにとってもデメリットで
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ありますことから、その辺り事業者さんのほうが長

く働いていただけるような対応を取るということは、

私どもとの共通認識として持っております。 

  その中で、当然、習熟度も全く途中でお辞めにな

る方とかがゼロではないというところでは、先ほど

申し上げたようにマニュアルをつくったりだとか、

研修をしたりだとかということで、習熟度も上げれ

るだけ上げていっていただく、及び長く働いていた

だけるように事業者さん内でしていただけるという

ところで、私どもとの共通認識を持っているという

ところでございます。 

○山根建人委員 結局、事業者さん任せになっちゃう

んですよね、これ委託をしてるので。ちょっと、こ

の表の中で、２番目の委託後の処理時間ということ

で出してもらってます。受付してからもう全部完了

するまで、証明書なりを引き渡す、そういう時間を

出してもらってるんですけれども、２月２日から19

日まで統計を取ってもらった。申請種別ごとに20件

ずつ処理時間を計測してもらったということで、こ

れ20件ってどんな時間帯でやったのか全然分かんな

いんですけども、これはどういう時間帯で、どうい

うふうな抽出をされてるんでしょうか、お答えくだ

さい。 

○松本恵介市民課主幹 集計の方法につきましては、

時間帯区切りまして10時から12時で７件、12時から

14時で７件、14時から16時で６件の合計１日20件を

無作為に抽出し、平均値を算出しております。 

○山根建人委員 これは何、こういうの出してくれっ

て言って出してもらったんですけども、それは吹田

市がこういう出し方をしなさいって言ったんですか。

それとも、委託業者さんがこう判断して、こういう

抽出をしたということなんですか。 

○松本恵介市民課主幹 窓口の運用開始前に、市と受

託事業者で協議の上で決定をしたものでございます。 

○山根建人委員 だったら、９時から10時までのやつ

とか、ちょっとこれ感覚の問題になっちゃうかもし

れないですけども、私がこういう17時半、遅くなっ

たら18時、19時ぐらいまでかかりますけども、退庁

するときにも、まだ18時以降も待ってる市民の方、

結構見受けられますよ。そういうところは全然抽出

してないということですか。正確な、これほんなら

処理時間というのは分からないじゃないですか。し

かも20件だけでしょ、抽出して、無作為とはいえ。

普通取るんやったら、その日の来庁者全員の時間と

か、ちょっと手間になりますけど。ただ、市のほう

からこういう委託をしたら時間が短くなるんだ。そ

れを証明をしたいわけですから、普通もっと細かく

ちゃんとこれが反映、本当に一体幾らかかってるの

かっていうのをちゃんと抽出できるように相談をし

て、こういうふうにやってくださいっていうのが筋

なんじゃないんですか。証明したくないんですかっ

ていうふうに取られてもあれですよ。そういう抽出

の仕方かなというふうに思うんですけども、その点

いかがお考えでしょうか。 

○松本恵介市民課主幹 まず時間帯につきましては、

９時から10時につきましては、受付を開始した直後

の時間帯であることから、処理に待ちが発生しない

時間帯ということで、通常の平均値を出すに当たっ

てはそこを除外したものでございます。また、業務

終了間際の16時以降につきましても同様の観点から

除外しているものでございます。 

  おっしゃられるように今、時間後も市民の方がロ

ビーでお待ちいただいているような状況もございま

すので、今の抽出の方法では、確かに平均の処理時

間という観点ではちょっと誤差が生じやすい方法に

なっていると認識しておりまして、現在、算出方法

の変更につきまして、受託事業者のほうに変更の依

頼をしておるところでございます。 

○山根建人委員 どういう依頼をされてるんでしょう。 

○松本恵介市民課主幹 例えばでございますが、ある

期間を区切って、この週１週間という形でその週は

全件を計測してくださいといったような形を提案し

ております。 

○山根建人委員 それも、だから新年度に向けてやっ

ておくべきだというふうに思うんですよね。じゃな

いと、僕らどういうふうに判断したらいいのかって

いうか。この委託が始まって、本当に市民のサービ

スが滞りなく行われてんのか、また効率的にもなっ

てんのかっていうのを、ある意味、これだけの数字

を見せられてもとちょっと判断できないというふう
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に思うんですけれども。それはちょっと部長、どう

いうふうに考えてはるんですか。 

○大山達也市民部長 確かに委員おっしゃるように処

理時間がどのように改善されているのかという部分

は、もちろん正確性を期すっていうのが一番望まし

いということは我々もそのように思っておるんです

けれども、まだ12月から委託がスタートしたところ

で、もう少し長いスパンで全体を見てみないとなか

なかその効果というものを比較しづらいかなという

ふうに思っております。 

  ですので、今、担当のほうが申しましたように、

３月以降の計測につきまして、できるだけ精緻な数

値を取っていきながら、この３月から４月にかけて

の繁忙期がございますので、その辺りをしっかりと

見据えた形でまた検証のほうをしていきたいという

ふうに考えております。 

○山根建人委員 我々は、新年度の予算に向けて議論

してるわけで、そこにやっぱり精緻な、より正確な

数字を出してもらわないとなかなか判断できないっ

ていうのが率直な私の思いです。 

取りあえず一旦置いときます。 

○梶川文代委員 パスポートセンターと消費生活セン

ターの件は資料を頂いてまして、実際に年間で費用

アップが両方足したら355万5,000円、総額費用上が

るっていう、それは間違いないわな、これ資料見て

たらね。この内訳とか見てたらやっぱり家賃がこれ

何、例えば、消費生活センター369万6,000円、月に

したらこれ家賃30万8,000円。その下の共益費、こ

れ消費生活センターのほうは令和９年度以降は修繕

積立金はないよね、借りてるやつだけやから。だか

ら、純粋に98万2,000円は共益費ってことやんね。

その共益費がこれも高いねん。平米で直したら

2,813円、月な。言うたら家賃の26.5％ぐらいに相

当するのが共益費、共益費も高いなっていうのをち

ょっと改めて分かったんですけど。 

  ただ、それとあと、これはちょっと公共施設最適

化推進委員会で出されてた資料見てるんですけど、

例えば消費生活センターの５階の部分、例えば506

号室、消費生活センターのところも私、昨日実は現

場見に行ったんですけど、これ今、丸っぽ消費生活

センターが使ってるみたいな言いぶり、書きぶりに

なってるんですけど、506号室の中にパスポートセ

ンターの方のお部屋もありました。パーティション

区切って。何かそんなんいつ頃からしてたんですか。 

○北野康子市民総務室参事 委員おっしゃられますと

おり、506号室につきまして、パスポートセンター

の狭隘に協力する形で、一部使用のほうをしている

状況でもございますが、経緯については把握はでき

ておりません。 

  ただ、506号室の契約につきましては、消費生活

センターが単独で行っておるものでございます。 

○梶川文代委員 いや、そうじゃなくてこんなん勝手

にやってるってことやんか。まあ言うたら費用計上、

消費生活センターでしてるやつ勝手にパスポートセ

ンターで使ってたっていうことになんねんで、これ。

これまず問題です。ちょっとこれまず整理してくだ

さい。だから、今、出してはる資料とかでも本来の

あれで言ったら出し直ししてもらわな困るぐらいや

わ。おかしい。 

  それと、あと昨日も見に行ってほんま思ってんけ

ど、パスポートセンターも例えば、中手前６畳分ぐ

らいとかって言うてはったけど、そこに記帳台みた

いなん置いてはんねんね、書き物する台。あれのけ

たらちゃうでっていうか、あれ壁側にびたっとくっ

つけるとか、何かそういう形にしたらええんであっ

て、何であんな真ん中にでんとこう机置いてんのよ

みたいな、何かちょっと改良の余地あるでというの

はむっちゃ思いました、パスポートセンター。昨日、

現場見てます、私。 

  それと、これ今まで待たされた、待つ場所がない

とかって苦情とかって出てたんですか、お聞かせく

ださい。 

○金守政弘市民課主幹 待ってる中での苦情というの

は、その場では利用者さんの方が怒られるというこ

とも中にもありましたが、常時混雑してるっていう

わけではなくて、一時的なもので、そういった形で、

苦情じゃないですけれども、提言というか、そうい

う形で受けてることはあります。 

○梶川文代委員 明確にお答えいただいて。苦情はあ

ったんですか。例えば、市民の声とかそういうとこ
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ろにもあそこ待つ場所ないとかっていうような、そ

ういう声あったんですかっていうことを聞いてんね

ん。 

○村井大介市民部参事 苦情としてはございません。 

○梶川文代委員 だよね。言うたら、その場でどうの

こうのっていったら、それはもう窓口の対応の問題

であって。あと、だから私も聞いたことないねん。

待ってる場所ないとか、何かそんなん聞いたこと全

然ないし、あそこの前があふれてるの見たこともな

いし。で、ちょっと隣近所の店舗の方とか、昨日、

消費生活センターの人にも聞いてんけど、何か月曜

日とかはちょっとあふれたりとか、あとシーズン的

に卒業旅行シーズンであったり、修学旅行シーズン

であったりとかはあふれる。ただ、それはシーズン

的なものやし、ただ基本的にこれ予約してるわけで

しょ。電子申請で交付のときに待つ場所ないとかっ

ていうのが今おっしゃってる広げたい理由になって

んねんけど。それもう交付なんか、もう５分、10分

でできるって聞いてますし、最大待ってもどれぐら

いといったら小一時間も待つことあんのって昨日聞

いたんですけど、それはないですっていうことだっ

たんで。海外旅行行こうとするぐらいの、言うたら

御健康な方やね。だから、もう本当に必要ない。だ

から座って待つ場所を造らなあかんような必要性は

まず全然感じられませんでした。中のレイアウト的

な問題もそれやったら解消もできる問題であって。

今現状で私、何ら不都合ないなというふうに実際、

感じました。 

  それと、パスポートセンターと消費生活センター、

これいずれともにしょっちゅうしょっちゅう頻繁に

皆さん行かはる施設じゃなくて、例えば生まれて初

めて行きはる、というか初めて行きはる人も多い。

だからこそ、やっぱりなおさらに分かりやすいとこ

ろでなければならないというのは、もうこれ以前か

らあったんです。消費生活センターについても以前

からそういう理由だったんです。それは、あそこの

常連さんやったら大変ですわ。やっぱりお困りにな

ったときに初めて訪れられるっていう、そういう方

たちが吹田で降りられて、もう見えるところにある

っていう、それが消費生活センターであった。これ

がもうずっとの歴史なんで、それは崩したあかんな

と私は思うので、今のままで全く不都合がないと考

えます。 

  ただ、とにかくちょっと昨日ほんまこれはあかん

なと思いました。とにかく506号室、消費生活セン

ター43.7㎡を全部使ってるっていう話やけど、その

うちのパスポート分の平米数とかもきちっと測って

直してちゃんと出し直すべき。まずは、それを議会

に誠実に履行することをまずは求めたいと思います

がいかがですか。部長、御答弁ください。 

○大山達也市民部長 506号室につきましては、賃貸

契約は消費生活センターとして予算の計上をさせて

いただいておりますが、実質パスポートセンターの

執務室が狭隘であることから、消費生活センターの

一部を使用している状態にあるということは私も認

識しております。 

  今回、この移転を機に、その狭隘部分についても

パスポートセンターを広げることで解消できるとい

うことで、不具合があるという御指摘はそのとおり

だというふうに認識しておりまして、その解消も一

気に目指していきたいというふうに考えているもの

でございます。 

○梶川文代委員 いや、やっぱりこれね、現在使用し

ている面積がまず違ってきてますので。本当は、そ

れを案分していった場合、ほんまは費用も違ってた

はずなんです。そういったことをせずに放置してた

っていうところ。まず、これ罰則に値するもんやと

思います、私。 

  あと、昨日現場も見てますけれども、いわゆる休

憩室行ったときには誰も使ってないし。だから、お

昼の休憩用に、言うたら入ってここにパスポートセ

ンターの方たちの休憩室、休憩するお部屋があって、

奥行って消費生活センターの会議室みたいなのがあ

って電子レンジなんかも置いてあって、だからもう

ほとんど休憩室なんです。兼倉庫、ちょっと物なん

かも置いてあったかなっていう感じなんですけど。 

  だから、あれは狭隘解消っていうか、休憩する場

所だけやねんけどね。ほんでそれも何かもう勝手に

使ってたみたいなところもあったりとかっていうの

があって、やっぱこれ現場見に行かなほんま分から
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んなと思って、昨日もつくづく思ったんやけど。 

  やっぱりこういうことを勝手にしとって、こんな

ことを勝手にしてるってことが分かった以上、ちょ

っとこれ勝手にまた先進めさすわけにはもう絶対い

かんなと私は思ってますんで、先、これきちっとし

なさい。もうそれ以上でも以下でもありません。 

一旦置きます。 

○西岡友和委員長 先ほどの橋本委員の質疑の中で保

留となっておりました答弁を受けることにいたしま

す。 

○北野康子市民総務室参事 橋本委員から御質問いた

だきました期間内解約につきまして、御答弁させて

いただきます。 

  こちらにつきましては、契約書上２か月前に申出

をするということで取決めさせていただいておりま

す。答弁が遅れまして深くおわびを申し上げます。 

○橋本 潤委員 御確認ありがとうございました。そ

のまま質問させていただきますけど、消費生活セン

ター、これ移転した場合の改装費とかが174万3,000

円ぐらいを見込まれてますけれども、大体のこの内

容をちょっと教えてもらってもいいですか。 

○北野康子市民総務室参事 まず吹一地区公民館の事

務所しつらえになっているものを撤去する、それか

ら相談ができるようなブースなどの取付けを行う、

それから506号室の原状回復、今、扉のほうとかを

付け替えしておりますので、そういったものを原状

に戻す、そういったものを行う予定にしております。 

○橋本 潤委員 原状回復と新しく使おうとしている

場所の費用って、要は505号室と506号室に係る費用、

それぞれ今、分けて出ますか。 

○北野康子市民総務室参事 今回、506号室の回復に

つきましてと、あと吹一地区公民館の利用のしつら

え、それから吹一地区公民館の原状回復、それぞれ

80万3,000円、77万円、それから89万1,000円という

ふうに試算しておりまして、こちら、吹一地区公民

館の原状回復と私どもの仕様のしつらえを一緒に行

うことで、77万4,800円を安価にすることができる

状況で予算要求を上げております。 

○橋本 潤委員 要はあれですよね。分館として使っ

てたものが有効利用できる部分があると理解してい

いんですか。 

○北野康子市民総務室参事 有効利用できる部分はち

ょっと少なかったものでして、手を入れる部分は多

いんですけれども、タイルの修繕の箇所やペンキの

塗り替え、そういったものは省かせていただいてお

ります。 

○橋本 潤委員 仮に、だから80万円ぐらいが新しい

ところ、消費生活センターの新しいしつらえに必要

だっていう理解でいいんですか。 

○北野康子市民総務室参事 約77万円が市民総務室と

して行おうとしている内容でございます。 

○橋本 潤委員 そうすると、96㎡に対して29坪ぐら

いなんで、坪単価２万6,000円ぐらいで改装できち

ゃうんですよ。一般的な事務所がテナントで入ると、

坪単価、水回りやるやらないとか今回の場合お手洗

いとか外で使うから比較的安いとしても、一般的に

は10万円を下回るようなことってあんまりないのか

なと思うので、かなり低額なので。これが効率的な

引継ぎでできてるのであれば非常にいい、効率的な

お話なんだなと思うんですけど。坪当たり２万

6,000円ぐらいでちゃんと全部できるのかなと少し

不安になったので。もう、十分積算していただいた

結果であれば問題ないんですけど、ちょっと一般的

な相場よりかなり安いぞというところが気になりま

したのでお聞きしてます。 

○北野康子市民総務室参事 相談ブースとあとは事務

の机を移転してくるということになりますので、手

を入れる内容としては少ないというふうに認識して

おりますので、この予算額で消費生活センターの移

転はやり切れるというふうに認識しております。 

○橋本 潤委員 そうすると、移転先としては比較的

条件がいい場所というか。今、働いてる方も同じフ

ロアだったり同じ建物なので、通勤される方とかの

御負担も移転に対してはないなというところでは、

比較的いい先なのかなと思うんですけど。 

  その流れの中でパスポートセンターが、隣が空く

から拡充できると。一定、今の課題というのはパス

ポートセンターにあるんだなというのは先ほどの委

員さんたちが、そもそも場所が足りてないからほか

の場所を使ってるわけですから狭隘なのはよく分か
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るんですけど、待ち時間というところで、大阪府の

谷町のほうで大体どんな状況なのかなとか、そこら

辺の比較って分かれば教えてほしいんですけどお願

いできますか。 

○金守政弘市民課主幹 大阪府パスポートセンターで

の待ち時間の状況なんですけれども、そこまでの把

握はちょっとこちらではしてないんですけれども、

吹田市の待ち時間については、できる限りスムーズ

に事務の処理ができるようには心がけております。 

○橋本 潤委員 利用者さんもあれば、そこでお仕事

に従事されている方、これ両方に対して、この場所

はちゃんと整備しなきゃいけないと思うんですけど。 

  子供の場合は５年間しか期間がないんで、うちの

妻も子供３人いてセンターさんに、もうなんか５回

ぐらいはお世話になってるというか。ただ、特に待

った記憶はないようなんですけど。先ほども修学旅

行のタイミングとか、そういう一定シーズン的なも

のもあるんだろうなとは思うんですが、そもそもそ

れがなくても、そこでお仕事に従事されている方々

の作業性等、環境を考えても場所が足りてないんだ

ろうなという部分は、もうこれは何か一定、理解は

できるんです。 

  ただ、先ほどの委員さんの、そもそもどれだけパ

スポートセンターって今、使ってんのっていうとこ

ろは明らかにしていただいたほうがいいんだろうな

というふうには。それで実際、今、どれだけ費用か

かってるのっていうところはやっていただいたほう

がいいんだろうなとは思うんですけど。 

  ただ、じゃあ拡充しようよっていうときに、一定

のお金がかかるわけで、ただこれもうパスポートセ

ンターの改装費も500万円ぐらいですけど、これは

あれですか、今あるところと横と両方、全部改装し

たその費用だという理解でよろしいですか。517万

円ですかね。 

○金守政弘市民課主幹 工事費用につきましては、委

員おっしゃるとおりになっております。あとシャッ

ターとかに塗装が今、消費生活センターがあります

のでそういったものを消したりとか、自動扉にもそ

ういうサインがありますので、そういったものの付

け替えとか、壁の一部の撤去とか、パーティション

を追加とかいうような部分でその金額になっており

ます。 

○橋本 潤委員 こちらのほうも133㎡で、坪単価に

すると改装費が12万7,000円ぐらいなので、事務所

としても結構安くできるなと。隣の部分とあまり無

駄がないというか、もともと何やってたかによって

どれぐらい改装費がかかるかっていうところでは、

効率的に改装ができる場所なんだろうなというふう

には思います。恐らく今も結構坪15万以上出さない

とシンプルなものでもできなかったりするのかなと

いう中で、左右両方というか、今あるところも含め

てであると12万円台でできると。片側だけだと結構

高いなってなるんでしょうけど、併せてってなると

っていうところで。 

  今度、併せてやるとなると、パスポートセンター

自体は一時移転とかしなくてもこの改装はできるん

ですか。 

○金守政弘市民課主幹 パスポート業務を止めること

はなかなかできないため、壁撤去については、土日

を含む夜間の工事を想定をして検討しております。 

○橋本 潤委員 利用者さん側には特段の制限がかか

らない形でやっていただくと理解しました。 

  この拡充しようとされるタイミングが、何か消費

生活センターさんの改修が移転になって、じゃあ拡

充できるなってなってると思うんですけど、拡充す

るんであれば、ある程度の期間もこの吹田市でこの

事務やっていただいて、この場所でよかったのかな

っていう検証はされましたか。 

  要は、拡充するんだったら本当にここで拡充して

いいのか、ここは最適な場所だったかっていうのを

検証した上で今の利用者さんの数も見て、現地での

拡充なのか、より適切な場所があるのかっていうの

を検討していただいたかなというところで、お聞か

せいただきたいです。 

○村井大介市民部参事 本庁内に戻るというような検

討もさせてはいただいたんですけど、庁内も狭隘と

いうこともございますし、今まで平成30年の11月開

設当時からこちらのほうでということで周知してお

りますので、今の狭隘の部分が解消できるというこ

と、費用面もかからないという、移転の費用とか、
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改修の費用とかを考えますと、現状を拡充するほう

がコスト的にも最適だということで、こちらのほう

で検討させていただきました。 

○橋本 潤委員 先ほど、私自身も発言しているとお

り、一定改修面とかでの費用面での合理性というの

は、この案というのは認められるなとは思ってます。 

  ただ、一定これまでの利用状況の調査とか、例え

ばですけど、南のほうの人のほうが谷町のパスポー

トセンターに近いんで、北のほう、例えば北千里と

か千里丘地域にいる人のほうが谷町にも遠いし、こ

のパスポートセンターにも遠い状況で、あとは単純

に電車のアクセスとかっていう中で、実際どの地域

の方々がこのパスポートセンターを利用してるのか

なとか、どれぐらいの方が谷町行ったほうがってい

う選択されたのかなとかっていうところをある程度

検証していただいて、ここが本当に市民にとって利

便性がいいのかっていうことを判断していただきた

いなと。 

市の区分所有の物件だから賃料かからないかもし

れませんけど、場所を使うっていうことはそれ自体

がコストであって。別にほかで借りようが、ここ使

わなかったら別に多分、吹田市は別の有効活用を考

えるわけですから、賃料かからないからっていうと

ころで。僕は、改装費の面では合理性はすごいある

と思うんですけど、賃料の部分については別の場所

で借りても、要は場所を使うコストですからね、本

庁が場所がないですよというのと同じように、ほか

のとこも同じ課題があって、空いたらここ使いたい

なっていうところも当然。資産としての場所を吹田

市が持ってるというだけなので。 

  それであれば、より適切な場所へ。ここは適切な

のかもしれないです。ただ、それを検証して拡充、

一定初期費用かかりますし、というところが何てい

うのか、コスト面だけでいくと谷町なんだから、基

本、行ってもらえばいいじゃんって言ってしまえば

一番コストがかからないわけで。そうではなく市民

の利便性を上げようとするためにより身近なところ

でパスポートセンターを設置しようっていう政策判

断をされて設置されてるわけですね。一部、吹田市

からの費用も当然使ってっていうことなので。 

  ちょっとこの場所での拡充というところが、ちょ

っと何というか、一定、利用の実態の調査とか、や

っぱり特定の地域の人が大分多かったですとかって

いう状況があるのかないのかというのはちょっと何

かお分かりになるデータがあったら。 

○金守政弘市民課主幹 令和６年度の申請者の住所地

別でちょっと調べさせていただいてて、令和６年度

が１万2,326件申請がありました。その中で片山・

岸部地域とＪＲ以南地域で約20％、豊津・江坂・南

吹田地域で約22％、山田・千里丘地域で約22％、千

里山・佐井寺地域で約18％、千里ニュータウン・万

博・阪大地域で約18％となっております。 

○橋本 潤委員 利用された方の割合なので、本来で

あれば、谷町のほうに行かれた方の人数から一定、

出せれば一番いいんでしょうけど、今の数字だけで

いくと、おおよそ同じぐらいの率でってなると、こ

れがパスポートをそもそも申請されたりとか増補さ

れたりとかそういうことをされる方がほぼ均一に市

内におられたということですね。分かりました。そ

れ以上のデータがなければ。もしあったらというこ

とだったんで。 

○江口礼四郎委員 今のコストの面も改めてお話しい

ただいてから見てみたんですけど。先ほど他の委員

も言われましたけど、修繕の関係とランニングコス

ト、賃料だったり、共益費の件はやっぱりしっかり

見ていかなければならないのかなと思います。現状

より整備が終われば約300万円ですかね、増になっ

てくるのは事実としてあって。 

そこまでかけてでもする必要があるかっていうの

が最終的に意義になってくるのかなと思います。部

長の答弁でも、何かパスポート利用に係る方々の職

場改善を含むのがパスポートセンター拡大の意義に

なるとあったと思うんですけど。何か、それにとい

うか、300万円を超える額をかけてこれを早急にこ

こから改善をする必要があって、対応を迫られたの

がタイミング的に消費生活センターの移転だったみ

たいな感じに感じるんですけど、それで合ってます

か。 

○北野康子市民総務室参事 早急という意味合いでは

ないんですけど、タイミングといたしましては、消
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費生活センターの内装工事のタイミングで移転をし

するほうが安価で最終的にまた別のことを考えるよ

りはいいだろうということで、拙速という意味合い

で、緊急性という意味合いではないのは委員おっし

ゃられるとおりでございます。 

○江口礼四郎委員 そうですね。それであればもう少

し議論のタイミングとか、修繕が先に来ているよう

に思うんですけど、この大規模修繕自体がそもそも

スケジュール的には５年間かけて消費生活センター

の修繕をするっていうことだったはずですので、何

かざっくりと緊急性がないのであればもう少し検討

するべきではないのかなと思うんですけど担当の意

見を教えてください。 

○北野康子市民総務室参事 先ほど梶川委員からも御

意見いただいたんですけれども、消費生活センター

はやはり46年間さんくす３番館で運営をさせていた

だいておりましたので、ほかの場所での運営という

ことはちょっと検討のほうはさせていただいていな

いところでございます。 

○江口礼四郎委員 分かりました。ちょっとまた一旦

置きます。 

○梶川文代委員 そもそもこれ公共施設最適化推進委

員会かけたん11月の17日やねんね。何か月前よ、こ

れ。っていうかもう、要は、吹一公民館の分館、そ

のスペース空くから埋めよう的な感じの考えみたい

な何か、どんなほかに思惑があるのか知らんけど。

それと、あとやっぱり緊急性はない、だから。もう

ほんまに昨日も現場しっかり見てきました。上も見

てきました。言うたら常時使っている部屋でもござ

いませんでした、５階のほうは。もう５階のほうは

もう言ったら丸っぽ休憩スペースですわ、パスポー

トセンターと消費生活センターの。現場見てから物

言わなあかんねんな、こんなんはな。ほんで、改装

費やそんなんとかかって大したことする気ないなっ

ちゅうのんは、まあ見て分かるんやけど。ただ、本

当に緊急性。 

  だから、ほんまにお金をかけてでもっていうか、

もうお金のことなんかもう後でもいい。とにかくこ

れやらなあかんねんっていうようなものをやってい

くのがまずは優先順位なんですよ。だから、昨日も

もう見て、実際現場の人にも聞きました。現状でも

不都合ない。パスポートセンターとかでも、ちょっ

とやっぱりもう一工夫しはったらあのままでも現状

いける。すぐに今、たちまちせなあかんっていうよ

うな理由は全く見当たりませんでしたので、昨日現

場行った結果、その辺り申し上げておきます。 

  とにかくもうこんな11月17日、急にぽっと言い出

して、いつもの、私これ伏魔殿会議っていつも言う

てんねんけどね。公共施設最適化推進委員会で出て、

やるって。こんないきなり感っていうのもおかしい

んで。とかく、急ぐ必要は全くないものであるとい

うことを再度申し上げております。きちんと現状と

出されている資料、金額等に不一致あるところをき

っちりとこれは精査して、整合性の合うようにただ

してください。 

○大山達也市民部長 梶川委員、今、御指摘の資料の

調整につきましては、この後少し相談のほうさせて

いただきたいと思います。よろしくお願いいたしま

す。 

○山根建人委員 ちょっと僕の認識と違ったんですけ

ど。５階の今、消費生活センター借りてるところ、

僕ちょっと相談室というか、そういう諸室で借りて

るっていうふうに認識してて。何か聞いたんですけ

ど、それは違うんですか。 

○北野康子市民総務室参事 ５階の506号室は、203号

室では車椅子の方とかの御相談のほうをお受けする

ことができないということがありまして、５階はそ

ういう広く使っていただくために、そのために引き

戸も交換させていただいて、お借りしている相談ブ

ースでございます。 

○山根建人委員 何でそれやったらそれをちゃんと説

明しない。梶川委員が言ってる、僕が今、質問せえ

へんかったら、そのまま何か休憩スペースなんやっ

ていうことになっちゃうけど。いや、なんか別にそ

ちらのあれをあれじゃないけど。一部はそういうと

こもあるっていうことやね、理解してよろしいのか

な。何でちゃんと説明せんのかなと思って。 

○竹原けえ子市民部総括参事 梶川委員のおっしゃる

５階につきまして、パスポートセンターが倉庫とし

てお借りをしております。いわゆるパスポートの申
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請書の写しを置いておく場が２階の執務室内にはご

ざいませんでして、そちらのほうにロッカーを置か

せていただいてるというところがございます。 

○山根建人委員 だから、何でそれ、そういうのをち

ゃんと説明しない。僕が聞いてるのは、別に公式に

聞いたわけじゃないですけど、そこはそういう消費

生活センターのそういう相談室で借りてますってい

うふうに聞いてたので。まいいや。ちょっとよう分

からん。 

○後藤久美子副委員長 様々な意見が出尽くした後か

なとは思うんですけど、私からも別の視点からお尋

ねしたいかなというふうに思います。 

  昨日、現地拝見させていただいてまして、私も行

かせていただきました。金守主幹ともお話しもさせ

ていただいてますし、５階ももちろん見に行かせて

いただいてます。 

  土曜日とか午前中はパスポートセンターに関して

はかなり混み合うというふうな感じでも伺っていま

して、先ほど梶川委員からもありましたけれども、

内装の部分での改善の余地というのはもしかすると

あるのかなという部分もあるので、一定、始まるま

でっていうか、これが決まるまでというか、もしか

すると少し改善があっても混み合うっていう現場の

状況なのであれば、壁にくっつけるとかそういった

ことの視点は一定必要なのかなというふうにも、今

お聞きして思ってたところなんですけど。 

  その上で、今回の拡充で、ランニングコストが増

えるという試算が出ているのかなというふうに思う

んですけど、この増額によって待ち時間がどれぐら

い短縮されるのかとか、処理能力がどれぐらい向上

するのかとかっていう事前の何らかの試算っていう

のがあってのことなのかというのは、一応、答えら

れる範囲でいいんですけど、お答えいただけたらな

っていうのがあります。 

○金守政弘市民課主幹 ランニングコストにつきまし

ては、パスポートセンターが消費生活センター部分

の今、担っている共益費、修繕積立金が増えます。

あと、平米数が増えることによる清掃委託料も増え

ることになっておりますし、あと、そこで使う電気

代っていうふうな形で試算させていただいておりま

す。 

○後藤久美子副委員長 あと、ちょっと私、10年スパ

ンでの考え方っていうのを考えてまして。単年度で

こう見ると、コストはもちろん増える。10年ぐらい

のスパンで見た場合に、修繕費とか将来的な再移転、

橋本委員とかもおっしゃってたんですけど、可能性

も含めたトータルコストとしての試算というか、

中・長期的にどう考えておられるのかなっていうと

ころで。 

  念のための確認をしたいんですけど、今回の拡充

に当たって、ほかの市有スペースの活用の検討、先

ほど本庁舎ではちょっと難しかったという御答弁も

ありましたけれども、ＪＲ吹田駅の中央口横のスロ

ープを下がったところの前に市民相談のところがあ

ったんですかね。シャッター部分になってるんです

けど、そこも市の区分所有かな、その駅直結の市有

スペースもある中で、今回、消費生活センターがそ

ちらに移転したほうが私は意味のある移転だなとは

思ったんです。分かりやすさでいうと、今シャッタ

ーされている場所に消費者生活センターが移ってく

るほうが意味があるかなと思います。旅行会社の左

横のシャッターになってるところ。あそこは市の区

分所有になるのか、ちょっとその辺りも含めてお答

えいただけないですか。 

○竹原けえ子市民部総括参事 委員おっしゃっていた

だいてるところは、旧のさんくす市民サービスコー

ナーかと存じます。あちらは、市の区分所有ではご

ざいますが、広さ的にはかなり狭く、消費生活セン

ターもしくはパスポートセンターが業務をできるよ

うな広さというのはなかったと記憶しております。 

○後藤久美子副委員長 広さがそうではなかったとい

うことなんですけど、でも以前、さんくす市民サー

ビスコーナーをされていたということなので、年間、

肌感覚では職員さんとしては１割ぐらい来訪されて

るというふうに、0.6％、何か言われてましたけど、

肌感覚では何か１割ぐらいは年間に来られてる。そ

の上で市に報告しているのが、じゃあどれぐらいか

っていうところでいうと、全員を報告しているわけ

ではないというふうな話もちょっとあったので、恐

らく来られてるのは来られてるのかなというふうに
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は、ちょっと私も感じたところではあるんですけど。 

  たまたま私が行ってるときに突然女性の方が悪質

商法の件でって言って駆け込まれたというか。職員

さんからは、来訪者のカウントというのは相談内容

によって扱いが違うっていうふうに伺ってまして、

現在の相談件数っていうのが、そもそもどういう基

準で把握されているのかっていうのも、パスポート

センターの次、消費者生活センターでちょっとばら

つきがあるんですけど、お聞かせいただけたらなと

いうふうに思います。 

○北野康子市民総務室参事 委員おっしゃられますと

おり、相談の記録として残っているもののみをカウ

ントしておりますが、悪質商法だというふうに御本

人様はおっしゃって来所はされるんですけれども、

実際はスマートフォンの契約ではなく、スマートフ

ォンの使い方、そういった御相談などもございます

ので、そちらにつきましては来所の件数には含まれ

ておりません。 

○金守政弘市民課主幹 パスポートセンターでの来所

者のカウント方法につきましては、窓口申請に来ら

れた方とパスポートの交付を受けられた方、全てに

なっております。電子申請の申請者数は除いてはお

ります。 

○後藤久美子副委員長 消費者生活センターの移転後

は、面談スペースが増えるということで、私もパス

ポートセンターの拡充及び消費生活センターの移転

についての資料を拝見はさせていただいてるんです

けど、今の一つしかテーブルがない状態なところ、

確かに対応はしやすくなるのかなというふうには感

じているのと、突発的な相談も含めて、一定改善は

されるのかなとは思います。その上で、今回の整備

が単なる移転というよりも、駅前エリアの再配置と

いうふうに思っているので、長期的な公共施設マネ

ジメントの中で、どうしても切って貼ってみたいな、

継ぎはぎのイメージがあるというか。再々整備の課

題もある中で、今、どの段階にあるのかっていうの

が少しちょっと見えづらいというか分かりづらくて。

全体像の中で、現在どう位置づけられているのかみ

たいなのが分かれば教えていただきたいなと思いま

す。 

  先ほど、スロープ下のシャッターの使えない広さ

だというふうにおっしゃいましたけど、もともとは

そういう窓口コーナーがあったという点から、そう

いうのも含めて、そこのほうが私は多少狭くても市

民からは利便性があって分かりやすさがあってとい

うふうには思ったところなんですが、その辺りも含

めて、ちょっと教えていただきたいなと。全体の

再々整備の課題もある中で、どんなふうに、短期的

に考えられたことなのか、10年スパンとかで見られ

て考えてのことなのかって、そこら辺を内部で思案

された結果なのかっていうのをちょっと聞かせてい

ただきたいなと。 

○北野康子市民総務室参事 副委員長のおっしゃられ

てます大きな面的整備につきましては、所管として

は都市計画だとかにはなるのかとは思っているんで

すけれども、さんくす１番館につきましては、耐震

性に問題があるということで、常時市民の方に御利

用いただくエリアとしてはちょっと選択肢としては

外させていただいたところでございます。 

  また、消費生活センターの移転先として、今回、

さんくす分館の跡というところが空くというタイミ

ングもありますけれども、ほかにも空いている部屋

もございましたし、またほかの階のところも検討さ

せていただいたんですが、やはり駅のロータリーに

向かって窓がある部分であると、サインなどの貼り

方で消費生活センターの認識が得やすいということ

もありますので、３番館の反対側のお部屋といった

ものはちょっと選択肢除外させていただいたところ

もあります。また、広さが広過ぎるというところも

あるということで、消費生活センターを一番市民の

方に認識していただきやすいという観点で、今回、

移転のほうを考えさせていただいたところでござい

ます。 

○後藤久美子副委員長 ちょっとこの件に関してはま

たちょっと置いときたいなとは思うんですけど。 

  防犯機能付電話機購入補助金の支給のほうで、先

ほど有澤委員からもありましたけれども、詐欺手口

の手順の変化というか、最近ＳＮＳとかＳＭＳ、あ

とメールによるフィッシング詐欺というのが増えて

るのと、海外では今、ＡＩ音声を使ったなりすまし
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というのも出ています。電話対策だけじゃなくて、

詐欺の手口の変化にどう対応していくのか。今後の

その消費生活事業全体の方向性についてもちょっと

お聞かせいただきたいなというのと、これまでの電

話機補助が第１段階だとすれば第２段階として、デ

ジタル詐欺対策へのシフトというか、先ほども、フ

ェーズが変わってきてるんじゃないかというふうに

おっしゃられてて、私もそうだなと思ったんですけ

ど。啓発の強化というか、次の展開というのも考え

ておられるのかどうか、そのビジョンのみ確認させ

てください。 

○岩﨑雅美市民総務室主幹 いろんな手口が今、出て

おりまして、固定電話にかかってくるっていう詐欺

が減少しているというお話は若干聞いております。

スマートフォンに対しての警察官のなりすましのオ

レオレ詐欺であったりとか、そういったことの手口

が増えてきているということもお伺いしておりまし

て、本年２月の市報すいたによって、そんな手口を

御紹介をさせていただきましたところです。 

  来年度につきましては、やはり御本人さんそれぞ

れの意識改革が必要というところで、地域の皆さん

のお力を借りて何とか講座などを開いて、口コミで

手口を知ったりとか、被害を防げる方法はないかっ

ていう方法をちょっと今、模索しているところでご

ざいます。 

○後藤久美子副委員長 ちょっと行ったり来たりで、

すごい申し訳ないなと思うんですけど、先ほどから

私、議事メモずっと取ってて。梶川委員がおっしゃ

ってた会議室の部分、506号室の使い方についての

ちょっと話が抜けてたので、ちょっともう一度戻り

たいんですけど。 

  書類上、直していただけるというふうに部長から

も先ほど御答弁ありましたし、確かにこういうのっ

てやっぱり議会と行政の信頼問題、こういうのって

本当に信頼関係かなと思うので、正直にやっぱりお

伝えいただいていたら、恐らくこういう問題はない

はずですので。私が行かせていただいたときは、確

かにパスポートセンターの方が休憩を取られている

状態で、私は中には入ってないです。中には入らせ

ていただいてなかったんですけど、二つに区分けさ

れてて、手前のほうがいわゆる先ほど言ってたパス

ポートセンターがちょっと使われているような小部

屋みたいな感じになってて、そこは休憩スポットに

なってて、それとそこにちょっと倉庫的な機能も先

ほど有しているということでお聞きしてますし、そ

の中に、奥に入ったら会議室スペースみたいなのに

なっていて、ちょっとパーティションされてた部分

もあるんですけど、そこにちょっと何か倉庫的な役

割を果たしているっていうのを消費者生活センター

の方からはお聞きしていて。その会議室自体も、何

かセミナーとかそういうのでもお使いいただいてる

っていうような話もちょっと聞いたりとか、その使

用が多目的な感じになっているのかなというふうに

は思うので、この位置づけとして消費生活センター

さんが持っている予算としては上がってきているけ

れども、基本的には多目的な使い方という認識でい

いのかどうか、そこら辺をちょっと整理してお聞か

せいただきたいんですけど。 

○北野康子市民総務室参事 ５階部分につきましては、

平成30年11月にパスポートセンターが開設されるに

当たりまして、従来の消費生活センターが半分のス

ペースになるということで賃貸したものでございま

すが、使用につきましては、やはりブースが狭くな

ってしまってプライバシーが保てない、それから車

椅子や電動車椅子、そういったカートを使われた方

では２階の相談スペースが利用できないということ

でお借りしたことが大前提でございます。 

  また、副委員長おっしゃられましたとおり、各種

の啓発や会議ができるようなしつらえにしておりま

して、先日２月にも、北摂の会議を行ったような形

で使わせていただいております。 

  また、確かにおっしゃられますとおり、そこは会

議以外にも、職員の休憩所のしつらえ的なものも設

置はしております。ただ、こちらにつきましては、

ずっと昼休憩ができるとかそういったものではあり

ませんので、職員の休憩所として利用することは必

要というふうに認識しているものでございます。 

○後藤久美子副委員長 そういった説明というのを事

前に、山根委員もずっとおっしゃってるんですけど、

やっぱり事前に説明していただけるとすごい助かる
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ので、この辺りの認識合わせというか、この場をも

って共有していただけたらなというふうには思いま

す。 

  この多目的の扱いな感じということで、各種の啓

発とか、北摂のとかっておっしゃってた会議スペー

スにもなっているみたいなことなんですけど、もち

ろんその人たち、その方たちには無償で提供してい

るっていうそういう感じなんですかね。ちょっとそ

の辺りもよく分からないので。 

○北野康子市民総務室参事 北摂の会議というのは、

私どもの消費生活やあと計量業務も行っております

ので、その担当者の会議を行ったもので、広く他市

等の会議を行う場としても使わせていただいており

ます。 

  またの啓発につきましては、特殊詐欺等の啓発を

行うためのいろいろなグッズやチラシ等、あと消費

者被害に対する啓発資料等を倉庫として置かせてい

ただいているところでございます。 

○後藤久美子副委員長 ということは、これがもし実

現して、例えばパスポートセンターが拡充されて、

消費生活センターが５階の96㎡のほうに移動という

ことになったとするなら、その辺りの部分は解消さ

れるというか、予算としてはパスポートセンターは

もうどこの区分で、消費生活センターはどこの区分

でっていうのがきっちりなっていくものというイメ

ージでいいんでしょうか。いわゆる今は、多目的な

ところもかなり数字的にグレーな感じに見えてしま

っている、なので、例えばこれでいうと消費生活セ

ンターの持分なのに、パスポートセンターさんもち

ょっと入り込んでるよっていうようなこととか、そ

の会議にしてもちょっと区分がどうなってるのか分

からないグレーな部屋なイメージが私はできてしま

ったので、その部分が今回の件で解消されて、それ

ぞれが収まりが利くっていうような、そんなイメー

ジでいいんですか。ちょっとこの辺りを整理をした

くて。 

○北野康子市民総務室参事 今、パスポートセンター

がどうしても狭隘で、バックヤードとして使用しな

いといけないというところは明確に切り分けのほう

はできるというふうに考えております。 

  また、会議につきましては、こちらは私ども消費

生活センターの業務の会議でございますので、今後

も必要に応じて消費生活センター移転後も行うもの

と認識しております。 

○後藤久美子副委員長 この辺りも含めて、山根委員

もそうですし、梶川委員もそうですし、皆さんおっ

しゃってるかとは思うんですけど、事前に私もこれ

行ったからこういう状況なんだっていうのを知った

んですけど。もちろん私たち議員も机上の空論では

いけないと思うし、できるだけ足を現場に運ぶって

いうことが基礎なのかなと私は思ってるんですけど。

それでもやっぱり気づかない、机上で見られる数字

を見て、追ってっていうのもこれを全部やっちゃう

とすごい大変なことになるので、どうしてもこの辺

りの信頼関係というか、すごく大切なところかなと

思うので、今後こういったところとかがもしあるの

であれば、精査してというか、多目的に使ってる部

分とかも恐らくあるかもしれないですけど。それで

いいやっていう感じで、とにかく現場だと多分そう

いう感覚になりがちなんですけど、数字だけ追って

るとやっぱりその部分がグレーに見えてしまったり

っていうような視点があるので、その辺りの視点を

指摘してちょっと私の質問は一旦終わります。あり

がとうございます。 

○橋本 潤委員 パスポートセンターと消費生活セン

ターって今、同じ部屋を使われてるっていう部分に

ついてなんですけど、賃借料というのは、今の予算

書で何ページのどこで。要は款を当然またいでない

ですよねと。これ、またいでるとすると、僕らそれ

聞いといてオーケーって言えなくなっちゃうじゃな

いですか。取りあえず事実上の流用ですからね、ど

ちらかの予算で借りたものをほかのところで使って

もらうって。そこに問題がないのかっていうのをち

ょっと確認させておいてもらっていいですか。 

○西岡友和委員長 暫時休憩とします。 

（午後０時２分 休憩） 

（午後１時 再開） 

○西岡友和委員長 それでは、分科会を再開いたしま

す。 

  まず初めに、橋本委員の先ほどの質疑で保留とな
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っていた答弁を受けることにいたします。 

○北野康子市民総務室参事 橋本委員から御質問いた

だいておりました予算書のページでございますけれ

ども、事業別予算概要の24ページ、25ページ、今度、

市民相談室になるんですけれども、市民相談室所管

になります総務費、総務管理費、消費経済対策費の

中の市民部、市民相談室、消費生活センター管理事

業の中で、こちら使用料及び賃借料として予算のほ

うを上げさせていただいておりまして、パスポート

センターの予算科目も同じ総務費の中で一定ありま

すので、ただ、市民総務室で予算の執行は行ってお

ります。 

○橋本 潤委員 同一款内の、実質的には賃借料をど

っちでっていうのが本来の目的じゃないところでの

流用ありきの予算になってしまうのかなというふう

に感じてまして。 

  まず予算書の第５条にある流用規定、この流用に

当たるのかどうかっていうのを教えてもらっていい

ですか。 

  予算書の第５条が地方自治法第220条第２項ただ

し書の規定により、歳出予算の各項の経費の金額を

流用することができる場合は、各項に計上した給料、

職員手当等及び共済費に係る予算額に過不足を生じ

た場合における同一款内でのこれらの経費の各項の

間の流用とするとあります。 

○田中義之市民総務室長 今回の消費生活センターの

賃借料の中には、パスポートセンター分の使用分に

ついての流用という手続は行っておりませんので、

ここには該当しないものと考えております。 

○橋本 潤委員 この４月以降も同じ使い方しますか

っていうところと、予算で上げたのと違う使い方し

ますって言われてしまったら、審査のしようがない

という状況になってしまうので、その点で、本来、

この予算書に上げている目的と違う目的で使うわけ

なので、もし４月以降も同じ使われ方をするのであ

れば、その部分の流用手続をされるべきだ思います

し、それが分かっているのであれば、本来その分の

予算はきっちりとパスポートセンターのほうにつけ

なければ本来はいけないんだろうなと。この予算が

このまま可決された場合は、要は流用されたときに

この規定が適用される、それが問題ないということ

を確認させていただきたいなという趣旨で申し上げ

ております。 

○大山達也市民部長 委員おっしゃるように、５階の

506号室の部屋の使用に当たりまして、消費生活セ

ンターの予算として計上されているけれども、実際

にはパスポートセンターも使っているということは、

その事実としてそのとおりでございます。 

  費用を予算それぞれに分けるべきではないかとい

う御指摘なんですが、これが部屋が別々の部屋とし

て契約ができるものでありましたら、当然、予算費

目は分けないといけないというふうに考えておるん

ですが、部屋が一つで、その中でパスポートセンタ

ーとシェアをしているという状況の中で、代表とし

て消費生活センターが予算を計上して契約も行うと。

実際に予算の処理に当たりまして、それぞれに予算

を計上していますと支出手続等いろいろなところに、

それを合算して支払っていくというふうにしないと

いけないということから考えますと、そういう代表

して予算を計上するということは、手続上、問題な

いのではないかなと。ですので流用とかいったこと

については、当初から考えておらなかったというふ

うに考えております。 

○橋本 潤委員 そうなってしまうと、この予算審査

自体でそういったところがほかにあるかないかって

いうことが結構大切になってきてしまいますよね。

実質的な経済的利益を予算をつけずに、パスポート

センター側が使ってるわけですから、実際の予算書

に実態を反映していただく努力というのは必要なの

ではないのかなというふうに思いますし、じゃあ、

そのような目的であれば、これ、パスポートセンタ

ーじゃないところが使ってたとして、さらに言うと

款をまたぐものだったとしたら、じゃあ、そのとき

は一緒に使えないという判断になるということです

か。 

○大山達也市民部長 そもそもが、そういったシェア

をするという形が望ましくないというところが大前

提だとは思っております。 

  パスポートセンターにつきましては使ってはおる

んですが、主に倉庫として２階部分の狭隘の部分に
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対応することとして５階を使用しておるということ

で、５階部分をパスポートセンターの事業の一部で

はあるとは言いながら、同じ部内で倉庫として場所

を間借りしているというような状況です。 

  ですので、ほかにもこのような状況というのはな

かなかちょっと生じにくいかなというふうには考え

ておりますので、ほかの案件については、そういっ

たことには至らないのかなというふうに考えており

ます。 

○橋本 潤委員 部長の御答弁頂いて、僕の認識はど

ちらかというと使えるところがシェアできるってそ

のまま縦割りじゃなくて横で使えるところ、融通し

合うのがいいんじゃないのかなと。むしろそういう

ことができるというのはいいし、だからこそ近くに

いる必要性とか同じ市民部さんの施設がっていう、

そういう利点もあるんだろうなと思うんですけど。 

  ただ、どうしてもやっぱり予算書上にちゃんと反

映しなきゃいけないと僕は思いますし、ちょっとこ

の点、見解が違う部分かと思いますので、僕はもう

これ実質的な流用だと思いますので、本来は今年度

の今の状況においても流用の手続をしていただくべ

きものなのではないのかなとか、決算とかでやられ

る話だと思うので、それは。この予算という面でい

くとやっぱり消費生活センターのほうの予算が上が

ってるけど、パスポートセンターのほうで使うんで

すよってなってる予算についてというのは、ちょっ

とその取扱いについてやっぱり一定明らかにしない

といけないとは思いますので、その点。 

  今はあれですよね、すぐどれだけの面積がとかっ

ていうことをお答えいただく段階ではないというか、

そういう御準備はいただいてないということですね。 

○大山達也市民部長 午前中の御指摘を受けまして、

現在の使用している面積を調べていただきましたと

ころ、トータル43㎡の中で、パスポートセンターが

利用している部分は実質8.5㎡というようなふうに

計測しております。 

○橋本 潤委員 そうなると、金額もやろうと思えば

ちゃんと出せると、面積案分もできるっていうこと

にはなるんだなというふうに思います。 

  これ、何ていうんですかね。じゃあ、流用なのか

流用じゃないのかとか、その手続がっていうことに

よって何か、これ本来やるべき議論の本質ってそこ

じゃないと思ってますので。ちゃんとパスポートセ

ンター拡充するのが必要なんですかとか、消費生活

センターの在り方とかっていうところにならなきゃ

いけないんですけれども、一応、ちょっと気になる

部分ではあるので、今やられているやり方がどうい

う根拠を持って流用には当たらないんだったら当た

らないという根拠というところを、一定。法解釈上

からいくと、僕が知る限りはちょっと難しいのかな

っていうふうに今、感じてますので、そこは問題な

いんですよというところをお示しいただければあり

がたいなと思います。 

○大山達也市民部長 これを明確に問題がないという

根拠というのは、すみません、今ちょっと手元に持

ち合わせておらないので、そういった根拠というの

は、恐らくはっきりとはないのかなというふうには

感じておるんですが。 

  予算流用に当たるような状況ではないかというの

は御指摘のとおりかと思っております。同じ部内と

いうことで、その辺りが恐らく開設当初からこの状

態だったのかなとは思うんですけれども、パスポー

トセンターの開設ですね、平成30年のところからそ

うかなというふうにはちょっと推測しておりまして。

ちょっと過去の経過が今すぐちょっとなかなかそこ

が残っておらないところもありまして、そう推測し

ておるんですが、当初からそういったことをやって

きたことにつきましては、やはり予算費目の点から

いくと、やはりグレーであるという御指摘について

は真摯に受け止めないといけないなというふうに感

じております。 

○橋本 潤委員 先ほど申し上げましたとおり、本来

議論されるべきところがちゃんとこの分科会でされ

てほしいので、この点ばかりにこだわるつもりはな

いんですけど、要は同じ款内なので、仮にこれは流

用ですよねとなったとしても、この予算内で対応で

きると。その手続がそもそも不要かもしれないとい

う解釈もあり得る。そこは今、どちらかもはっきり

しないというところですけど、という理解をして、

同じ款内なので、仮に流用に当たるとしたら、先ほ
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どの第５条の規定されている範囲内で流用ができる

ものだというふうに理解してよろしいですか。 

○大山達也市民部長 先ほどの担当の答弁で流用に当

たらないというお話をさせていただいたんですけど

も、正しくはそういう想定をしてこなかったという

ことでありまして、仮にというお話になりますと、

款内ということですので、流用は可能かなというふ

うには感じております。 

○西岡友和委員長 続きまして、理事者から先ほど山

根委員の質問に対する答弁の訂正について申出があ

りましたので、ただいまから発言を許可いたします。 

○森田明子市民部次長 お許しを頂きましたので、答

弁の訂正のほうをさせていただきます。 

  午前中に山根委員のほうから頂きました吹一地区

公民館移転に伴うさんくす分館の存続に関する要望

書、地域から出ました要望書につきまして、市民部

として把握をしておりませんという答弁のほうをさ

せていただいたんですが、市民部の市民自治推進室

としては、こちらの要望書のほうの提出があったこ

とは把握をしておりました。謹んで答弁を修正させ

ていただきます。申し訳ございませんでした。 

○山根建人委員 市民自治推進室としては把握してた

ということで。これ、市民からの要望書なんで、ま

ず市民自治推進室に出るんでしょうね。だから把握

をするのは、それはそうなんでしょうけど。 

  ただ、消費生活センターに関わる部というか、室

課のほうにはこういった要望書は伝えていなかった

ということですね。そういうことで理解をさせてい

ただきます。 

○西岡友和委員長 ただいま理事者から発言を訂正し

たい旨の申出がありましたので、許可をいたします。 

○山根建人委員 何で伝える必要ないと思ったんです

か、これ。当の場所に関わることなんで、担当のね。

消費生活センター今から借りよかと言うてるところ

に、何でそういう担当室課に伝える必要がないとい

うか。そういうふうな結論に至ったんですか。 

○森田明子市民部次長 伝える必要がないという判断

と申しますか、吹一地区公民館移転に伴うさんくす

分館の存続に関する要望書っていうところでござい

ましたので、あくまでもさんくす分館の存続に関す

る要望書ですので、判断は地域教育部であるべきだ

というふうに、その当時のほうは考えましたので、

市民総務室のほうには伝えておりませんでしたし、

実際にこの話、消費生活センターの移転等の話が出

たときも、地域教育部でもう解約という判断をされ

ていらっしゃったので、市民総務室のほうで消費生

活センターとして使用させていただくということで、

提案のほうを今回させていただいたような形になっ

ております。 

○西岡友和委員長 それでは、梶川委員の関係で理事

者から発言したい旨の申出がありますので、ただい

まから発言を許可します。 

○大山達也市民部長 午前中の審議の中で梶川委員か

ら御指摘いただいておりました消費生活センター５

階賃借部分をパスポートセンターが事実上利用して

いることについて、予算上も修正が必要なんではな

いかという御指摘につきまして、先ほど橋本委員さ

んにもお答えさせていただいたのと重なるんですけ

れども、予算といたしましては、消費生活センター

として代表として契約を結ぶという関係で、費目上

はこの形の今の現状のままでお願いできたらなとい

うふうに考えております。よろしくお願いいたしま

す。 

○梶川文代委員 じゃあ、契約書確認してきて。多分、

消費生活センターさんと開発ビルさんが契約してる

んじゃなくって、吹田市と開発ビルがしてると思う

ねん。 

  ほんで、例えばやけど今の共用部分、まあ言うた

ら、うちが床持ってる部分、吹田市が。所有者吹田

市、吹田市の中でこれ分けて、パスポートセンター

と消費生活センターと分けて使ってるっていうだけ

で、別に開発ビルさんとの間でいうたら開発ビル対

吹田市になってるはずやで。契約書もそうなってる

はずやで。消費生活センターさんが借りてるんじゃ

ないで。吹田市が借りてんねんやん。それの中を言

うたら、自分らで案分して分けておかへんかったら、

款は一緒でも、これ項も目もちゃうから、パスポー

トセンターと消費生活センター。そういったもんも

ちゃんとただしなさいって私は言ってるんであって。 

  そういったことをせんで、できひんというか、そ
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ういう御理解もできません。契約書確認しといで。

多分、吹田市さんになってるはずやわ。消費生活セ

ンターさんじゃなくって。 

○橋本 潤委員 今、委員から確認の依頼がありまし

たけど、併せてその賃貸借契約に目的も書かれてい

れば、その目的も御確認いただければと思います。 

○北野康子市民総務室参事 契約の使用目的といたし

ましては、事務所として使用するということで契約

をさせていただいております。 

  また、契約者は吹田市長となっております。 

○西岡友和委員長 質疑の途中ではありますが、職員

入替えのため、暫時休憩します。 

（午後１時32分 休憩） 

（午後１時35分 再開） 

○西岡友和委員長 分科会を再開いたします。 

  ただいま議題としております議案のうち、男女共

同参画センター大規模改修工事に関係する都市計画

部の職員にも出席していただいておりますので、よ

ろしくお願いします。 

  それでは、質問があれば、受けることにいたしま

す。 

○江口礼四郎委員 お願いします。男女共同参画セン

ターの大規模改修工事ということで議案が上がって

いるんですけど、私も整理したいところなんですけ

ど、まずはこの庁舎内の人権政策室が行かれること

と、資産経営室も行かれること、男女共同参画セン

ターが今まさに入ってらっしゃったんでしたかね、

ちょっとはっきりすみません、失念しておりまして

教えてほしいんですけど。 

○湯川武俊男女共同参画センター所長代理 今、男女

共同参画センターは、地下１階地上３階の建物にな

るんですが、もともと３階には教育センターがござ

いましたが、教育センターが南千里に移転いたしま

して、今、利用しているのは男女共同参画センター

のみになります。 

○江口礼四郎委員 そしたら、人権政策室はこちらの

庁舎から向こうに入られる、後々なると思うんです

が、面積だったりとか、一応、事務室で使うんです

かね、どのように変わるのか、ちょっと教えてくだ

さい。 

○柴野勝俊人権政策室参事 現在、本庁舎の高層棟１

階のほうで人権政策室の事務所があるんですけれど

も、そちらのほうの面積が約88㎡ほどの事務室とな

っております。移転後、予定としましては、事務室

としては約85㎡程度の事務室を見込んでおりまして、

面積的にはあまり変わらない状況になるかと思って

おります。 

○江口礼四郎委員 その移動後、どういうふうにされ

るかっていうのをここで聞いても大丈夫なんですか

ね。 

○淵上恭子男女共同参画センター所長 移動した後は

３室課で面積、それぞれに業務に必要な量を想定し

て今、用意しておりまして、それぞれのところで業

務をするということで予定しております。 

○江口礼四郎委員 すみません、私も分からなくなり

ました。今、使われてる庁舎内の移転後のお話をし

たかったんですけど、存じてますか。 

○柴野勝俊人権政策室参事 現在、先ほども申しまし

た高層棟１階の人権政策室の事務室跡についての利

用については、現在のところまだ決まってるとは確

認しておりませんので、今後、庁舎管理担当のほう

を含め、議論していく形になるかと存じます。 

○江口礼四郎委員 工事の話なので、そこまで確かに

質問するのも。すみません、一旦置いときます。 

○山根建人委員 資料ありがとうございました。 

  全面的に改装をすると。部屋の配置なども変える

ということなんですけども、資産経営室がこちらに

移ってくるということなんですが、ちょっと図面を

見せていただきますと、３階はこれ全部、資産経営

室が使うということになるんでしょうか。 

○中野 純資産経営室主幹 今、資料で提出させても

らったものの３階部分になるんですけども、資産経

営室の執務室、倉庫、会議室と、あと共有の会議室

となります。 

○山根建人委員 この設計をしてるとは思うんですけ

ども、市民団体との協議内容とかいろんな意見が出

されてますけれども、設計段階でそういった、今、

女性の団体とかたくさん利用されてると思うんです

けども、特にこの図面の中でここはそういった女性

の団体の利用とかの意見を聞いて、こういう設計に
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しましたっていうとこがあればちょっと教えていた

だきたいんですけど。 

○中村志磨男女共同参画センター主査 先ほどの質問

についてなんですけれども、ホームページで市民に

意見募集を行いました。その際に個別にこの部屋を

広げてほしいといった間取りの変更についての要望

は特にございませんでした。 

○山根建人委員 利用者の意見は何か取り入れたとこ

ろとかあるんですか。 

○中村志磨男女共同参画センター主査 利用者様から

の意見としましては、授乳室についてと、あとトイ

レについての御要望がございまして、こちらは要望

に対応させていただいております。 

○山根建人委員 設計段階ではそういったことも資産

経営室のほうには伝わっているということでよろし

いですか。 

○湯川武俊男女共同参画センター所長代理 設計につ

きましては、市民団体等からの要望もございました

件につきましては、資産経営室のほうと調整をしな

がら進めております。 

○山根建人委員 ロビーが今、１階のところで情報ラ

イブラリーというのがあって、僕、もう何回か行か

せていただきましたけども、そこで結構本を読んで

たりとか、開放的な、情報をそこで仕入れるという

か、閲覧したりですとか、結構身近にできるスペー

スなのかなと思ったんですけど。今回、地下のほう

に移すっていうことでは、このロビーの活用の仕方

とか、なぜ地下に移すことに至ったのかっていうの

をちょっと説明していただけますでしょうか。 

○湯川武俊男女共同参画センター所長代理 委員おっ

しゃいましたとおり、今、情報ライブラリーは１階

のロビー部に設けているんですが、別に３階に情報

資料室というところがございまして、書籍を１階の

ロビー部と３階の情報資料室の２か所に分けて、現

在配置しております。改修工事後はそれを１か所に

まとめるということにいたしまして、地下１階のも

ともと工芸室として使っておりましたところに情報

ライブラリーを新たに設置することを計画しており

ます。 

  そして、情報ライブラリーの地下１階に移転した

後のロビー部なんですけれども、そちらにつきまし

ては、市民のための交流スペースとしてカウンター

机を配置したり、ソファー等を配置したり、市民の

方に滞在型のスペースとして利用していただくため

のロビー部にしていきたいというふうに考えており

ます。 

○山根建人委員 より開放的で、皆さんが利用しやす

いようにっていうそういう目的でやられるというこ

とで理解させていただきます。 

  市のほうから出した議案参考資料で、161ページ

なんですけども、６月に男女共同参画センター事務

室を一時的に移転するというふうに書かれてありま

すけれども、これはどこに移転しようというふうに

考えているんでしょうか。 

○湯川武俊男女共同参画センター所長代理 現在のと

ころ、予定ではあるんですが、ＪＲ吹田駅近辺、さ

んくすのほうに移転を現在予定をしております。 

○山根建人委員 さんくすっていっても広いんですけ

ども、さんくすのどの辺りですか。 

○湯川武俊男女共同参画センター所長代理 さんくす

３番館の５階を予定しております。 

○山根建人委員 ちょっと先ほど、人権政策室の方は

入ってなかったけど、５階のいろんな消費生活セン

ターとか公民館分館の廃止跡とかいろいろ議論にな

ってるんですけども、これはほんなら、結構諸室空

いてますけど、何号室に移転する計画なんですか。 

○湯川武俊男女共同参画センター所長代理 一番突き

当たりの502号室を予定しております。 

○山根建人委員 それは大体の事務所が必要なのかな

というのは、おおむね理解をいたしますけれども、

それはそれで、その場所がどうなのかというのは、

ちょっと先ほど来いろいろ議論してますけども。 

  この御意見の中で、利用者説明会の意見で休館期

間中の代替施設、そこで女性の団体の方が会議をし

たりとか催物をしたりとかされてるんですけれども、

その代替施設どっか確保してほしいっていう要望が

出されてるんですけども、それであれば502号室の

横の、またこれややこしい話なんのかな、さんくす

の501号室とかね、向かいのところとかも空いてま

すので、そういった施設をちょっと臨時的に、予算
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はちょっと要るかもしれないですけども、そういう

確保して会議なんかに使ってもらうというような、

そういうような議論にはならなかったんでしょうか。 

○湯川武俊男女共同参画センター所長代理 現行の図

面を見ていただきますとおり、デュオでの活動は

様々な用途で、コーラスでありますとか、ダンスで

ありますとか、様々な用途でお使いいただいており

ます。そういった中で、一つ会議のためにだけに部

屋を借りるということにはなかなか難しいというふ

うに考えております。 

○山根建人委員 結構空いてる部屋ね、結構広い部屋

で、別にダンスでも、コーラスはちょっとうるさい

んかな、分かんないですけど、そういうところも空

いてるので、そういうちょっと。 

  やっぱり、先ほど来、ちょっといろんな議論にな

ってるんですけど、役所の中だけの機能のどこ持っ

ていくかとか、代替施設どうするかとかじゃなくて、

ここはやっぱり市民の皆さん、特に女性の関係の方

の活動の場になってたわけですから、そういう移転

を、大規模改修はそれはやってもらわないとあかん

のですけども、それと併せて、やっぱりそこで活動

されてる市民の方の活動っていうのもちょっと途切

れさせないというか、守っていくという、ちょっと

そういう視点を持っていただきたいなと。そういう

ところにちょっと臨時的だけども予算をつけさせて

くれっていうんやったら僕は理解できるなというふ

うには思うんですけれども。そういう視点を持って

いただきたいなというふうには思います。 

  取りあえず、これは一旦置いておきます。 

○梶川文代委員 これも公共施設最適化推進委員会で

の産物って言ったらおかしいけど、突如いきなり令

和６年にあって、でも令和６年のは公表してないね

やんか。令和７年からは公表してるけど。全く伏魔

殿というところで、密室で協議されて、何か考えら

れたみたいな。 

  ただ、そのときの様子を聞いてたら、教育センタ

ーがありました。教育センターが南千里行きました。

その後、どっか行きたいところないか言うてもどっ

こも手挙げてなかったから資産経営室が手挙げた的

な形に表向き聞こえては来てんねんけど。 

  それもだがら、空いたスペースをじゃあどうすん

ねんと。実は、午前中とかの、先ほど来の談義と一

緒やねん。その議論と。もう空いてるところにじゃ

あ入るみたいなね、空くから入るみたいなね。何か

そういうところもあって、結局、ここがもともと、

もう40年近く、三十七、八年ぐらい前か、まあ言う

たら婦人会館から始まって、女性センターなって、

私が市会議員になったときはまだ女性センターやっ

たわ。ほんでそっから男女共同参画センターになっ

てっていうその歴史があんねんけど。 

  じゃあ、その歴史とか経過なんかは全く考えてな

いというか、全く無視されてるような方向に今、行

ってる。だから、その方向性を確認したっていうの

が公共施設最適化推進委員会、令和６年度なんかは

全く公表もされてない、いつどんなことしたのかも、

言うたら本会議とかで聞いて分かってみたいなとこ

ろやねんけど。 

  ちょっとね、やっぱり一体何がしたいねんと、結

局と。もうこれまでの歴史も経過も何もかも完全無

視して、もうこれまでの吹田のよかった部分なんか

もう壊したいんかと言わざるを得ないような所業を

今回もしようとしてるかなと思うんですよ。だから、

申し訳ないけど、資産経営室なんかは、もう全然畑

が違ってて、教育センターとはもう似て非なる、も

う全く真逆の全然違うようなところで。結局、この

施設としての特性とかにも全くマッチングしない。

そういったことは、もう今まで本会議でもさんざん

言ってるんですけど、ほかがもう入るとこがなかっ

た。なかったじゃなくってって。何かほかの分野で。

だから、どれだけのところ。言うたら、これ、教育

長なんかも入ってたっていうからね、公共施設最適

化推進委員会に、特別職は何か漏れなく参加らしい

から教育長も入ってたってことやねんけど。 

  例えば不登校の子たちの居場所がＪＲ以南はない

ないっていうのんは、教育センターとしてもよくよ

く分かってるし、でもその対応のために教育センタ

ーがおるときなんかはここでは対応しとった。ＪＲ

以南じゃないけど近いからしとったという。 

  もちろん、先ほどのさんくすの話じゃないけど、

近くに図書館もあるし、公園もあるし、体育館もあ
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るしと。やっぱりそういう子供の居場所としてはも

う最適であって。だから居場所サポーターとかどう

のこうのみたいなんもやってするって言うてるけど、

もう場所的には、もうはっきり言うて一番ベストな

ところ、それに資産経営室入れるというのは、私は

もう断固反対です。もう悪いけど、もうちょっと申

し訳ないけど、吹田の歴史をもう覆すというか、も

うええとこ壊すような、もうこういう進め方という

のはもう絶対やめてもらいたいと思うんです。 

  もちろん、これ今般、ここに来るまでの間に、も

う開設当時からの御利用者さんたちとの、どう言た

ったらいいんでしょう、意思疎通が全くできてなく

てみたいなものの仲裁役みたいなところの間入った

部分で、ちょっと私も関わらせてもらったりみたい

なんもありましたけど、やっぱりそういったこと、

そういう皆さんのお話こそ、思いこそもやっぱしっ

かり聞かなあかん。にもかかわらず、ここの大規模

改修で、何か工作室、潰します的な形でしか聞いて

なくって、なんじゃみたいな。 

  だから、そういう人たちにすらも話もしてなかっ

たっていうのも非常にひどいなと。これについては、

もうちょっと申し訳ないけど、部長にも対応してく

ださいということでお願いをして、したことである。

部長もよくお分かりと思いますけど、そういう婦人

会館開設当初からの方に対してでも、何の説明も御

意見も聞いてなかったというのは、もう明明白白で

すわ。やっぱこの辺りについても大いに反省して、

こんなことを繰り返すことはないと。また、やっぱ

りそういう方たちの話を聞いてちょっと改める、も

うほんまに考え直すぐらいのことをしてもらいたい

と思うんですけど、部長の答弁を求めます。 

○大山達也市民部長 男女共同参画センターの編成に

つきましては、委員がおっしゃったとおりです。こ

ういった施設の変遷、歴史につきまして、職員がも

っと熟知して利用者の方に寄り添った形でこれから

も、リニューアル後になりますけれども、センター

をしっかりと利用していただいて盛り上げていきた

いというふうに考えております。 

○梶川文代委員 余計、資産経営室は要らないでしょ、

ここに。やっぱり、ここにふさわしい体制で組んで

いただきたい。やっぱ子供たちの居場所としては本

当に最適ですから、その辺りはしっかりと考えても

らいたいんですが、お願いできませんか。 

○大山達也市民部長 資産経営室が移転する場所につ

きましては、教育センター跡ということもありまし

て、当時、公共施設最適化推進委員会の中で議論が

あったものと存じております。その一定の結論に基

づきまして、設計の予算とかもお認めいただいて現

在に至っておりますので、今からその計画を変える

というのはなかなか困難ではあるというふうに認識

しております。 

○梶川文代委員 というか改めてやけど、その最適化

推進委員会、政策会議とかそんなんもあると思うん

ですけど、入ってらっしゃる特別職とか委員であっ

たら部長さんたちっていうのが、どこまで分かって

そこに座ってくれてはんのかが、もう全く私ちょっ

とその辺りについては本当、疑義を感じます。 

  もう本当に何も知らんのに、分かってないのに、

ただ、今、部長やから座ってる。申し訳ないけど６

月の最適化推進委員会、大山部長は座ってないけど、

その前の部長さん座ってはったんやけど。だからや

っぱり、自分がもうその部の代表として最適化推進

委員会の委員のメンバーとして入りはんねやったら、

その辺りの声はしっかりと聞いて集めて発言もして

もらわんと、結局何の意味もない。何かこう言われ

たとおりにはいはいはいと返事しておきましょか、

ちょうちん発言者の集まりみたいなものの扱いを部

長さんたちも受けてらっしゃるんかなというような

感じがしてどうしようもありません。今の吹田の一

番変なとこで、一番嫌なところがそんなところです。 

○山根建人委員 先ほど事務室、一時的に移転、502

号室を考えてるってことで、これ賃料幾らぐらいに

なるんですか。 

○湯川武俊男女共同参画センター所長代理 賃料は、

税別月額が42万1,040円になります。 

○西岡友和委員長 質疑の途中ですけれども、職員入

替えのために、暫時休憩します。 

（午後２時 休憩） 

（午後２時２分 再開） 

○西岡友和委員長 分科会を再開します。 
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  引き続き、質問があれば、受けることにいたしま

す。 

○江口礼四郎委員 お願いします。 

  今回上がってますコミュニティ活動支援事業にお

ける自治会集会施設整備等の補助金の拡充ですかね、

これについてちょっと幾つか質問します。 

  こちら見ましたら看板の新築だったり修繕に対し

て補助を出しますということなんですけど、現在、

こういった要望が幾つか上がってきてるということ

で間違いないですか。 

○大東良平市民自治推進室主幹 自治会の数団体から

要望を受けております。 

○江口礼四郎委員 早急に進めていくことになるのか

なと思うんですけど、予算はゼロ円ってなってるん

ですよね。どれぐらいのお金がかかるとか、ちょっ

と説明をもう一度お願いします。概算で結構です。 

○大東良平市民自治推進室主幹 予算につきましては、

議案参考資料にも記載をしておりますけれども、本

事業につきましては既存の補助事業の対象事業の拡

大ということで今回、審議をお願いをしております。 

  本補助金の事業の流れにつきましては、事業実施

の前年度に事業計画書を受けまして、その計画書に

基づいて補助金が何ぼ要るかっていうのを算出して

令和９年度（2027年度）の当初予算を要求するとい

う流れですので、来年度、2026年度につきましては

予算ゼロというふうになっております。 

○江口礼四郎委員 そしたら、自治会の加入率は年々

減っているところですが、そちらのほうに対する施

策というのは、考えていくという回答は度々聞いて

はいるんですけど、何か新しいことであったりとか、

より細かな政策等あれば教えてください。 

○大東良平市民自治推進室主幹 先ほど補助金のこと

触れましたけれども、加入促進補助金を令和２年度

に創設をいたしまして、今年度にその対象事業を拡

大をいたしました。加えて自治会の加入促進という

面で言いますと、加入促進を促すチラシをホームペ

ージに記載のほか、広報で年に２回加入を促す記事

を掲載をしております。 

  また、今年度につきましてはすいたフェスタにお

いて、加入促進を促すチラシを配布して周知を促し

ました。 

○江口礼四郎委員 いろいろと手だてを考えてくれて

る中で、それでもやっぱり増えないっていうのが事

実ありまして、地域でもよくその話は出てきます。

年々やっぱり入らない、辞めていくっていう人が多

い実情はやっぱりありますので。それは、役所の皆

様にお願いするだけの話ではないと思ってます。自

分らも地域でその課題に向き合ってやってはいくと

ころなんですが、やっぱり方法というのは難しいで

す。一緒に、こういうのはさらに協議しながら、一

つでもいい案があれば先ほどのチラシだったり、フ

ェスタ以外のところでも力添えいただきながら進め

ていっていただきたいなと思います。 

○有澤由真委員 よろしくお願いします。私は、人権

政策室に啓発についての質問させていただきたいな

と思っているんですが、実施計画の中の23ページの

人権啓発事業の中で、令和８年、1,104万円の予算

上げていただいてるんですけれども、これは北朝鮮

による拉致被害者の啓発の問題についての予算も含

まれているんでしょうか。 

○齊藤京子人権政策室主幹 拉致啓発につきましては、

パネル等は無料で借りることができましたので、こ

ちらの予算の中には入ってございません。 

○有澤由真委員 例えば、１月でしたっけ、１月末に

啓発劇があったと思うんですけど、そちらはもう特

段予算はかからなかったんですか。 

○柴野勝俊人権政策室参事 １月27日に実施しました

舞台劇、有澤委員も来られてありがとうございまし

た。につきましては、国と共催という形になってお

りまして、ほとんどが国の予算になっております。

ただ、一部メイシアターの実施使用料、一部のフィ

ルム代とかそういう事務分については吹田市のほう

で負担しております。 

○有澤由真委員 メイシアターの使用料とかが吹田市

の負担ということで分かりました。私も先ほど御答

弁の中にもありましたけれども、実際、劇に行かせ

ていただいて、若年層へのそういった拉致被害の啓

発活動については力を入れてほしいということをお

願いしたところ、今回、吹田三中の中学生の皆さん

が来てくださって。私も劇を拝見した中で、かなり
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リアルというか、脱北者の方の証言も基につくられ

ていましたから、もうなかなかリアルで、中学生の

方がもうどんな思いで同じ世代の横田めぐみさんが

拉致されて、どんな気持ちで見られたのかなという

ふうに、かなり過激というか衝撃的な内容がありま

したので、そう感じながら見てました。 

  こうした啓発劇っていうのが、若年層に向けてっ

ていうのがやはり機会が限定される中で、今年もも

しそういったような関連事業をやっていただけたら

なと思うんですが。今、他の自治体の先行市なども

研究されてると思いますけれども、また今年度そう

いった啓発事業についてやっていただきたいなと思

うんですが、何か検討されていることってあるんで

しょうか。 

○柴野勝俊人権政策室参事 令和８年度につきまして

は、昨年度までと同様に拉致問題啓発のためのパネ

ル展、あとアニメ映画「めぐみ」の上映などを予定

しております。また、今現在まだ検討中で、今協議

しておるところなんですが、メイシアターの屋上の

ロゴ、あちらのほうを12月の10日から16日の啓発週

間の際にブルーリボンと同色のブルーのライトアッ

プっていうのをできないかと今検討しているところ

でございます。 

○有澤由真委員 メイシアターのロゴにブルーのライ

トを当てるということで。以前も、すいたあとです

ね、ブルーにライトアップしていただいたのを記憶

しておりますけれども、それってどれぐらいのお金

ってかかります。 

○柴野勝俊人権政策室参事 現在、所管しております

文化スポーツ推進室のほうと協議しておりますが、

一応、ライトアップに関しての費用はかからないと

いうふうに今時点では確認しております。 

  あとすみません、先ほど有澤委員からの質問にあ

りました舞台劇の市の負担なんですが、市の負担に

ついては、メイシアターは公用、無料でしたので、

入場券の発送等の費用のみ負担しているという形に

なります。 

謹んで訂正をさせていただきます。 

○西岡友和委員長 ただいま理事者から発言を訂正し

たい旨の申出がありましたので、許可をいたします。 

○有澤由真委員 チケットの発送代ということで、特

段そんなに予算かからないのであれば、今後も違っ

た角度からの啓発活動というのをやっていただけた

らなと思ってます。 

  先ほどの展示に関する予算もかからないってこと

だったと思うんですけれども、昨年度が夢つながり

未来館と市役所本庁の１階ロビーのところと、南山

田市民ギャラリーと千里ニュータウンプラザってい

うことなんですけれども、本市、これ以外にも公的

施設ございますので、拡充といいますか、予算かか

らないのであればそういった場所を増やしてもいい

のかなと思うんですが、いかがでしょうか。 

○柴野勝俊人権政策室参事 パネル展の実施場所につ

きましては、今までも選定いろいろと悩んだ末の場

所にはなるんですが、今後、ほかにもできないかと

いうのを含めて検討してまいりたいと思います。 

○有澤由真委員 選定場所で悩まれたということなん

ですけども、何かそういう基準というか、何か相手

方ありきのことですから難しかったってことですか。 

○柴野勝俊人権政策室参事 パネル展ですので、多く

の人に、一人でも多くの方に見てもらえるところと

いうのがまずは選定の基準になるかと思いますので、

そういうところを優先して現在の、先ほど委員がお

っしゃった４か所になったと、経過になっておりま

す。 

○有澤由真委員 分かりました。公的施設もそうなん

ですけれども、民間施設等いろいろと連携していた

だいて、今後もそういった啓発活動していただきた

いなと思うのと、あと本市、太陽の塔もございまし

て、先日も重要文化財に登録されましたし、大阪府

の管轄ですから難しいかもしれませんけど、例えば

コロナの時期でしたらライトアップしてましたよね、

危険の段階によって赤色にライトアップするとか。

そんなんも大阪府もこういう拉致問題の啓発活動に

ついてはいろいろ取り組んでますので、国、府連携

してそういった本市ならではの啓発活動をやってい

ただけたらなと思ってます。 

  高市早苗総理も御自身の政権の内閣でこういった

拉致問題については解決していきたいという強い思

いを就任早々おっしゃっておられましたから、そう
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いった意味でも、本市も一緒になってそういった方

向を向いていけるように、ぜひとも、いつも人権政

策室の皆様、アンテナ張ってこの前も劇を誘致する

ために堺市まで見に行ってくださったっていうのを

聞いてますし、そうやってやってくださってますの

で、引き続きお願いできたらなと思っております。 

  次なんですけれども、ダブルリボンプロジェクト

の基金積立っていうのがこの実施計画に載ってまし

て。ダブルリボンプロジェクトも本市発祥というこ

とで、女性へのＤＶ防止と、あと児童虐待防止のた

めのそういう象徴的なものですけれども。 

  私も先ほどの拉致問題の話もしましたけど、今日

もブルーリボンつけてまして、こういったリボンつ

けることで広く、何ていうんですかね、市民のあら

ゆる世代の方に啓発というか、そのリボン何なのっ

て聞かれたりで会話が弾んだりとか、リボンにそう

いう意味があるんだねとかいうことで会話広がるこ

ともありますし。 

  本市は、すいたんがダブルリボン持ってるバッジ

もありますから、そういったことでダブルリボンの

啓発をしていただいてるということで非常に有効と

いうか、効果的な事業をされているなというふうに

思ってました。 

  ダブルリボンプロジェクトの基金について調べて

まして、これも令和６年度（2024年度）の基金残高

とかいろいろ書かれていたんですけれども、収入が

基金への寄附金が77万円ほどで、ダブルリボンのバ

ッジの売上げの一部が18万円ほど上がってまして、

96万4,250円となってまして。支出が92万9,000円と

なってまして、ＤＶ及び児童虐待防止対策に係る事

業に充当するための繰出金で92万9,000円となって

ました。 

  ここの実施計画の中に、117万円を積立てって書

いてあるんですが、ちょっと私これ理解できなくて。

ダブルリボンプロジェクトの基金についての立てつ

けといいますか、内訳っていうのをちょっと教えて

いただきたいなと思って質問させていただいたんで

すが、よろしくお願いします。 

○潮見智昭人権政策室主幹 ダブルリボンプロジェク

ト基金の積立てにつきましては、指定寄附金、自動

販売機ですとか、個人、団体さんからの御寄附、そ

れからブルーリボンバッジの売上げ、あと基金の利

子等を含めましたものを積立てとしまして、支出に

つきましては、人権政策室、男女共同参画センター

のＤＶ防止対策資金の一部と、あと児童虐待防止の

資金の一部に充当しております。 

○有澤由真委員 先ほどの答弁の中にもありましたけ

ど、このダブルリボンプロジェクト基金の中からＤ

Ｖのそういう啓発活動とか児童虐待防止啓発講演会

に充当しているということで、もちろん児童虐待防

止についてもですけれども、ＤＶについては中学生

に向けたデートＤＶ啓発っていうのをやって、これ

は教育委員会になるんですかね、分かんないんです

けど、今年度もそういったデートＤＶについてって

いう講習会とか、中学生、若年層に向けた何かそう

いう事業の予定とか、今考えておられる範囲で教え

ていただきたいんですが。 

○田邊夏生男女共同参画センター主任 男女共同参画

センターでは、毎年デートＤＶ予防啓発出前授業を

中学校に対して行っておりまして、令和７年度は13

校で実施見込みとなっております。 

○有澤由真委員 令和７年度が13校での実施というこ

とで、相手ありきのこととか、例えば授業のカリキ

ュラムとかでなかなか全校でやったりとかは難しい

かもしれないんですが、ただ若年層への正しい知識

といいますか、女性は自分の身を守らないといけな

いので、そういったことへの理解にもつながります

し、逆に女性だけじゃなくて、男性も正しい知識で

あったり、相手を思いやるそういうデートＤＶの中

できっとそういうお話あると思うんですけれども、

そういったことが大事なのかなというふうに思って

ます。 

  昨今、悪質な性犯罪も増えてますから、そういっ

た意味でもそういった若年層へのデートＤＶやＤＶ

の知識に関する啓発というのは大切になってくると

思いますので、令和７年度13校ということで、令和

８年度は各校長会とか、そういう教育委員会と連携

しながら、実施校を増やしていただきたいなと思っ

ております。 

  ＤＶについてなんですけれども、この実施計画の
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中見てましたら、市民部人権政策室が上げてるＤＶ

防止対策事業と、あと男女共同参画センターが上げ

てらっしゃるＤＶ防止予算というのが分かれてるん

ですけど、これって何か意図あるんですか。 

○川下みどり人権政策室参事 ＤＶ防止、ＤＶに関す

る取組につきましては、市役所本庁内にあります、

すいたストップＤＶステーションのほうと、あと男

女共同参画センターのほうでの相談業務とそれぞれ

で行っておりまして、それぞれの事業に合わせた予

算を計上しております。 

○有澤由真委員 それぞれの室課がやってらっしゃる

内容に合わせてそういう予算を分けてらっしゃると

いうことで分かりました。 

  こういう理念的なことを今後も取り組んでいただ

きまして、安心、安全なまちづくりということで期

待しておりますので、引き続きお願い申し上げまし

て一旦置いておきます。 

○山根建人委員 男女共同参画センターのちょっと業

務の質問をさせていただくんですけど、相談業務と

かは継続をしていくということで伺ってます。それ

は、どこでやられる予定なんでしょうか。さんくす

の移転予定のところでやるのか、どういうところで

やる予定なんですか。 

○中村志磨男女共同参画センター主査 先ほどの御質

問の相談の場所については、仮事務所で行う予定に

しております。 

○山根建人委員 ということは、まだ場所は決まって

ないけども、さんくすのところでやるということな

んですけども、それは何か相談室みたいなんをここ

に造られるっていうことでよろしいですか。 

○中村志磨男女共同参画センター主査 御質問のとお

り相談室を設けて対応する予定でございます。 

○山根建人委員 その移転の費用とか、そういう相談

をしつらえる費用というのはどこに入ってるんです

か。事業別予算概要の中の男女共同参画センター管

理とかいうのがあるんですけど、その予算というの

はどこに入ってるんですか。 

○湯川武俊男女共同参画センター所長代理 移転で必

要となる費用は様々ございます。需用費の光熱水費

でありますとか、役務費の電信料とか、保険料、委

託料、そういったものがございます。 

○山根建人委員 いやいや、だから予算としてはどこ

に入ってるんですか。予算計上してるんでしょ。 

○湯川武俊男女共同参画センター所長代理 失礼いた

しました。一般会計予算及び予算説明書の135ペー

ジ、相談室は賃借いたしますので使用料及び賃借料、

そして相談に関する業務委託料は、委託料の中に計

上されております。 

○山根建人委員 分かりました。ちょっとぜひ、これ

もう同規模ですよね。ここの相談事業というのは、

別にちょっと縮小するとかそんなのはないですね。 

○中村志磨男女共同参画センター主査 同規模の事業

を実施する予定にしております。 

○山根建人委員 分かりました。 

  次の質問で、北摂各市における生理用品の設置状

況一覧というのを出していただきまして、ちょっと

新聞の記事などで３月８日が国際女性デーというこ

とで、それに関連するそういったいろんな民間の女

性の生理のことであったり、特有の健康課題による

社会全体の経済損失みたいなのがちょっと新聞記事

の中で出されてて、それは経産省のそういう試算が

出てるんですけれども。 

  そこで、そういった月経などに伴う損失というの

は約5,700億円というふうに発表されてるという記

事がありまして。そういう経済的な面も含めて、女

性の権利なんかも含めて、あと、花王っていう日用

品の企業やユニ・チャーム、そういう企業がやっぱ

りそういう損失も含めて権利を守るために、そうい

うナプキンの配置なんかも企業で進めたり、あと職

場とかと連携したりとか、あと学校、そういうとこ

ろと連携をしてそういう設置ボックス、収納ボック

スなんかも無償提供をして広げてるという記事があ

りまして。 

  教育のところなんかは、教育委員会とかにも関わ

ってくると思うんですけども、そういった動きの民

間企業なんかとちょっと協力をしてやるというのは、

やっぱり男女共同参画センターというか、人権の部

門のところなのかなというふうに思うんですけども、

そういった何か動きというか、促進をするような取

組というのは何か考えていらっしゃいますでしょう
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か。ちょっとなかったらこういう動きがあるという

のは御存じなのかだけちょっと聞かせていただけた

らなと思います。 

○川下みどり人権政策室参事 民間企業との連携につ

きましては、以前から議会等でも御質問いただきま

して、トイレに機器の設置等で企業との連携をされ

ている他市事例があるというふうなこともお聞きし

ておりまして、その辺の検討を進めたこともござい

ます。 

  ただ、ちょっと施設の状況、電波状況ですとか施

設の諸条件が合わずに機器の設置というふうには至

らなかったので今はやっておりませんが、そういっ

た他市事例とかでは、民間企業との連携で生理用品

の設置などを進めておられるということは聞いてお

ります。 

  現時点で吹田市でその辺の検討を行っているとい

うことはございません。 

○山根建人委員 花王とかユニ・チャームがこういう

動きしている、やってるというのは知ってますか。 

○川下みどり人権政策室参事 詳細までは存じ上げて

ないんですけれども、学校等にそういうお声がけが

あったっていうふうなことは、そういうふうなこと

をされてるところがあるというふうにはお聞きをし

たことがあります。 

○山根建人委員 やっぱりそういうことに関連する、

国際女性デーなんかもろに関係しますよね。だから、

学校は学校でやっていただくのはそれは結構なんで

すけども、やっぱりそちらが旗振り役となっていろ

んなこういう権利を守るとか、そういった女性の取

組っていうのをちょっとやって、やる部署ですよね。

そう理解してますので、ぜひこういう例もあります

ので、ちょっと積極的に実施をするようにしていた

だきたいなと思います。 

  最後に、男女共同参画センターの改修に伴って人

権政策室が移りますよね。今、パートナーシップ宣

誓制度というのは、そちらの部署でやってるという

ふうに、申請ね、思うんですけれども、それは移っ

たらそちらのほうでやるという予定なんでしょうか。 

○柴野勝俊人権政策室参事 現在、人権政策室のほう

でパートナーシップ宣誓証明のほうしておりますが、

移転後につきましては、移転後の事務所のほうに来

所していただくことになると考えております。 

○山根建人委員 移転が来年の９月ということですの

で、まだちょっと時間があります。他の自治体でも

違うところでやってるとかそういう事例があるのか

ちょっと私は把握してないんですけども、一般的に

考えると、それって結婚のね、私も結婚して、結婚

したときは吹田市の市役所に申請書というか、婚姻

届を出しに行くっていうのが通例で、やっぱり役所

に行ってそういう申請とか宣誓するっていうのが一

般的な考えだというふうに思うんです。 

  ですから、男女共同参画センターのほうに行って

申請をするっていうのを、その人たちだけね、要は

同性でも結婚をする。それを自治体として認めてい

くっていうことなので、それは同等に結婚を届ける

のと同等に吹田市役所の中でそういう部署っていう

か、申請を受ける場所をつくってやるっていうのが、

私はそっちのほうが望ましいんじゃないかなと思う

んですけども。ちょっとその点は、まだちょっとあ

と１年以上時間がありますので、場所のことも含め

て検討していただけたらなというふうに思います。

これちょっと要望しておきます。 

○梶川文代委員 先に今、山根委員がおっしゃったこ

とと関連してやけど、言ってたように届出は、もう

言うたら婚姻届、みんな婚姻やねん。だからやっぱ

りそれは、例えば夫婦別姓の方なんかも、実は婚姻

やねんな。だからやっぱりそういったものはもうや

っぱり一緒でないと、変に区別して逆差別的になっ

てしまいますよという、そういうちょっと留意点が

あるなと思うんで気をつけていただきたいんですが、

御理解いただけますか。 

○柴野勝俊人権政策室参事 現時点では、確かに市役

所本庁で手続できるのが望ましいかとは思うんです

が、事務手続の所管の問題等ありますので、ちょっ

と今後、検討はさせていただきたいなと感じており

ます。 

○梶川文代委員 同性婚だけじゃなくて、夫婦別姓の

ほうも含めてちゃんと考えてもらいたい、そういう

のをちょっと強い要望としておきます。 

  それとあと、岸部市民センター、これも公共施設
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最適化推進委員会でなんですけど、10月24日ですね。

これも何かいきなり感的なものがあるんですけど、

ちょっと経緯、経過を聞かせてもらえますか。 

○村山暢彦市民自治推進室主幹 岸部市民センター及

び片山・岸部障がい者相談支援センターの大規模修

繕につきましては、施設の建設後35年が経過してお

りまして、経年劣化が進行していることから、施設

や設備の修繕や更新をするために大規模修繕を実施

するものとなっております。 

  その修繕内容につきましては、主に壁、床、天井

の内装改修、それと。 

○梶川文代委員 これ、155ページの議案参考資料読

んではるだけなんですけど、もうそれやったら参考

資料にお示ししてますの一言で済むんですけど。時

間かかるのはやめてもらえます。 

○村山暢彦市民自治推進室主幹 すみません。参考資

料にお示しのとおりになります。 

○梶川文代委員 いや、私が聞いてんのは、もうこれ

も公共施設最適化推進委員会の中で、実施計画にも

なくっていきなり出てきて、もうこれもすごい唐突

感がありますよと。だから、何でこれが急に持ち上

がってきたのか。 

  例えば、今日先ほど来言われているように、例え

ば蛍光灯がなくなるから、それの器具等を替えると

かみたいなそういったことも早急にしなきゃならな

いことがあったからとか、何かそういう理由があっ

たんであれば的なんは、その辺りを確認したいんで

すけど、そういうのはないんですかね。ただ単に、

たった35年で老朽してるっていうその理由だけなん

でしょうかね、お答えください。 

○森田明子市民部次長 こちらにつきましては、ＬＥ

Ｄの取替えというものも含んだものに大規模改修工

事はなっております。 

○梶川文代委員 例えば、クリエイティブセンターと

かあんなんとかもそうやねんけど、それがあるから

それがあるからって、さっきの消費生活センターも

やったけど、それがあるからって言うて大規模改修

って、なんかそれもおかしいんやんか。 

  例えば、安定器替えるだけで済むものであったり、

器具ごとと替えなあかんもんであったりみたいなも

あんねんけど、そんなん大規模改修で一緒にするべ

きもんじゃないって。器具だけ替えればいいねんか

ら。そういう辺りについても、うちの市全体の建設

の計画的なものの中で、そういう理由だけで大規模

にやらなあかん的なんはちょっとおかしいんちゃう

かなと思うんですけど。常にそういう会議に御同席

されている機会も多いだろうけどね、部長とかでも。

その辺りどんな感じですか。何かもうＬＥＤのため

の大規模改修が増えてるように思うんですけど。 

  実際のところ、だからこれは何でこう。言うたら、

去年いきなり降って湧いて、実計にもないのにみた

いなんを始めていくいうの、何でこんなことになん

のか聞かせて。 

○大山達也市民部長 実計にないものがというお話で

すが、我々、一般建築物の公共施設最適化の個別施

設計画の中で位置づけております大規模修繕のスケ

ジュールに見合った中で、スケジュール中で幅があ

りますので、その中でいつ実施するかということを

公共施設最適化の中でも図っていって確認していっ

ているところです。 

  実施計画上に上がってきてないものと、この個別

施設計画との関係というものにつきましては、どち

らが先にということではなかなか説明しづらいんで

すけれども、個別施設計画に上がっているものにつ

きましてもやっぱり計画として一応お示ししている

という時点では、我々としては計画にのっとった形

で進めているという認識をしております。 

○梶川文代委員 というか、あれをね全部、あの個別

施設計画、あれ全部やろうと思ったらもう吹田市完

全に破綻します。ほんまに。あの中からでも優先順

位と早期にせなあかんかどうかみたいなしっかりと

見定めていかへんかったら破産します。あれ全部や

ったら。それぐらいのこと何ぼ何でも分かってるで

しょ、部長。 

  だから、今回とかでもはっきり言うて何か防火設

備、それの改修があるとか何とかっていうのもある

けど、別にそれ単体だけやれば済むだけの話ちゃう

のとか、ＬＥＤなんかでも照明だけ替えたらええん

ちゃうのという場合と、やっぱり大規模にせなあか

んのかどうかっていうのを、やっぱちょっと分けて
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もらわんと、はっきり言うてもう何でもかんでもそ

の期間、その個別施設計画でってあるからそれで大

規模でやるねん、大規模で。もうそういうものじゃ

ないので、やっぱそういうところはちょっとこちら

もよく考えてもらいたいんですけど、そういう議論

はなかったんですかね、大体その公共施設最適化推

進委員会とやらで。 

○大山達也市民部長 個別の施設ごとに委員会の中で

は検討しておりますので、全体の話というわけでは

ないんですけれども、やはり我々施設運営している

所管といたしましては、日々いろんな施設の中の不

具合というものが出てきております。その中で小規

模なものは修繕で対応しておるんですけれども、少

しやっぱり大規模なものになってきますと、どこか

こうまとめた形でというふうに先送りというような

ことになってきている部分が現状でございます。で

すので、その先送りがいつかという目安として、こ

の個別施設計画の中で位置づけたところを、そこに

向けてこれまで課題となっているものを一気に解消

するというような扱いになっておりまして、これに

ついてはいろいろ議論もあろうかと思いますけれど

も、このこと自体を公共施設最適化推進委員会の中

で検討しているというようなことではなかったかな

というふうに記憶しております。 

○梶川文代委員 これは市民部だけの問題じゃないの

で、全体的な問題なんで、総括ないしは最終意見と

かでもこれ言うていきますけど、やっぱりちょっと

今の吹田市の考え方おかしい。もう破産の道に一直

線みたいなところに行ってるので、その辺りについ

てはよく皆さんもお考えいただきたいと思います。 

  あと、片山・岸部障がい者相談支援センターとの

合築のことになってくんねんけど、大体、市民セン

ターと障がい者相談支援センターと、稼働率的には

どんな感じになってんのかな。どっちが多いとか、

どっちが少ないとか。 

○田中満明市民自治推進室参事 岸部市民センターに

つきまして私ども把握してございますが、障がい者

支援センターのほうについては把握がございません。 

  岸部市民センターにつきましては、令和６年度決

算ベースで52.1％となってございます。 

○梶川文代委員 面積は、お互いの。 

○田中満明市民自治推進室参事 面積につきましては、

今回、市民センターが951.63㎡、障がい者相談支援

センターにつきましては27.6㎡となってます。延床

を申し上げますと979.23㎡です。 

○梶川文代委員 というか、はっきり言ってこの相談

支援センターの拡大強化的なものも考えていかなあ

かんなと思ってるんです、実は。そういうこともち

ょっと検討したんですか、してるんですか、した上

での今なんですか、お答えください。 

○田中満明市民自治推進室参事 私ども所管している

のは岸部市民センターでございまして、この障がい

者相談支援センターにつきましては、他所管となっ

てございまして、ちょっと私どもその辺りの経緯に

ついては把握してございません。 

○梶川文代委員 この箱物の部分で言ったら、もう大

半が市民自治推進室ですねんな。言うたらちょっと

間借りしてる的になってはんねんやんか、そっちの

方が。ほんなら、まあ言うたら大家のほうが分かっ

とったらなあかんがなみたいに思うんやけど、風通

し悪過ぎる、はっきり言うて。横串全然刺さってな

い。しかも同じ空間を共有しながら、何かそういう

のってすごい悲しいというか、もうはっきり言うて、

隣の人が言うてることにもなんの興味もないですね

みたいな、そんな状態になるよ。その辺りちょっと

やっぱりもうちょっと風通しよくすべきやと思うん

ですけど。もうちょっとこれ、部長答弁ください。

もうちゃんとしてください、こういうの。 

○大山達也市民部長 委員おっしゃいますように障が

い者相談支援センターにつきましては、在り方につ

きましてはいろいろ課題があるというふうに私も認

識しております。 

  もともとここは岸部市民サービスコーナーの跡地

ということで、手を挙げて使うことができるように

なったということで、なかなか地域性でありますと

か、場所、利便性とか考えた中で、ようやくここが

活用できるということになったという経過があると

いうふうに認識しております。 

  今回の改修に当たりましては、そこの部分につき

まして直接検討を加えるというわけではなく、まず
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現状の改修をしっかり行った上で、また相談支援セ

ンターにつきましては、全体の中で計画をされる中

で我々も情報共有のほうはしていきたいというふう

に考えております。 

○梶川文代委員 というか、すっかり行ってしまう前

に、もう言うたら、やった後にまたせんならんこと

にならんように、二度手間にならんように、無駄金

使わんで済むようにしてくださいっていう意味も込

めて申し上げたんですけど、再度御答弁ください。 

○大山達也市民部長 今回メインとなる岸部市民セン

ターのほう、今回、我々提案しておるんですけれど

も、同じ施設の中の障がい者相談支援センターの改

修内容につきましては、トイレの改修だけというふ

うに聞いておりますので、無駄な費用の支出という

ふうなことにはならないのではないかなというふう

に考えております。 

○梶川文代委員 これも言うたら去年の10月24日、何

か月前、４か月前になんのかな、本当、何かもうそ

ういうところで方向確認しました、だからやります

ねんとかって言われてもね、全然説得力もないし、

やっぱりもうちょっときちっと実装的な形でできて

る、それええやんって言うてあげれるようなものに

なってるっていう、そういうものをやっぱりしても

らいたいなということを申し上げておきます。 

  それと、あと自治会の掲示板ね。さっき江口委員

質問してはったけど、これ、もう前々から要望はも

うかなり出てたんで。ただ、これやっぱり自治会加

入促進の一番の効き目あるやつやねん。その自治会

の掲示板。自治会入ってはれへん人があの掲示板見

て、これ参加したいわ言うて、ほんならもう自治会

入りなはれやといったことにもなるので、この掲示

板、今回は予算ゼロ言ったって、これ意見を聞くん

でしょう。何かまどろっこしいなと思うけど。 

  ただ、意見とか言うてもどぼどぼ出てくると思う、

多分。だから初年度、順番待ちとか言ったらまたも

めるから、もう来年、もうどんがばちょというよう

な予算組まなあかんようになるかもしれへんかなと

は思うねんけど。 

  ただ、ほんまに自治会の加入促進のもう一番の目

玉になるやつなんで。ただやっぱり設置してはる場

所的なものであったりとか、勝手にやってはる、と

いうのはいかがなもんかな。でも、勝手にやっては

るんじゃなくて、それについても例えば道路、時期

とかあんなんなんかも許可とかそういったもんもこ

ちらでお手伝いするとかっていうようなこととかも

含めて考えていってもらいたいですし、ただ、４分

の３で７万円でしょう。そこの壁にぺたっとつける

ぐらいなんか、基礎から足立ててやっていかなあか

んのかみたいなんもあるので、こういう金額なんか

も最初からここまでしか出せませんとかっていうの

んもちょっといかがなもんかな。その辺りも含めて

ちょっと考えていかへんかったら、だから今回は予

算額ゼロで一応、お話を聞くという。聞いてく中に

おいて補助の上限額なんかも決めていかへんかった

らあかん思うんですけど、一応これ参考程度に書い

てはると思っときますけどね。やっぱそれはちょっ

と聞かないと駄目やと思うんですけどいかがですか。 

○大東良平市民自治推進室主幹 上限額７万円の積算

根拠につきましては、ネット情報でありますけれど

も一番簡素な足あり、パネルなしの掲示板の費用、

これは設置費用も含めてですけれども、その費用と

修繕、これは内部資料でありますけれども、修繕費

用の平均値が大体10万円ぐらい、それの４分の３で

大体７万円という上限を設けたものでございます。 

○梶川文代委員 ていうか、一番簡素なやつでっても

う言われてしもたらどうしようもない。やっぱりち

ょっとその辺りは考えて、一番効果的なところがど

こやねんと。 

  例えば、踏切、みんなが待つところといったら、

もうみんな見るよなとかね。でも、それ鉄道会社怒

るかもしれへんよなって出るかもしれへんけど。あ

とやっぱ風雨にさらされんと立てれるところと、風

雨にさらされるんやったらちょっと蓋なりも要るよ

ねってとことって場所あるから、やっぱりそれはち

ょっと考えましょうよ。ちょっと金額はね。 

  やっぱり、ほんでちゃんと話聞いてきて。もうほ

んまに。私も大分聞いてるんで、地元に近い会長と

かからも聞いてるんで。だから最初要望いっぱい出

ると思う。それなんかもう来年いっぱいなるよ予算

っていうそれぐらいのことを考えておいてもらいた
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いと思いますんでお願いできますか。ずっとうなず

いてくれてるから。 

○森田明子市民部次長 委員が御説明してくださった

ことは本当にうなずけることではございます。とは

いえ、やはり予算というものは上限のほうがござい

ますので、申し訳ございませんが、今、考えること

については考えますが、お約束というのはちょっと

できかねる状態ではございます。 

○梶川文代委員 ちゃんと考えてください。 

一旦置きます。 

○後藤久美子副委員長 皆さん、お疲れさまです。私、

確認だけさせていただきたいなと思って、幾つかな

んですけど。 

  岸部市民センター及び片山・岸部障がい者相談支

援センターの大規模修繕工事についてのところなん

ですけど、議案参考資料のほうで、外壁について外

壁改修は必要であれば実施とありますが、これは現

時点ではどういう見込みとかっていうのがあるのか。

今回の予算に含まれていないのであれば、将来的に

追加工事の可能性もあるのかっていうところについ

てちょっと確認させていただきたいなと思います。 

○田中満明市民自治推進室参事 今、議案参考資料

155ページお開きいただいております。こちらの中

ほどに委託料1,432万8,000円、その横に実施設計と

ございます。これ、今、様々なことをどうやって工

事していこうかということを設計する中で、その必

要性というのが判明したらやっていこうということ

で、次、令和９年度に工事を予定してますけども、

そこにのってくるということで見込んでおります。 

○後藤久美子副委員長 ということは、幾らかかるか

現時点ではまだ未定というようなイメージでいいと

いうことでしょうか。 

○田中満明市民自治推進室参事 副委員長おっしゃる

とおりでございます。 

○後藤久美子副委員長 あと、相談機能への配慮とい

うか、障がい者相談支援センターが入っている施設

で相談のプライバシーであったりとか、静かな環境

っていうのが十分確保される改修内容になっている

のかっていうのと、特に面談スペースの改善とかそ

ういったものがあるとかではないのか、ちょっとそ

の辺りを確認したいです。 

○田中満明市民自治推進室参事 私どもが伺ってる限

りにおきましては、障がい者相談支援センターの隣

に職員用トイレがございまして、ここの改修のみと

いったところで伺っております。 

○後藤久美子副委員長 理解しました。 

それと、これは工事期間中は市民センターの機能

とかそういったものというのは、普通に維持される

予定で、特に一時移転だったり縮小とかそういった

こともなくっていうことなんですかね、ちょっとそ

こだけ確認して終わります。 

○村山暢彦市民自治推進室主幹 大規模修繕の工事期

間中のことにつきましては、昨年度、ちょうど市民

センターの指定管理を行いまして、そのときの募集

要項の中で大規模修繕期間中の項目について内容を

示しております。 

  大規模修繕期間中については、休館もしくは事業

の休止ということで、その間の委託料といいますか、

それについては市と指定管理者と双方で協議すると

いう内容になっております。ただ、これ実際に工事

期間がまだ実施設計に入っておりませんし、期間が

定まっておりませんので、ある程度定まった段階、

期間が分かった段階で、早い時期に利用者及び施設

を御利用いただける方に対して、工事期間の周知を

行っていきたいというふうに考えております。 

○西岡友和委員長 その他質問、よろしいでしょうか。 

  （発言なし） 

  なければ、以上で議案第31号中、市民部所管分及

び議案第19号中、市民部所管分に対する質疑は終了

いたします。 

―――――――――――○――――――――――― 

○西岡友和委員長 暫時休憩とさせていただきます。 

（午後２時57分 休憩） 

（午後３時30分 再開） 

○西岡友和委員長 分科会を再開します。 

  議案第31号 令和７年度吹田市一般会計補正予算

（第９号）中、地域教育部所管分及び議案第19 

 号 令和８年度吹田市一般会計予算中、地域教育部

所管分を一括議題とし、質疑を行います。 

  質問があれば、受けることにいたします。 
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○江口礼四郎委員 数点だけ。お疲れさまです。よろ

しくお願いします。 

今回の議案に主に関係ある公民館の件で少し聞き

たいことがあります。吹一公民館が今、進んでいっ

てるところなんですけど、公共施設（一般建築物）

個別施設計画のほうの改定では、まだ推進委員会の

中での質疑にはなっておりますが、公民館も多く計

画が見直されているように感じてます。 

まず、そこは原課と都市計画ですかね、しっかり

と調整されているので間違いないですか。 

○田畑千恵まなびの支援課主任 委員おっしゃいます

ように、最適化推進委員会に諮らせていただきまし

て、グループ１までの公民館の改修計画は進めてお

るところであります。 

○江口礼四郎委員 もともとあった内容から建て替え

または大規模修繕って言われてる部分から、大規模

改修に変えられてるところも見受けられて、コスト

的にはこちらのほうが安いというか、費用がかから

ないという認識ですか。 

○田畑千恵まなびの支援課主任 委員おっしゃいます

ように、必ずしも建て替えのほうが高く、大規模修

繕のほうが安いということは言い切れないかと思い

ます。 

  なぜかと言いますと、公民館の場合、今、エレベ

ーターの設置を進めておりますので、今、計画させ

ていただいている公民館については、もうエレベー

ターをつける設計でお願いしております。ただ、今

後につきましては、エレベーターをつけるかどうか

というのは、今後、検討させていただくということ

になっておりますので、エレベーターをつけること

で、建築予算が上がることは間違いないです。 

○江口礼四郎委員 本会議のほうで他の議員さんの質

問でもあったりしてたんですけど、集約建て替えと

いうか、例えば学校を利用してはいかがかみたいな

質問もありました。そういったのはこの計画には今

のところ入ってないなとは思ってはいるんですけど、

改めて担当課はどういうふうに考えられているか、

お示しください。 

○田畑千恵まなびの支援課主任 先ほど申し上げまし

た１グループにつきましては、今ある公民館の改修

を予定しているところですが、２グループ目以降の

ものに関しましては、今、委員がおっしゃいました

ように、今あるものを改修するのか、学校の中に移

転するのかっていうところは、そのときの状況等に

応じて検討し、判断させていただくこととなってお

ります。 

○江口礼四郎委員 今回の予算に関わるような話でい

うと、ちょっと大きくなってしまってますが、そう

いったのも検討というか、地域の方々と話合いをし

ながら丁寧に進めていただいて、やっていただきた

いと思います。 

○有澤由真委員 よろしくお願いします。 

私は、旧西尾家の件について質問させていただき

たいんですが、今回、解体工事を行って初めて明ら

かになったということで、追加で予算が上がってい

るんですが、解体工事実施に伴う予期せぬ発見とい

うふうに議案参考資料に書かれてまして、これって

いつの段階で発見されたんでしょうか。 

○立岡宏美文化財保護課主査 旧西尾家住宅の修理工

事、Ⅰ期工事につきましては、まず解体工事を進め

ておりまして、解体工事のほうが令和４年度から大

体令和６年度にかけて行っておりまして、いろいろ

な発見がございましたので、令和４年度に発見され

たものもありますし、令和６年度に新たに分かった

こともございました。 

○有澤由真委員 いろんな作業をする中で徐々に分か

って今に至るということで。 

こういった予期せぬ発見というのは、今後、大丈

夫なんでしょうか。 

○立岡宏美文化財保護課主査 現在進めてますⅠ期工

事、対象建造物、主に主屋などの建物につきまして

は解体は終わりまして、今、復旧のほうに移ってお

りますので、新たな発見というところは出てこない

とは考えておりますが、今回、提案させていただい

ておりますとおり、戌亥土蔵とか戌亥角土蔵を新た

に今回、Ⅰ期工事のほうに前倒しさせていただく場

合には、その解体工事を進める中で、また新たな発

見というものが出てくる可能性はございます。 

○有澤由真委員 分かりました。ここの事業内容の中

にもいろいろ書かれてまして、国の重要文化財であ
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るっていうことですので、今後とも貴重な文化財の

保護のためにも必要な予算は上げていっていただけ

たらなと思います。 

  以前、平成31年の４月に旧西尾家住宅の大規模修

繕基金の何かが立ち上がったのかなというのは見た

んですけれども、目標額は5,000万円としてますと

いうふうに書かれているんですが、この基金って今

どんな感じになっているのか、現状をお聞かせくだ

さい。 

○中川知子文化財保護課主幹 旧西尾家住宅の大規模

修繕基金につきましては、現在、基金の累計額が

2,216万1,100円になっております。そこから令和５

年度からは繰入れとかを行っておりますので、令和

７年度末の基金残高につきましては620万8,100円に

なる予定でございます。 

○有澤由真委員 累計額は2,100万円だったけれども、

いろいろ繰入れとかで620万円、今あるってことで

すよね。そういうことであれば、せっかくまた基金

のそういう募集もされてますんで、大々的にやって

いただけたら、また予期せぬ発見もあるかもしれま

せんので、その辺はちょっと工夫していただいて。

基金の募集のチラシですか、見せていただいたら結

構なんかかっこいい感じで作成されていたというの

は先輩議員から伺ってまして、地域にとってもそう

いう重要文化財というのが大事になってきますので、

そちらも工夫して、また基金のほうを募っていただ

けたらなと思っております。 

  以前、先輩委員が質問された内容なんですけれど

も、令和２年度から工事をする中で、高知県にある

牧野先生ゆかりの植物園からスエコザサというもの

を何かもらってるっていう話があったと思うんです

けれども、その管理というか育成状況について、以

前当局にお尋ねしたところ、きちんと管理してない

という答弁だったということで聞いているんですが、

当時、今後管理をしていくという御答弁だったんで

すが、現在どんなふうになっているのか教えていた

だけたらなと思います。 

○立岡宏美文化財保護課主査 御指摘のスエコザサに

つきましては、日常的にきちんと散水などを行いま

して、状態等も日々確認しております。最近は、近

年夏が非常に暑かったりしまして、一時的に枯れて

いるような状態に見えたりすることもあるんですけ

れども、きちんと現在、良好な状態で管理できてい

るところです。 

○有澤由真委員 以前、うわさでは枯れていたんじゃ

ないかっていうふうに聞いてましたので、今、ちゃ

んと育てていただいて放水もしていただいていると

いうことですので、高知県の牧野植物園から寄贈さ

れて、本市からは吹田くわいを寄贈されたというこ

とも伺ってますので、何ていうんですかね、そうい

う友好関係の象徴なのかなというふうに思いますの

で、今後もきちんと管理していただきまして、また

旧西尾家住宅が令和10年に復旧予定ですかね、Ⅰ期

工事が令和10年に工事完成ということで、今後もそ

うなっていくんですけれども、引き続きよろしくお

願い申し上げまして、一旦置いておきます。 

○後藤久美子副委員長 お疲れさまです。先ほど有澤

委員からも御指摘あった部分と、私のかぶった部分

があったので、１点だけちょっと確認しておきます。 

  旧西尾家住宅の件で、今回、限度額が９億2,502

万2,000円から13億4,595万4,000円と４億2,000万円

の増額がされてるんですけど、この増額分について

国とか府の補助割合っていうのがどの程度で、市の

実質負担が幾らになるのかっていうのがちょっと分

からなかったので、そこを教えていただきたいなと

いうふうに思います。 

あわせて、工事請負費と工事監理委託料の増額っ

ていうふうにあったんですけど、具体的にどの部分

が増額要因になってるのかっていうのを、内訳をも

う少しだけ分かりやすく説明していただいて、私も

うそれだけで大丈夫です。 

○葉山 進文化財保護課長 国からの補助割合につき

ましては、65％を補助金として交付いただいており

ます。なので、残りの35％が市の負担ということに

なってございます。 

  工事請負費、工事監理委託料につきましては、先

ほど申し上げましたように、予期せぬ発見とか、解

体工事を進めていく中で分かったこと、それから調

査して分かって再検討した結果、見直しをした工事

請負費を新たに計上させていただかないといけない
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ということになりまして、それに伴って工期も延び

ますので、工事監理も延びた分をしていただくとい

うこともございますので、そういったことについて

今回増額の提案をさせていただいているということ

でございます。 

○山根建人委員 まず、市の有形文化財の補修の予算

というのは、この事業別予算概要の中のどの部門に

入ってますか。そういうのってこの科目で出てこな

いんですか。 

○中川知子文化財保護課主幹 事業別予算概要の232

ページにございます文化財保護事業の負担金、補助

及び交付金、227万2,000円のうちに含まれておりま

す。 

○山根建人委員 これでいうと122万1,000円減額にな

ってるんですけども、それはなぜですか。昨年度に

比べて。 

○中川知子文化財保護課主幹 有形民俗文化財が損傷

した場合の修繕工事に補助金を適用しておりますの

で、現時点で予定としてお伺いしております案件及

び必要額が前年度より少ないため、補助予定額が少

なくなっているものでございます。 

○山根建人委員 年度途中で、それがちょっと増額、

補修などがかかるってなったら、また補正予算で出

てくるんですか。 

○葉山 進文化財保護課長 年度途中で当初手当てし

ていなかった予算以外に、保存団体様のほうからそ

ういう申出があった場合に、我々としてはどれぐら

い緊急なのかとか、必要性とかその辺を確認させて

いただいて、基本的には次年度の当初予算で措置し

ていくことになろうかと思います。 

  特に、繰り返しになりますけども、団体の方によ

く話を聞かせていただくということにまずなるかと

思います。 

○山根建人委員 今の答弁でいいますと、次年度に含

めてっていうことですけど、緊急であればそのとき、

その年度の補正予算を組む可能性もあるということ

で理解してよろしいですか。 

○堀 哲郎地域教育部次長 基本的には補助金でござ

いますので、予算の範囲の中でまずは実施をしてい

くということになります。ここが大前提にあって、

ただ予算の中でもいわゆる使途を定めずに、緊急対

応用ということで一定額については持っている分が

ありますので、その範囲の中であれば年度途中であ

っても対応は可能かなというふうに考えております。 

○山根建人委員 旧西尾家の場合もそれは必要な予算

だと思ってますけど、補修の予算が物価高騰なんか

も含めて増額されているっていうことでは、別に文

化財への対応というのはどれも平等というかね、だ

と思いますので。旧西尾家でやっぱりきっちりと増

額をして、ちゃんと補修して保存していこうってい

うふうにお考えなのであれば、市の有形文化財も後

回しにせずに、今年度の予算もう枠を使い切ったか

ら来年度にしてくださいじゃなくて、きっちり今や

っておかなければならないやつはそれなりにやっぱ

り対応していただきたいというふうに思います。 

  もう一つが、図書館のことなんですけども、資料

を出していただきまして、延床面積とか冊数とか、

もう各ばらばらで、いろんな施設の状況とかなんか

で対応というか、自習室とか多目的室とか、いろん

な広さとか個数なんかもばらばらなんですけれども。 

 吹一公民館の分館が廃止されるということで、私、

質問でも、さんくす図書館のそういう自習室なんか

でもやっぱり狭いほうの図書館に入ってますので、

私は地域なんかで青年の方から、さんくす図書館は

自習室がなくてやっぱり中央図書館まで行ってると

いうようなお話も子供たちからも聞いてるところで

すので、そういうところで利用したらどうかという

ふうに言ってましたけれども、なかなか担当課とし

ては広げるというか、新たにそういうとこで活用す

る気はないというお答えだったんですけども。 

  さんくす図書館のことに絞りますと、多目的室が

あって、借りれたりもするんだというふうに思いま

すけども、用途で行事や集会というふうにホームペ

ージには書かれてあります。 

  吹一公民館のところでもいろいろと議論になりま

したけれども、地域の中でコミュニティとか会議と

か、そういう場で重宝してたっていう意見もありま

したので、この多目的室をやっぱり実習とかそうい

うので、図書館の行事とか優先だと思うんですけど

も、地域の方がちょっと話合いなどで貸してほしい
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というふうに言ってきた場合は、この用途からする

と、行事とか集会とだけしか書いてませんので、そ

ういう協力なんかも可能なのかなと思いますけども、

そういうところはいかがなんでしょうか。 

○桑名裕子地域教育部参事 さんくす図書館の多目的

室におきましては、一般の市民の方の会合にはちょ

っと貸出しは原則させていただいておりませんで、

図書館の集会、またそれで使ってないときには自習

室としてお使いいただくという形で活用させていた

だいております。 

○山根建人委員 ほかのところの図書館にはそういう

ような要件が書かれてあるところもあるんですね、

用途のところで。ただ、ここのさんくす図書館のホ

ームページの用途のところには行事とか集会しか書

いてないんですよ。多目的室利用については、さん

くす図書館までお問い合わせくださいとしか書かれ

てないんです。これの文言だけでいったら、市民が

ちょっとしたスペースを貸してほしいっていうので

もいいのかなっていうふうに思ってしまうと思うん

ですけども。 

  やっぱり地域教育部、同じ部署ということでは、

そういったスペースの問題も含めて、またその跡地

を消費生活センターにするかどうかというのは違う

部署で今議論になってますけども、同じ部署内では

そういったある意味ちょっと柔軟な利用というか、

市民のための利用っていうのも検討されてはいかが

でしょうか。同じ要望なんかも、パブコメとか地域

の連合自治会とかも出されてますんでね。ちょっと

そういった検討もなされたらどうかなと思うんです

けども。 

  何か、全然違いますよ、部署は。ただ、あるとこ

ろでは消費生活センターとパスポートセンターのと

ころが共有して使ってる事実もあるみたいなんで、

そういうとこ柔軟にやられてるんですよね。僕はそ

ういう柔軟さは別に否定はしないんですけども。そ

ういうのちょっと検討されたらどうですか、同じ部

署の中として。いろいろ課題があるんですから。 

○大平香代中央図書館長 施設の利用の条件等につい

て、ホームページの情報がちょっと判断が分かりに

くいということであれば、修正をさせていただくと

ころでございますけれど。 

図書館としましては、あくまでも各館に置いてい

る多目的室については、メインとしては図書館のイ

ベント、行事などを行うことを目的とした集会機能

的なことを考えております。 

  原則論でいいますと、いわゆる貸室的な運用は原

則的にいうと、今、行っていないんです。それでい

うと、今、さんくす図書館の多目的室の活用の姿と

しては、行事、イベント等で使うことがまず第一で、

それ以外の時間については有効活用ということで、

子供たちの居場所ともなるようにということで、要

望でありました自習スペースとして開放していると

ころで、そういった使い方を現状されております。 

○山根建人委員 原則的にいくのであれば、自習スペ

ースをもうちょっと広いところを子供たちのために

確保してあげてもいいのかなと思うんです。原則論

というふうにおっしゃいましたけど、ある一方の部

署ではそうやって共有して使ってたりとか、どこま

での原則なんかちょっと分かんないですけども、そ

れが許されてる事実もあったりしますので。 

  そういう意味では、無差別に貸せというわけでは

ないんですけども、今回は同じ地域教育部の中の吹

一公民館の分館の廃止というもので、いろいろ地域

等いろんな御意見頂いてますので、そういったこと

も柔軟に考えるべきなんじゃないかなというふうに

思います。 

  時間がないので、それぐらいにしておきます。 

○梶川文代委員 ちょっと時間ないんで手短に。 

  文化財保護関係全般、ただちょっと部局ちゃうけ

ど浜屋敷のほうとかそういったもんは吹田市全体の

そういうことでいうたらね、ごめんなさい、何かも

うほんと寂しいかな。生き字引の皆様の、昔のこと

をよく知ってらっしゃる方たちの、それがちゃんと

継承されてないなって思うことがここんとこ多々あ

って。これもったいないし、これ絶対つながなあか

んし、伝承せなあかんので、それはもっと力入れな

あかんのちゃうかなって思ってるんです。そういっ

たことなんかについても、ちょっともう全然予算的

なものが反映されてないのがつらいんですけど。 

もう次、補正予算とかでもこれ出してきてもらえ



校正前原稿のため、正式な分科会記録ではありません。 

－ 40 － 

たらと思うんですけど、お願いできますか。 

もう時間ないねんから早よ答えて。 

○堀 哲郎地域教育部次長 今、委員がおっしゃられ

ている内容について、つぶさにちょっと把握をして

おらないんですけれども、我々としましては、現在

必要な予算については、今議会で御提案をさせてい

ただいているものと認識をしております。 

○梶川文代委員 でもね、今回ね、もう隅から隅まで

どこをどないに見ても、そういったことはもう全く

頭の片隅にも思ってらっしゃらないのかなって思わ

ざるを得ない吹田の今の、もう本当ひどいというか、

冷たいというか、ちゃうでと思うところなんで申し

上げておきます。 

  でも時間の関係上ちょっと図書館のこととかも言

いたいんですけど、もうまたこれは御相談させてく

ださい。ただ、やっぱり図書館の配架の関係でいう

たら、例えば今回、これまで冊子になってた市役所

のこういったものなんかでも、もうこんな紙切れの

ほうになっちゃったりとかもしてるんで、この配架

なんかも今後どのようにしていくかいうのも、今後

一緒に考えさせてください。 

置いときます。 

○西岡友和委員長 質疑の途中ではありますが、職員

入替えのために、暫時休憩をいたします。 

（午後４時 休憩） 

（午後４時３分 再開） 

○西岡友和委員長 それでは、分科会を再開いたしま

す。 

  引き続き、質問があれば、受けることにいたしま

す。 

○江口礼四郎委員 お願いします。 

  クリエイティブセンターの質問をさせていただき

ます。本会議でも質問させてもらいましたが、私個

人の思いも訴えたところではあると同時に、非常に

お金がかかってしまうことに関しては、注視をしっ

かりしていかなければならないと思ってます。 

  今回、基本構想の策定が予算で上がってきてます

が、その件で幾つか、まずスケジュール感だけ聞か

せてください。構想が今回、令和８年度定まった後、

設計ですかね、実施と進んでいくわけなんですけど、

まず我々に議会でどのように諮ってくるか、その点

からまず質問します。 

○曽我明史青少年クリエイティブセンター館長 スケ

ジュールですけれども、来年度１年度かけまして、

基本構想の策定をさせていただきたいと思っており

ます。策定をするに当たってパブリックコメントも

実施します。その後、基本構想を基にした実際の建

設予算関係、これをまた令和９年度に御議決を頂い

て、それから進めていきたいというふうに考えてご

ざいます。 

○江口礼四郎委員 その予算関係が上がってくるのが

令和９年度の当初予算になるんですか。 

○曽我明史青少年クリエイティブセンター館長 予算

につきましては、改選期になりますので、当初にな

るのか、またはその後の何らかの肉づけ予算となる

のか、またその辺りは実計等で判断をしていきたい

と考えております。 

○江口礼四郎委員 議案に上がってきましたら、また

その都度、そのときに質疑ができるかと思いますが、

一方で上がってきたときにはもう提案されてきてし

まってますので、深く中に意見を言うのはそのとき

だけなので、担当課だったりとか、都市計画の方々、

ここまで密に話させてもらってるんですけど、基本

構想の段階からまずはお金がどれだけかかるかって

いうのをしっかり精査してもらいたいと思ってます。 

  構想の中のやり方みたいなのはどのように考えら

れてるか、まず教えていただけますか。 

○曽我明史青少年クリエイティブセンター館長 まず、

基本構想につきましては、大きくは二つかなと考え

てまして、ニーズの調査、利用者であります子供た

ち、若者たちの今のニーズを吸い上げること。で、

これに即した設備、機能を備えた施設を造っていき

たいというふうに考えてございます。 

  もう一つが、その施設をどういった形でどういう

規模のものを配置するのか。その辺のシミュレーシ

ョンを行った上で適切な施設の計画、構想を考えて

まいりたいと思っております。 

○江口礼四郎委員 子供、若者のニーズ調査は、求め

れば求めるほどたくさんあるなとは思ってます。そ

の後の規模のシミュレーションですよね。ここが多
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分一番の肝だと思ってますので、担当課とそれ以外

にも入られる方いらっしゃると思うんですけど、こ

こに対する思いをまずちょっと聞きたいんですが。 

○曽我明史青少年クリエイティブセンター館長 まず、

基本構想を策定するに当たって、ニーズ調査をしま

す。今現在、企画会議等々の資料でもお示ししてお

りますとおり、今、時代に即していない施設という

ところを担当として課題と認識をしております。 

その辺り、廃止すべき部分は廃止をする、マイナ

スをつくり、その分プラスも出てこようかと思いま

すので、華美な施設とならないようなところ、これ

はもちろん意識をして、今のニーズにしっかり応え

得る施設というのを考えていきたいというふうに思

っています。 

○江口礼四郎委員 ニーズと別にお金の具合っていう

んですかね、かかる費用のことに関しては専門です

ので、しっかりと見ていただきたいと思います。 

ちょっと残り時間がほぼなかったのでいろんなこ

と聞きたかったんですけど、省略させてもらって、

まずは移転・集約建て替えの提案になった件は本会

議でも質問してきてるんですけど、その場での大規

模修繕を検討したかどうか、まずお答えいただきた

いです。 

○西口 拓青少年クリエイティブセンター館長代理 大

規模修繕につきましては、令和22年度まで使用する

前提で大規模修繕の見積りのほうを上げさせていた

だきまして、大体５年、令和13年までの費用に関し

ましては、約７億円ほどがかかるという試算をさせ

ていただいています。これは令和４年度に試算をさ

せていただいたということがあります。 

○江口礼四郎委員 その場での大規模修繕であれば約

７億円かかるということですね。 

移転した場合、既存のあった土地の売却等も検討

されてますか。 

○西口 拓青少年クリエイティブセンター館長代理 新

しく移転をさせてもらった場合の今現在のクリエイ

ティブセンターの土地に関しましては、有効活用と

か売却等も含めて、また今後、検討させていただく

という形になると思います。 

○江口礼四郎委員 額の試算はされてないですか。 

○曽我明史青少年クリエイティブセンター館長 跡利

用につきましては、今後、売却も含めて検討という

形でさせていただいております。まずは、庁内で利

活用調査をして、違う所管が使いたいということで

あればそのまま使う、もしそういうことがなければ

売却を含めた検討を次またしていくという形になり

ますので、今時点で試算は行ってございません。 

○江口礼四郎委員 試算はしてないということですが、

大体の額の想定はされてないですか。 

○曽我明史青少年クリエイティブセンター館長 いざ

売却するとなりますと、競売等々になろうかと思っ

てございますので、すみません、今の時点では見込

んでおりません。 

○江口礼四郎委員 分かりました。 

そしたら、今度は購入する土地の検討もされてる

ように資料は見させてもらってるんですけど、２点

上がってます。正雀前の処理場跡地と民有地という

ことで、どれぐらいの試算をされてますか。 

○曽我明史青少年クリエイティブセンター館長 民有

地につきましては、市が持っております活用しない

普通財産を使っての等価交換ということで考えてご

ざいます。 

  南面にあります正雀前処理場、これは下水道事業

会計からの購入ということになりますが、こちらも

今後、鑑定をかけさせていただいて、それからの購

入ということになろうかと思います。 

○江口礼四郎委員 手続は把握できたんですけど、そ

の大まかな概算は取れてないのでしょうか。費用の

件ですね。 

○曽我明史青少年クリエイティブセンター館長 費用

ですけれども、一定の額は上がってこようかと思い

ますが、解体費でありますとか、一定、土壌汚染が

あります。そちらの対策費等々も相殺した上での所

管替え、購入ということを念頭に置いてますので、

金額としてはさほど多くないという希望的観測では

ありますけれども、さほど予算の出動はないという

ふうに考えております。 

○江口礼四郎委員 その辺も何かしっかり出してほし

いなと思うんですけど、判断がすごい大事なとこだ

と思ってますので、言える範囲で結構なんですけど
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難しいですかね。 

○曽我明史青少年クリエイティブセンター館長 まず、

不動産鑑定を、すみません、来年度かける予算をこ

のたび提案をしておりますので、その辺りで金額が

出てこようかと思っています。 

○江口礼四郎委員 来年度となれば、もう想定がこの

議決の後ですので、どうしようもないのかなとは思

ってるんですけど、施設がいいものになってほしい

なと思う以上にお金が見えないというのは非常に難

しい判断になります。 

この運動広場、これが移転先になってますが、こ

こが大体、売却した場合幾らなのか、そういった試

算はされてますか。 

○西口 拓青少年クリエイティブセンター館長代理 運

動広場の売却等についての試算についても、行って

いない状況でございます。 

○江口礼四郎委員 一旦時間がなくなりましたので、

終わります。 

○有澤由真委員 私も青少年クリエイティブセンター

の施設再編に係る基本構想の策定について質問させ

ていただきたいんですが、今回、基本構想の策定に

ついての予算について否定するわけではないんです

が、ただ先ほどの答弁聞いてましたら、ニーズの調

査とか施設の規模がどれほど要るのかっていう、シ

ミュレーションとかの内容を委託するのかなという

ふうに理解したんですが、市の中にも１級建築士さ

んとか、もうワークショップも市ができる中で、な

ぜ改めてというか、業務委託をするのかなっていう

ふうに感じました。 

  お金がまだどれだけかかるかとかもまだ試算して

いかなきゃいけないってことなんですけれども、業

務委託をしようっていうことに至った経緯について

お聞かせいただけたらと思うんですが。 

○曽我明史青少年クリエイティブセンター館長 今回

の業務委託に至った経緯ですけれども、まず職員の

手でできるかということであれば、きっとできるん

だろうと考えます。 

  ただ、そこは人的リソースが必ず出てきますので、

今、館の運営業務をしながら基本構想をつくる、こ

れが必ずしもいいものができるかというところを考

えますと、やはりここは民間等のノウハウをきちっ

と持った、それを専門にやってるようなコンサル事

業者、こちらにお手伝いをいただくというところが

効果的に効率的にできるものだというふうに判断を

しまして、今回の提案に至りました。 

○有澤由真委員 業務委託に今後していこうというこ

とに至った経緯について、全くそのとおりだなと思

ってます。現場の職員さんいろんな仕事を抱えてい

る中で、よりよいものを基本構想として上げていこ

うと思ったときに、やっぱり餅は餅屋じゃないです

けれども、それに特化した業者に委託するというの

は最善というか、有効的だなというふうに私も今お

伺いしてて思いました。 

  ただ、幾らかかるか分からへんっていうところが、

ちょっと今後ちゃんと詰めていかなきゃいけないと

思いますし、どれだけかかるのかということを精査

していってほしいなというふうには思いました。 

  今回、６月かな、委託事業者の選定というふうに

スケジュールを書いておられますけれども、策定に

当たって建築関連の専門的な知見や民間ノウハウを

活用した業務経験などを持つ事業者にって書いてお

られまして、もうごもっともなんですけれども、例

えばこれを委託事業者の選定に入ろうと思ったとき

に、どこも手が挙がらないとか、そんなことがない

ようにしていただきたいんですけれども。 

  例えば、他市で、こういう基本構想を策定する際

にそういう事業者とかいろいろ選んでらっしゃる事

例とかもあると思うんですけれども、その点も鑑み

て今回こういうふうな形で業務委託に踏み切ろうか

なってされてるのかと思うんですが、何ていうんで

すかね、先行市の事例とか、こういう業者があると

か、何か今、当局が持ってらっしゃる情報があった

ら、ぜひお聞かせいただけたらと思います。 

○曽我明史青少年クリエイティブセンター館長 実際、

見積りを検討する段階に当たって、一つ事業者さん

と相談をさせてもらったというところと、あとは近

隣市で同じような立派な施設に携わったことがある

事業者さんであるとか、そういったところから話を

伺ったりはしております。 

  このたび予算の提案に当たりまして、重点施策の



校正前原稿のため、正式な分科会記録ではありません。 

－ 43 － 

一つということで出ております。そちらを聞きつけ

て事業者さんからの引き合いがあったりとか、今現

状そういったところになっております。 

○有澤由真委員 事業者さんとお話されたりとか、あ

る一定の調査、研究をされているということで。 

  先ほど申し上げましたけれども、この選定に当た

って、どこも手を挙げないとか、また、何ていうん

でしょう、基本構想を策定するに当たってもなかな

か進まないということがないとは思いますけれども、

そういったことがないようにやっていただけたらな

と思ってます。 

  会派の質問の中でも、市長の公約にもあった光の

広場の（仮称）こどもスポーツパークですか、そん

な話も出てたと思うんですが、青少年クリエイティ

ブセンターの近くの交流活動館とか、ことぶき保育

園跡地とか、岸部中第２公園とか、本市にとって重

要な公共資産というものがありますので、その周り

も健都ライブラリーとか健都レールサイド公園とか

健都もあります。すごい、何ていうんですか、立派

というか、すてきなまち並みになってますので、今

後、青少年クリエイティブセンターの施設再編に係

る基本構想を策定するときに、そういった近隣の施

設との足並みをそろえるじゃないですけれども、ぜ

ひとも基本構想の中でそういうことも考えていただ

きたいなと思うんですが、この点いかがでしょうか。 

○西口 拓青少年クリエイティブセンター館長代理 業

者のほうに調達のときに仕様書等を作成させていた

だきます。その中で、必ず近隣施設との連携、相乗

効果とかも狙いまして、そういったものも提案して

いただきたいなというところで仕様書に盛り込みた

いと考えております。 

○有澤由真委員 今、御答弁の中で仕様書の中に近隣

との連携とか、相乗効果についても考えていただけ

るということで、よろしくお願いいたします。先ほ

ど民有地の購入の話もありましたし、周りの雰囲気

見ながらやっていただけたらなと思います。 

  パブリックコメントの募集についても、今後やっ

ていかれると思うんですけれども、これもあれです

か、委託事業者に依頼するんですか。 

○西口 拓青少年クリエイティブセンター館長代理 業

者のほうに仕様の中でニーズ等の調査を行うという

仕様を盛り込みたいなと考えております。 

  その中でパブリックコメントも含みますし、ワー

クショップとか、当然青少年の意見になりますので、

パブリックコメントってなるとやっぱりなかなか提

出が難しいっていうのもありますので、そういった

ワークショップとかアンケートとか簡易な形で業者

のほうが実施しまして、意見集約をするというのも

何とか考えたいなというふうに考えております。 

○国本光弘青少年室長 基本構想の策定の中身といい

ますのは、先ほど担当のほうが答弁させていただき

ましたとおり、ニーズの調査、そもそも施設のコン

セプトと施設の機能の在り方、あと施設の配置、そ

れと併せましてパブリックコメントを取るための作

業をさせていただきます。 

  ただ、パブリックコメントはあくまでも市がパブ

リックコメントを取らせていただいて、市民の方、

利用者様の意見をお聞きしたいというふうに考えて

おります。 

○有澤由真委員 今の御答弁でしたら、意見の集約に

ついては業者がやってくれるけども、パブリックコ

メントの実施については市がやっていくということ

ですよね。 

  私、先日の議会質問でも申し上げましたけれども、

パブリックコメントの取り方についても、ちょっと

工夫していただきたいなということで。先日、紫金

山公園の、部署は違いますけれども、の中で、例え

ば地域の小・中学校の学区の保護者の方であったり、

その近隣の市民の方の意見も集約するように呼びか

けをしたということなんですけれども、やはり一部

の声ばかりがクローズアップされるんじゃなくて、

今回、青少年、若者の施設ということですので、広

く多くの、また先ほどの委員さんもおっしゃってま

したけれども、若者の利用者の声などをなるべくし

っかりと集約していただけたらなと、それは要望と

してお願いしておきます。 

  次、グレース幼稚園の学童の件でちょっと確認さ

せていただきたいんですが、９月にも予算が上がっ

てたと思うんですけれども、４月からの実施になる

んですかね。４月からの実施になって、定員30人程
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度ということで。入室対象については、グレース幼

稚園の卒園児を優先的に受け入れて、空きがある場

合は一般の希望児童も受入れということになってま

す。 

  本市の民設放課後児童クラブの利用についてって

いうホームページ見てましたら、もう早速グレー

ス・キッズについての問合せの案内というか、出て

いるんですが、今現段階でも４月からの開設ですか

ら何かそういった問合せとか、グレース幼稚園との

何ていうんですかね、情報交換ってどんな感じでで

きてるんでしょうか、現状お聞かせください。 

○日比康二放課後子ども育成室参事 グレース幼稚園

につきましては、４月１日からの開設に向けて、相

手は園長が中心になりまして、度々必要に応じてお

伺いして詳細を詰めて、不明点をお聞きしたり、児

童の過ごし方等のお話をしているところでございま

す。 

○有澤由真委員 大体どれぐらいの方が、卒園生が入

室希望とか、そんな話とかも聞かれてるんでしょう

か。 

○日比康二放課後子ども育成室参事 現時点で21名の

方が入室の申請を出されているところでございます。

随時、出入りがあって、今でも入室希望があるとい

うようなお話も園長から聞いたりしているところで

ございます。 

○有澤由真委員 現状、その21名の方が申請されてい

るということで、また変動してくると思うんですけ

れども。30名の定員ってなってますんで、グレース

幼稚園には、もう千二、千三といえば、もう本当に

爆発的に子供たちの数も増えてますから、こうして

民間の事業所が手を挙げてくださったりとか、場所

を提供してくださることって本当にありがたいなと

思ってます。 

  その中で、卒園生以外の子供たちも入れる可能性

があるということですので、今後、グレース幼稚園

とも協議いただいて、人数に限りがあるかもしれま

せんが、より多くの千二、千三の子供たちであった

り、保護者の方が安心して就労できるような環境づ

くりをしていただきたいと思ってます。 

  グレース幼稚園の件とはまた別なんですけれども、

現在、本市の留守家庭児童育成室って、開室が月曜

日から金曜日までと、あと毎月第４土曜日というこ

とになっているんですが、今回、グレース幼稚園も

同じ開設時間ということで。 

私、以前、同世代の働くお母さん、共働き家庭の

お母さんからちょっと相談がありまして。今、その

お子さんは年長さんなのかな。来年といいますか、

この４月から小学１年生になるということで。そこ

の御家庭は、共働き家庭と言ってもシフト制の例え

ば土曜日、日曜日、祝日も出勤しなきゃいけないと

いう、月曜日から金曜日までのお仕事じゃないとい

う家庭で、そういう家庭も最近増えてるということ

になってます。 

  現在、児童部かな、こども発達支援センターで休

日保育をやっておられるんですが、ただ保育園とか

幼稚園を卒業した後、小学校１年生になったときの

小１の壁というのに今ぶつかってらっしゃるという

ことで。 

  これは要望なんですけれども、今後、土曜預かり

の、第４土曜日と言わずに、今後、開室条件をもう

少し緩和してほしいなということは、私に相談あっ

た保護者さん以外にもちょっといろいろと聞きます

ので、それもお願いしたいなということで。 

やっぱり、そういう公的な受皿を求めてらっしゃ

る方であったり、時代の流れで、第４土曜日と言わ

ず、困られている方がたくさんおられるというのも

仄聞しておりますので、その点もちょっと今後、考

えていただきたいなということと。 

あと、私もそれを聞いて近隣自治体の先行事例を

見てたんですけれども、豊中市が市内の２か所の学

童を休日拠点とし開放して、日曜、祝日も８時から

17時の預かりを実施されているということで、全校

区の学童利用児童が申し込める体制を構築している

と。大阪市では、全ての市立小学校において、毎週

土曜日も児童いきいき放課後事業を実施してて、土

曜勤務の世帯の受皿になってますということで、近

隣市でいろんな工夫されてます。 

  本市も、子育てしやすいまち吹田市とか、住みた

いまちランキング上位とか、ですから皆さん吹田で

子育てしたいとか、そういう子育て世帯がありがた
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いことに増えていまして、その分、学童であったり、

いろんな数があふれてるっていう状況もあるんです

が。また、土曜日とか日曜日とか祝日の開室に当た

っては、相手ありきのことだから、どこまで可能か

分かりませんけれども、そういったことも今後考え

て、時代のニーズに合ったやり方っていうのを放課

後子ども育成室の皆さんには考えていただきたいな

と思っておりますので。 

また、必要な予算に関しては講じていただきまし

て、子育てしやすい吹田のまちの実現ということで

頑張っていただけたらなと思いまして、一旦置いて

おきます。 

○橋本 潤委員 青少年クリエイティブセンター施設

再編に係る基本構想の策定についてお聞きします。 

  現状の、全ての人権問題と社会的問題の克服を青

少年が自らの課題と受け止め、その解決を目指す人

間性豊かな青少年を育成することを目的とされてる

んですけど、この目的は変わらないんですか。 

○西口 拓青少年クリエイティブセンター館長代理 委

員おっしゃっていただいてるとおり、設立趣旨等の

ほうは変わりません。現在も変わらず続けておりま

す。 

○橋本 潤委員 現状変わらず、また建て替え後も同

じコンセプトでやられるということですか。 

○曽我明史青少年クリエイティブセンター館長 設立

趣旨につきましては、今度新たに、新たにといいま

すか、リニューアルする施設、どういったものにな

るか、その辺り中身を検討しまして、加筆修正があ

る可能性もございます。 

○橋本 潤委員 かなり長い間やられてるので、当初

の設立趣旨をかなえるために各種事業や、例えば図

書室があったり、運動広場っていうんですか、体育

館があったりというようなことで、そういったこと

を通じてということでやられてきたんだとは思うん

ですけど。 

  例えば、図書室だったら同じ地域教育部さんの図

書館が、健都レールサイド公園ってすぐ近くに健都

ライブラリーができたりとか、例えば砂場で遊べま

すよって言ってますけど、例えばそれは地域教育部

さんじゃないですけど、土木部さんの公園とかね。

体育館だったら都市魅力部さんが所管されている部

分と、市民の皆さんが何をやるかということでは、

他の所管でやられている事業と非常に似通っている、

または同じものもあるのかなと。言葉だけ取れば、

例えば自習室とか図書室なんかは、まさに図書館で

も同じ言葉使われたりとかっていうことですし、体

育館なんか都市魅力部さんと全く同じですから、ど

ういう調査をされるのかなという。 

  要は、この地域でなのか、吹田市全体でなのか。

全体で見ていくと、例えばこの近くに砂場がある公

園があるのとか、図書館だったら別にもう近くにあ

るよねとか、そういうことを含めて市民の利便性、

今ある機能の中でどれを強化するべきなのか、どれ

を減らしてもいいのかとか、そういうようなことも

含まれる調査なのか。 

何か、調査と言っても調査のやり方一つで大分変

わってくるんだろうなというところで、一定程度、

目指す方向性とかっていうのが、この事業をスター

トされる段階で既にお持ちでしょうけれども、その

出し方で変わってしまうんだろうなというところで。 

  すみません、ちょっと話がいろんなところに飛ん

じゃったんで、質問としては、施設として他の所管

と似通ってるものとかもあるという中で、どういう

利用者さんを対象としていくのかとか、そういう部

分についてまずお聞かせいただいてよろしいでしょ

うか。 

○曽我明史青少年クリエイティブセンター館長 まず、

ターゲットとしましては、全市施設としての役割を

担っていこうと。その中で、若者、子供たちが行き

たい、いたいと思えるような施設を目指していこう

というふうに考えております。 

  その中で、今の若者たち、子供たちが、どういっ

たところに行きたいのか、どういったものを求めて

いるのか、それに応えられるものがあるのであれば

そういった施設を造って、集まって交流をしていた

だいたり、その中で健全な成長をしていっていただ

ければというふうに考えています。 

○橋本 潤委員 今おっしゃっていただいたような施

設になるとすると、恐らくコンセプトも多少変わっ

てくるんだろうなと。今のコンセプトのままだった
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らちょっと、素直に遊びに行って、体育館での経験

とか、これは都市魅力さんがやってる体育館や同じ

地域教育さんのゆいぴあに行ってみようと、こうい

う場所あったらいいなっていうのには、今のコンセ

プトのままじゃ難しいのかもしれないなっていうと

ころがあるんで。 

  ただ、施設の在り方、要は需要を集めてみてそれ

に合わせたコンセプトにしようというのは、あまり

にもざっくりし過ぎてるのかなと。もうちょっと方

向性っていうのを出していただいてもいいのかなと。 

  例えば、この地域教育部さんの中だけではあれか

もしれないですけれども、やっぱり図書館は明らか

にこの地域はレールサイドに行ったらありますしと

か、じゃあ何が足りないんだろうっていうところと

か。一定、地域的なところの課題とか、足りないと

ころを埋めていってもいいのかもしれませんし、も

しくはもう想像されてるのはそんなんではなく、体

育館もそんな規模じゃないんですと。この吹田市の

どこにもない規模のものがあるとか、こういうこと

ができる場所なんだっていうのができるんだったら、

またそれはそれで別なんでしょうけれども。 

今までこの地域にあったものをもう一回見直して、

同じようなものを造り替えますねっていうのでは、

ちょっとあまり、無駄も出てくるでしょうし、新た

なものも近くにできてるんでっていうところで。 

  何となくスタートの段階で調査してみます、で、

その調査してみたら、いやそれはやっぱり近くの人

はこれもあればいい、これも欲しいというのは当然

あると思うんで。そこら辺がもうちょっと方向性が

出てるといいなと思うんですけど、いかがでしょう

か。 

○国本光弘青少年室長 先ほど、担当が答弁させてい

ただきましたように、基本的には全市施設を考えて

おります。今もそうです。子供、若者を中心にとい

うところは、当然これからも引き継ぐべきところな

のかなというふうに思っています。 

  その中で、今ある施設をどう使うのかというとこ

ろで、先ほどありました健都との重なっている部分

であるとか、あるいは山田の未来館のゆいぴあの施

設もあります。そういった中で、岸部のあの地域に

おいて特異なところは、まず運動広場が大きくある

というところがありますので、それをどのように活

用するのか。今、遊びで子供来ておられますけども、

遊びや、今度スポーツなんかを入れるっていうのも

ありでしょうし、あるいは健都ライブラリーに図書

館ありますので図書館で使っていただいて、自習室

としてはクリエイティブセンターで使うとか、そう

いういろんな可能性があるかなと思ってますけども。 

基本的には、あとは健都が近くにありますので、

健都の取組との相乗効果っていうのを新たな取組と

して考えることもあるのかなというふうに、我々と

しては今、考えているところではございますが、ま

ずそこも踏まえながら利用者のニーズを調査して、

今の考え方も踏襲しながら、新しい施設というもの

を考えていきたいというふうに考えております。 

○橋本 潤委員 多少コンセプトも変わるかもしれな

いということですし、今おっしゃっていただいたよ

うに、エリアとしてはちょっと健都から外れてるん

でしょうけれども、事実上、向かいですからね、レ

ールサイド公園っていうのかな。そういう場所で立

地するんで、ぜひともそういった形で、青少年が来

たい、使いたい施設っていうところを目指していた

だければ。 

  要は、中の島公園とかでやってるのと同じもので

あれば、あまり意味がないんだろうなと思いますん

で、そうではなく、今のコンセプト、多少変わると

いうことなんですけど、今のものも一部持ってとい

う、要は青少年の育成につながるということをもっ

ていただくということも、ぜひ何か、ゆいぴあと目

的がある程度分かれて、別の魅力がある施設になれ

ばいいんだろうなというふうに。 

先ほどおっしゃっていただいた運動広場とか、今

さらゆいぴあの建屋の中で何ができるのかって限界

あるでしょうから、そこでできないようなことをた

くさんできるようなとかっていうところで。 

全市的にこれ聞けばいろいろ欲しいもの出てくる

と思うんで、そこがもし、お持ちかもしれませんけ

ど、もうちょっと吹田市として出してもらってもい

いのかなというところがありますので。 

せっかくだったら健都と絡めて、よりよい施設に
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していただきたいなと、これ意見だけなんで。ぜひ、

そういうところをやっていただければと思います。 

○後藤久美子副委員長 お疲れさまです。 

私からは、放課後児童支援員キャリアアップ処遇

改善事業の実施についてちょっとお伺いしたいなと

思うんですけど、これはベースアップなのか、要は

一時的な加算なのか、恒常的な処遇改善なのかって

いう、ここがポイントかなと思っていまして。 

今回、従事者の賃金改善というふうにあるんです

が、具体的には基本給の引上げを指すのか、それと

も手当などによる加算を想定しているという意味合

いなのか、どのような形での改善になるのかってい

うのをちょっと教えていただきたいなと思います。 

○堀 諒太放課後子ども育成室主任 副委員長おっし

ゃるとおり、どちらも対象としてるというところに

なります。 

  基本的には、毎年この補助金ありますので、基本

的に恒常的なものではあるんですけれども、基本給

に含まれるもの、または手当に含まれるもの、どち

らも対象としているところでございます。 

○後藤久美子副委員長 先ほどおっしゃっていただい

たような恒常的な部分と毎年ということで基本給に

プラスでっていうことだと思うんですけど。これ、

人材定着につながるっていうのが、基本給アップ、

恒常的な改善で、一時金だけでは定着に弱いからと

いう意味合いで、本当にいい取組かなとは思ってま

す。 

  直営の場合と、これ民間運営の場合の違いという

か、直営の場合は市が雇用主で、会計年度任用職員

とか市の給与体系に準拠してるっていうか。民間運

営の場合だと、法人が雇用主になるのかなっていう

のがちょっと分からなくて。法人の賃金体系、市は

補助金で後押しをしていくみたいな感じなのか。つ

まり、支給の方法とか、賃金反映の仕組みであった

り、タイミングというか、その辺りの違いが出る可

能性があるのかなと思ってまして。 

今回の処遇改善について、直営と民間委託、指定

管理などの運営形態によって支援員の処遇に差が生

じるっていうような、そういったことはないのかっ

ていうのをお聞きしたいです。 

○山下宏樹放課後子ども育成室主幹 本事業の対象者

というのは、民間委託している育成室の指導員のみ

を対象としておりますので、直営指導員については

対象外とさせていただいております。 

○日比康二放課後子ども育成室参事 直営の指導員に

つきましては、給料、手当等につきましては条例で

定めることになっておりますので、今回の対象にな

っておりません。 

  直営の指導員につきましては、ここ数年来、毎年

の人事院勧告に基づく給料改定のほか、令和５年の

６号給の基礎報酬の引上げ、勤勉手当の支給の開始

と処遇改善が一定、なされているものと認識してお

ります。 

○後藤久美子副委員長 分かりました。 

私立幼稚園と認定こども園での放課後児童健全育

成事業のグレース幼稚園の件なんですけど、これは

先ほど有澤委員にも幾つかもうお答えいただいてる

かなというところで、私から言うのもちょっとあれ

かなと思ってたんですけど。 

  千二、千三、あとグレース幼稚園の保護者とか運

営側からの、もう今の段階での課題とか要望とかそ

ういったもので把握されている点っていうのが、先

ほどお答えいただいた分プラスで何かあればと思っ

たんですが。要望とか、そういう課題とかというの

は出ているのかっていうのと。 

あと、継続事業としても位置づける中で、今後、

ほかの園でもさらに拡大していくっていう方針なの

かっていうところをもう一度確認しておきたいなと

思うので、その辺りを方向性として教えていただき

たいと思います。 

○日比康二放課後子ども育成室参事 現在、グレース

幼稚園グレース・キッズに入室予定の保護者の方か

らの要望というのは特には聞いておりませんが、グ

レース幼稚園の園長からは、特に最初の時期、１年

生について、小学校からグレース・キッズまで安全

に移動するっていうのを非常に気にしておりますの

で、その部分につきまして、詳細に安全などの確認

をしているところでございます。 

  今後の認定こども園等による民設民営につきまし

ては、未入室の児童の発生が見込まれる地域におい
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て、認定こども園、幼稚園で広がっていくような対

応ができればいいものというふうに考えておるとこ

ろでございます。 

○後藤久美子副委員長 最近、ニュースでも幼稚園と

か、何かそこで事件というか、吹田市の中であった

かなとは思うので、そういったところでもやっぱり

園長先生が気にされてる部分もあるのかなと。外か

ら入ってくるというところで、外から部外者の方が

入ってくる可能性っていうのも気にされてるんじゃ

ないかなというふうに思うので、市側からもこの辺

りのフォローアップというか、最初の辺りとか注意

していただきたいなというふうに思います。よろし

くお願いいたします。 

  あと、青少年クリエイティブセンターに関して少

し、もう何人かの方からもうそれについてお答えは

あったんですけど、これは基本的なことをお伺いす

るかも分からないですが。就学前から29歳までの青

少年で市内在住・在学・在勤で利用者登録が必要と

いう施設なのかなと思ってまして。青少年の学びや

文化とか体育活動、相談支援などの幅広い機能を持

つ施設とはいえ、現在の利用実績とか利用者数、利

用者の年齢層、一応29歳までとはいえ、年齢層の直

近のデータとかっていうのを持ち合わせてないので、

教えていただいてもいいでしょうか。 

○西口 拓青少年クリエイティブセンター館長代理 利

用者につきましては、基本的には利用者推計で申し

ますと、クリエイティブセンターのプレイルームと

かある青少年会館につきましては、小学生が中心に

利用しておりまして、自習室がありますので、一部

高校生以上の方が使われている現状です。 

  体育館につきましては、クリエイティブセンター

が体育館を持っておりまして、小・中学生が半々ぐ

らいで、一般の方は高校生以上につきましては一部

使われているという、構成的にはそういった形で使

われているという現状でございます。 

○後藤久美子副委員長 先ほど橋本委員からもあった

かなとは思うんですけど、再編の構想を示すときに、

単に施設集約の見直しっていうだけじゃなくって、

今後、どのような青少年支援の機能を重視していく

のかっていう方針、コンセプトを決めていくという

のはすごく大事なことかなと思ってて、現時点で想

定している機能の方向性っていうものというか、そ

ういったものもぜひお聞かせいただきたいなという

ふうに思ってたんですけど。 

  バリアフリーとか、安全とか、利便性とか、この

辺りについては質問がなかったかなと思ったので。 

例えば、障がい者の方であったり、保護者視点と

いうか、そういった面でもそういう改善を予定され

てる部分っていうのも構想の中に盛り込まれていく

のかっていうのもお聞かせいただきたいなという。 

○曽我明史青少年クリエイティブセンター館長 バリ

アフリー対応等につきましては、詳細な話になって

きますので、基本構想のまたその次の計画の段階か

なと思われますが、バリアフリーにつきましては、

現施設でも完全に対応、エレベーター、スロープ等、

多目的トイレが設置できております。 

  基本的なコンセプトにつきましては、こども計画

等々でお示ししておりますとおり、青少年施策とな

ってますけども、子供、若者の居場所を充実させて

いこうと、そういったものになろうかと思っていま

す。 

○橋本 潤委員 居場所の充実だと、やっぱり人権問

題と社会的問題の克服を青少年自らの課題と受け止

めて、その解決を目指そうっていう居場所はちょっ

とやっぱ重いと思うんですよね。それでバスケしに

行こうぜとか集まりにくいなって思うんで。 

もう、そういう集まれる場を目指すんだったら、

ある程度コンセプト変わっちゃってもいいのかなっ

ていうところも出して、意見集めてもらったらどう

かなと思います。 

○曽我明史青少年クリエイティブセンター館長 委員

おっしゃるとおりかと思いますが、やはり今、条例

第１条でうたっています人権問題でありますとか、

そういった部分、決して軽視するわけではございま

せん。それも十分に、施設の在り方としてはベース

としてあるよというところは、来館者には分かって

いただければなというふうに考えております。 

その上で、先ほど申し上げたような施設にしてい

ければと考えております。 

○山根建人委員 コンセプト変えるのか。 
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こういう基本構想とかいろいろ段階で、この話が

出てきたのは、たしか僕が初めて聞いたのは子ど

も・子育て支援審議会の中で、こども計画の中に位

置づけると。審議会委員さんなんかは、個別の施設

の計画をそういうこども計画、もっと大きい広い計

画ですけども、そういうとこに位置づけるのって何

かちょっと違和感あるみたいな意見も出されてまし

たけど。 

  だから、基本的に子ども・子育て支援審議会で議

論をされて、こども計画の中に入れられるっていう

ことは、ちょっと以前、私質問でも市長なんかとも

議論しましたけれども、基本的には子どもの権利条

約にのっとった人権の問題とか、社会的な問題とか

そういうものを、重くなるかもしれないんですけど

も。 

そういうコンセプトを趣旨とした、今までこれは

そういう施設で、その目的を果たしてたかどうかと

いうのは、またちょっと今の事業の中身がそれに即

してるかどうかというのは、また議論が必要なのか

もしれないですけど、そういう趣旨で私は捉えてた

んですけど。 

  こうやって基本構想とか策定していく中で、何か

コンセプト変わっていったり、目的が変わっていっ

たりするっていうことも、それはあり得るっていう

お話ですか。 

○国本光弘青少年室長 コンセプトにつきましては、

現在、こういう人権とかそういうところがあります

ので、そこは先ほども申し上げましたけども、そこ

は軽視するわけではございません。そこはきちっと

これまでも、今後も引き継いでいきながら、やはり

時代それぞれに合った施設を造っていくことも必要

かと思いますので、これまでのこの施設の役割って

いうことを十分踏まえながら、基本構想の策定業務

におきまして、利用者さんの意見を聞きながら、あ

るいは地域の住民の方、あるいは市民の方の御意見

を聞きながらコンセプトをきちっと固めていきまし

て、時代に合った施設となるように進めていきたい

というふうに考えております。 

○山根建人委員 そういうとこからも、もうるる皆さ

んの意見も出てますけども、子どもの権利条約にも

示されてますけど、当事者、子供とか青年の意見と

いうか、表明して、それを実際に盛り込んでいくっ

ていうところが、僕はこの施設の運営とか、集約、

建て替えするかどうかも含めて重要なんじゃないか

なというふうに思います。 

そこを抜かして、施設を全部古くなったから新し

くして、どっか移転させて造るんだ、新設するんだ

みたいな施設だけの枠で捉えると、本来の目的とか、

そういう本当の、こども計画の中にも示されてます

のでね、そういう子どもの権利条約とか青年の権利

とか、そういうのがすごい後景に押しやられていく

んじゃないかなというふうには思います。 

  そういう意味では、これはもうちょっと大分前の

話なんですけど、井上市政のときに、勤労青少年ホ

ームだったかな、廃止をされて、そのときは僕は反

対をしたんですけども。そこはもう全部更地になっ

て売却されて、今マンションというか建ってますけ

ど。そのときと比べて、やっぱり市長が変わればこ

うも変わるんだなっていうふうに、ある意味思って

るんです。 

  ただ、先ほどもちょっと予算というか経費のこと

でいろいろ質問をされてましたけども、土地を買っ

て、等価交換まで実際に言われてましたけども、そ

こまで市の中では構想があるというふうに思います

けれども。実際、集約建て替え、移転建て替えの概

算の予算というのは全然出さないけども、令和22年

度まで使った場合の大規模改修の、先ほど江口委員

が質問された、令和４年の予算の試算というのは約

７億円というふうにしてるっていうこと自体が、ち

ょっとその進め方自体。 

  青少年のこの施設、今ある施設を存続させるのか、

移転建て替えをするのかっていういろいろ議論はあ

るんですけど、市としてはこういうふうにこども計

画にも移転建て替えでそこに土地買って、さらに新

しい施設を造るって出してるんですから、予算の概

算ぐらいはちゃんとやっとかないと駄目なんじゃな

いんですか。それぐらいはちょっと出さないと。 

構想を進めて、構想を練る、民間に委託をすると

いうような予算が出てますけども、それを進めてい

ってもらっても、結局、予算が出てきて、これはち
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ょっとお金かかり過ぎるよねとか、それやったらも

う移転建て替えじゃなくて、ここの機能をもっと充

実させて、大規模改修して、今ある既存の施設を大

切に使っていったらいいよねとかなっていったら、

何ていうんですか、これを構想を練る意味がないと

いうかね。 

  ですから、概算だけでも結構、まだ今はなかなか

詳しく出ないというふうにおっしゃってますけども、

土地を購入する予算とか、ある程度どういう、この

体育館と青少年会館を二つ合わせて新しい施設を造

ろうと思ってるんでしょ。ほんなら、先ほども近隣

市の例なんかも参考にしてみたいなんも言ってはり

ましたけども、それやったら大体幾らぐらいかかる

のかっていうぐらいは、ちゃんと試算をしておかな

いと駄目なんじゃないですか。 

○曽我明史青少年クリエイティブセンター館長 施設

規模につきましても、今後、構想の中でまとめてま

いりたいと考えておりまして、その施設規模によっ

ては事業費というのは上下するというところで考え

ますと、今のところはお答えは難しいというところ

でございますが、まず財源としまして、国の交付金

を検討しております。これが対象経費30億円がアッ

パーということなってまして、その２分の１が補助

金となるわけですけれども、そういった部分も意識

をして計画を進めていくと考えております。 

○国本光弘青少年室長 まず、このクリエイティブセ

ンターの移転・集約建て替えというところで、我々

としては、まずそもそも青少年クリエイティブセン

ターの老朽化と、あと施設配置、運動広場と青少年

会館が離れているという課題を常々考えておりまし

た。そういう中で今回、移転・集約建て替えをして

いこうというふうに我々としては考えておりまして、

市の企画会議でも実施する方向で検討するというこ

とで確認させていただきました。 

  一応、一応といいますか、基本構想の中で我々先

ほど申しました健都の連続性であったりとか、今の

時代に合った機能とかも利用者のニーズをお聞きし

ながら考えた上で、基本構想の中で概算の費用を出

させていただきたいというふうに考えております。 

  その上で、さらに予算化をするに当たりましては、

また予算につきまして、議会のほうで審議いただき

まして、承認いただく必要があるかなと思っており

ますので、我々としましては、まずこの建物をどう

いうふうにしていくのか、それによって基本構想を

まずつくっていくと。我々の現在の課題に対してど

ういうふうにしていくのかと、それに伴う基本構想

をつくっていくと、それにできた概算費用につきま

してお示しをした上で、新たに予算が伴う必要があ

るんであれば、また議会のほうで御審議いただくと

いうふうな運びになろうかというふうに考えており

ます。 

○山根建人委員 ちょっとだから、費用面では議論し

にくいというか、理念のところで議論をして、それ

が理念がいいよねってなったときに、物すごくお金

がかかるってなったときに、でも、それできないと

か、やっぱりみたいなことになったら、何のために

この基本構想を策定しているのか分からんようにな

るっていうか。 

  でも、市としては、もう移転建て替えであそこに

集約して、土地まで買って、等価交換とか、アッパ

ー30億円の国の予算をちょっと見込んでみたいなそ

ういう答弁をされてるから、概算的にちょっと示し

てもらわないと。そういうものを示してもらった上

で、何ていうんですか、市としてはこう思ってるけ

れども、やっぱり基本構想考えてもらう中で、青年

の意見とかをちゃんと聞いて、子どもの権利条約に

ものっとったそういういい施設を造るという中で、

費用がもっと増えるかもしれないとかいうんやった

ら、それはその時点でまた議論になるかもしれない

ですけど。 

今の時点で、これを本当に進めていっていいのか

どうかっていうのも、今のところ私としても何とな

く判断つきにくいというのが、ちょっと率直な感想

です。 

○梶川文代委員 引き続きクリエイティブセンターの

関係で。これ、議会質問で答弁頂いたんで、一応現

時点では、国の都市構造再編集中支援事業交付金の

活用を検討してるっていうことやねんけど。もちろ

んこれ活用しようと思ったら、吹田市の立地適正化

計画がないとあかんねんけど、うちの立適でこのエ
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リアって都市機能誘導区域になってんのか、居住誘

導区域になってんのか、どっちですか。 

○曽我明史青少年クリエイティブセンター館長 申し

訳ございません。その辺りはちょっと詳細把握して

ございませんが、立適の範囲内であることは確認し

ています。 

○梶川文代委員 吹田は全部立適の範囲内やん。どっ

ちですか、都市機能誘導なんか、居住誘導なんか。 

○堀 哲郎地域教育部次長 先ほどの答弁と繰り返し

にはなるんですけれども、今案件につきましては、

当然、都市計画部とも協議を行いながら、この話整

理を進めておりますので、当然、該当するものとい

うふうに認識をしております。 

○梶川文代委員 いやいやいや。吹田は全域立適の計

画区域内にはあるのよ。ただ、その２種類区域ある

からどっちの区域なんか、それぐらいの知識もなく

ってこの提案してるの、あなたたち。まず、そこに

私はあきれを感じてしまう。 

○堀 哲郎地域教育部次長 申し訳ございません。立

地適正化計画の位置づけ、そこの詳細については把

握をしておりませんけれども、我々としてはまず必

要な財源を確保するということを念頭に置いており

ますので、そこについては漏れがないものというふ

うに考えております。 

○梶川文代委員 いや私、これ本会議でね、聞きまし

てん。これの今後のもう総事業費の見込みとかもど

うなんと。でも、今先ほど述べた、言うたら令和８

年度中に基本構想を策定して、今言うた都市構造再

編集中支援事業交付金の活用を検討してますって言

い切る答弁してんのは地域教育部長なんよ。都市計

画部長じゃないから。言い切りはった人、どこまで

分かってんの、御答弁ください。 

○二宮清之地域教育部長 まず、確かに立地適正化計

画っていうのも前提にありますけども、我々が以前、

先ほど山根委員もおっしゃられたように、子ども・

子育て支援審議会のほうでこども計画に実際に青少

年クリエイティブセンターの移転・集約建て替えを

追記していただいた。その部分で、この事業につい

てこどもまんなかというメニューがございます。そ

の部分では、こども計画にのせていることが、実は

対象要件にもなるということもありますので、そう

いった意味で、今般、こども計画の改定に当たって

そういう青少年クリエイティブセンターの移転・集

約建て替えっていうのを追記していただいて、交付

金のこどもまんなかの対象の部分でも頂けるような

形で、範囲を広げて手だてをさせていただいたとい

うことでございます。 

○梶川文代委員 というかこれ、こどもまんなかまち

づくり事業です。はっきり言って、これ都市構造再

編集中支援事業のある一定の対象事業として基幹事

業として示されている部分で、今、全国的に一番人

気なんが、このこどもまんなかまちづくり事業、こ

れをパッケージで支援するような支援整備事業にな

ってくる。多分、この辺りを使うつもりなんかなと

思ったのよ、この答弁くれたときに。でも、答弁し

はった人が、そんな状態じゃちょっと私はもうはっ

きり言ってつらいというか情けないな。やっぱりそ

れはな、ちゃんと勉強しような。 

  ただね、やっぱこれでいく、基本的にこの場合、

面的な整備やねんやんか、部分的なものにはなれへ

んのんで。これ、この辺り一帯の何ヘクタールぐら

いの事業を考えてんの。 

○国本光弘青少年室長 すみません、具体的な数字ま

では申し訳ございません、把握できておりませんが、

都市計画部と調整しながら進めているというところ

でございます。 

○梶川文代委員 この交付金もらう言うて、面的な整

備事業やねんな、これ。これもらうって言い切って

はんねんな。それの範囲の面積ぐらい答えられても

当然ちゃうの。何ヘクタール考えてんのって、もう

答えられへんのがまず分からへんけど。 

○国本光弘青少年室長 申し訳ございません。答えら

れないのは答えられないのでございますが、岸部中

地域のまちづくりとしての面的な面を対象として補

助金を交付していただこうというふうに、今、調整

を進めているところでございます。 

○梶川文代委員 ちょっと悪いけどな、こういう交付

金事業のこと、私のほうが詳しいわな、多分あなた

たちよりも、と思うわ、もう今の答弁聞いてても。

やっぱりね、もう基本やねんっていうか、何ヘクで



校正前原稿のため、正式な分科会記録ではありません。 

－ 52 － 

考えてんのって。どれぐらいで考えてんのって。ほ

んで、ここどっちの区域入ってんのって。当たり前

のベーシックの基本的なことすら知らない人たちが

提案されてるっていうことに、もう相なってしまう

わ、これ。 

  大体、今回かって基本構想1,300万円、何かもう

とにかくただもう本当、この1,300万円の入り口開

けたったら奥に何があるか自分たちが分かってない

のんよ、としか言いようがない。今の答弁聞いてた

ら。もう、情けなくて悲しくてつらいんですけど。 

もうこんなんもう、ちょっと教育長聞いてどない

思いはりますか、答えてください。 

○大江慶博教育長 御指摘いただいた点、あるいは御

質問いただいた点に明確にお答えできないのは誠に

申し訳なく存じます。 

  実際にこの事業を進めるに当たって、多分、今お

っしゃっておられるのは基本中の基本だよというこ

とを御指摘いただいてるのかなと思いますので、そ

の点をきちっと部として改めて進めさせていただき

たいと思います。よろしくお願いいたします。 

○梶川文代委員 ていうかね、きちっとこの事業のこ

と自分らも理解してね、もう今の基本的な質問ぐら

いには答えられるようなそういう準備をまずはして

からでないと、こんなん、うんとはよう言わんわ。 

  これもほんで、去年の９月２日の吹田市企画会議

で本件承認された取組を進めることみたいになって

んねんけど、こんときに中でいてはんのんは、二宮

部長、堀次長、国本室長、曽我館長か。いやだから

ちょっと素人が手をつけるには、大きな国費もらう

事業なんよ、これ。 

旧まちづくり交付金事業とかそういうのもいろい

ろあんねんけど、例えば北千里とかあんなんも今や

ってたりとか、歴史まちづくりとかってＪＲ以南で

やってたりとかって、過去いっぱい吹田でもあんね

んけどね、まちづくり事業。 

  今、だからこの系統で上の川辺りとかは取ってん

のかな。だからそういったことを、だからちょっと

ごめんなさい、全くのど素人的にはちょっと無理だ

から、基本構想なんかでもちょっとプロ的なところ

にもお願いしていかへんかったらしんどい。 

ただ昔はね、自前で吹田市つくってたんよ。歴史

のまちづくりのときなんかやったら、文化のまちづ

くり室っていうのをつくってな、文まちでやっとっ

たりとかな。そういうのができる、うちまだいては

んねんやんか。だからそういう人らがやってくれは

ったら、別にこの1,300万円もかからへんし。 

  だから自分ら知らんと、何かもうプロに丸投げし

て、何かつくってもうてやったらできるみたいな、

そんな簡単に考えているもんじゃないよと。幾らか

かるかも全然分かってないよと。自分たちも分かっ

てないわな、面積すらも分からへんねんから。だか

らそれはあかん。もうちょっと情けなくて仕方がな

い。でもこれ以上もう言いようないしあれやけど。

とかくもうこんな情けないのは、ちょっと私はもう

ほんまに悲しいっていうことと。 

あとちょっと、留守家庭児童育成室の関係はこち

らでしたよね。実際のところ、来年度予算で留守家

庭児童育成室で、どういうことをしよう、やってい

こうみたいなんがあったら、ちょっともう軽くそう

いうのざくっと分かりやすく御答弁いただけたら。 

○堀 哲郎地域教育部次長 どういうことをしようと

言われますと、ちょっとなかなかお答えしにくいん

ですけれども、留守家庭児童育成室で児童の健全育

成事業をやっていくというところでございますけれ

ども、今年度については6,000人超のお子様をお預

かりをしております。現時点では、現時点ではとい

うか、一斉受付で頂いた入室申請に対しては全員の

受入れというのは実施をさせていただく予定でござ

います。一部、一斉受付後に出てきている申込みに

つきましては、お待ちいただくところもあるんです

けれども、現在はそういった状態でございまして、

今後もまだ児童数が伸びていく状況でございますの

で、そこへの対応について令和８年度中にどういっ

た対応を進めていくのかというのは検討していこう

というふうに考えているところでございます。 

○梶川文代委員 今回もちょっとキャリアアップ処遇

改善事業、今回なんかでも自分たちで優先順位つけ

てやっていくみたいな形で動いてるんちゃうのって。

そういったことぐらい答えてもらえんのかなと思っ

てんけど。 
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○堀 哲郎地域教育部次長 キャリアアップ処遇改善

事業につきましては、委託事業者に対して執行する

ものでございますけれども、現在、人材の確保とい

うのがかなり難しい状態になっている、それは委託

事業者においても同様でございます。 

  これは、先ほど担当のほうからも御答弁させてい

ただいておりますけれども、直営指導員につきまし

ては人事院勧告ですとか、近年の地方自治法の改正

に伴う勤勉手当の支給なんかで給与体系が上昇にあ

る中で、委託については委託料の改定というのもし

ておりませんので、委託事業者において、放課後児

童支援員を確保していただく、併せて定着をしても

らうための方策としてキャリアアップ処遇改善事業

を実施しようとするものでございます。 

○梶川文代委員 この処遇改善、これでも全部債務負

担の金額、全部上がっていくということにはなって

くんねんけど、一遍に出してきてはんねんけど。た

だ、もうちょっとよく１回考えてもうたら、すごい

大きな責任を背負ってる仕事ではあんねん、この債

務負担の額見たら、ざーっと。そういった中におい

て、どこまで細かく寄り添った形で気配れてるのか

っていうところが、ちょっと私としては不満なとこ

ろもあります。 

  例えば、配慮が必要な子供の分であったりとか、

子供の食育であったりとか、健康であったりとか、

そういったものについてのいわゆる加算的なもの。

そういったものやなんかも、ちょっとどんどん考え

て盛り上げていかないことには、何かもうとにかく、

これも何か丸投げしてますって。 

  今回、何かやっとこういうことはしたなって思う

ねんけど、ただちょっと物足りひん。でも、とにか

く債務負担の金額上げただけみたいな、ちょっと言

い方悪いけどな、なんかすごいぞんざいな感じ。も

うちょっとこう踏み込んで、なおかつできひんのか

なと。 

○堀 哲郎地域教育部次長 先ほど委員のほうから委

託事業者に対して丸投げという御表現いただきまし

たけれども、当然我々としましては現場のほうにも

出向いて状況を確認する、また併せて事業者本体の

ほうとも話をして、どういった課題があるのかとい

うようなところも聞き取った上で対応を進めてきた

ものでございます。 

  キャリアアップ処遇改善事業につきましては、先

ほどの答弁の繰り返しになりますけれども、委託事

業者においても人材の確保が難しくなってきている。

先ほど要配慮ということをおっしゃいましたけれど

も、確かに近年、要配慮児童がすごく増えていて、

我々も基本的には受入れをするという考え方で当然

進めておりますけれども、本当にすごい増えていて、

安全に受入れができるのかっていうところとのバラ

ンスがだんだん難しくなってきているようなところ

でございます。 

これは、委託、直営にかかわらず置かれている状

態でありまして、そこの課題をどう整理をするのか

というのが、先ほど申し上げましたけれども、令和

８年度において整理を進めていきたいと考えている

ところでございます。 

○梶川文代委員 ごめんなさい、丸投げという言い方

がちょっと悪かったんかもしれへんけど、言うたら、

研修を受講した人とかに対するこれキャリアアップ

の支援、これ第一歩やからこれ評価してます。 

ただ、もうちょっと踏み込んでいかなあかんのん

と、あとやっぱり研修受講した人が何をやってくれ

てるか、どういう実践してくれているか、そこをや

っぱり踏み込んで見ていかなあかん。 

  本来、そこのところをどんどん頑張っていただけ

るようなそういう仕組みと、だから積み重ね、いわ

ゆる加算的なもの。言うたら、馬の鼻先にニンジン

じゃないけど、そういった分もどんどんメニューを

増やしていってもらえたら、そんならこれ生きてく

んねん。研修した人だけの分だけでいかんと。 

○堀 哲郎地域教育部次長 お金というところでいい

ましたら、今回、上げさせていただくものがまず１

点で、これのほかにも月額9,000円相当の処遇改善

というのも実施をしております。 

  いわゆるスキルアップっていうところで申し上げ

ますと、先ほど我々が現場を見に行ってと申し上げ

ましたけれども、我々のほかにも保育士等の経験を

持ったＳＶが巡回をして、特に要配慮の児童に対し

ての保育状況なんかを確認をすると。必要な助言な
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んかについては、我々を通じて委託事業者の方にも

下ろさせていただいておりますし、市として様々な

研修を実施しております。 

  そういった中で、直営指導員も含めて技術向上を

図ってもらいながら、長く勤めていただけるように、

この処遇改善については、一定年数ごとに加算額が

増えていくという枠組みになっておりますので、そ

うしたところで安定的な運営に努めていきたいと、

そのように考えているものでございます。 

○梶川文代委員 あと、対象の拡大の必要性なんかも

今回出てきてますけど、今後も、これ一歩踏み出し

てやりました、その先とかって。いや、一歩踏み出

したら、やっぱり２歩目と３歩目要るでっていうと

ころもあるんですけど、どうですか。 

○堀 哲郎地域教育部次長 対象の拡大、５年生、６

年生については、今、モデル事業でしか実施をして

おりません。また、他の委員さんからの土曜日の保

育についても導入していただきたいであるとか、そ

のほかにも保護者の方から夏休みだけの預かりがで

きへんのかとか様々な御意見を頂戴しているところ

でございます。当然ニーズは把握しておりますし、

対応の必要性については検討しておるところでござ

いますけれども、今後の児童数の伸びを考えますと、

今、軽々に対応してまいりますとはなかなか言い難

い状態であるというようなところでございます。 

○梶川文代委員 ただね、やっぱり対応していくのん

は、もうまずはやっぱり公から。自分らができもせ

んことを私さんにやってくれっちゅうわけいかへん

よっていうところは、まず頭に必ず入れとかなあか

んし、ちょっとね、やっぱりやっていきましょう。 

ほんで、やっぱり今までは高学年の壁みたいな言

葉もあったぐらいやねんけど、そういう言われ方し

てたけど。今度、うちはもう何、壁がないか、学童

の世界ではね。ただ、今度は新しく５年生の壁みた

いなんがまた出てくんのかなって、そういうんじゃ

なくてやで。 

  やっぱり、自分たちがやってできることを民間さ

んにもやっていただく、自分らがまずは示しをつけ

るっていう、それがすごい大事やと思うんですけど、

そういったことについてもちょっとできてへんなっ

て思うとこあるんですけど、やってもらえる方向で

お願いをしたいなと思うんです。お答えください。 

○堀 哲郎地域教育部次長 直営で、自分たちでやる

というのは一つの当然の考え方かと思うんですけれ

ども、一方で民間学童保育というのは、他の市町村

や都道府県においては一般的に実施をされているも

のでございまして、そこにはノウハウというのがあ

ります。 

  我々の現状の職員体制でいいますと、なかなか実

施が難しい。例えば、土曜日の保育もそうですし、

夜間なんかについても預かっていただきたいという

一定のニーズもあったりします。そういったところ

を民間さんのお力をお借りをして実施をするという

のは、これは効果的な手法なのかなというふうには

我々、担当としては考えているところでございます。 

○西岡友和委員長 ほかに質問ありましたら、引き続

き受けることにいたします。大丈夫ですか、よろし

いですか。 

  （発言なし） 

  質問なければ、以上で議案第31号中、地域教育部

所管分及び議案第19号中、地域教育部所管分に関す

る質疑は終了いたします。 

 ―――――――――――○――――――――――― 

○西岡友和委員長 以上で本日の分科会を閉じたいと

思います。 

  次回は、３月５日（木曜日）午前10時に再開いた

しますのでよろしくお願いします。 

  本日はこれにて散会いたします。 

（午後５時23分 散会） 
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（午前10時 開会） 

○西岡友和委員長 ただいまから、予算常任委員会文

教市民分科会を再開し、本日の会議を開きます。 

  なお、本日、野田委員におかれましては欠席され

ておりますので、御了承いただきますようお願いし

ます。 

  これより議事に入ります。 

 ―――――――――――○――――――――――― 

○西岡友和委員長 議案第31号 令和７年度吹田市一

般会計補正予算（第９号）中、都市魅力部所管分及

び農業委員会所管分、議案第33号 令和７年度吹田

市勤労者福祉共済特別会計補正予算（第２号）、議

案第19号 令和８年度吹田市一般会計予算中、都市

魅力部所管分及び農業委員会所管分並びに議案第22 

 号 令和８年度吹田市勤労者福祉共済特別会計予算

を一括議題とし、質疑を行います。 

  質問があれば、受けることにいたします。 

○江口礼四郎委員 おはようございます。では、質問

させていただきます。外国人の問題について質問し

ます。 

  資料を見させてもらって、オープンデータを見さ

せてもらいましたら、吹田市に在住の外国人の推移

も年々増えているところです。この増えている外国

人の方々は、学生から、家族を持たれ仕事をするた

めに来られている方々がいらっしゃるとは原課にも

確認はしておりますが、その中でも学校で学ぶ子供

たちもいらっしゃると、いろんな世代、いろんな層

がある中で、特に都市魅力部さんとしての関わりと

しては、国際交流協会を持たれてますので、そこが

一番の窓口なのかなと思ってます。 

  技能実習生の制度の後に、今度、2027年からです

か予定の育成就労制度でしたか、ちょっと名前はし

っかり覚えてないんですけど、進んでいき、特定技

能の拡充とかいったところで、政府としてはこの外

国人の受入れというのが増えてくるのが見えている

んだなと。その中で、自治体としてどういうことを

していかなきゃいけないのかなというのは、すごく

注目しているところです。 

  外国人の問題というのは多々あるんですけど、特

にこの国の制度として、いわゆる違法取締りをする

立場ではなく、外国人の生活の観点から一番近いの

が基礎自治体かなと思ってます。2027年４月からス

タートする制度によって、仕事で来られる方も、恐

らく吹田市も増えるでしょうし、吹田市だけでなく

日本全国増えるでしょうし、そこに対して、今、こ

の近年、例えば、いわゆる、ちょっと言い方あれな

んですけど、排外主義であったりとか、そんな言わ

れ方をされずに受け入れて、その外国人の制度とし

てしっかりと仕組みをつくっていければなというの

が国の、我々も思っているところですし、その最前

線で関わっていっていただければなと思います。 

  最前線って何なのかなっていうと、例えば、外国

人が犯罪を犯せば、それは警察であったりとか、国

で対応していただくんですけど、一番近くでいえば、

ごみの問題であったり、いわゆる生活的な部分が一

番影響してきますし、ふだんから住まれている住民

の方にも一番の影響があるところだと思います。な

ので、そこについて特に国際交流協会の関係でちょ

っと質問をしていきたいと思います。 

  近年、外国人の方々のマナーが守られてないとい

うのはよく聞くところなんですが、本来就労を、仕

事を目的として日本に来られている方々は、外国人

を雇用する事業主さんが、そこをしっかりとサポー

トするのが本来です。その事業者さんも、じゃあし

っかり働く外国人のルールが、日本での生活のルー

ルが守れているかというのは、もちろん見てるとは

言いながらも、実際、現場では近隣とのトラブルと

いうのが発生しています。 

  国際交流協会としては、市民に対する支援行って

いるかと思うんですけど、そういった事業者の方々

に、いわゆる日本の生活支援の理解を深めるような

支援等ありましたら、施策を行っているのであれば

教えてください。 

○檜垣美春文化スポーツ推進室主査 吹田市多文化共

生ワンストップ相談センターにおいて、日本語を学

びたいという相談や、生活全般に関する相談などは、

日本で生活する上で必要な事柄の相談を受けており

まして、事業者による支援の補完的な役割を担って

おります。 

  相談センターの対象は外国人だけでなく、外国人
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と関わりのある人や団体も対象としておりまして、

外国人を雇用する事業者も相談することができるこ

とから、豊富な知識やノウハウを生かして、事業者

を支援することもできるものと考えております。 

○江口礼四郎委員 実際に事例とかってありますか。 

○檜垣美春文化スポーツ推進室主査 現時点では、事

業者への直接の支援というものはしておりませんが、

外国人の所属するコミュニティに出向いて、生活相

談などを受けるアウトリーチの費用につきましても、

今後、国の補助金の対象となるというふうに聞いて

おります。これを踏まえて、現在、相談センターの

外でのアウトリーチ活動の準備を進めておりますの

で、事業者に対するアプローチも実施していけるの

ではないかというふうに考えております。 

○江口礼四郎委員 ぜひとも実施していただきたいと

思います。事業者の方々は、吹田市、自治体ですね、

自治体に問い合わせることは、困ったときはあった

りとか、分からないときはあったりとかあるんです

けど、外国人の方々を管理することと、それがそも

そもどこにこの相談をすればいいのかということと、

ふだんの仕事と、たくさんのことに頭を悩まされて、

後手後手に回るのが実際あります。ぜひ、訪問型と

いうか、今度の補助の対象にもなるということです

ので、できれば積極的に、市が担当するわけじゃな

いんですけど、国際交流協会が実際の団体としてあ

るわけなので、積極的に活動してもらいまして、一

つでも多く問題が、トラブルが起きないまちづくり

というのを進めていただきたいと思います。 

ふだんの事業に追加して、より活動の質を上げて

もらう取組というのは、我々以上に担当課からのお

願いになってくるかなと思うんですけど、しっかり

と注視してもらいまして、今後、増える、さらに増

えるでしょうから、外国人の方が増えても管理がで

きて、トラブルがなく、そしてよりほんと選ばれる

国であって我々も人を選ぶという、吹田はそんなに

なったんですかね、ことがないように、市と国際交

流協会、そして、事業者であったり、外国人の方々

と連携して、いいまちづくりをしていくことをお願

いしておきます。 

一旦置きます。 

○有澤由真委員 よろしくお願いいたします。資料の

作成、ありがとうございました。頂いた資料から幾

つか質問させていただこうと思っているんですが、

ＪＲ吹田駅南立体駐車場跡地の活用に関するこれま

での主な経緯として、平成５年の４月以来、形を変

えながらも、ほぼ一貫として駐車場としての利用さ

れてきたのかなというのが、この頂いた資料から分

かりました。 

  利用実績に関しましても、年平均約６万9,000台

の利用があるということで、そこの商店街の中心地

の一等地に、年間６万9,000人ほどか分かりません

けども、少なくともそれぐらいの方があの場所に来

てるんだなということが、資料を見て分かりました。 

  今、別部署にはなるんですが、児童部から、立体

駐車場の跡地の活用についての議案が上がっている

わけなんですけれども、もし仮に今後、駐車場機能

が失われるとなった場合、あそこの場所の、例えば

代替の駐車場の確保とか、今、大体年に６万何人ぐ

らい来てくださるのは予測できるんですけども、商

店街の来訪者への影響とか、市はどのように考えて

いるのかということを、まずお聞かせいただきたい

んですが、お願いいたします。 

○大村貴之地域経済振興室主幹 立駐跡地のなくなっ

た後の部分につきましては、御不便等はおかけする

ことは想定はしております。ただ、近隣の時間貸し

駐車場という部分につきましては、500台以上を超

えるような場所もあることから、市といたしまして

も、最初のときはちょっと御不便をかける部分があ

るかと思いますが、一時的なものと考えております。 

  また、今後の渋滞とか違法駐車等の対策につきま

しても、他部局とも連携しながら対応していきたい

と考えております。 

○有澤由真委員 御答弁から、500台ぐらい、ほかの

近隣の駐車場でも止めれるんじゃないかということ

で、今のＪＲ吹田駅の立体駐車場に関しましては、

28台止めれるということで、頂いていた資料から見

て分かったんですけれども、近隣に500台止めれる

からといって、28台って結構止めれる台数もありま

すし、またあの辺って、例えばスーパーＳＡＴＡＫ

Ｅさんとかあったりで、路上駐車の可能性というか
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心配もありますし、また商売への影響というのも出

てくると思うんですね。 

  今回、違う部署が予算を提案されてますから、地

域経済振興室、都市魅力部での議論はそこまででき

ないのかなと思っているんですが、ただ、仮に今の

場所の駐車場機能が失われる場合、そういった懸念

事項というのが出てくると思いますので、他部署と

の連携という話も今の答弁からありましたけれども、

そちらもしっかり連携を取っていただきまして、地

域経済振興室はあくまでも地元経済の振興であった

り、活性化に資する部局ですので、その点も鑑みな

がら、今後対応していただけたらなと思ってます。 

  昨日、健康福祉分科会と、あと地域の商店街の方

との意見交換会というものがあったって聞いてるん

ですけれども、その中で、商店街の理事から、まち

づくり協議会の理事としての意思と、各商店街理事

としての意思は必ずしも同一ではないといったよう

な趣旨の内容が、何か会議の中で出たらしいんです

ね、そう聞いてまして。この点を踏まえますと、ま

ちづくり協議会への説明のみ、きっといろいろ理事

会に出られたとか、その中で説明されていたと思う

んですけれども、まちづくり協議会への説明のみで

十分と思わずに、各商店街の理事会とかに出ていた

だいて、児童部と共にオブザーブをするなり、また

より丁寧に説明する必要があったのじゃないかなと

思いました。 

  といいますのも、昨日の意見交換会の中で認識の

違いというか、そういったことが出てますから、こ

の点に関して、もう少し必要だったのかなというふ

うに思うんですけれども、いかがでしょうか。 

○大村貴之地域経済振興室主幹 委員のおっしゃいま

すとおり、まちづくり協議会はＪＲ吹田駅周辺の商

店街等を含んだ６団体、そしてまた近隣の市民団体、

企業団体などとで構成された団体となっています。

また、まちづくり協議会の理事会の理事長を含め副

理事長は、近隣の商店街の会長及び理事長が参加さ

れているという形になりますので、立駐跡地につき

ましては、昨年度からまちづくり協議会の理事会の

中で説明をさせていただいており、また理事長等が

各商店街の代表であることから、そういった部分で

説明ができていると考えております。 

  また、今後の保育所整備につきましては、担当部

局に、地域の説明につきましても行っている部分が

ありますけども、必要に応じて同席するなどで対応

していきたいと思っております。 

○有澤由真委員 昨年度もそういったまち協の中でお

話しされたりとか、ただ、まち協に出られている方

が６団体と、あと市民団体と民間企業の方というこ

とで、私が推測するに、構成員の方とか、そういっ

た方たちに共有が図られてなかったのとか、情報が

行ってなかったのかなということで、今回、整備に

関するポジティブな要望書も出れば、コインパーキ

ングを残してほしいという、まちづくり協議会での

理事会での決定とまた違った内容が出てきてるのか

なと思うんですが、そういった意味でも、今後、連

携して他部局とやっていただけるということなので、

またお願いしたいなということと、昨日も出てまし

たし、要望書、たくさん出てると思うんですが、そ

の中で新旭通商店街とか錦通商店街、商店街組合の

有志の皆さんからの要望書というのは、何も保育園

の整備を反対するんじゃなくて、コインパーキング

を残してほしいという要望だと思うんです。駐車場

の継続とか、保育所と駐車場との併設と、あとあの

辺、中心地ですから、今後の再整備に当たる種地と

しての利用の話とか、あと今後、先ほども申し上げ

ましたけれども、話合いの場の開催ですね、そうい

ったことを要望されてるということなんですけれど

も、現状でもいろんな二分しているような要望書も

出てますから、一旦、関係部局と協議の上、立ち止

まっていただいて、もう一度、その希望する関係者

がいるのであれば、オープンな場所での意見交換と

いうのがされるべきなのかなと思うんですが、別に

予算に反対するわけではないですし、ここでそうい

う議論をしていいのか分かりませんけども、理事長

とかだけじゃなくて、みんなが参加できる、いろん

な構成員の方も入れるようなオープンな話合いの場

というか、意見交換会ですね、を開いてはと思うん

ですが、いかがでしょうか。 

○大音秀則地域経済振興室参事 これまで暫定的に貸

出しをさせていただいておったんですけども、まち
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づくり協議会の理事会については、こちらも毎回、

必ず職員のほうが参加して意見交換を行っておりま

した。そのほかの商店街につきましても、必要であ

ればもちろん説明もさせていただいておりました。

まちづくり協議会とかその他の商店街のほうで、そ

ういった意見交換会が必要ということであれば、ま

たこちらのほうに頂ければ、そういったことも開催

はさせていただこうかと思っておりますが、これま

でも必要性について、いろんな例えば資料であった

りとか、データとか、そういったものをお示しいた

だければ、そのようなことも、ちょっとこちらも考

えることもできたかなとは思っております。 

  なので、一旦は地元のほう、地域のほう、商店街

のほうで、そういったことをきっちりおまとめいた

だいて、その上でお話合いとかあれば、市は参加さ

せていただこうかと思いますけども、もちろんそれ

で事業がどこかにひっくり返るとかということはな

いかもしれませんけど、希望に沿うような形で意見

交換等はさせていただければと思っております。 

○有澤由真委員 前向きな御答弁でありがとうござい

ます。2018年に市が、地域経済振興室が担当になる

んですかね、まち協に暫定的に利用するという形で

貸してたと思うんですけれども、今、2026年という

ことで、この８年間、まち協からも何か今後どうし

たいみたいなビジョンというか、いろいろお話がな

かったのかなというふうに思ってます。ですから、

こういう認識違いとか、こういう二分化するような

話になっているのかなと思いました。 

  繰り返し申し上げますけど、今回、別に保育所の

整備に関して否定するわけではないんですが、ただ、

現在の利用方法を継続したら、地域経済の振興とい

いますか、たくさんの方が来られますから、市内市

外問わず来られることが分かってますので、そうい

った意味でも地域活性につながるのかなと思うんで

すが、今後、今回予算を上げてはるのは児童部なん

で、明日の議論になるのかなと思うんですが、地域

経済振興室にお願いできることはこれぐらいかなと

思って、質問させていただきました。 

○萩原伸悟都市魅力部次長 当該地の利活用について

は、委員おっしゃるとおり、あくまでも暫定利用の

状態でございます。これまで、先ほど担当から申し

上げましたとおり、まちづくり協議会に対しまして

は、駐車場利用者と商店街利用との関連性など、駐

車場としての必要性について、本市の既存補助金も

準備しておりますので、そちらを活用して、意見集

約や調査をお願いしてきたところですけれども、現

時点では正式な結果の報告には至っておりません。 

  そのような中、市から当該地の保育施設整備とし

ての活用の方向性につきまして、まちづくり協議会

に説明したところ、保育所誘致に関する、御存じの

とおり要望書も提出されて、我々、地域経済振興室

としても、毎年新たな子育て世帯の来訪であります

とか、保育従事者の往来が見込まれますことから、

商店街利用など地域経済へ効果も期待できるものと

期待しているところでございますので、そのほかの

要望書も寄せられているということですけど、まだ

こちらのほうに届いておりませんので、ちょっと中

身については把握しておらないんですけれども、

様々な地域団体で構成されている地域の課題等につ

いて、意見交換を行う場であるまちづくり協議会に

対してしっかり説明を行って、一定の要望書を頂い

たということは、一つの大きなまち一体の御意見と

して受け止めているところでございます。 

○有澤由真委員 いずれにせよ意見交換の場を求める

のであれば、行ってくださるというか、開催できる

というような前向きな趣旨の御答弁をい頂きました

ので、地域の方たちとお話をして、納得いただいて、

皆さん否定しているわけではないんですが、何か一

緒にこれからの先に向けて、ポジティブな意見交換

ができることを願いまして、次の質問に移ります。 

  次、都市魅力発信事業における吹田くわい普及啓

発事業についてなんですけれども、この中で小学校

の学習で活用できるようなリーフレットとか、あと

啓発プログラムの作成ということで、96万円ほど上

がっているんですけれども、12月から啓発リーフレ

ットの配架を開始ということで、子供用パンフレッ

トと書かれているんですけれども、例えば、全小学

校に配置するのか分かりませんけども、この96万円

の予算でくわいの啓発って可能なのかなというのを

純粋に疑問に思ったんですけれども、どういったビ
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ジョンというか、どういった目標というか、どうい

った形で普及促進していこうと思っているのかお聞

かせください。 

○山下はるなシティプロモーション推進室参事 くわ

いの子供の啓発プログラムにつきましては、小学校

のほうで活用いただける学習スライドのようなもの

をつくることと、あとは低学年とか未就学の方でも

楽しんでいただけるような絵本であったりとか、ク

イズであったりとか、かるたであったりとか、そう

いったようなものを想定しております。 

  スライドにつきましては、例えばホームページの

ほうで公開させていただいて、先生が独自にダウン

ロードして使っていただけるようにも、もちろんし

ていきたいですし、我々、これまでも出前授業とい

う形で学校のほうに行かせていただいてますので、

そういったところで活用させていただくほか、保存

団体の皆様、そういった方たちも出前授業に行って

いただいてますので、共通の資料を使ってさせてい

ただくことによって、単につくって配付するではな

くて、いろいろな形で活用していきたいと思ってお

ります。 

○有澤由真委員 御答弁の中で、学習スライドはホー

ムページに掲載して、各自ダウンロードしていただ

くということで、そんなにお金かからないのかなと

いうことと、あと絵本とか、かるたとか、みんなが

親しめるようないろんな手法を考えていただいて、

ありがとうございます。非常に私も楽しみだなとい

うふうに、今回の予算を見てたんですけども。 

  これまで実施した取組の中で、くわいのどうやと

か、料理教室、市庁舎くわい栽培とか、いろんな大

学連携とかされているんですけれども、我が市の誇

る、すいたんがいろんな市の媒体なり、イベントと

かに露出してますから、そういった意味で吹田くわ

いというのは、だんだん広まっていると思うんです

けれども、当局としていろんな事業とか、今後もこ

ういう普及啓発事業を考えている中で、市民の皆さ

んにどれほど定着しているのかとか、あと今後、行

政がどんな形でもっとやっていきたいのかというよ

うな、目指す方向性というか、目指す目標ですかね、

ぜひ意気込みを聞かせていただければと思うんです

が、よろしくお願いします。 

○山下はるなシティプロモーション推進室参事 目指

すべき方向性ということですので、我々としまして

は、吹田の子供たちが、一度は食べていただけるよ

うな仕組みづくりというものを目指しております。

また、やはり吹田くわい、時期も限られているもの

ですし、希少なものなので、今はなかなか手に入ら

ないということが現状としてあるかと思いますので、

販売場所を拡大するとか、生産量が拡大できるかど

うか分からないんですけれども、そういった取組を

通じまして、市民の皆様が食べる機会が増えるよう

に、農家の皆様や飲食店の方たちをはじめとする事

業者と連携しながら、検討していきたいというふう

に考えております。 

○東田康司農業委員会事務局長 農業の担当のほうか

ら御答弁申し上げさせていただきます。 

  農業担当としましては、市内の農業者に吹田くわ

いの生産を拡充いただくという取組を、今現在進め

ておるところでございます。今現在としましては、

吹田くわいを栽培いただく農業者の方に対して補助

金の交付を行うとともに、やはりくわいの栽培とい

うのは大変労力がかかるものでございますので、学

生であるとか、あと市報等で市民のボランティアの

協力をいただきまして、収穫の御協力をいただいて

いる、そういう状況でございます。 

  ただ、やはり農地がどうしても少ないというとこ

ろもございます。つい先ほども申しましたように、

大変くわいの栽培というのは、稲作とは違いまして、

機械がどうしても使えないところがございますので、

そういうところを、やはり今のボランティア等の協

力を得ながら、少しでも拡充できるように取り組ん

でまいりたいと考えております。 

○有澤由真委員 これから質問しようと思ったことを

先に答えてもらったりで、すごく意気込みを感じれ

て、すごくうれしかったです。 

  シティプロモーション推進室さんからは、吹田の

子供たちが一度でもくわいを食べたことがあるよう

な、そういった方向性でということで、私お恥ずか

しながら、吹田生まれ、吹田育ちなんですけれども、

実はこの仕事に就くまで吹田くわいを食べたことが
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なかったんです。こんなん言っていいか分からない

ですけどね。ただ、でも普通の、この前、他の団体

でシティプロモーションの職員さんと、地域経済振

興室の職員さんが来ていただいて、くわいの普及促

進についてのお話をい頂いたんですけれども、その

中で、一般的に出回っている大きいというか、吹田

くわいより大きいくわいは中国産とか、国産でない

ということを知って、あ、私は今まで吹田産という

か、国産じゃなくて中国産を食べてたんだと思って、

ちょっと、はっと思ったんですけれども。 

  吹田くわいに触れるようになってから、小さくて

かわいくて、今先ほど御答弁の中にもありましたけ

れども、機械を使えないとか、繊細だからあまりお

薬もまけないから、そういった意味で生産農家さん

が大変御苦労なさっているというのは伺ったんです

けれども。 

  その中で、先日、吹田くわいの第一人者であられ

る平野紘一さん、平野ファームさんで、吹田くわい

ふるさとまつりというのがありまして、シティプロ

モーションの職員さんとか、農業委員会の皆様もお

手伝いに来られてたと思うんですけれども、その中

で、民間の、例えば吹田でいう有名店の飲食店の皆

さんが、くわいを使ったお料理をふるまわれてまし

て、例えばくわいピクルスとか、あとくわいの肉ま

んとかもありましたかね、くわいのおうどんとかい

ろいろあって、くわいの生産量が少ないのにもかか

わらず、そういった工夫をされてやっておられまし

た。 

  こういった民間の取組というのは、情報とかアン

テナを張ってる市民の方は知ってると思うんですけ

れども、なかなか全市域的に広まりが少ないんじゃ

ないかなというのは思うんです。先ほど、くわいが

取れる期間というのがもう決められてますし、例え

ば12月には大阪学院さんがくわい祭りをやってらっ

しゃると思うんですけれども、私も何度か行かせて

もらいましたが、やはり来訪者が少ないというイメ

ージがあるんです。そういった意味で、もう少し啓

発に力を入れていかなきゃいけないのかなというの

を思うんですが。 

  例えば、今年の10月にすいたフェスタあると思う

んですが、そこで結構、吹田市民の皆さん来られる

と思うんです。そこで、くわいの販売はできないん

ですけれども、例えばくわいの里親、すいたんの里

親になりませんかみたいな感じでブースを出して、

吹田くわいってこういう、例えばバケツで栽培でき

たりとか、結構気軽って言っていいんか分からない

んですけど、誰でも育てれるよというような認識を、

皆さんに知ってもらえたらなと思うんですが。そう

いった人が集まる目立つ場所で、もう少し啓発して

いくのも必要なのかなということと、あと市役所の

庁舎でも、今、くわいを育ててると思うんですけれ

ども、例えば民間の施設であったり、公的施設も併

せて、くわいの栽培を市を挙げてやっていったらい

いのかなと思います。 

  いかにもバケツ栽培みたいな感じじゃなくて、ち

ょっとおしゃれな形で、くわいを育てるような取組

をやっていただけたらなと思うんですが。それでみ

んなが、私も育てたいなと思えるような環境づくり

というのをやっていただけたらと思うんですが、い

かがでしょうか。 

○山下はるなシティプロモーション推進室参事 まず、

人が集まる場所での啓発をということなんですけれ

ども、今、具体に何かを決めてるというものではご

ざいませんが、確かに委員おっしゃるとおり、そう

いった場所での啓発というのが、効果は必ず上がる

のかなというふうに思いますので、検討していきた

いと思います。 

  次に、栽培についてなんですけれども、やはり先

ほど東田局長からも御答弁ありましたとおり、農地

を確保するというのがなかなか難しいなというふう

に思っております。その中で、民間の事業者の団体

の方であったりとか、くわいを一回栽培してみても

いいよというふうにおっしゃっていただいている方

もいらっしゃいますので、そういった方を今回の啓

発事業をきっかけに増やしていって、少しずつでも

栽培の場所を増やしていけたらなと思います。 

  おしゃれな、というところに関しては、ちょっと

何とも言い難いところはございますが、バケツでと

いうのが、どうしてもそんなに美しいものではない

のは認識はしておりますので、何かそういった形も
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考えていけたらなと思います。 

○有澤由真委員 先ほど、農地の確保のお話もあった

と思うんですけれども、農地の確保に併せて、担い

手不足も今心配されている中で、そういったボラン

ティアさんとか、今回の普及啓発活動を通じて、そ

ういった担い手も新規開拓できるのかなというふう

にお聞きしてました。 

  農地の問題なんですけれども、おっしゃるとおり

吹田市は農地が限られてますので、なかなか難しい

というのはあるんですが、例えばなんですけれども、

吹田市の友好交流都市ですか、そういう農地がたく

さんある場所と連携して、吹田くわいの栽培を一緒

にやっていくとかは思ったんですが。ただ、吹田市

で取れないと吹田くわいって名乗れないのか、それ

とも吹田市のくわいの種というんですか、何と言う

んですか、苗で育てたら、市外でもし育てたとして

も、吹田くわいって名乗れるんでしょうか。 

○東田康司農業委員会事務局長 今、委員の御質問に

つきましては、あくまでも吹田くわいというのは、

吹田くわいという品種でございますので、どちらの

地域で作ろうとも、吹田くわいでございます。私た

ちが考えておるのは、やはりまず吹田産の吹田くわ

いを拡充したいと考えております。 

○有澤由真委員 吹田産にもちろんこだわってほしい

んです。ただ、農地がないということと、あと普及

啓発の観点から考えたときに、やっぱり量が取れた

ほうがいいのかなというふうに思ったんで、ただ、

吹田くわいの品種やったら吹田くわいって名乗れる

ということなので、その辺も今後考えていただけた

らなと思ってます。 

  今回、そういう小学生の皆さんへの学習用に活用

できる啓発プログラムの作成ということなので、今

後、例えば、私、小学生のときにミニトマトを作っ

たりとか、アサガオを育てたりしたんですけれども、

そんな感じで、例えば吹田くわいを子供たちが育て

て、別の部署の資料を見てたら、市内の小学生は２

万1,000人ほどって書いてたんですけど、約２万人

いる中で、全員が全員育てるというのは難しい。例

えば学年を絞って、小学３年生の子供たちがくわい

を育てて、そのくわいが育った後に調理実習なり何

かで、くわいの料理を作ったりとか、あと地域の学

校区にある飲食店の方と一緒に、そのくわいのレシ

ピを考えるとか、そういったことも、くわいの今後

の普及啓発に向けてやっていったらいいんじゃない

かなと思うんですが。また、飲食店の方、民間の方

も、そういう地域貢献といいますか、市のために何

かっていうのが可能になりますので、そういった意

味でも、お互いウィンウィンといいますか、ポジテ

ィブな側面があるのかなと思うんですが、この辺り

いかがでしょうか。 

○山下はるなシティプロモーション推進室参事 まず、

学校での栽培なんですけれども、以前、北大阪農協

さんが、学校に種芋を配付するという事業を行って

おりました。全ての小学校に配付させていただいて

たんですけれども、ほとんどの学校が、やっぱり枯

らしてしまったっていう経過がございまして、あま

り効果がなかったというふうに聞いております。 

  学校園に対しまして、一律に種芋を配付するとい

うのは、先生の負担というのもかなり、特に夏場の

負担が大きいものでありますので考えてはおりませ

んので、栽培する希望する学校園に対して配付して

いくということが、一番なのかなというふうにして

考えております。 

  また、できた種芋をどのように扱うか、学校給食

で扱うのか、それとも飲食店さんなどで扱うのか、

そういったところは全く検討もしていないところで

はございますが、学校のほうが、やはり主体的に考

えていくことかなと思いますので、頂いた御意見な

どを踏まえまして、教育委員会とも連携していけた

らなというふうに思います。 

○有澤由真委員 くわいへの、くわい愛というか、ち

ょっと熱が入り過ぎて、長くなりましたけど、一旦

置いておきます。 

○橋本 潤委員 くわいの品種って何種類ぐらいある

んですか。 

○東田康司農業委員会事務局長 吹田くわい、青くわ

い、あと黒くわいがあったかなと思います。すみま

せん、分かる範囲は今現在そういうところでござい

ます。お願いします。 

○山下はるなシティプロモーション推進室参事 ちょ
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っと追加で補足させていただきます。 

  まず、中国原産のくわいというものと、日本原産

のくわいというものがあります。日本原産のくわい

というのは、少なくとも吹田くわいしかないです。

中国原産のくわいについては何種類あるかは、ごめ

んなさい、存じ上げておりません。 

○橋本 潤委員 お節料理で、芽が出るめでたいくわ

いって昔教わったなという。あれ、吹田くわい以外

のくわいも市場に出回ってて、そっちのほうが多い

ということですね。それは一般的に青くわいと言わ

れる品種が出てて、吹田くわいはそもそもあまり作

られてていないから出回ってないという、そういう

状況ですか。 

○東田康司農業委員会事務局長 委員おっしゃるとお

り、大体市場に回っておりますのが、中国を原産と

します青くわいということでございまして、吹田く

わいというのは、もちろん吹田以外のところでも少

し作っていらっしゃるということは聞いております

が、ほとんどはあまり出回ることはないものかとい

うふうに認識しております。 

○橋本 潤委員 その青くわいと吹田くわいで、何か

食味って違うんですか。 

○東田康司農業委員会事務局長 一般的に吹田くわい

というのは、青くわい等に比べまして、少し苦みが

少なく、栗のような味わいというふうに聞いており

ます。 

○橋本 潤委員 作ることが大変だというお話でした

けど、何かブランド価値自体をもっと自然と上げる

ことができるんじゃないのかなと。お節のくわい、

吹田くわいだったら、ちょっとグレード高いよねっ

ていう。縁起物のくわい、吹田くわいを使いたいな

って思ってもらえば、吹田以外でも多分、作る人も

増えるでしょうし。そもそも農業事業者、従事者の

方々に、これ作りたいって思ってもらう。作るハー

ドルが多分、すごい大きいんでしょうけど、それが

そういうブランド化をしたら、吹田くわい、正月の

お節に入ったらうれしいとなれば、吹田という名前

のブランドも上がるし、何かそういう取組を考えて

もらえたらなと。 

○山下はるなシティプロモーション推進室参事 我々

もブランド化というところは課題の一つというふう

にして捉えております。ブランド化をしていくとい

うところでは、様々なハードルといいますかござい

まして、単に吹田くわいが貴重だからいいんですよ

というものではなくて、卵が先か、鶏が先かという

ところはありますけれども、やはり生産量があると

いうことも一つ大事なことですし、ブランド化され

てる、価値が高いから作ってくださるということも

ありますので、そこら辺のバランスをどういうふう

に取っていくのかというのが難しいなというふうに

して考えておるところでございます。 

  ブランド化については、ちょっとまだ先の長い話

になるのかなと思っておりますが、今回のくわい普

及啓発活動を通しまして、まずは一体的に市を挙げ

て、吹田くわいを普及していくんだという取組をし

て、そこから少し先の将来には、きちんと世界に認

められるような形での、ブランド認証みたいなのを

得ていくことをしていけたらなというふうにして考

えております。 

○橋本 潤委員 先ほどの御答弁では、苦みが少なく

と、もう勝手にほかの青くわいより吹田くわいのほ

うがおいしいもんだと理解しましたんで、それであ

れば、どのくわいを使いたいかというと、吹田くわ

いとなってもらったらいいかなと。これぐらいで、

くわいは。 

  次に、先ほど、外国人労働者を雇用されている事

業者さんとかへのアウトリーチとかというお話があ

りました。これは今後のお話ということで、頂いた

かと思うんですけど、来年度の予算、またその事業

として、どういう取組をされるのかというのを、ち

ょっと教えてもらっていいですか。 

○檜垣美春文化スポーツ推進室主査 来年度も吹田市

多文化共生ワンストップ相談センターの運営の事業

というのは行います。その中で、アウトリーチとい

うことができないかということで、今、ＳＩＦＡと

話を進めているところでございます。 

○橋本 潤委員 まず事前にお聞きしていないんで、

全くデータがなかったらあれなんですけど、例えば、

技能実習生の方とか、３年とか５年とかでいなくな

られるときに、年金の脱退一時金の制度を利用され



校正前原稿のため、正式な分科会記録ではありません。 

－ 9 － 

ている方ってどれぐらいかって把握されていますか。 

○檜垣美春文化スポーツ推進室主査 把握はしており

ません。 

○橋本 潤委員 技能実習生が働かれている事業者と

か、僕が経営する会社でも来てもらっているんです

けど、送り出し機関、また日本側の受入れ管理団体

の方々と話してて、ほぼ全ての方が、その制度自体

を把握してなかったり、技能実習生に至っては、国

に帰ってから知ったけど、知ったときにはもう何年

もたってて制度が使えないという状態の方がという

のがすごい多いんですね。 

  ちょっと日本人得したなという話ではなくて、要

は、この制度をせっかくだったら周知してほしいな

と。その理由というのは、単に技能実習生というか、

働いてくれた方々の利益というのは当然あるんです

けど、御存じのように、やっぱり外国人労働者を受

け入れている企業、またその社会において、一定程

度課題というのは確かにあるんだと思うんです。本

当に好ましくない例で言ったら、要は会社からいな

くなって、どこ行ったか分からなかったりとか、犯

罪があったりとかということなんですけど。 

  例えば、３年働いてくれた、５年働いてくれたで、

この脱退一時金を使う、当然、年金には加入するし、

最低賃金以上で働いてますから、大体３年で辞めて

脱退一時金を使うと二十五、六万円もらえるわけで

す。５年いたら50万円以上もらえるんです。技能実

習生の方々って、国というか地域で、最低賃金が月

３万円ぐらいのところからとか来てくれてる方って

結構多くて、その方々って、例えば25万円、50万円

って、結構長い間働いた退職金ぐらいの金額になる

じゃないですか。要は、これをちゃんと勤め上げた

ら、国に帰って、これ使えるなっていう、そういう

インセンティブを持ってもらえば、恐らく事業者さ

んもちょっと楽になるんですよ。国に帰ってどうす

るんだって、やっぱりかなり雇い入れている側も心

配ですし。僕は自分が経営する会社では、技能実習

生が帰るときに、その国に会社と工場を造って、そ

こで働けるようにしようという取組とかやってるん

ですけど、本当に戻ってからやっぱり大変だし、だ

から、もうちょっと日本に何か残りたい、何か方法

ないかなってやっちゃったりとか、途中でとかとい

うのがあるんじゃないですか。だから、それを、働

いている方にも事業者さんにも、管理団体にも、し

っかりと伝えようよと。ややもしたら、会社とか管

理団体が社労士さんとかにお願いして手続もしてあ

げれば、帰るときにちゃんとその制度が分かって、

それだけのお金を持って帰れたらっていうインセン

ティブがあれば、かなりやっぱり、僕は、変な方向

にちょっと心が、考えがというのが減るんじゃない

かなと思ってまして。 

  なので、ぜひアウトリーチのときもですけど、現

段階でも、この制度自体、もしよろしければ、実態

として今どれぐらい利用されているのか、また制度

自体を把握されているのかというとこは、ちょっと

確認していただいた上で、ぜひ周知していただいて、

何も都市魅力さんに、何か社労士さんを雇って、実

際に脱退一時金の申請をするまで手伝ってあげてく

ださいということじゃなくて、それをしっかり分か

っていただくというところは、アウトリーチが予算

化できてなくても、現段階でも取り組んでもらいた

いなと思うんですが、いかがでしょうか。 

○檜垣美春文化スポーツ推進室主査 制度の周知とい

うことでございますが、外国人市民のための吹田市

生活ガイドというものを作成しておりまして、その

中で、国民年金の情報なども載せております。英語、

韓国語、中国語のものを作成しております。転入さ

れてきた外国人市民の方に、市民課の窓口などで配

布をしているようなこともしております。あとは、

吹田市国際交流協会のホームページで、行政情報を

多言語で発信するというようなことも現在しており

ます。ほかの周知の方法も、また今後、検討してま

いりたいというふうに考えております。 

○橋本 潤委員 年金の情報を英語、中国語、韓国語

ですけど、じゃあ技能実習生で、この言葉を使われ

ている方ってどれぐらいおられるかって。恐らく、

もうお分かりでしょうけど、インドネシア語、ベト

ナム語、圧倒的に多いですよね。この言語でやった

って、ましてやなかなかそれを配っても、彼ら見な

いですよ。ちょっとそこら辺は方法を考えていただ

いて、むしろ何ていうんですかね、そこまで都市魅
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力さんが頑張るというか、ちゃんと事業者とか管理

団体がやるように、分かってもらって、そっちにや

ってもらえばいいと思うんですよ。 

  ただ、彼らがそもそも知らないと。ちゃんと使え

るんだよということが分かれば、彼らにとってもメ

リットがあるんで、絶対それ、技能実習生に大きな

退職金を出してる会社はほとんどないですから。で

も、それを受け取ってもらえるよということを教え

てあげれたら、事業者としても、すごいやっぱり技

能実習生などの労働者さんとの付き合いというのも、

非常にやりやすくなると思うんで、別にいろんな言

語でとか、いろんな媒体でとかやっていただかなく

ても、本当に管理団体と事業者に伝われば、もう自

然と広まるんじゃないかなと思うんで、そこはぜひ、

先ほど御答弁いただきましたけど、もしやられるん

であれば、言語についてもちょっと考えていただけ

ればなと思います。これは意見だけで終わっておき

ます。 

  あと、ホームページ等作成事業補助金とか、デジ

タル化促進補助金とかの補助対象者が市内に主たる

事業所を有しということが要件になっているんです

けど、この市内に主たる事業所かな、これってどう

いう意味なんですか。 

○松藤 愛地域経済振興室主査 市内に主たる事業所

を有するという部分の意味合いでございますが、ま

ず法人の場合は、法人登記簿の本店登記地が吹田で

あり、かつ吹田で事業を行っている。具体的にいう

と吹田市に法人市民税を納付していただいている状

態が、主たる事業所を有すると想定しております。 

  個人事業主の方も、中小企業基本法上の中小企業

には該当しますので、個人事業主も対象にしており

ますが、それは業種、業態によって、どこに主たる

事業所を置かれているかの判断というのは、法人に

比べるとちょっと機械的な判断は、ちょっと難しい

ところもございますが、基本的には、例えば実店舗

を吹田市に有しておりますと。そこで本拠地として

事業を行っていると、そういう実態が書類などで客

観的に確認できる状態で、主たる事業所を吹田市内

に有するというふうな判断をしております。 

○橋本 潤委員 個人の方で、市外にお住まいで、吹

田市内で店舗等を営まれている方が対象になるけれ

ども、その方の納税地は吹田じゃないということに

なってしまいますね。 

○松藤 愛地域経済振興室主査 委員御指摘のとおり、

個人事業主の方は、居住地で住民税を納めておられ

ると思いますが、そこで判断はいたしません。居住

地ではなく、事業の本拠地がどこかという判断にな

ります。 

○橋本 潤委員 片や形式主義で、片や実態主義なん

ですよね。先ほどの法人のほうでいくと、要は本店

登記は吹田市内にされてて、かつ、事業も吹田市で

行っているということを確認されるということです

か。 

○松藤 愛地域経済振興室主査 委員おっしゃるとお

りでございます。 

○橋本 潤委員 先ほどと逆のパターンですけど、吹

田市に本店登記してて、例えば、要は事務所とかが

あって、ただ事業の地、例えば飲食店は市外にある

って、こういうケース結構あると思うんですけど、

吹田市はオフィス多いじゃないですか、これは対象

にならないんですか。 

○松藤 愛地域経済振興室主査 法人市民税の納税義

務者となる要件として、まずそこの市町村で一定の

継続性と設備と人的配置をして、そこで事業活動を

行っているという要件がまずございます。ですので、

一定、法人市民税を吹田市に納められているという

ことは、事業をそこでされているという判断になり

ますので、おっしゃられたような要件の場合は対象

になるものと想定しております。 

○橋本 潤委員 そうですね、実態は会社組織として

の、本当に数パーセントしか吹田市内には、要はバ

ックオフィス機能ぐらいしか置いてなくて、実態は

その外っていうところもあるんですけど、それでも

法人市民税が課税されていれば、実態があると。た

だ、その場合って、主たる事業所って言えるのかな

と、この表記だとですね。要は、本店所在地という

表記であれば該当するんですけど、主たる事業所と

いうと、例えば従業員数が吹田市内に５％しかなく

て、市外に例えば95％、工場があるとか、従業員さ

んとしてね、95％、工場が市外でやってるんですよ
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といったときに、法人市民税というような形で納め

てるというような形で書いていただいたら、それは

それで公平性もあるしあれなんですけど。実際に募

集要項でどう書かれるかというところと、どう判断

されるのかというところもあるんですけど、結構、

吹田市、私が知ってる企業でも多いです。事務所は

こっちだけど、工場は、と。その実態を見て、主た

る事業所っていうと、何かちょっと大丈夫なのかな

って心配が出るんですけど。 

○松藤 愛地域経済振興室主査 こちらの補助金に限

らず、中小企業者を対象にしている補助金の多くが

その表現とさせていただいていまして、例えば、今

実施している臨時業務で、中小企業ブーストアップ

補助金という補助金もやっておりますが、委員のお

っしゃるような御質問も実際ございました。で、同

じように回答しております。 

  確かに、少し個人事業主の場合と法人の場合で、

少し判断基準に、ちょっと実態を見に行く部分と、

とはいえ補助金なので、書類審査で何とか審査をし

ていかなければならない部分がありますので、実際、

その審査の差が少し出てしまう部分がありますので、

そこは申請者さんに、ちょっと誤解を招くかもしれ

ないなということで、Ｑ＆Ａのようなものを御用意

いたしまして、かつ募集要項のほうにも、主たる事

業所とは何かというふうな、具体的な要件を書かせ

ていただいております。 

  なかなかちょっと一律に機械的に書いてしまうと、

事業主さんがちょっと活用を、一歩引いてしまった

りとか、ちょっと高いハードルに感じられてしまっ

たりということもあったりはしますので、お悩みに

なられたら、まず御相談いただきたいというのが、

まず一つあります。ただ、誤解を招かないような、

ちょっと丁寧な説明というのは、この補助金に限ら

ず、全てにおいて丁寧にさせていただこうかなとい

うふうには思います。 

○橋本 潤委員 受け付けるときの書類で実態のエビ

デンスとか取られると思うんですけど、法人市民税

の納税証明とかを求められているんですか。 

○松藤 愛地域経済振興室主査 委員のおっしゃると

おり、法人の場合は法人市民税の納税証明書は、直

近のものを御提出いただいております。 

○橋本 潤委員 そうすると、事業開始初年度の方は

利用できないということですか。 

○松藤 愛地域経済振興室主査 まだ１期目の法人市

民税の納期限が到来されていない方でも活用できる

補助金については、法人市民税の納税証明は徴取い

たしませんが、その代わりほかの書類などで、ちょ

っと実体的な部分を調査しに行ったりですとか、そ

の時点で何か、法人市民税の納期限が到来していな

くても、確定申告とか決算書がもしできている場合

は、提出を求めたりもしますし、その辺りはほかの

書類で要件を確認しております。 

○橋本 潤委員 ちゃんと実態があると判断してもら

えたらいいんですけど、結構、そこは難しいとこか

なと思います。ただ、確定申告って、補助金目当て

にやることないでしょうけど、別に年に１回やんな

きゃいけないんじゃなくて、１回以内なんで、別に

ふだん10月の決算のところが、今回、この３月に１

回締めてくれといったら締めますからね。そうした

ら法人市民税はすぐ納められるんで、使いたかった

らそういうことも考えてもらったらいいのかもしれ

ないですけど。 

  今回の予算化していただいているデジタル化とか、

ホームページの作成のほうは、納税証明を提出書類

に入っているほうの事業なんですか。 

○松藤 愛地域経済振興室主査 提出書類として求め

る想定でございます。 

○橋本 潤委員 個人と法人で多少差がある、そもそ

も個人と法人って性質が違うので、致し方ない部分

はあるかと思うんですけど、せっかく吹田市でやる

施策じゃないですか。ほかの市と差別化される、出

てくる部分で、要は、吹田市がやってると。または、

もっとこう工業地帯なんかで、そういう方向に補助

金つけられるとことか、その特色って出ると思うん

ですよ。 

  今回、これ特に個人の方なんですけど、市外にお

住まいで、吹田市で事業をやってて、これ使えると

いうときに、できれば吹田市で法人登記してもらえ

るような流れになってくるほうが、やっぱり都市魅

力部さんとして、吹田市にその事業所だけじゃなく、
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法人市民税を納めてくれる法人数も増えるというよ

うなところ、急にあれですけど、基本的にはそうい

う方向に誘導していっていただいたほうが望ましい

のかなと。事業をやること自体も、やっぱり個人と

法人でというのは、事業自体を拡大していくに当た

っての一定の利点というのは、法人のほうがあった

りという部分もありますので、できればそこは、ぜ

ひ市外の方が吹田市内で事業をやっているのであれ

ば、吹田市に法人市民税も納めていただけるような

誘導ということを、せっかくこういう補助金とかな

ので、補助、助成をする際に、そういったことをち

ょっと狙っていただけたらなと、これも意見にして

おきます。 

○山根建人委員 まず、ちょっと事業別予算概要の

164ページなんですけど、商工振興事業ということ

で予算が上げられているんですけども、これ前年度

から比べると１億4,700万円何がしがマイナスにな

っているんですね。その内訳を見てみると、ふるさ

と寄附金事業が１億4,200万円マイナスになって、

ここが大きいマイナスなのかなというふうに思うん

ですけども、それちょっとまた後で聞こうと思って

いるんですけど。 

  商工振興事業が拡充って書いてるんですけど、数

字的にはマイナス1,156万7,000円ということなので

すけれども、これどういう拡充なんですか。数字的

には拡充ではないです。 

○村澤亮平地域経済振興室参事 商工振興事業の拡充

部分、今回、新しくデジタル化とか創設をさせてい

ただいたり、各種補助金事業がメインになりますけ

れども、拡充をさせていただいております。費目で

いいますと負担金、補助及び交付金というところが

対象になるんですけれども、そこでいいますと、昨

年度、令和７年度当初予算に比べて約1,000万円ぐ

らい増額をしているというところで、しっかりとス

クラップ財源も見いだしながら事業を精査して、個

別の補助金に関しては、やっぱり増減はあるんです

けれども、そういった形で重点的に進めていく部分

については、ちゃんと手当てをしているという認識

でございます。 

○山根建人委員 私、いつも思ってるんですけど、こ

の吹田市の中で商工振興の予算という枠というのが、

すごい吹田市の財政の中でも、いろいろ福祉とかや

らなあかんことはやらなあかんのですけど、後景と

いうか、押し追いやられているような気がしてなら

ないんです。費目でいろいろな、先ほど質問もあっ

たホームページの作成の事業とか、いろいろデジタ

ル化促進の補助金創設とか書いてあるので、吹田市

の事業所の方々が、経費として活用できるような事

業をつくっているということは、今回も何点か新し

く提案されていますので、努力は分かるんですけれ

ども、結果的に、商工振興事業自体の大枠の予算と

いうのが減ってるというのは、ちょっと根本的な拡

充というふうにはなってないんじゃないかなという

のが、ちょっと私の率直な感想です。 

  先ほどもちょっと触れましたけど、ふるさと寄附

金事業が、これ１億4,292万3,000円マイナスになっ

てるんですけども、これはあれですか、新しく創設

したふるさと納税制度を活用した市内大学への活動

支援について、これを新設したとか、そういうのと

関係あるんですか。 

○利光伸吾地域経済振興室主幹 ふるさと納税の寄附

金事業の歳出予算の計上につきましては、まず歳入

予算を見込みまして、それに当たる歳出予算、返礼

費でありますとか、配送料、各種ポータルサイトの

中間事業者への手数料などを積算し、歳入の約５割

が歳出予算となってまいります。令和７年度に比べ

て、来年度が寄附金収入が減るのではないかという

見込みではございませんで、寄附金収入は増えてお

ります。ただ、寄附金収入というのは、やはり返礼

品を送れないと、寄附者の方に御迷惑をおかけして

しまいますので、ある程度ちょっと多めに歳入予算

を組んでおります。令和２年度からふるさと納税を

開始しておりまして、ある程度、実績を積み重ねて

きておりますので、今回、精緻に予算をちょっと見

込んだところでございまして、大学版ふるさと納税

を開始するからというものと別の理由でございます。 

○山根建人委員 ということは、前年度よりこのふる

さと寄附金のところの事業というのをよく精査して、

だから前年度は１億4,000万円ぐらい、初め予算組

んでたけども要らなくなったというか、余ったとい
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うか、そういうことになったんだというふうに思う

んですけど、それでよろしいですか。 

○利光伸吾地域経済振興室主幹 今年度につきまして

は、歳入を25億円ほど見込んでおりました。次の年

度につきましては、歳入を22億円ほどで見込んでお

りまして、その半分でありますので歳出予算を11億

円ぐらいと組んでおります。ですので、昨年度から

は１億4,000万円ほどの減ということで見込んでお

ります。 

○山根建人委員 今年度25億円見込んでいたけども、

結局、22億円しかなかったから、それに合わせてそ

れも減額したいうことですか。 

○村澤亮平地域経済振興室参事 このふるさと納税制

度、我々令和２年度から始めておりますけれども、

実績を積み上げるごとに、精緻に見積もれるように

なってきたっていうのが、まず大前提としてあるの

かなと思ってます。ただ、総務省の基準の改正であ

ったり、景気とか寄附者の動向にも左右されますの

で、そこまで精緻に見積もることはできず、やはり

ある程度一定の余裕を持って見積もる以外方法がな

い状況でございます。今年度の見込みでいえば、ポ

イント制度廃止で、９月で廃止をされて、10月、全

国的にも落ち込みがあったんですけれども、その後

も持ちこたえて、去年よりも寄附金の多い月もあり

まして、見込みでいいますと18億円弱ぐらいになろ

うかなという見込みをしております。 

  ただ、この市場自体もまだ成長の余地もある中で、

少し余裕を持って予算化をしたいというところで、

22億円という形で歳入予算を見込んで、その約５割

ということで11億円という形でさせていただいてお

ります。 

○山根建人委員 大体理解できました。その見積りと

いうか、精緻に計算をし直して前年度より予算がか

からなくて済むということは、逆に言えばこの１億

4,000万円、そこまではないにしても、さらに商工

業の予算に活用していくというか、そういうことも

可能になってくるのかなというふうに思いますので、

いろんな形で商工業の振興の予算を出されてきてま

すけども、やっぱり中身を見てみるとすごい、言う

たら小幅といいますか、大分遠慮されて出されてい

るのかなというのが、ちょっと率直な感想です。ぜ

ひそういった予算も、商工業振興予算の、思い切っ

たというか、１億何がし精査できるということであ

れば、そういうところにもぜひ活用していっていた

だけたらなというふうに思います。 

  先ほど、ふるさと納税の市内大学への活動支援と

いうことで、新しい事業として出されてまして、参

考資料では、市内大学への支援金を出すと。寄附の

７割を支援金として交付、寄附者は吹田市に３割寄

附して、市は３割の歳入が入ると。大学は充実、活

性化すると。大学側が卒業生にお礼するということ

になっているんですけど、これ他の自治体でこうい

うことをちょっとやられているのか分からないんで

すけども、普通、通常は卒業生とか、その大学を応

援したいなというたら、大学にそのまま寄附するん

ですよね。それを吹田市に収入が入ってくるからあ

れなんですけども、何か吹田市にかませるメリット

いうたら、吹田市に、３割の市に歳入が入るからみ

たいな感じで、こういう新しい新規事業を組まれた

んでしょうかね。 

○木村匡志シティプロモーション推進室参事 委員お

っしゃるように、従来から大学に対する寄附の制度

というものはございます。ただ、税控除が、大体ざ

っくりですけども40％ほどしか受けれないというと

ころで、一定の御負担というのが発生するようなも

のでございます。 

  一方、ふるさと納税につきましては、限度額があ

るものの、個人負担は2,000円というところで、か

なり負担が軽減されておるというところで、大学さ

んと我々市とで連携協議会という会議体を持ってお

る中で、大学さんのほうから、この制度を活用して、

ぜひとも吹田市動いてほしいというような御要望が

ございましたので、我々としましては、大学の活性

化にもつながり、そして市の税収増にもつながり、

地域の活性化にもつながるという点で、取組を進め

させていただこうと考えたものでございます。 

○山根建人委員 いわゆる吹田市をかますことによっ

て、控除額が大きくなるということ。吹田市にお金

が入ってくるけど、国には税控除が大きくなるので、

国に対する税金というのが少なく、その分なるとい
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うことですよね。そのやり方というのが、それはふ

るさと納税の制度自体もあるんですけど、どうなの

かなというのはちょっと疑問に思うところですけれ

ども、これ、他の自治体とかでもこういうやり方で

何か実施されているところはあるんですか。 

○木村匡志シティプロモーション推進室参事 北摂で

いいますと、高槻市さんが今年度から実施をスター

トされているところでございます。 

○山根建人委員 ちょっとまたこういった税金の流れ

というか、普通は寄附したやつは、ちゃんと国に税

金を納めて、控除されて、今、確定申告が行われて

いますけど、そういった中で、地方自治体をかます

ことで、こういうことになるんだというふうに思う

んですけども、ちょっとまた動向なんかも見させて

いただきたいと思います。 

  この事業別予算概要で、156ページの地域就労支

援の予算、地域就労支援事業ですね、これ1,904万

1,000円マイナスになってるんです、これはどうい

った理由で。 

○眞栄里涼子地域経済振興室主査 こちらの金額につ

きましては、人事室予算の金額に組換えになりまし

たので減額の表記となっております。 

○山根建人委員 分かりました。ただの予算組換えで

すね。 

  続いて、スポーツ推進基金のことでお伺いしたい

んですけど、事業別予算概要の52ページ、53ページ

で、２億2,000万円、年々積み上がっていってる状

況でありますけれども、もう大分２億円も積み上が

っているので、どういうふうに活用していこうとい

うふうに今後お考えでしょうか。 

○守屋卓哉文化スポーツ推進室主幹 今、スポーツ推

進基金については、一定の残高、これまでの積み上

げてきた部分、差額とかで積み上がっているところ

ではございます。これらの使途につきましては、一

定、積立基金条例のほうで決まっておりますので、

その目的に応じた中で、利用の中身について検討し

ていきたいと考えております。 

○山根建人委員 これ、ガンバさんのスタジアムを造

るときとかに創設された基金で、いろいろその当時

も、いろいろ議論になりまして、吹田のスポーツの

振興に使っていくんだということで、我々もそのと

きは、たしか了承したというふうに思うんですけど

も。 

  これ、また後でやる教育委員会とかでも、ちょっ

と議論しようと思っているんですけども、今は特に

小・中学校ですね、小学校か、屋外の、多分あんま

りもう使ってないんだと思うんですけども、サッカ

ーゴールとか、ハンドボールのゴールとかが、何か

ぼろぼろになって、ほんで網とかもネットとかも破

れて、そのまま、あんまり体育の授業とかでも使わ

ないようになってるのかもしれないですけども、と

いう結構現状があるんですよ。 

  ほんで、大きいちょっとした正規のサッカーゴー

ルなんか、もう小学校では何かもう体育授業なんか

でもやってないのか分からないんですけども、何か

もうどっかがばきっと折れて危ないから、もうグラ

ウンドの隅とか、校舎の裏とかに追いやられて、そ

のまま放置されているというようなとこも結構見受

けられるんですよ。 

  それは本来は教育委員会の予算で、やっぱりちゃ

んと修繕したりとか、更新したりとかするのが筋や

というふうに思うんですけども、教育委員会に言っ

たら、まあ言ったら学校予算が限られてるからとか、

管理費も計画的に更新していかなあかんということ

でなかなか更新に至らないと。遊具とか、そういう

のはそういう計画に入ってるんですけども、そうい

うちょっとした高額な備品というのは、なかなか更

新されないということでは、そういうのんにも、僕

はこういうスポーツ推進基金を活用していったらい

いんじゃないかなというふうに思ってます。 

  特にプロスポーツのサッカーチームがあるまちで、

そういうサッカーゴールとか、サッカーゴールじゃ

なくても、屋外のバスケットゴールとか、そんなん

がもうぼろぼろで、どっか追いやられているという

のは、ガンバと協力してスポーツ推進していくとい

うところに、やっぱり即してないんじゃないかなと

いうふうに思うんですけども、そういった活用なん

かは可能ですか。 

○小野 太文化スポーツ推進室参事 過去、このスポ

ーツ推進基金において、学校に対してビブスの配付
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を行った事例もあります。また、サッカーボールの

ほうにガンバのエンブレムを入れて配付したという

ような事例もございます。一義的には学校の備品に

ついては、やっぱり教育委員会が予算をというふう

なことではあるとは考えておりますが、過去の事例

もありますので、それは状況に応じて、どのような

形で支援できるのかどうかも含めて、もう絶対しま

せんという話ではないと考えております。 

○山根建人委員 ぜひちょっと教育委員会とも相談と

いうか、議論してもらって、こういうところに、子

供たちのスポーツ振興というところにも、ぜひこう

いった基金も活用していただけたらなというふうに

思います。 

  ちょっと最後に、事業別予算概要の160と161ペー

ジで、学童農園の助成金の増額による拡充ってある

んですけど、これはどういう拡充になるんでしょう

か、教えていただいてよろしいですか。 

○丸岡武史農業委員会事務局次長 学童農園の拡充に

つきましては、現在、小学校の田植、稲刈り等の体

験授業に対して、農地を提供していただいている農

家さんに対して、１小学校当たり２万5,000円、市

のほうから補助金を交付しておりますが、それを２

万7,000円に拡充するものでございます。 

○山根建人委員 分かりました。学童農園ね、ちょっ

と一時期、これ予算削られるかもしれないみたいな、

そんな議論になったときもあったんですけど、何と

か残って、できるのであれば、やっぱり全小学校の

子供たちに、こういった体験をぜひさせていただき

たいなというふうに思うので、ちょっとした拡充か

もしれないですけど、農家さんも助かると思います

ので、そういうところにもぜひ予算を拡充していた

だきますように、部長、頑張っていただきますよう

にお願い申し上げまして、質問を終わります。 

○梶川文代委員 まず、今、山根委員言うてはった、

スポーツ推進基金やけど、吹田市の積立基金条例に

よると、スポーツ推進基金は、サッカースタジアム

の利用促進、プロサッカーチームのホームタウン関

連施策の推進並びにスポーツ施設及びその環境の整

備に係る資金積立てってなってて、非常に限定され

てしまってるんで、先ほど御答弁されてたのもよし

やねんけど、もうちょっとこれね、基金条例を、そ

こら辺から変えんとあかんのんで、もうちょっと汎

用性の高いもの。これ、年々たまってんねんやんか。

その辺り的なものを、もうちょっと考えへんかった

ら意味ないと思うんで、一応、申し上げておきます。

ともかくちょっと微増やけどこれは増えてるんで。 

  あと、次にＪＲ吹田駅南立体駐車場跡地を活用し

た私立保育所の整備についてなんですが、これも吹

田市公共施設最適化推進委員会を開催したんが11月

17日なんですけど、これに部長も出席してはるんで

すよね。ただ、部長にちょっとお聞きしたいんです

けど、この話を、この会議以前に、例えばいつ頃初

めて聞いたのか。初めて聞いてからの経緯とか経過

みたいなのを、分かる範囲でお聞かせいただけませ

んか。部長がまず。この会議の出席者に聞いてんね

ん。 

○脇寺一郎都市魅力部長 すみません、詳細な記憶が、

時系列をなぞるのは、なかなか申し上げられないん

ですけども、私、部長をさせていただいてから児童

部の担当者と、そういうお話、まずはうちが立体駐

車場跡地の行政的な使用の御要望がないかと全庁照

会かけまして、そちらで児童部のほうから手が挙が

って、そこで各部とのやり取りをして、公共施設最

適化のほうに上がったというふうに認識しておりま

す。 

○梶川文代委員 その全庁照会かけたん、いつ頃。 

○大村貴之地域経済振興室主幹 全庁照会の意向調査

を行いましたのは、令和７年３月に実施をさせてい

ただいております。 

○梶川文代委員 これ、全庁照会かけた理由は。 

○大村貴之地域経済振興室主幹 こちらの立駐跡地の

分につきましては、まちづくり協議会との契約が令

和８年、今月の31日で終わるという形ですので、市

の普通財産でもあることから、この令和７年３月に

全庁で利用の意向を確認したものでございます。 

○梶川文代委員 全庁照会かける前に、まち協さんに

は何か話したん。 

○大村貴之地域経済振興室主幹 令和６年度の、ちょ

っと時期的には７月から11月ぐらいだったと思いま

すけども、まちづくり協議会のほうに、今お貸しし
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ております立駐跡地の契約については、終了という

形で御報告をさせていただいております。 

○梶川文代委員 契約終了っていうて、それは向こう

は了承してはるの。その後、そのときにほかの要望

とかもなかったん。 

○大村貴之地域経済振興室主幹 委員のおっしゃいま

すとおり、御報告させていただいたときには、まだ

そういった御要望及び方向でも承認をしていただい

た旨でございます。 

○梶川文代委員 そのときにじゃあ、もう契約、３月

末で来年終わりますいうて。そんならもう、別にそ

れでいいよ的な形で、完全了承やったわけ、まち協

は。 

○大村貴之地域経済振興室主幹 委員のおっしゃると

おりでございます。 

○梶川文代委員 駐車場は要るみたいな、そんな話と

かはなかったん。 

○大村貴之地域経済振興室主幹 駐車場の分につきま

しては、特に反対はなかったと記憶しております。 

○梶川文代委員 駐車場もなくなってええっていうこ

とで了承やったん。 

○大村貴之地域経済振興室主幹 契約の部分につきま

して、満了で報告させていただいた中で、御意見等

はありましたけれども、まちづくり協議会として承

認という形で、仕方がない部分でというので確認し

ております。 

○梶川文代委員 ただ、そのまち協さんのほうにお話

行くのに、まち協さんがお話聞いて、理事会開催と

かまでに考えるお時間とかはあったんかな。 

○大音秀則地域経済振興室参事 暫定的に貸出しを始

めてから、常に協議とかはさせていただいておりま

すし、理事会とかでも意見交換をさせていただいて

おります。暫定的に期間を市のほうで施策決定する

までの間、貸してくださいというような要望で、そ

れに沿うような形でこちらも支援をしていたような

ところでございます。その都度、平場の場も含めて、

いろんな意見交換をさせていただいたと私も認識し

ておりますし、駐車場を今後継続して使用したいと

いうことであれば、それぞれの考え方とかをまとめ

ていただくとか、いろんなデータとか、商店を利用

されるお客様はこれだけいらっしゃいますよという

ようなこともお調べいただけたらなということで、

お伝えはずっとさせていただいておりまして、その

上で特に駐車場が絶対必要であるというような要望

は頂いておりませんでしたし、まちづくり協議会と

して意見をまとめられて、貸出し期間で満了という

ことで了承していただいたものと認識しております。 

○梶川文代委員 ただ、ちょっと流れ見てたら、ちょ

っと向こうもかなり、紆余曲折してはって、もうと

にかく言うてることとやってることが、どうやねん

っていう。要望書とかでも、多分、この件知ってか

ら11月４日に出てきた要望書、有澤委員が要求した

資料とかでもあるねんけど、11月４日の段階では話

はしててんやろうなと。そういった報告も聞いて、

脇寺部長はこのとき会議の席に座ってたということ

ですわな。 

  例えばこれ質問、ここの会議で土地の貸付けにつ

いて、駐車場運営している現在の賃借人が、貸付け

期間の延長を希望される可能性はないか。また別の

場所で駐車場運営を継続する意向はないかという質

問に対して、令和８年３月末の貸付け終了で、相手

方も了承済みであるが、測量等の期間に空き地のま

まとなるのであれば使用したいとも聞いており、最

長１年間の条件つきで貸付けを延長する可能性はあ

る。保育事業者への貸付けが始まる令和９年４月以

降は貸付けしない。当該駐車場については、市有地

活用の方向性が決まるまでの間、利便性向上のため

に運営されていたものであり、別の場所で継続する

意向はないと確認していると、答えたんは部長なん

やろうなと思うけど。誰が答えたん、これ。 

○萩原伸悟都市魅力部次長 今申し上げた内容につき

ましては、私がたしか会議で御答弁させていただい

たものだと記憶しております。 

○梶川文代委員 でも、それに対して意見がね、これ

はあくまでも暫定的な使用であり、市の活用方針が

決まったら、従っていただくのが基本と考えるって

いう意見がばしって出てるねんな、冷たいなと思う

けど。この意見は誰が言わはったん。 

○脇寺一郎都市魅力部長 すみません、当時、どなた

が発言したか、ちょっと私も定かに記憶はしており
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ません。 

○梶川文代委員 ただ、こんな市の活用方針が決まっ

たら従っていただくのが基本って、市民に対してよ

うここまで言い切るよなみたいな、ちょっときつい

というか、みたいな感じには、これ見て思ったんや

けど。 

  ただ、やっぱり、ごめんなさいね、商業者の方た

ちもぶっちゃけほんまにね、中がまとまってはらへ

んのは今に始まった話ちゃうねん。昔からやねん。

いや、ほんまに。私も長いこと皆さんとお付き合い

もさせてもうてましたけど、これまでこんなんなん

かは亡くならはった先生が、遺産にくれはった、こ

れなんかは1988年３月に、これルネサンス構想とか

というてね出てきてて。何とかいうて立派なこれ、

出てましたんやで構想、パースもあって。 

  この駐車場跡地はもう立体的にこれに使うんやい

うことで言うてはって、市のほうもちょっとこれ応

援してくれみたいな話もあったんやけど、結局のと

ころ中がまとまれへんかった。そういうことが、こ

んなんもありますねん、こんなんも。こんなんとか、

ほかにもこんなの、立駐跡地のことに特化して言う

てきはって。でも、これ出してきはったときは、も

う市の土地、何、勝手に何か言うとんねんみたいな

感じでは思ったけど。こんなんとか。 

  とにかくこの土地は必要や必要や必要やというこ

とで、ずっと、何やったら見てもうて構いませんの

で。ずっと、もうほんま。私は先輩からの遺言やと

思って、これ、まだ持ってるんです。こういったも

のをこれまでずっとあったんで。これ、言うたら大

阪府の商業活性化の補助金をもうて、こんなんもコ

ンサル派遣してもらってやったりとかいうことで、

公費も入ってコンサルとか入れてたっていうところ

も。だから、結局、やる気になってはった、何度も

頓挫してるのは私はもうつぶさに見てきました。 

  ただ、それでもいずれの日にか、やっぱり形ある

ものはいずれ壊れるので、これ近い将来。平成13年、

14年かな、アーケードをやり替えたときも、私、現

場も見に行きました。根っこぼろぼろで、柱の足。

あれは長屋構造やからお互い支え合ってもってるみ

たいなところがあって。そういったものに対しての

再度補修とかで、ちょっとあれ、遅れたんですよ、

工事期間も延びたりとかっていうのもあったんです

けど。だから近い将来、こういうのを考えなあかん。

だから、これ後生大事に私持っとったんですよ。い

ずれの日にかまたこういう話が出てくんねんやろな

と。 

  でも、そういったことを知ってる者としては、や

っぱり必要性がある。いずれはせなあかん。これま

であれが、あそこの土地ももともと三栄市場やった

からね。商業施設やったわけやしね。ちょっといろ

んな事情もあって市のほうが買い取るみたいな、救

済措置みたいな形ではあったんやけど。もうそれも

古い話やねん、先輩らから聞いてる話で、もう今や

遺言を承っている者の立場として言うてるようなと

こあるんやけど、やっぱりあれは商業施設やったっ

ていうね。その歴史的なものというものも踏まえて、

やっぱりこの方たちが、あそこの商業地域一体化し

てやらはるときには、もうそのためにも。 

  それで立体駐車場を解体したとき、私らおったけ

ど、あれも正直、軽自動車でも背高なってきて、ち

ょっと古いタイプの立駐やったんで、もうワゴン車

なんか全く入れへんような状態で、みたいな感じだ

ったんです。私自身は、この立体駐車場ができた頃

いうたら、私、３ナンバー乗っとったんやね、ディ

アマンテというでかい車。あれかって、ちょっと幅

が入らへんかもしれませんみたいな形で言われたり

みたいなのもあったんやけど。 

  とにかく時代の流れで車も大型化していって、と

いうことで立駐は潰してんや。やっぱり人件費もか

さんでたんでね。人件費、絶対必要なんで、立駐の

場合は。ただ、そのときなんかのお話の中でも、こ

こはもう言うたら将来の種地として、それはもう

重々分かってるよということで、今みたいな方向に

なって。当時あれは、森部長とかやったかなみたい

な時代やけど。 

  そういうのを分かってるんで、ほんまに置いとか

なあかんでって。もともとはあれは三栄市場やった

んやでというね。商業やってん、あれ。最初から吹

田の土地やないねん。だから、やっぱりその辺り的

なことも、ちょっとね。 
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  ちょっと要望書とかも、ここんとこぽこぽこ出て

きてんねんけど、何か２月に入って出てきたやつな

んか見たとき、私はもう目むいた。何じゃこれと思

って。自分らも今後必要やから置いといてくれ、置

いといてくれいうてずっと言ってたのに、何かもう

ほんま、保育園の予算化せえみたいな書き方とかも

あったんで、何じゃこれと思って。私は、この後生

大事に持っておいてた、先輩たちの遺言やしね。こ

れも丸ごと捨てたろかと思ったぐらいね、あの要望

書を最初見たとき。かちんと頭にきたんやけど。 

  その後、またぞろぞろと、やっぱりみたいな、出

てきてるのでね。この間、出てきたやつなんかも、

これなんか種地いうてしっかり書いてはるねん、や

っぱり。遠くない未来において商店街の建て替え事

業の際の種地としての活用できる用地でありって。

これ、種地、種地はもうずっと言うてはってん。も

う亡くならはった尾高先生とかうちの木下先生とか

も言うてはってん。もうほんま先輩らも言うてはっ

たやつやから、ここんところはね、ちょっと申し訳

ないけどね、もう一回商業団体の人と話をしてほし

い。やっぱり守るべきものとか、そういったものは。 

  ただちょっと一丸となってくれへんかったら、中

で意見ばらばらで、こんなぽいぽい出されてきてね、

要望書を。反対にちょっと市としても、ちょっと冷

たい対応はやめようよ、もっと温かくいこうよ。だ

から、やっぱりそこの土地のもともとのなれ初め的

なものからいって。あれはもう救済みたいな形での

購入やってん、吹田、ほんまに、やってんけど。そ

れは助けていきましょうよと。 

  ここ十何年見とってあれやねんけど、今回も予算、

商工業団体事業活動促進補助金見直しによる拡充み

たいなんはあってんけど、これ、後でちょっと内容

聞くわな。ただね、基金が商業振興施設整備基金っ

ていうのが、これも昔からあって。これアーケード

を改修したときは。だから、平成13年、14年のとき

は使ったわ。ただ、もうここ10年間ぐらいのも引っ

張り出してきて、ちょっと私、調べててんけど全く

動いてない。毎年5,000円かずつ積み立ててたりと

か。ただね、令和６年は15万8,000円とか積み立て

てんねんけど、ただ繰入れは全然してないんやね。

だから、全然使ってなくて、今残ってるのは５億

3,770万円あるねんな、令和６年決算で。だから、

５億3,000万円はずっと残ったまんま。アーケード

でちょっと繰入れして使ってから。 

  これなんかもあるっていうことも、やっぱり考え

て、ちょっと事業再編みたいなんも。正直、あるも

のを使わず寝かせてて、皆さんの思い的なもんも、

時代の流れによってやけど、今の商業者、あそこの

商店街の関係者とかでも、はっきり言うて三栄市場

なんて知らんやろなと思うわ、ほんまに。そういう

ことも知らん人らが言うてはることやねんけど。た

だ、やっぱりそういうのんを教えてあげるのも、伝

えるのも我々の仕事や。この土地はもう保育園建て

てよろしいで、使ってよろしいでと言える土地ちゃ

うねんと。もともとの土地の由来というか知ってた

ら。そういったことも、三栄市場があった時代、そ

れ知らんやろみたいな、そういう人らには、でもそ

れはきちっと伝えていかなあかん。そういったこと

もちょっとお願いはしておきたいなと。議員各位皆

さんで、知らん人おるかもしれんけど、そういうの

は知っていただきたい。私ら生き字引が動くで、ば

っと。いつでも行くから言うて。ただ、ほんと、私

はもう先輩からもこうやって、1988年当時の遺言、

承ってございます。これ、市会議員になる10年前や、

私がね。私、1999年からやから。ルネサンス、ルネ

サンスって当時言うてたんやけどな。 

  そういうのはね、やっぱり私も伝える義務と責任

あると思ってるんで、皆さんにもそれは共有しても

らえたらなと思ってます。御理解いただけましたで

しょうか。 

○脇寺一郎都市魅力部長 過去からの経過につきまし

て御説明いただきまして、ありがとうございます。

また、我々も過去の資料を拝見させていただいて、

三栄市場というような経過から現在に至るのは重々

承知しておりますし、先ほど担当者からも御答弁差

し上げたんですけれども、我々として、お話しいた

だければ、きっちりと地域の方、商業者の方ともお

話しする機会は設けたいなと思っておりますし、そ

ういった中でいろんな御議論がこれからあるのかな

と思いますけれども、まず、ここ最近の私の気持ち
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としては、２月18日に要望書が提出されまして、

我々はそれが今、正しい御要望やということでこれ

まで動いてまいりましたので、ここ数日の中での別

のところからの要望書というのは、正直、戸惑って

おるところでございますので、まずはそれが、どう

いった経過でこういったことになったのかというの

を、担当者含め、私も含め、しっかりと認識した上

で、話を進めていきたいなと考えているところでご

ざいます。 

○梶川文代委員 ほんま一つだけ、これ、２月18日か

何かに出てきたやつかな。あれだけがちょっと全然

色がちゃうなと私は思ってます。ほかはおおむね同

じような色であったり、ちょっとほんまの本音を薄

めてはるんかなみたいなところもあるんやけど、や

っぱり本音、探ってきて。もう本音は種地として置

いといてやねん。もうほんま、自分ら見に行ったら

分かる。ちょっとおうちの中見せていうてね、入っ

ていったら分かるわ。もうぼろぼろやから。ほんま

に。床めくってみたらもうえげつないみたいなとこ

あるんでね。その辺りはちょっと。 

  あと、新旭町通り商店街、あれは実は昔からの経

緯、あそこはまず露店街から始まってたんやけど。

あれは市道やねんや。だから、道路のほうとも関係

するんで、関係部局ともして。あそこもいつまでも

アーケードの中に、実は公道ですねん。公の道路の

まんまやねん、あれな。そういうのもそのままでえ

えかいうことも、ちょっと道路室とも話をちょっと

してください。 

  あと、あそこは吹田市がまだ持ってる店舗であっ

たり、空き店舗もあるけど、そういうような所有状

況なんかも一回整理して、又貸し的な形にしてはる

ようなところも結構見受けられるとこもあるんやけ

ど、ちょっとその辺りも一回調べていかんと、又貸

し、イコール、ちょっと法に抵触するような部分は

あるんで、その辺り大丈夫かいうとこもきちっと確

認するとか。 

  やっぱり、旭町と新旭町と錦と一体的なものの構

想がこういうところからあるんで、ずっとね。ちょ

っとそういうほうも、もう一回目指していきましょ

うよと。もう必要な時期に来てますよということで

頑張ってもらえたらなと。だから、整理すべきこと、

行政内でせなあかんこと、それについては鋭意取組

を進めていただきたいと思いますが、よろしいでし

ょうか、御答弁ください。 

○脇寺一郎都市魅力部長 いろいろ御指摘いただいて

おりますんで、まずは先ほどの繰り返しになります

けど、まず今回の経過に至った内容を、まずは要望

書を出してこられた方とお話しして、本音を聞いた

上で。ただ、我々都市魅力部だけでもいきませんし、

政策決定を打ったものなので、そう簡単に短時間で

変わるようなこともございませんし、庁内でもしっ

かりと議論を続けていきたいなと考えております。 

○梶川文代委員 そんならちょっと、お昼休憩までに

質問できる話をしていきたい。まず、さっき言った

商業団体の補助の内容を、どんな拡充をしたんかな、

聞かせて。 

○鎌田智子地域経済振興室主査 こちら、今回拡充し

ております事業活動促進補助金の拡充内容につきま

しては、まず情報発信の内容なんですけれども、現

在、多様な情報発信手段が増えておりますので、こ

ちらにＳＮＳでの情報発信についても今後、補助を

していくというようなことを考えております。 

  次に、消費喚起施策につきまして、消費者が購買

意欲を高めるイベントを実施することで、商店街を

知ってもらうきっかけになり、新規顧客の来訪や消

費の拡大なども期待されることから、域内消費の活

性化の事業について拡充を行うものでございます。 

○梶川文代委員 ちょっと、せっかく始めて、せっか

く増やしているというような部分とかも、やっぱり

ＰＲ的なものと。チラシとか、そんなんもつくって

いくの、これ。 

○鎌田智子地域経済振興室主査 こちらなんですけれ

ども、毎年度対象となっております商店街の方に、

内容について御案内ということを毎年度行っており

ます。今回につきましても、こちらにつきましては

各対象の商店街などには御説明させていただきまし

て、活用の促進を図ってまいりたいと考えておりま

す。 

○梶川文代委員 チラシという言い方はおかしかった

な。取りあえず口頭で言うてもあかん人多いねん。
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ちゃんと文書で分かりやすいもんつくって渡したら

なあかんねん。 

○鎌田智子地域経済振興室主査 こちらにつきまして

は、毎年度、商店街施策の便利帳という冊子をつく

っておりまして、そちらに掲載を予定しております。

その冊子もお配りしながら、皆様に御説明をさせて

いただきたいと思っております。 

○梶川文代委員 もう赤とかの目立つ付箋つけて、こ

こちゃんと読みなさいよいうことで言うてください。 

  それと、その上段、商工振興事業で、今回、例の

国のぎりぎり振り回されたあれも使ってやってるい

うた、それの拡充的なものはいいねんけど、この廃

止、エコアクション21認証取得廃止、あと企業定着

型環境配慮事業補助金廃止って、これ何。どんなや

つで、どんな理由で廃止なったんか聞かせて。 

○松藤 愛地域経済振興室主査 まず、エコアクショ

ン21認証取得事業補助金というものの概要ですが、

その名のとおりエコアクション21という環境マネジ

メントシステムで、国の認証を受けるものがござい

ます。そこを、初めてその認証を取得した事業者に

対して、経費の一部を補助するというものでござい

ました。こちらに関しましては、最後の交付実績が

令和２年度です。令和３年度以降、交付実績もゼロ

件の状態が続いておりました。市内事業者の認証の

取得状況も確認ができるんですが、平成24年度の41

者を最後に漸減をしておりまして、現在では18者程

度にまで落ち込んでいる状態でございます。事業全

体を見直す中で、今回、実績等も踏まえまして廃止

をするという判断に至ったものでございます。 

  企業定着型環境配慮事業補助金というものは、市

内に製造事業所を置く製造業が操業をする中で、周

辺住民に対して悪臭であったり、騒音であったり、

一定の住環境に対する被害が出ているような状況に

対して、それを原因に市外へ流出することを防ぐた

めに、それを改善するための設備の改修ですとか、

そういったことを行った場合に経費の一部を補助す

ると、そういう企業の定着に向けた施策でございま

した。こちらは最後の交付実績が平成26年度です。

なので、ここ10年以上実績もない状態が続いており

ました。ですので、こちらも現状の吹田市の工業の

状況なども見まして、交付実績なども踏まえて廃止

という判断に至ったものでございます。 

○梶川文代委員 そういったエコアクションとかでも

どんどん進んでもらったらええわけやし、懐かしい

なと思ってるとこ。ただ、さっきのアクションのや

つとかもやけど、いつあるか分からんやつとかって

いうのんね、事業ごと廃止してもらうと復活難しい

ねやん。だから昔からこういう、まあまあ費目だけ

取っとくみたいなもんで、予算1,000円みたいなん

を取ってるみたいな手法を昔はようやっとった。実

計とかでも1,000円のいっぱいあったで。だから前

もってこういう検討をしていくよいうやつなんかも、

事業費のあれは1,000円から始まっとったりとかみ

たいなんもあった。 

  それで、前もってということと、あと、やっぱり

何かあったときに、そういう、発生したときにすっ

と対応できる、時代の流れとともに。だからそうい

うものは実績なかったから廃止って、これはほかの

部局にもこんなんあるんかな。何かちょっと全部チ

ェックしとったら、もう気めいるけど。やっぱり廃

止やなくって、やっぱり1,000円予算。もういつで

も使えるように、可能性がゼロでない限り。これ可

能性ゼロなん。だから、可能性ゼロと判断できる状

態じゃないかなと思うんやけど、どうでしょうかね。 

○松藤 愛地域経済振興室主査 委員のおっしゃるよ

うに、こちらの二つの補助金につきましては、私ど

も、その商工振興事業という費目の中で、この補助

金以外にも、それこそホームページの補助金であっ

たりとか、いろいろな補助金を持っている中で、積

算上は実績をベースに、昨年度までも予算はゼロ円

とされていた事業です。実際に、ただ事業廃止の判

断には至っていなかったので、仮に御相談とかがあ

った場合には、例えば補正予算であったりとか、何

らかの予算措置をした上で交付をするという状態で、

待ち受けていた上で、今年度に至るまで実績ゼロ件

の状態が続いていたものでございます。 

  委員もおっしゃるように、いろいろな補助金があ

ればあるだけいいというのは、我々も理解を一定す

るところでございます。ただ、限られた財源もござ

います中で、令和８年度を始期とする、今、商工振
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興ビジョンという個別計画を策定している中で、こ

の補助金に限らず、事業の全体を見直すという中で、

事業所の実態調査であったりとか、有識者等からの

意見調査、企業訪問の中で得た事業者さんからの御

意見なども踏まえて、今、重点を置いて支援してい

くべき要素は何かというようなことを、全体を見直

す中で検討して、この補助金二つについては実績も

踏まえて廃止をしたというような考え方でございま

す。 

○梶川文代委員 いや、というかね、メニューは多い

ほうがいいし、選択肢多いほうがいいし、まあ言う

たらそういったメニューのところに１行、２行、消

すか消さへんかだけみたいな問題ですやん、今も予

算ゼロやねんから。だから、廃止するにはもったい

ないかな、内容的には悪くはないやつなんで。ちょ

っとその辺り。いざまた、こうやって廃止って明記

してしもたらね、復活するとき面倒やから。やっぱ

りその辺りは保険掛けとき。もうそうとしか言いよ

うがないな。 

  それと、ごめんなさい、ちょっとお昼回ってまう

かな、学童農園について、これも。学童農園の増額

拡充あるねんけど、これ内容を聞かせて。 

○丸岡武史農業委員会事務局次長 先ほどもちょっと

説明させていただいたんですが、小学校の学童体験

に農地を提供していただいている農家の方に、１小

学校当たり２万5,000円、今まで支給していたんで

すが、それを２万7,000円に引き上げたものでござ

います。 

○梶川文代委員 それでも安いわ、いや、ほんまに。

これ、ある学童農園の関係者の方からも、去年かも

う、収穫でしょげてね、お芋さんが全然育ってなく

て、芋掘り、芋ね。お芋さん全然育ってなくって。

ただ、やっぱり夏暑うて、せっせ、せっせと水も運

んでやってしても、やっぱりちっちゃいお芋さん、

ちょびっとしか取られへんかっていうて。こんなん

で、お金ももうてええんやろかみたいな。毎日、水

やってくれてる、そんなん考えたら、もう安い。だ

からまあ、ちょっと収穫、やっぱりわっと、いうた

ら大根に替えてもええかなとか、そりゃもうどうぞ、

どうぞみたいな話もしとってんけど。大根やったら、

結構あれは閑散期でも育つやつやからっていう。田

んぼ使わへんときでもいけるやつやからっていうよ

うな話もあったけど。 

  ただね、やっぱりそうやって一生懸命考えて、も

ちろん日々日々、お世話をしてくれてはる、その皆

さんに対しての、ちょっとその現場の御苦労、申し

訳なさ程度で、これ2,000円だけかいな、拡充。と

いうか、それじゃね、私は肥料も水道代にもならへ

ん、水代にもならへんわと思うわ。ちょっとそうい

うのは、やっぱり御意見きちっと、それこそその方

たちの、いや、本音聞き出せいうてもええ人ばっか

りやからあれかなと思うねんけど、やっぱりその辺

り、ちょっと本音というか、実態的なもんで。実態

に実働、どれぐらいしてはるか、実費、自分らもか

けてはるねん。それはちょっと一回確認して、もう

一回ちゃんと考えるべきやと思うんですけど、御答

弁ください。 

○東田康司農業委員会事務局長 先ほど、次長の丸岡

のほうから御答弁させていただきました、学童農園

につきましては、市のほうから２万5,000円を２万

7,000円にするというところでございますが、なお、

この事業につきましては、市と、それからＪＡ北大

阪との共催で行っておりまして、吹田市のほうから

２万5,000円、そしてＪＡの北大阪からも２万5,000

円の補助を頂いておるという状況でございます。今

回の市の増額につきまして、ＪＡ北大阪とも協議を

させていただいて、あくまでも今予定ではございま

すが、ＪＡ北大阪様のほうにつきましても、2,000

円の増額ということを頂いているという状況でござ

います。 

  その中で、あと先ほど委員のほうからお話しいた

だいてます農業者の声という部分につきまして、や

はりこの間、一昨年の米の価格の高騰というのもご

ざいまして、そこを含めて私たち、今回、積算をし

たいうところでございます。今回、この学童農園に

つきましては、農地を提供いただいている方につき

まして、田植であるとか、稲刈りの御指導をいただ

くのと併せて、水の管理もいただくんですけど、あ

と、その学校に対して、１校に対して玄米を60㎏提

供いただくという、そういうふうな決まりになって



校正前原稿のため、正式な分科会記録ではありません。 

－ 22 － 

ございまして、そしてその60㎏の玄米価格を今回、

以前と、それから今現在を積算、その差を考えさせ

ていただいて、今回の改定ということに至ったとこ

ろでございます。今後、農家様とも十分お話をしな

がらとは考えていきたいと思いますが、まずこの令

和８年につきましては、この形で進めたいと考えて

おります。 

○梶川文代委員 とにかくきちっと、現状もしっかり

とつかんだ上で考えるようにお願いしておきます。 

  あと、最後、すいたフェスタ事業について、結局、

実行委員会に吹田も入るから、今まで補助金、委託

料ってしてたのを負担金って。ちょっとその経緯と

いきさつを聞かせてくれる。 

○梶屋有里奈シティプロモーション推進室主査 経緯

といきさつにつきましては、まず、吹田まつりの時

代には構成団体に市が入っておりました。それが第

48回のタイミングで、市民が主体の市民まつりがご

ざいますので、市はその市民の主体のお祭りをお支

えするという立場を明確にするために、構成団体か

ら抜けて、共催という形で第48回から吹田まつりを

実施しておりました。その後、吹田まつりがすいた

フェスタに変わりまして、第４回まで同じように共

催という形で実施をさせていただいていたんですけ

れども、すいたフェスタの事務局を市が実施してお

りますので、その事務局を担っている実態から、構

成団体に入って事務局を実施したほうが自然である

と考え、このたび整理させていただいたものでござ

います。 

○梶川文代委員 48回から共催と言わはったけど、こ

れ48回って何年のこと。 

○木村 剛シティプロモーション推進室主幹 第48回

は平成28年度と認識しております。 

○梶川文代委員 ただ、実際、現場とか見てても、汗

かいてはりますもんな。汗ぼとぼとなって、タオル

首にかけて。ただ、私、すいたフェスタそのもの的

なものは、ちょっともう否定的というか、そりゃや

っぱり昔の吹田まつりのほうがよかったでいうのん

が、私らむちゃくちゃ気持ちはあるんやけど。 

  ただ、昔ね、例えば天神祭とかあんなんなんかも、

地域のＪＣとかあの辺が主でやってて、船渡御なん

かでもＪＣがやっててとかっていうて。だから、祭

りってやっぱり民が行うべきものやみたいなんは、

あったその頃のときが、これ平成28年やね。たしか

そうやわ、思い出しました、そういう話。議会でも

出てましたけど。 

  ただやっぱり、結局、若者に限定されているよう

なとこあるねんね、今。すいたフェスタ。実行委員

会とかでも若者やねんね。ただ、やっぱり吹田やか

らな、吹田の歴史、風土、そういったものもあって、

昔からのもの。それで代表的なものがだんじりとか

になってくるねんけど、あと、最近のくわいの献上

を泉殿さんにしてたいう行列とかも昔あったりとか。

あとは四ツ竹であったりとか、四ツ竹ってぼんじり

さんがあったりとかね。そういう昔からの吹田古来

の祭りの部分というのがもうなくなってんねん。こ

れもね、悪いけど私、生き字引の一人としてやっぱ

り伝えていかなあかんなと思うねんけど。 

  そういう伝統芸能、文化、吹田のもともとの伝承

していくべきものともかけ離れた方向に走ってるね

ん、これ、今のすいたフェスタ。もう、これも気に

入らん。昔、吹田まつり、旭町で皆パレードしまし

た、私も四ツ竹踊りながらパレードしました。やっ

ぱりそういったものを、もう一回知らん人に、ちょ

っと分かってもらわなあかんなと。ああいう機会を

もってして、吹田の伝統とかつなげてたんやでって。

だから、くわいの献上の行列とかもパレードにも出

てましたやん、かつて。だから、そういったものが、

もう忘れたらあかんことちゃうのっていうのを、そ

れもさっきの商業の話やないけど、きちっと伝えて

いくべきであって、そういうことを知ってる人たち

もやっぱり加わってもらって。 

  これ昨日、ちょっと文化財保護のほうにも言うて

んけど、やっぱりそういう生き字引の方が命あるう

ちにおつなぎいただきたい。つながっていくってい

う、そういったもんもすごく大事で。そういうもの

であるべきなんですよ、吹田を代表する祭りと言う

からにはっていうね、そういうとこ、ちょっともう

ちょっと考えてもらいたいな。全然ちゃう方向走っ

てんでと思うんですけど、御答弁ください。 

○脇寺一郎都市魅力部長 伝統の部分なんですけど、
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２年ほど前から、すいたフェスタでも伝統というこ

とで、権六おどりの演舞とかもやっておりますし、

これ、すいたフェスタとはまた別なんですけど、毎

年７月の下旬には、だんじりの曳行というのもやっ

ておりますし、すいたフェスタに凝縮はされないん

ですけれども、すいたフェスタ以外の時期でも吹田

の伝統や魅力に触れていく機会を、都市魅力部とし

ては設けておるというとこでございますし、また今

後の、すいたフェスタ単体に限ったことで申し上げ

ますと、実行委員の方とコンテンツの相談をさせて

いただきながら、こういった議会等々とも、今回の

場に限らず、ほかのところでもいろいろ御意見いた

だいてますので、そういった意見をしっかりと実行

委員会の議論の場に乗せて、内容を決めていくと、

そういう流れに考えております。 

○梶川文代委員 権六だけやん、私もよう知ってます。

分かってます。私も踊ってます。ただ、権六もやけ

ど、吹田音頭とかそんなんもあるんで、踊りもあん

ねんで、吹田音頭とかあんなん。やっぱりそういっ

たもんもありますしというのんとかね。例えば、四

ツ竹踊りとかも、ほんま、あれ泉殿さんの関係でね

やけど、あんねんなって。だから、そういうのんを、

できとってん、吹田まつりのときは。パレードみん

なでしててん。そういったものがなくなったのは悲

しいし、復活してほしいわ、言うときます。 

○西岡友和委員長 質問の途中ですけれども、理事者

から、先ほど梶川委員の質問に対する答弁の訂正に

ついて申出がありますので、ただいまから発言を許

可いたします。 

○木村 剛シティプロモーション推進室主幹 申し訳

ございません。先ほど梶川委員から御質問いただき

ました、吹田まつり第48回の年度なんですけれども、

平成28年度と申し上げたんですが、平成29年度の誤

りでした。申し訳ございませんでした。 

○西岡友和委員長 ただいま理事者から、発言を訂正

したい旨の申出がありましたので許可をいたします。 

  質問の途中ですが暫時休憩といたします。 

（午後０時９分 休憩） 

（午後１時10分 再開） 

○西岡友和委員長 それでは、分科会を再開いたしま

す。 

  理事者から、先ほど、橋本委員の質問に対する答

弁の訂正について申出がありましたので、ただいま

から発言を許可いたします。 

○東田康司農業委員会事務局長 午前中の橋本委員の

御質問で、くわいについてはどのような種類があり

ますかというところでございまして、私、青くわい、

黒くわい、吹田くわいと申し上げたんですけど、正

しくは青くわい、白くわい、吹田くわいの、その３

種が日本では主にくわいと言われている種類でござ

います。謹んで修正を申し上げさせていただきます。

黒じゃなくて白でございました。 

○西岡友和委員長 ただいま理事者から、発言を訂正

したい旨の申出がありましたので許可します。 

  引き続き、質問があれば、受けることにいたしま

す。 

○江口礼四郎委員 くわいの話じゃなくて、ちょっと

聞いてて、聞きたいことがありまして。今、他の委

員さんからの歴史、過去の変遷だったりとか、今の

時代の在り方みたいなのとか、協議の方法、あと商

業的な視点みたいな、すごいされてて勉強になった

んですけど。その中で、今、御説明に令和６年に７

月か11月に、駐車場の契約を終了することを報告を

されてるんですね。令和７年の３月に庁舎照会かけ

られてるんですね。令和８年の２月に要望書が届い

ているんですね。その過程で、都市魅力部として、

地域経済の観点から、それまで利活用を、逆に主導

的に考えるという機会だったりはしてなかったんで

すか。 

○萩原伸悟都市魅力部次長 あの駐車場跡地につきま

しては、合計８年間お貸ししております。あくまで

も暫定利用として、まちづくり協議会さんのほうに

お貸ししていることから、もしあそこの活用を暫定

でなく、例えば本活用と希望するのでしたら、先ほ

どから担当が申し上げたとおり、調査等をして御報

告くださいということでございますので、特に地域

経済振興室が主体的に、あそこを何か活用を検討す

るということはございません。 

○江口礼四郎委員 分かりました。地域の方々の声も

聞いてというとこだと思うんですけど、吹田市全土



校正前原稿のため、正式な分科会記録ではありません。 

－ 24 － 

で考えたときの、その商業ビジョンでしたっけ、新

たな何か経済だったりとかの創出ですね、そういっ

た観点からも、あそこも地域の中にある一つの場所

ですし、使い方を考えれば、もしかしたらすごいい

い経済効果、地域にも普及されて、今回の要望、保

育のニーズがあることは把握してまして、それをや

めてくれという話ではないんですけど、それ以外に

も活用の方法って、何か一定、僕はあまり知識ない

んですけど、あってもいいのかなと思いましたんで

すけど、その辺に対しての検討とか、模索みたいな

のは、じゃあこちらから動いたりはされてないとい

うことで間違いないんですか。 

○大音秀則地域経済振興室参事 これまでまちづくり

協議会さんのほうが中心となりまして、いろんな方

策のほうも検討されてこられて、その中で、例えば

コミュニティスペースだったりとか、高齢者支援施

設とか、いろんなことを考えてらっしゃいまして、

その案については、たまたま実現しなかったんです

けれども、そういったことも含めて、こちらは意見

交換もしておりましたし、何かあるんでしたらとい

うことで、常に寄り添って聞いておった状態ではあ

ります。 

○江口礼四郎委員 地域だけでなく、本当、吹田全体

でのビジョンもありながらのことで、あそこＪＲ吹

田駅の南側で、駅からの立地も非常にいいとこです

ので、そういった検討をいただければ、もしかした

ら何か方法があったのかなというのは、なきにしも

ないんですけど、また注視していきたいと思います。 

  このまま続けて、さっきのくわいの質問があった

んですけど、栄養素は違ったりするんですか。 

○山下はるなシティプロモーション推進室参事 栄養

が違いがあるのかどうかというところまでは、すみ

ません、把握しておりません。吹田くわいの栄養分

析については、千里金蘭大学さんのほうでされてお

りまして、例えば皮にはアントシアニンが含まれて

ますよとか、お芋なので、一般的なお芋のような、

里芋とかのような効用があるんじゃないかというと

ころで、分析は進められていると聞いております。 

○江口礼四郎委員 非常に参考になったと同時に、ま

た吹田のことをみんなでやられているように感じて

います。本当、ブランディングして、もっと広まる

ような工夫はお願いしたいと思います。 

○後藤久美子副委員長 お疲れさまです。午前中から

引き続いて、もう本当に皆さん、いろんな議題とい

うか、何かお聞きしてて、本当にくわいの研究会か

なと思うぐらいの、くわいの話題がすごいなと思っ

たので、先ほどの引き続きなんですけど、ちょっと

気になったので。 

  くわいの栄養の違いで千里金蘭大学のアントシア

ニンが含まれているとか、皮にとか、何かそういう

話がありましたけど、吹田くわいというのがもとも

と、なにわの伝統野菜になっているので、大阪府が

今、ブランド化を進めているというところから、大

阪府との連携というのも、今後、考えていかれるん

だったら教えていただきたいなというふうに思いま

す。いろいろ今、頭の中で構想が、面白いのができ

て、何かちょっと、ぴんってなってるんですけど。 

  先ほどのふるさと納税の件に関しても、何か返礼

じゃないけれども、そこと何か結びつくような、千

里金蘭大学で出てきたので、何か結びつくような感

じがちょっと今していまして、そういう連携とか、

そういうのを考えていたら教えていただけたらなと

思います。 

○田中美穂シティプロモーション推進室長 現時点で

大阪府の連携というのは考えておりませんけれども、

今後、また連携して進めていきたいというふうに考

えております。 

○後藤久美子副委員長 今回、事業としては啓発とい

うか、学習型の事業になっているのかなというふう

に、午前中に有澤委員とのやり取りでもお話聞いて

いるんですけれども、これはかぶらないようにした

いんですけど、吹田くわい自体が、今回改めて普及

啓発事業を行うっていうようになった経緯というか、

どのような課題認識があって、そういう今年度に上

げてこられたのかなというところも、一緒にお聞か

せいただきたいなと思います。 

○山下はるなシティプロモーション推進室参事 どの

ような課題認識かということなんですけれども、御

存じのとおり生産者の方たち、皆さん御高齢でおら

れるということで、近い将来、生産者の方たちで生
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産していくというところが、もしかしたら難しくな

るのではないかというのが、いよいよ迫ってきたか

なというふうに思っております。 

  それに加えまして、保存団体の皆さんも、もうや

っぱり同じようにして高齢化が進んでいて、新しい

方たちがなかなか入ってきにくくなってきていると

いうこともお伺いしております。そういった現状で

す。何か形として変えていくことができないかとい

うところを課題として認識しておりまして、普及活

動というのをさらに進めていこうというふうに考え

たものでございます。 

○後藤久美子副委員長 担い手不足というか、担い手

の方、生産者の方が御高齢の方でという感じでお聞

きしてますけど、午前中に有澤委員からもありまし

たが、交流都市である、例えば高島市であったりと

か、農地があるようなところに依頼をしていくとか、

これが逆に、先ほど来、出てましたけれども、日本

産でいうと、やっぱり吹田がメインであるというこ

となので、もうこれって府とかじゃなくて、もう全

国的にも普及していくようなものなのかなと思うん

です。 

  これ、実際啓発活動自体は市内っていう感じがあ

るんですけど、もう市外、何なら府外みたいな、国

全体に訴えていけるようなものになっていったら、

本当にブランド価値が出てくるのかなというふうに

思ったので、何かそのような感じのイベントという

か、企画されても面白いのかなというふうに思いま

した。 

  ちょっとまた、くわいとは話がそれまして、ふる

さと納税の制度を活用した市内大学への活動支援と

いうところで、午前中にも山根委員のほうから、自

治体を通すことで控除額が大きくなるということで

お聞きしましたけれども、質問がなるべくちょっと

重ならないようにと、視点を変えてと思うんですが、

大学側のメリットというか、市内大学にはもうそれ

ぞれ大学独自の寄附制度というのが存在してますし、

いわゆる基金とか、教育振興募金みたいなものが多

分既にあって、しかも阪大が入っているというとこ

ろで、阪大はもうトップクラスで多分、募金を集め

ているんじゃないかなというふうに思ってます。 

  大学側から今回、希望があったということなんで

すけれども、この大学としては、独自の寄附制度と

いうのがある中で、市のふるさと納税制度を活用す

るメリットというのを、どのように考えておられて

の御提案だったのかというのを、市として把握され

ている範囲で教えていただけたらと思います。 

○木村匡志シティプロモーション推進室参事 おっし

ゃるように、既存の寄附制度というものがある中で、

より大学の財源確保というところで、近年、認知度

が高まっておるふるさと納税の制度を活用すれば、

より寄附の裾野が広がって、大学への寄附の文化が

ますます推進できるというような大学の思いで取り

組まれているものと認識しております。 

○後藤久美子副委員長 ふるさと納税は、本来は自治

体を応援したいという思いから寄附する制度という

ふうに始まったものかなとは思うんですけれども、

現在においては、先ほどの税控除であったりとか、

返礼品の要素というのがやっぱり強くなってきてい

る面があるかなと思っていて、今回の大学支援とい

う形でこの制度を活用することについて、市として

はどのような意義というか、何か見いだしておられ

るのかなというのを教えていただきたいです。 

○木村匡志シティプロモーション推進室参事 ふるさ

と納税の制度を活用して、大学の支援をさせていた

だくことによって、大学の活動が活性化、充実する

ことで、地域の活性化にもつながるというところで、

我々としては意義があることだなというふうに考え

ております。 

○後藤久美子副委員長 そもそもふるさと納税という

のが、寄附先が５自治体以内であったら、ワンスト

ップ特例制度というのも利用できる仕組みというふ

うにはなっているので、寄附者としては、寄附先を

かなりシビアに選ぶ側面というのがあるのかなと考

えてます。そうした中で、この大学支援型の制度に

ついての寄附を集めていくための工夫とか見込みに

ついては、どのように考えておられるのか教えてく

ださい。 

○木村匡志シティプロモーション推進室参事 この制

度の普及、周知につきましては、大学さんに担って

いただくというところで話を進めさせていただいて
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おります。なので、各大学が持っている卒業生の団

体、例えば校友会とか、そういったところに周知を

いただくとか、大学自体もホームページ等で周知を

するというような役割分担で、現在進めております。 

○後藤久美子副委員長 他自治体でも大学支援型のふ

るさと納税というのがあります。大分県の別府市と

か、長崎県だっけ、長野県だったか、ちょっとその

辺りで出てきたと思うんです。物品の返礼品じゃな

くって、例えば活動報告とか、交流とかの応援型の

仕組みというのが、比較的多いのかなというふうに

感じてて、その返礼という形で物品じゃなくて。そ

ういった吹田市では寄附を集めていくための仕組み

とか工夫について、先ほどの御答弁では、役割分担

として大学がもう担っていただくからという形で、

返礼品については全くノータッチみたいな感じにな

らないようにしたほうがいいんじゃないかなという

ふうに思うんですけど、その辺りはどのように協議

というかされているんでしょうか。 

○木村匡志シティプロモーション推進室参事 先ほど

申し上げましたのは基本的な役割分担で、例えば市

内のある大学さんについては、返礼品を取り入れる

ことによって、より周知なり寄附を増額させようと

いうふうな動きもしてございます。それについては

本市としても連携して、協力支援をさせていただこ

うというような立場でございます。 

○後藤久美子副委員長 分かりました。 

  次に行きたいんですけど、今回の中の島公園の魅

力向上事業の中に、スポーツグラウンドの整備とい

うのも予定されているところだと思うんですけれど

も、個人的には今、公園とかでボール遊びができな

いという声も、本当にたくさんの市民の方からお聞

きしてますし、こうしたスポーツができる場所の整

備というのは本当に大事なところかなと思ってます。 

  文化スポーツ推進室さんとして、このスポーツグ

ラウンドがどのような形で市民スポーツの環境の充

実につながっていくというふうに考えておられるの

かというのを教えていただきたいなというのと、市

民が気軽に使えるような形を想定されているのかと

いうことを、ちょっとお聞きしたいです。 

○守屋卓哉文化スポーツ推進室主幹 今回、中の島ス

ポーツグラウンド、野球場の部分も整備されるとい

うことで、公園全体の整備の中の一つとして整備を

させていただくことになっております。その中では、

野球場を人工芝化するなど、そういうことによって

多種目、多目的での利用が進んでいくということに

なっております。 

  市民の皆さんが自由に使えるというような点で申

し上げますと、一応有料の施設ということになりま

すので、なかなか自由に入って使ってくださいとい

うのは、一般の貸出しという観点からはちょっと難

しいかと思うんですけれども、空いてるところにつ

いては、どういった形で市民の方に利用還元できる

のかというところについては、指定管理者ともちょ

っと検討しながら進めていきたいと。ワークショッ

プ等でも同様の意見を頂いておりますので、可能な

限り対応はしていきたいと思うんですけれども、指

定管理者のほうとも調整をさせていただいてという

ことになるかと思います。 

○後藤久美子副委員長 よろしくお願いします。本当

に子供たちがボール遊びを気軽にできる場所という

のが本当に求められていて、整備されているので有

料というところはもちろん認識しているんですけれ

ども、公園とかもそういったところを使って、そう

いうスポーツに気軽に親しめるという場所というの

は、本当に求められているところかと思うので、そ

の辺りの認識というか共有はさせていただきたいな

と思って、今回、質問させていただきました。 

  こちらは勤労者福祉共済特別会計予算というのも

含まれていたので、ちょっとどなたからも出てなか

ったので言おうかなと思ってて。これは、市内の中

小企業の従業員の方たちが、会社と従業員の方たち

が、月額の共済掛金を払う、つまり中小企業向けの

福利厚生パックみたいな、そういうイメージなんで

す。大企業とかは自社の福利厚生があるかなという

ふうに思うんですけど、中小企業はないので、自治

体が共同でつくる福利厚生みたいなイメージで。こ

れ、中小企業で働く方の福利厚生は、現在の会員数

の状況であったりとか、近年の推移というか、そう

いったものが分かれば教えていただけたらなと思い

ます。 
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○眞栄里涼子地域経済振興室主査 御質問いただきま

した会員数につきましては、令和６年度末時点で

2,933名、加入事業者数で178ございます。推移につ

きましては、この10年横ばい状態でございます。 

○後藤久美子副委員長 この制度自体が、中小企業の

福利厚生を支える仕組みというのは分かるんですけ

ど、具体的にどのような給付とかサービスとかが利

用されているのかというのが、もし分かれば。実際

にはどんな給付が多く利用されているのかという、

そういう点も分かれば教えていただきたいです。 

○眞栄里涼子地域経済振興室主査 給付事業、様々、

結婚祝い金や入学祝い金等ございまして、一番多い

のでいきますと入学祝い金等が多くてございます。 

○後藤久美子副委員長 どういったところに需要とい

うか、あるのかなと気になったので。 

  以上で質問を終わらせていただきます。 

○西岡友和委員長 理事者から、先ほどの江口委員の

質問に対する答弁の訂正について申出がありました

ので、ただいまから発言を許可いたします。 

○山下はるなシティプロモーション推進室参事 先ほ

ど、江口委員のほうから、吹田くわいの栄養成分に

ついて御質問がございましたが、アントシアニンが

含まれておりますというふうにお伝えしておったん

ですけれども、アントシアニンにつきましては、す

みません、報告はなかったというものです。似たよ

うな成分としましては、カロテノイド、抗酸化作用

のあるものですね、含まれているということです。

謹んで訂正させていただきます。 

○西岡友和委員長 十分御留意いただきますように、

よろしくお願いします。 

  ただいま理事者から発言を訂正したい旨の申出が

ありましたので許可をいたします。 

  引き続き、質問があれば、受けることにいたしま

す。 

  （発言なし） 

  なければ、以上で議案第31号中、都市魅力部所管

分及び農業委員会所管分、議案第33号、議案第19号

中、都市魅力部所管分及び農業委員会所管分並びに

議案第22号に対する質疑は終了いたします。 

―――――――――――○――――――――――― 

○西岡友和委員長 暫時休憩いたします。 

（午後１時31分 休憩） 

（午後１時34分 再開） 

  分科会を再開いたします。 

  議案第31号 令和７年度吹田市一般会計補正予算

(第９号)中、学校教育部所管分及び議案第19号 令

和８年度吹田市一般会計補正予算中、学校教育部所

管分を一括議題として質疑を行います。 

なお、ただいま議題としております議案のうち、

健都イノベーションパーク利用事業に関係して、健

康医療部の職員にも出席をしていただいていますの

で、よろしくお願いします。 

  それでは、質問があれば、受けることにいたしま

す。 

○梶川文代委員 これ、本会議でも言うてんけど、令

和６年11月定例会で、債務負担行為だけ、だからこ

のときの期間と金額だけ示しての提案やって、常日

頃から国・府支出金とか、国、府のを取って交付金

が出るように、その措置になるようにしてみたいな

財源確保に努めるとかいうて、もちろんこれもそう

されるんやろうな、263億円って思ってたんですが、

今年の一般会計の予算見て、ちょっとぎょっとして

んけど。これ263億円、だから一般財源、要は市単

費。これ一銭たりとも国、府からとか国費とか、そ

んなんもう取れない、取らない、そういうことなん

ですか、これ。ちょっとこれは。 

○福井佑介保健給食室主幹 現時点での想定でござい

ますけども、こちらの委託料につきましては全額、

一般財源と考えております。 

○梶川文代委員 健都やる値打ち、そんならどこで出

てくるのみたいなんもあるねんけど。で、給食セン

ターという言い方をやめて、何か最近は研究所みた

いな言い方をずっとしてはるみたいやねんけど。そ

の研究の費用なんかはどこから出るんですか。 

○早川 真健康まちづくり室主幹 第２アライアンス

棟で実施される研究につきましては、事業者と連携

される研究機関から研究費用が出ていくことが原則

と考えております。 

○梶川文代委員 意味分からん。吹田には入ってけえ

へんの。 
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○早川 真健康まちづくり室主幹 研究費用につきま

しては、基本的には先ほど申し上げたように研究機

関が主体となって負担するものと考えておりますが、

市民にその価値が還元されて、行政の施策等と整合

性等確認しながら、必要であれば予算化することも

可能性としてはあるかと考えております。 

○梶川文代委員 いや、この間、２月16日やったか何

か、摂津の市長と一緒にうちの市長も行ってみたい

な話の中とかでは、中学校３年間のデータを取って、

二十歳とか大人になるまでのを追いかけてみたいな、

そういうデータを取るんやみたいなことも明言して

はったんやけど。もちろんデータを基に分析とかさ

れてのあれになるから、知的財産権、それはどこに

帰属するの。 

○早川 真健康まちづくり室主幹 研究の成果として

生じました知的財産権につきましては、今後、事業

所と研究機関等と協議を重ねて、具体的な研究内容

を決めていくことになるかと思いますけれども、そ

の中で、どこに帰属するのかといったところは決ま

っていくものと認識しております。 

○梶川文代委員 これ今回の資料も出してもらってる

けど、なぜ健都に給食センターを整備するのかとい

うことに対しては、給食センターじゃないと、食育

研究施設やと。国循と摂津と三者で合意したとかね。

中には国循からお墨つきもうてるやんみたいなこと

も、大分、中で言うてはったみたいなんですけど。

ただ、申し訳ないけど、私ら給食センターと思って

いるんで。その研究所とかって言われて、国循から

お墨つきもうやってるとか、何かそういうことも言

うてはってとかね。これね、言うてはったやつとど

んどん、もともと目的的な、だから給食センターじ

ゃないって言うてはるねん、もう、市長ははっきり。

ないなんて言われたら、ちょっと私ら何に金出すの

よと。吹田市民の皆さんも、食育研究のためにこれ

負担せなあかんねん、これ市単費やから。 

  だから、その辺り的なものは、ちょっと筋ちゃう

でって。だから、研究は研究でちゃんと国費からで

も研究費引っ張ってそれでやりなはれやと。それに

協力してくれっていうんだったら、協力依頼ちゃん

と出してきなはれやと。また、協力依頼を基に、は

っきり言うて本人らに同意も取らなあかんでしょう、

これ、学校の生徒たち。それも大人になるまで追い

かけるいうたら、個別にそんな同意ないのに、そん

なに勝手に使われへんやんかってやつやから。 

  どういう研究でとかというのも、どういうふうに

使われるのかというのも、ただその研究データが表

に出るときに、吹田市という名前が、またこれ表に

ぱっとついて出るんやろうなとは思うねんけど。こ

れ、ただ役に立つのは吹田市民だけじゃなくって、

オール日本国民だったり、世界中にまでも行くよう

な研究になったら、それはすばらしいかもしれへん

けどな。ただ、そういう研究するのんに、私ら議会

同意してないし。 

  それで、結局、市単費でということは、吹田市民

みんなでこれ負担していかなあかん263億円。オー

ル吹田市民に対して、これ、負担する同意取らなあ

かんよ、こんなん。その辺り的なものを、どう考え

て、とかく給食センターじゃないってもう言い切っ

てはる部分は、どう考えたらいいんでしょうかね、

これ。教育長、お答えくださいな。 

○大江慶博教育長 予算の審議をいただく際にも、担

当部、それから私どもの保健給食室のほうからも、

この事業そのものについての御説明はさせていただ

いていたと思います。今、委員からありましたよう

に、食育についての研究を進めていくということは、

もちろん大きな研究テーマとしてございますけども、

その中で、本市の中学生に提供する全員給食の調理

業務を委託すると、そういうつくりになっておりま

す。 

○梶川文代委員 これ、今年の施政方針、健都イノベ

ーションパークでは、国立循環器病研究センタ―や

国立健康・栄養研究所との連携の下、最新の知見を

活かした民設民営の食育研究の拠点を整備し、食環

境モデルの構築を進めますって、これ言うてはるね

ん。ここに中学校給食なんてないねん。これ、市長

の施政方針。だから、ちょっと我々、債務負担行為

もはっきり言うて、まあ言うたら真実隠して認めさ

せられたと言うから語弊あるかもしれへん、実際そ

んな感じやな。期間と金額しか知らされてなくって。

議会もうかつやった、きちっとそれを追及せなあか
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んかった。 

  昔、民設民営は市単費でいかなあかんみたいな質

疑してはった議員さんもおってやけど、それは健都

でやんねんから、やっぱりいろんな施策、そんなん

も取っていけるんやろなと。そういう部分について、

ちょっと研究みたいな形にしとったら、そういうの

も取っていけるんかなみたいな、食育の研究とかっ

て。そういう部分やったら別にな。だからもちろん

取れるんやと思ってた。全額単費なんて思ってなか

った。この辺り的には、私はもう本当、詐欺とまで

はちょっと言うたら語弊あるかもしれんけど、詐欺

にかかったみたいなもんやなと思う。 

  これね、まあ言うたら詰めた話で聞いていくとあ

れやねんけど、ざくっと聞いたら、例えば、毎年17

億円ぐらいかかりますの。これの17億円のうちの７

億円が家賃、共益費を含むみたいなところになるい

うことで、７億円いうたら15年間で105億円払わな

あかんねんやんか、家賃。１年間に７億円、家賃、

共益費を含む。まあ言うたら、南千里とかのＰＦＩ

とかでやってる、そういう感じにも全然なってない

し、南千里なんかＰＦＩ事業でやってて、あれも国

費とか取ってるから、そういう形になるとかとも思

っとってんけど、そんなんでも全然なくて。どれぐ

らいかかんのって積算内訳聞いたら、今みたいな、

毎年７億円家賃。 

  だから、これ整備費も入ってのことのあれかもし

れんけど、ちなみにやけど、ほんなら整備費のイニ

シャルコストはどれぐらいって試算してはるの、こ

れ。 

○福井佑介保健給食室主幹 今回、あくまで予算積算

上の内訳ということでお示ししておるもので、最終

的にはこの上限額263億円を基に、事業者のほうで

割り振りがなされるものでございますけれども、予

算積算の中において、イニシャルの建設費としまし

ては、大体50億円から60億円プラス調理場の調理機

器が10億円ぐらいというような形で想定しておりま

した。 

○梶川文代委員 50億円から60億円ぐらい、プラス10

億円かかってしてもマックス70億円やけど。そんな

ら15年で105億円、こっちは払うねんから、７億円

掛ける15年でな、105億円いうたら、これ35億円、

向こうもうからはるねんな、これ。それだけで。運

営に係る経費としては、１年間10億円ぐらいやと。

根掘り葉掘り聞いていったら、人件費５億円ぐらい、

光熱費２億円ぐらい、施設維持管理費5,000万円ぐ

らい、食器・食缶等費用が2,500万円ぐらい、その

他経費、ごみ処理費などと、あと配膳費、人件費、

消耗品費等、それは9,000万円ぐらい。配送費で１

億5,000万円ぐらいで10億円。これでも１食当たり、

あれやねんけど高うつくなと思うけど、小学校給食、

今言うたやつ、経費どれぐらいかっていうのも見せ

てもらってなんですけど。今言うた経費、全部足し

ていっても、大体同じぐらいの金額になるねんな、

これ。まあ言うたら食数は小学校の半分ぐらいやけ

ど、中学校の場合はな。 

  だから、どうなんですかね。これ、今の計算で言

うたらね、委託料とかって１食当たり780円かかる

って言うてはるねんね。食材費で400円やから１食

当たり1,180円の中学校給食。ただ、片ややけど、

小学校の場合は、食材費260円、それ引いたら大体

362円１食当たりかかっているということなんです

よね。 

○伊東昌宏保健給食室参事 委員にお示ししたときの

小学校給食の給食に関する費用としまして、大体15

億円程度かかるという御説明をさせていただいたと

思うんですけども、中学校給食で10億円程度、小学

校給食で15億円程度の運営費がかかっているという

形というふうに認識しております。小学校の給食経

費は大体362円程度と費用積算をしております。 

○梶川文代委員 食材除く人件費等を含めたお金が、

１食当たり小学校362円、中学校は780円で、これ間

違いないね、今の計算では。 

○福井佑介保健給食室主幹 現在、その債務負担行為

263億円を基に食数で割り戻した分が、おっしゃる

とおり780円程度になりますけども、補足して申し

上げますと、この部分、15年間先までの物価上昇を

見込んだ形での積算をしておりましたので、まあ言

うたら、そこの最終年度に向けた平均年で780円ぐ

らいということで見込んでおります。 

  また、先ほどイニシャルに対しての入居費用の差
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額が数十億円あるんじゃないかという部分に関しま

しても、事業者側で毎年負担される固定資産税であ

ったりとか、借地料であったりとか、共用部分の維

持管理費とか、資金調達に対する金利とかも含まれ

ておりますので、その全てがもちろん事業者の経費

になる部分もあるかとは思いますけど、全てではな

いということを補足させていただきたいと思います。

よろしくお願いします。 

○梶川文代委員 ともかく事業者は損は絶対せえへん

仕組みやわというか、損してまで受けへんというか、

ちゃんと利益は出るっていうことやわな。まあ言う

たら１食当たり小学校の倍金かかると。もちろん小

学校の場合は配送費かからへんから、配送費大体１

億5,000万円ぐらいとか取ってまうから、だから、

ほぼ倍かかるということやわね。 

○西口 崇保健給食室参事 ちょっと補足なんですけ

れども、小学校給食費の362円というところの内容

なんですけれども、光熱水費のほうはそこには含ん

でおりません。光熱水費については、小学校、個別

に給食室にメーターがついておりませんので、そこ

については、幾らかかっているというところは含ん

でおりません。 

○梶川文代委員 それ入れても390円ぐらいまででは

収まるやろ、十分。まあ言うたら、中学校給食１食

かて780円やねん。半分で言うたら390円やねんな。

要は倍以上ということには変わりないんかなって。

再確認。倍以上かかるっていうことですよね。 

○伊東昌宏保健給食室参事 委員御指摘のとおり、倍

以上の金額の積算になっております。 

○梶川文代委員 まあ言うたら建てる費用も全部市単

費で、それじゃ全部これ市単費、市民に負担しても

らわなあかん。これ、まず理解求めなあきませんよ、

市民の皆さんに。こういうことをしますいうことを。 

  それで、もちろん地代はもらいますけどね、１年

間4,300万円。これでも30年やったっけな、地代は

な。15年やったっけ、どうやった。 

○早川 真健康まちづくり室主幹 事業者から提案い

ただいた定期借地の期間としては30年という形で御

提案いただいているところで、その期間での契約を

予定しております。 

○梶川文代委員 30年、これ4,300万円、固定資産税、

摂津市さんがどれぐらいの資産税の価格をしはるか

分からんけど、それに似たような形の家賃をもらう

ということになっているから、これもまた変更の可

能性は出てくるんでしょうね、先長い将来。 

○早川 真健康まちづくり室主幹 定期借地権設定契

約の中で、貸付料につきましては定期的に改定をし

ていく条項を入れる予定でございます。 

○梶川文代委員 これ30年間ずべっともらったとして

も12億9,000万円。ただ、先ほど来言うてる15年、

15年っていうてね、さっき言うてた、それで言うた

ら６億5,000万円。だから、毎年７億円の15年で105

億円の家賃払って、105億円やで。それで６億4,500

万円は家賃で戻るいうたって、それにしてもやけど、

ほんまに高い高い家賃になるなって思う。 

  これ、やっぱりね、そのイニシャルコストとか、

だから国費とかも、ほんま取らはるもんやと思とっ

たから。これ全市民に全額負担してもらわなあかん

いうことを、まずそれをしっかりと周知すべきです

よね。これ、ちなみにやけど、民設民営じゃなくて

公設でいった場合やったら、国費ってどれぐらい取

れそうなものなん。さっき言うたイニシャル整備に

50億円か60億円か。 

○福井佑介保健給食室主幹 今回、共同調理場、いわ

ゆる給食センターを公設で整備した場合、学校施設

環境改善交付金の対象となります。その場合、補助

の基準額というのは定められておりますので、対象

の生徒数から想定しますと7.8億円ほどの補助金に

なると試算しております。 

○梶川文代委員 はっきり言うて、我々、公が設置す

るいうてこれ取れると。民間が設置しはる場合とか

は国からの補助はないの。 

○福井佑介保健給食室主幹 給食施設の整備というと

ころで、民間企業が学校給食のために整備するとい

う部分に対しての補助はないというふうに認識して

おります。 

○梶川文代委員 ほんなら、ちなみにやけど、後藤市

長が言ってはる研究施設としてはどうなん。国循さ

んとかって取らはれへんの。 

○柏木郁乃健康まちづくり室参事 国循さんの補助と
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か、そういったところなんですけども、研究内容

等々に関しまして、これから事業者と国循と研究機

関と詰めていくというところでございますので、今

の段階で補助金がどうっていうのは申し上げられる

段階ではないかなと考えております。 

○梶川文代委員 いや、いうかね、吹田市民に全額負

担させて、自分たち研究しますねんなんてね、ふん

ぞり返って言われても困るねん。自分らも取るもん

取ってきてよ、それやったらって。我々もこうやっ

てやってますいうことで、やっぱり市民の皆さんに

も。ましてや研究に協力しますみたいな、全市民言

うてません。そんな話これまで聞いてもいません、

全市民に。ただ単に中学校給食、ああ、よかったよ

かったって思わせといて、中開いたらこんなん、ち

ょっと詐欺やで、これも。ましてや、ちょっともう

金額ひど過ぎるぐらいかかり過ぎる。当然やけど、

よそで国費なり何なり、研究費用や何やらどうでも

ええもん、これに関連して取りはったら、それ吹田

に返してもらわなあかん、もちろん。それで、また

これによって取れたその研究データなんかについて

も、協力金なり何なり、吹田市に払ってもらわなあ

かん。 

○柏木郁乃健康まちづくり室参事 まず、食育研究施

設として整備される当該施設ではございますが、健

都のコンセプトとしまして、研究機関と企業と、な

いしは大学も含めて、そういった研究の開発、成果

を住民に、その参画をしていただいて、金額ではな

く、その研究成果について、住民の方にその価値を

還元するというところを目指しておりますので、金

額がどうっていうのを、その研究成果を享受すると

いうような考えでございます。 

○梶川文代委員 ちゃうちゃう、その研究成果、それ

を価値ちゅうか享受、吹田市民だけにしはるんちゃ

うやろ。 

○柏木郁乃健康まちづくり室参事 もちろん吹田市民

だけではなく、幅広く市民、住民の方に還元するこ

とを目的としております。 

○梶川文代委員 はっきり言うて、国にも持ってもら

わな。まあ言うたら対象も日本国民、ひいては世界、

全国。ＷＨＯとか、あんなほうにまで行ったらすご

いなというか、それだけの研究成果が出ればね。た

だ、ほんまに市民がこれを手伝わあかん義務も責任

も今ないし。それを無理くり、まあ言うたら背負わ

せるみたいなね、それはちょっとしたらあかんでと

思うねんけど、その市民の皆さんに、こういったも

のもしっかりと説明周知、絶対せなあかんと思うん

ですけど、お答えいただけますか。 

○福井佑介保健給食室主幹 中学校の全員給食に向け

て、市民の皆さんに、特に中学生、またその保護者

の方に向けて、今後周知を予定しておりますので、

その中で我々の取組というのを伝えていきたいなと

いうふうに考えております。 

○梶川文代委員 保護者だけやあらへん、これ負担さ

せられる全市民にすべきやと思いますけど、どうで

すか。保護者だけやったらあかんで。 

○福井佑介保健給食室主幹 周知の媒体としまして、

ホームページや市報すいたなどを活用したいと考え

ておりますので、市民に向けてもしっかりと伝えて

いきたいと思います。よろしくお願いします。 

○梶川文代委員 ただ、その研究データどうのこうの

というのんも、全部の生徒たちやんか。というか、

そもそも的にこんなもん、まあ言うたらだまし討ち

みたいな、こんな形で進めとったらあかん。正直、

もう今この時点ででも、もうほんまに予算書にも出

してきてはんねんやんか。今回かって予算書の一番

後ろのほうにこれ載んねんな、債務負担行為の財源

内訳。それ見て、あちゃーっと思ってんや、これ。

362ページ、363ページ。それで、本会議で確認して

んねん、これ。 

  議会もうかうかしてられへん、いつまたこんなこ

と、こういう手法を。だから、今後もうほんま予算

のために債務負担行為についても、ちょっと財源内

訳しっかり確認していかなあかんなみたいな感じや

わな。普通、債務負担行為でこんなでっかいでっか

い金額で、言うたら一般財源、市単費でなんてこと、

これまでありまへんでしたからね、ほんまに。ほん

まもう予想をはるかに私はもう本当に超えたひどい

状態やなって、これ思っているんです。これ、ちょ

っとやめません、もうこんなん。まだ契約も終わっ

てないし。 
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  あとね、この間、市長、いろいろこう、住民さん

らに、何か火に油注いできはったみたいなことも、

もういっぱいぽろぽろ聞いてはおるんやけど。例え

ばやけど190日の稼働やといいながら、長期休み、

夏休みとか冬休みも稼働するいうて、これ資料にも

書いてあるねんけどね。要は、休日とか外販とかす

るときは、ちゃんと住民の意見聞くんかいいうたら、

意見聴取はしないと。食育研究施設として、夏休み

や冬休みも稼働する可能性があることを理解いただ

きたいっていうたら、190日って言うてたやつの前

提、これ崩れてくるねん。私らにも、これ190日っ

て出してきてたよね。この11年のときのやつも、こ

れ資料、190日って書いてありますねん。こんとき

の。 

○柏木郁乃健康まちづくり室参事 給食調理に関する

ことに関しましては190日と、三者会議の中で、住

民の方が190日と、それ以外はしないんじゃないか

みたいな話をされていたんですけども、昨年度、３

月の住民説明会の資料において、給食に関すること

は190日という記載があって、それ以外のところは

点検だというような話、資料であったんじゃないか

というところではございますが、その同一の資料の

中に、給食以外のものに関しましては、給食提供に

影響のない範囲で、自主事業の実施については明記

させていただいているものでございます。 

○梶川文代委員 いやね、すり替えていったらあかん

って。結局こういうふうにしっかりと明言して答え

てきてしまってはって、これ資料にも出ちゃってる

んねんから。 

○山根正紀健康まちづくり室長 今、参事、答弁させ

ていただいたのが、３月に公募前に住民に対しての

説明というところで、公募条件の中に給食の委託料

というところでの要求水準というものがございまし

て、その要求水準の中に求めている機能といたしま

して中学校給食190日というところの記載があった

かと思います。それ以外の自主事業に関しましては、

提案内容によるというところになりますので、別途、

記載としては自主事業の可能性があるというところ

は、一文入れさせていただいたというところでござ

います。 

○梶川文代委員 というかね、例えば給食センター言

うとってね、食育研究所って言うたりとかね。190

日稼働やとかいうてね、ここにもありますわ、こう

いう立派な説明会資料、そこにも190日って書いて

てやで。そこには、だからそういう稼働することも

あります、ないねん。ほんまね、言ってたことは守

らなな。だから、こうやって言ってたことを違える

ようなことを重ねていったら、もうそんなんどんど

ん不信感募って、そんなん。まあ言うたら協力体制

なんて取れるわけないやんか。やっぱりそういうこ

とももうしちゃってはるんで、明らかに記録として

残ってしまっているっていうところがあるんで。 

  ちょっと教育長、こういったことを放置しとった

らあきませんよ、ちょっとお考えをお聞かせくださ

い。 

○大江慶博教育長 先ほど来担当から御説明をさせて

いただいてますが、議会のほうに御提案を差し上げ

た時点から、予算のことについてもやり取りもさせ

ていただいておったと思います。その後に、地域住

民の方といろいろやり取りするに当たって、より分

かりやすい資料の提供ということで、事務局のほう

もいろいろと整理をさせていただいて、お話をさせ

ていただいているところでございます。 

  何よりも中学校給食の全員給食を早期に実現した

いという思いは、我々事務局も同じですので、限ら

れた時間の中ではございますが、できるだけ効率的

に進めていきたいという思いもあり、室課で連携し

てやらせていただいているという状況でございます。

ぜひともその状況を御理解いただいて、御納得いた

だきますようによろしくお願いいたします。 

○梶川文代委員 でも、御納得いただきますようにと

いうたってね、ほんまね、聞かれへんかったから答

えへんかったみたいな感じやねん。もうほんまに、

オール市単費でするいうのんも。それでこれも190

日って書いてあるけど、それ、どうなん状況、これ

で行けるん、大丈夫なんって。いや、実はこんなん

もみたいな。聞かへんかったら答えへん。大概やわ、

これほんまに。この間、市長が行かはって言うては

ったやつとかでも。もう全くこれまでとちゃうこと

を言ってしまってるから、そりゃ近隣の住民さんら
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も、もうほんまに火に火薬放り込まれてるみたいに

なってんちゃうんかなと思うけど。これだけ言うて

ることを変えていったらあかん。 

  事業を給食だけに制限してない。あと、何か大き

な変更があるときは、きちっと住民に説明するよう

に事業者に言うてくれるかっていうたら、それはし

ませんって市長、言うてはって。ただ、大きな変更

があるときは、摂津市長に伝えるって言うてはるん

ね、摂津市には伝えるとかって。そうじゃなくて、

やっぱり住民さん、そこで例えば置くんやったら、

事業者と住民さんらも協力体制あらなあかんやん。

例えば、こういう説明の資料かって、災害時におい

ても住民たちの支援するとか、そういうことも書い

てはんねんやんか、周辺環境の影響も考慮してやり

ますとかっていうて言ってる、それをね、この間、

後藤市長が行って台なしにしているようなとこある

ねん。 

  その環境関係についても、例えば協議体制みたい

な、何かあったときに定期的に地域住民、行政、そ

の事業者と話し合うような、そういう場を設けてほ

しいって、私、これすごいええことやと思う。常日

頃からそうやって定期的に近隣の住民さんたちとか、

摂津も入って、吹田も入って、事業者も入ってとか

って話。それをまた、これも思い切り、もう拒んで

はるねん、しませんいうて。 

  そやから私はもう言うたら、住民も歩み寄ってく

れてこういうことをやっていきながらということで

思ってくれてる、ありがたい話や、そんなん。ただ、

そういうのもしませんってはっきり言っちゃってる

から、後藤市長。 

○柏木郁乃健康まちづくり室参事 摂津市さんに大き

な変更があった場合ですとか、何かこの事業につい

て摂津市域の住民になりますので、摂津市さんと情

報共有ですとか調整を図りながら進めていく、必要

に応じて摂津市さんのほうからお話があればという

ところではございますが、こちらの事業に関しまし

ても、健都の関係機関については、ちゃんと適宜共

有の会議体等もございまして、そういったところで

報告しておりますので、摂津市さんは本事業につい

ては逐次把握できる状況にはなってはいるところで

す。 

○梶川文代委員 というかね、摂津市も吹田市も行政

職員異動あんねんから、ずっと同じ人じゃないねん

やんか。でもまあ住民さんはずっと同じ人。そこで

事業をする人らも、まあまあそうそう市役所みたい

に入れ替われへんやろ。そういう人らのコネクショ

ンじゃないけど、コネクターぐらいは市もせなあか

んやんか。 

  だから、ずっとおるもん同士がきちっと協力体制

を取って、その環境とかそんなんとかでも、常に定

期的に有する協議体をつくれみたいなんも、そんな

んばすっと、あかんなんて言う問題じゃない。反対

にこれを喜ぶべきこと。そういう形でやってもらっ

て、常日頃から。そんなら、その地域住民もお祭り

のときにこうやなんやとか、いろいろそういういろ

んなお話もできるんちゃうかなとかっていうふうな、

私、推察やけど。それはね、そういったとこも全部

否定してきはったもんやから、これ、ごめんなさい、

オープンチャットで公開されている、住民さんら側

が作った議事録もこちら手元にあるねんけど。ほん

まにそれは考えなあかん。だから、少なくとも、た

だ、私、はっきり言うて、もうオール吹田市民に、

ともかくこの263億円。今みたいにこんな研究する

ためや、研究所やって言われとったらもう絶対無理。

だから、その前言覆したというか、もうひどいなと

思って。だから、言うたら近隣の住民さんなんかも

もうほんまに火薬を放り込まれたみたいなもんです

わ、２月16日、これ。 

  勝手にデータ取ろうとしてたみたいな、そんなん

なんかも今から説明せなあかん。何かもうそんなこ

と、これからも続けるの。 

○柏木郁乃健康まちづくり室参事 健都で各研究施設

と共同しながらイノベーションを図るというところ

で、データを取るというところでございますけども、

今回の施設というのは、給食を取って、直接それを

データ化して、それを研究に使うというところ、勝

手に取ってというところだけではなく、いわゆる研

究の、どういった仕組みをつくるというところでの

第一歩な施設であると考えております。データを取

る際にも、勝手にデータを取るということではなく、
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何かしら研究機関と調整ですとか、協議を重ねなが

ら、データの取り方ですとか、どういったデータが

有効なのかとか、そういうところを調整を今後して

いくというところでございます。 

○梶川文代委員 ともかく第１段階としては、給食セ

ンターじゃなくって、食育研究所なんですっていう

ことを、まず市民のみんなに理解してもらうこと。

それがあって、次、それに協力していく、中学生は

してもらわなあかんねんっていうようなことも、理

解を求めていかなあかんことを、ほんまにせなあか

んことを全然やってなくって、ただただ市民の皆さ

んに背負わせようとしているとしか思われへん。何

かもう、ほんまに、今も何かすぐ隣の土地、夜中工

事してるとかって、土地貸してるねんね。あれなん

かでも苦情、こっち来てますけど。 

  あと、何か後藤市長はとにかく自分自身も給食セ

ンターは自分も反対やと。我々が建設するのは給食

センターではないと摂津市民の皆さんに言ってて、

とにかく研究所やと。そういうのも生で聞いてはる

からね、皆さん。もうちょっと、失言ちゃ失言。私

も給食センターの建設は反対だと言われた言葉が大

変印象に残りましたとかっていうて、これ感想も頂

いてんねんやんか。何かね、私ら給食センター、中

学校給食のためやと思って今までおって、まあまあ

聞かんかったから、聞かせてもらえんかった財源の

内訳とか見て、今、びっくりしている状態やけど。

これはね、ちょっとね。 

  私ばっかししゃべっとってもあれですし、ちょっ

と疲れてきたんで一旦置きますけど。やっぱりこの

辺りね、発言の撤回とか訂正とか必要ですいうこと

を、市長にもしっかりとお伝えもいただきたいと思

います。 

一旦置きます。 

○橋本 潤委員 センターなのか、研究所なのか、そ

れは取りあえずちょっと置いといて、その施設で集

められるデータっていうのは、健康医療情報になる

んですか。 

○山根正紀健康まちづくり室長 今ここで市長が申し

ているのが、まずは給食の提供データというところ

になっております。今後、どういった研究をしてい

くのかというところで、今現在、教育のほうでは生

活習慣病予防健診だとか、そういった学校健診だと

かもあります。そういったデータと組み合わせてと

いうところも検討ができるかなと思っておりますけ

ども、この施設で今すぐに健康医療情報、データを

取っていくというところでは、今のところはござい

ません。 

○橋本 潤委員 個人情報保護法との関連でいくと、

恐らくこれはあれですよね、統計の作成とか学術目

的であれば、本人の同意は必要なくなってますよね。 

○山根正紀健康まちづくり室長 委員おっしゃるよう

に、研究目的であれば提供は可能ということでござ

いますが、我々、吹田市といたしましては、一応、

健康医療情報の利活用の基本方針ということを掲げ

ておりますので、基本的には本人さんの同意を経て、

研究だとかも進めていくという姿勢で臨んでおりま

す。 

○橋本 潤委員 個人に結びつく情報になってくると、

保護法で規定されてなくても、丁寧な扱いというの

は当然求められてくると思うんですけど、今おっし

ゃられているのって、給食の提供データなので、企

業側の情報にはなってきますけれども、例えば、中

学校の生徒の個人の情報というところまでは、今、

おっしゃられてないという認識でよろしいですか。 

○山根正紀健康まちづくり室長 今後どのような研究

になるかは、ちょっとまだ先の見通しはできており

ませんが、今議論している中での研究データという

ところは、給食の提供データのことでございます。 

○梶川文代委員 まあ言うたら３年間の給食、お昼１

食だけのデータでどんなんになるのか知らんけど、

二十歳までの健康データまで追跡するみたいなこと

も言うてはったらしくって。だから、市長も小学校

やその前の健康データが一切ない状態の中、我々は

データ化しようとしている日本初の試みであるとま

で言うてはるからね。だから、どこまで追跡される

のか、それはもう二十歳までいうたら。中学校３年

間だけじゃないっていうことも言うてはるわけやね

んね。そこまで言っちゃって、風呂敷広がっちゃっ

てるので、個人情報保護、絶対要ります。 

○橋本 潤委員 別に梶川委員と言い合うつもりはな
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いんで、そういうことではないんですけど、吹田市

は一応健康医療情報の適正な利活用に関する基本方

針でしたっけ、ちゃんと定めてもらって、一定、専

門的な研究をされている方々の知見もお聞きいただ

いた上で、そういうものを定められていると思いま

すので、中学校給食を提供されることになったとき

に、余分なというのはあれかもしれないですけど、

要は心配されないようにはしていただきたいなと思

うので、研究するのであれば、そういった指針を定

めてやってますよということは、ちゃんと打ち出し

ておいたほうが。確かに給食センターという言葉が

ちょっと変わっていってしまうと、多少不安になっ

たりとかっていう部分はあるのかなとは思いますの

で、ただ、ちゃんとした指針を持って情報管理をさ

れているので、その研究が、実際の実験的に給食を

食べさせられたら嫌だなというかね、そういうよう

な懸念を保護者が抱くようなことがないよう、これ

どんどんと変わっていくと、ちょっとプロテインい

っぱい与えてみたら、筋肉質の子が増えるのかなみ

たいなことをやられたら困るなとか。 

そういう懸念にならないように、結構、時間も、

この予算が通ればどんどん進んでいくんでしょうか

ら、それはその情報管理の面と、その運営面という

ところは、呼び名が変わっていくのであれば、そこ

ら辺は、その実態の部分というのはちゃんと説明し

ていただきたいなと。情報の面と実際の提供に当た

って、どのような影響があるのかというのを研究を

するから、実際の提供は変わらないんだったら変わ

らないとか、そういうようなところをちょっとどう

やっていくのかなというところを、御答弁いただけ

ればと思います。 

○伊東昌宏保健給食室参事 あくまでもこちら学校給

食を提供する形になりますので、学校給食摂取基準

に基づいた給食メニューの提供になってきます。実

験をするものではないという前提の下で、あくまで

も提供前後のデータの比較はできるかなというふう

に捉えている状況でございます。 

○橋本 潤委員 そうだと思うんですけど、名称が変

わることによって、それが変わってしまうんじゃな

いかとかという懸念がないように、ちゃんと説明を

していただければと思いますので、ここはもうやっ

ていただければ結構です。 

○梶川文代委員 私たち議会も考えなあかんのかもし

れへんところもあるんです。やっぱり出された議案

に対して、聞かな答えてくれへん人を相手に議案を

審議するっていう、どこまで突っ込んで聞かなあか

んかみたいなんもあるし。あと、何ぼお金かかって

もええねんみたいなね、ないしはお金かかることば

っかし言うてる議会じゃあかんから。ただ、その採

算ベースの件も、当然、国費も取りながらと思って

いた部分、こんな一般単費でということで。ただ、

その時点でも、私は263億円という数字が出たとき

に、やっぱりもっと細かくチェックしていかなあか

んかったなというのを、議会としても反省ですわ、

私は。 

  ただ、やっぱり自分たちも聞かれへんかったから

答えへんかったみたいな、私たちに対してもそんな

説明責任、きっちりと果たせてないような。市民に

対しては、ホームページでどうのこうのとかって言

うけど、私たちに言ってたこと以上のことは出てけ

えへんってなってくると、市民かって、ほんなら聞

かへんかったら答えてもらわれへん、知ることでき

ひん。何かそういう今のスタンスじゃ絶対あかん。

もうそんなんじゃほんまに。だから、懇切丁寧、ど

こまで理解してもらうように自分らも努めていくか

というとこもあるし。 

  ただ、ちょっとほんま、議会もこれ反省せなあか

んとこぎょうさんあると思うよ、ほんまに。私も長

年やってて、こんな初めてのケース、びっくり。ま

さかこんなこととは思わんかったから、今回、263

億円、単費なんてね。やっぱりちょっとそれはね、

もうほんまにいいかげんにしてもらいたいなと思い

ます。 

○堀 みどり保健給食室長 令和６年11月に必要な予

算を計上しましたときには、議案参考資料にて詳細

についてお示しし、御説明してきたつもりなんです

けれども、不十分な点があったかと思います。です

ので、今後につきましては、より丁寧な説明に努め

てまいります。また、動きがありましたときには、

ホームページですとか市報にて、事業の詳細につい
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て説明をしてまいります。あと、全員給食の開始前

になりましたら、保護者の方を対象とした説明など

もしっかり尽くしていきたいというふうに考えてお

ります。 

○梶川文代委員 ちょっと教育長ね、まさかとは思う

けどね、ほかの部でも、こんなだまし討ちみたいな、

聞かれてへんから言うてませんみたいな、財源内訳

とかのこととかも、そういうことが今後ないように、

ちょっとほかの部局にも、うちも注意しますからと

いうことでの牽制というか、それはしてもらってお

いていただきたいなと思うんですけど、お願いでき

ますか。 

○大江慶博教育長 この場でも委員の皆様方の御意見

をいろいろ聞かせていただいて、今、担当室長から

もありましたけども、我々としても不足していると

ころがあったのかなという部分と、これから具体に

事業を始めるに当たって不足をしていると、これは

大変なことになりますので、きちんとその辺りは説

明を尽くして、この事業については取り組んでいき

たいと思いますし、その姿勢をほかの部にも見せて

いきたいというふうに考えております。 

○梶川文代委員 とにかく招いている誤解、例えば市

長のいわゆる失言とまでは失礼な言い方、市長が言

われたことに対しての、というか私らが聞いてたこ

ととちゃうことも、もう既に摂津の市民さんに言っ

ちゃってはるんやけどね。そういったとこなんかも、

しっかりと撤回なり修正なりという、そういうこと

もしっかりとやってもらわなあかんということと、

ただ、私はもうはっきり言うて、こんな状況では、

私自身まだ理解できないというか、理解し難いとい

うことを申し上げておきます。 

○後藤久美子副委員長 先ほど名称の件で、確かに、

ちょっといろいろ過去のファイル、今、わっと検索

してたんですけど、例えばなんですが、ガルーンと

かは私たちが使っているもので検索、サイドブック

スとかで検索していくと、市議会だよりであったり

とか、市議会が打ち出している言葉が全部、給食セ

ンターってなってるんです。市議会としては給食セ

ンターという認識で通っている。例えば、いろいろ

な発言も、行政側の方からの発言とかも見ていると、

例えば2025年９月12日、いろんなところに出てきて

るんですけど、食育センターっていうふうに発言さ

れている趣旨があったり、何かどこかで認識違いが

起こっているっていうようなところがある。ただ、

市議会だより等、例えば市報での打ち出し方が異な

っている可能性があるのであれば、そこはやっぱり

市民にはどっちが伝わっているのかが分からない状

態で、ほとんどが給食センターだと思っておられる

と思います。私たちが認識しているのが給食センタ

ーで、こんなたくさん関わってても給食センターと

いう認識があるのにもかかわらず、多くの市民さん

は全員が、ほぼ９割方、給食センターだと思ってい

るというところだと思うので、ここの認識違いをど

う解消していくのかというところは、ちょっと結構

喫緊の課題なのかなと、この件に関しては思いまし

た。これは意見で、今、ちょっと見た時点で、全部、

発言通告書も、市議会だよりも、全て給食センター

として既に発行されているものになっていますので、

その辺りの認識を、市報でもどういうふうにこれま

で表現されてきているのか、広報課ともちょっと相

談とかもして、やっぱりどういう伝わり方が今なさ

れているのかというところで、多分、保健給食室さ

んとかで言うてる認識としては、食育センターです

って何回か訂正されているような文言も見受けられ

ました、確かに。なんですけれども、そこの認識が

何かどっかでずれているので、そのあ辺りをどうに

か解消していかれたらいいかなというふうに、第三

者目線で今見てたので、その辺り意見だけさせてい

ただきます。 

○西岡友和委員長 ほかに質問等がありましたら、受

けることにいたします。 

  （発言なし） 

  なければ、質問の途中ですけれども、職員入替え

のために暫時休憩いたします。 

（午後２時32分 休憩） 

（午後２時34分 再開） 

○西岡友和委員長 それでは、分科会を再開いたしま

す。 

  引き続き、質問があれば、受けることにいたしま

す。 
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○江口礼四郎委員 小学校給食の質問をさせてもらい

ます。全国で小学校給食、４月からスタートすると

いうことでお聞きをさせてもらってるんですけど、

市のほうからも単費の出費があるとお聞きしてます。

概要に増額して負担する分は、質の担保のために市

からも給食の負担をするというような回答だったと

思うんですけど、まずは令和８年度だけのことなの

か、それからさらに今後続けていくのか、お考えが

あればお示しください。 

○山村由記子保健給食室主幹 小学校給食費の無償化

につきましては、令和８年度につきましては無償化

をする予定でございます。令和９年度以降について

は、まだ定まっておりません。今回、国のほうから

交付金月額5,200円というのが示されているんです

けれども、こちらの交付金につきましては、毎年国

のほうで調査をして設定するというふうに示されて

おります。その額を受けまして、また令和９年度以

降に関しましては、関係部局と協議して検討してま

いりたいと思っております。 

○江口礼四郎委員 今回、上程されたことで、令和８

年度の小学校の保護者の負担はないというのは、あ

りがたいことですし、先ほど給食のお話もあったん

ですけど、もちろんお金がかかっての話ですから、

十分審議をいただきながらも、国が進めた事業です

ので、できる限りそこの部分は、国の方針にのっと

って、市も進めていただければと思います。今後で

すね、令和８年度はまずよろしくお願いします。 

一旦置きます。 

○有澤由真委員 よろしくお願いします。まず初めに、

学校保健体育事業における教職員の子宮がん検診対

象年齢の引下げということで、私も同じ女性として、

子宮がんであり、乳がんとか、今回、子宮がんの予

算ですけれども、そういう検診についてはちゃんと

やっていかなきゃいけないなということで、昨年度

の健康福祉常任委員会に所属してまして、そのとき

にも述べさせてもらったので。今回こういう学校保

健給食室から上がってまして、旧制度で30歳以上が

対象だったけれども、これから年齢制限がなくなる

ということで、対象教職員数とか、希望者見込み数

とか出てるんですけど、まず、なぜ乳がんとかいろ

んながんがある中で子宮がんの検診についての、今

回議論されたのかとか、経緯を教えていただけたら

と思います。 

○住友晴香保健給食室主任 子宮頸がんは20歳から罹

患数が増加する病気でございますし、市職員と同年

齢からスタートする必要があると考えたため、年齢

制限を撤廃したものでございます。 

○有澤由真委員 市の職員さんと同じ年代から検診を、

年齢を対象とするということで理解したんですが、

私、先ほど申し上げましたのが子宮がんとか乳がん

とか、いろんながんがある中での、何で子宮がんの

検診についてなのかなということを思いましたので、

そちらも併せてお聞かせください。 

○住友晴香保健給食室主任 今の乳がんの、特に多く

罹患する年齢というのが40歳以上というふうに認識

しておりますので、現状の学校の教職員の検診にお

いては、それはカバーできていると認識しておりま

す。ですので、子宮がんのみが少し罹患数が多くな

るところをカバーできていないというふうに認識し

ましたので、年齢制限を撤廃するという方向に移っ

たものでございます。 

○有澤由真委員 子宮がんが若年層にも罹患しやすい

ということで、乳がんは比較的40歳以上になるのか

という御答弁があったかと思います。今回、対象の

教職員数が、年齢制限なくなったということで

1,300人という中で、希望者見込み数、旧制度が167

人となっているんですけど、これは見込みではなく

て、過去に検査された数という理解でよろしいです

か。 

○伊東昌宏保健給食室参事 この数字は令和７年度の

希望見込み数でして、最終的には187名というふう

になっております。 

○有澤由真委員 そしたら、令和７年度の見込み数が

167名だったけれども、実際187人が検査されたとい

うことで分かりました。 

  新制度の対象教職員数も、20歳代からということ

で300人ほど多く旧制度より見積もられているわけ

なんですけれども、対象教職員数に比べて、やっぱ

り実際、さっきも187人ですか、昨年度検診を受け

られた方がその数ということで、結構何か少ないと



校正前原稿のため、正式な分科会記録ではありません。 

－ 38 － 

いうか、これって利用者が少ないのって何が原因な

のかとか、ちゃんと周知啓発というか、なぜその制

度を利用されないのかなって、ふと疑問に思ったん

ですけれども、その辺の分析ってできているんでし

ょうか。 

○伊東昌宏保健給食室参事 若年層になって、やっぱ

り検診率が下がるという傾向がありますので、こち

らのほうは通知はちゃんとさせていただいているん

ですけれども、夏休みの期間に教職員の方で、指定

の協力医療機関に行かないといけないというのが、

ちょっと受診率が伸びてこないのかなというふうに

思っています。こちらもずっと啓発は続けていきた

いというふうに考えております。 

○有澤由真委員 今御答弁にもあったように、夏期休

暇とかね。実施期間が７月から９月っていうのを区

切られているので、そういった意味でも、検診を受

けられる方が１割程度というか、少ないのかなとい

うふうに推測するんですけれども、この実施期間と

いうのは７月、９月だけで、ほかの期間というのは

設けないんですか。 

○伊東昌宏保健給食室参事 ほかの学校医の就学時前

の健診とかが10月から始まったり、感染症の時期に

受診者というのが増えるというので、医師会との中

で９月までという形でさせていただいています。た

だ、御指摘のことも踏まえまして、また医師会との

協議とかも進めていきたいと思っております。 

○有澤由真委員 医師会との調整というか、今後、協

議していただけるということで、昨年、私、健康福

祉常任委員会というか予算委員会に入ったときに、

市の職員さんがおっしゃっていたのが、若年層の検

診ですね、先ほども御答弁の中でありましたけれど

も、比較的ほかの年代に比べて検診を受けられる方

が少ないということで、子宮頸がんの検診でも

16.4％ということをおっしゃったんですね。少ない

と思います。子宮がんにしても、発見が早ければ早

いほど治療しやすいというか、回復、治りやすいと

言われてますので、また若かったら若いだけ進行も

早くなっていくと思いますので、教職員の皆さん、

日々多忙で、いろんな業務を抱えておられるんです

けれども、特に市としても、そういった若年層の啓

発というのを、健康医療部もやっていらっしゃいま

すので、そこは医師会なり、ほかの他部局とも連携

しながら、教職員の皆さんへのがんの検診の啓発を、

どんどんやっていただけたらなと思ってます。私も

同じ女性として、こういった予算であったり、対象

年齢の引下げとか、本当に31万3,000円の予算上が

ってますけれども、今後、必要に応じてまた予算な

り、何か事業であったり、対策ですね、講じていた

だければなと思いました。 

  次に、先ほど来、委員さんが小学校給食の事業に

おける給食費の件で質問されてまして、御答弁の中

で、質の担保のために市単費でまた支出するという

ことで。また、国の給食費の負担軽減交付金創設に

よる４月からの実施ということで、月額１人当たり

5,200円、その国のほうでまた毎年金額をどうして

いくかというのを精査していくということを御答弁

から聞きまして分かりました。 

  議会でも、ほかの同僚議員が、質の担保や量の確

保について、いろいろ質問されてまして、議論され

ている中で、本当に昨今、物価上昇であったり、食

材費が高騰している中での、本当に担当部局の皆様

の御尽力で、吹田の子供たちのためにということで

頑張っていただいていること、本当に感謝申し上げ

ます。 

  やっぱり食育っていうのは、子供たちの心と体を

つくるももちろんですし、まちを歩いて、市民の方

と意見交換する中で、やはり３食きっちり食べられ

ない御家庭があったりとか、給食でしっかり栄養を

取らなきゃいけない御家庭という存在をよくお聞き

するんですけれども、そのたびに、いつも学校給食

の大切さを感じる次第なんですけれども。今回も市

単費で質の確保をしていただけるということで、今

後も頑張っていただきたいなということと、これは

意見なんですけれども。 

  あとは食材について、いつも議会とか委員会等で

地産地消について取り組んでいただいているってい

うお話がよく出てて、私も生産者への感謝とか、郷

土愛の醸成ですね、そういった意味でも地産地消と

いうことはどんどん進めていただきたいんですけれ

ども、午前中も都市魅力部と農業委員会ともいろい
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ろお話しする中で、やはり吹田市って農地が少なく

て、地産地消というのは限りがあると思うんです、

生産数の観点からですけれども。その中で、今年度

もどういった形で地産地消の取組を推進していくの

かということは、ぜひお聞かせいただけたらなと思

います。 

○杉村知佐子保健給食室主幹 今年度の地産地消の取

組の実績といたしましては、まずお米につきまして

は吹田市米ですね、こちらのほうを合計７回、使用

のほうをさせていただきました。主に12月以降の新

米が出ました時期から、１月の給食週間を目がけて

７回使わせていただいております。 

  また、タマネギにつきましては、今、一つの農家

さんでしか供給いただけない状況にはなっておりま

すが、市内の５校の小学校で年間３回、７月までの

間で使わせていただいております。 

  また、ＷＥ米といいまして、玄米があります。こ

ちらＪＡ北大阪のほうから入れておりますけれども、

玄米のほうにつきましては、こちらのほう、年２回

のほう使用とさせていただきました。 

○有澤由真委員 吹田のお米を７回、タマネギも市内

の５校で３回、玄米の提供ということで、私、今で

７年目、この仕事をさせていただいているんですけ

れども、この仕事に就かせていただいてから、地産

地消の取組とか、食に対する思いが結構強くて、そ

の中で当時、オーガニック給食をとかいう話をして

たんですけれども、当時から比べたら大分進んだな

ということで、今、御答弁を聞いて何か感激しまし

た。 

  その中で、やはり吹田市は農地が少ないというの

と、あと我が国は食料自給率が低いということで、

輸入に頼っているという現状があります。私としま

しては、吹田市の生産農家さんもお守りさせていた

だきながら、日本全国で手をつないで協力していか

なきゃいけないフェーズに入っているのかなという

ふうに思っておるんですけれども。 

  その中で、くわいとか、さっきの都市魅力部の質

疑の中でもお伝えさせていただいたんですが、例え

ば姉妹・友好都市、あるじゃないですか。あちらの

高島市とか、土佐町とか、妙高市とか、お米であっ

たり、お野菜が取れる友好都市、連携している都市

があると思うんですけれども、そういった友好都市

からの連携で、お野菜なり何かお米とかを送ってい

ただくというのをやっていただけないかと以前お願

いしたことがあるんですが、答弁としては、やはり

葉のお野菜とかでしたら傷んでしまうとかいう回答

があったんですけれども、今、吹田では吹田のお米

を使っているということなんですけれども、例えば

お米だったら傷まなかったりとか、ジャガイモとか、

そういう比較的長もちするような野菜を提供しても

らったらどうかなと思うんです。 

  というのも、やはり学校給食にそういった食材を

使うということで、供給量が決まっていたら、生産

農家さんもやっぱりその分作りますし、ということ

は、やっぱり生産量が増えるに当たっては、担い手

もまた増えていきますし、人材確保にもつながりま

すから、そういった意味での友好都市とのそういっ

た農業連携ですね、というのを今後、考えていただ

けたらなと思うんですが。部署は農業委員会になる

かもしれないんですけれども、教育委員会の保健給

食室の見解を、学校給食に関してのそういう連携を

お聞かせいただけたなと思いますので、お願いいた

します。 

○杉村知佐子保健給食室主幹 まず、有機野菜ですと

か、そういった国内産のものにこだわってというと

ころなんですけれども、本市の給食のこだわりとい

たしまして、やはり可能な限り国産のものを使って

いきたいと。それが府内の地産地消にはつながらな

くても、地場産の活用ということで、そういったこ

とも地産地消につながるものというふうに考えた中

で食材のほうを選んでおります。 

  また、お米のほうにつきましても、野菜のほうに

つきましても、全て現在も国内産を使っているとい

うところはございますが、ただ、委員おっしゃって

いただきましたような、そういった連携ですね、他

市の事例も含めまして研究しているところでござい

ます。そういったところも含めまして、ちょっと研

究いたしまして、検討をしてまいりたいと考えてお

ります。 

○有澤由真委員 吹田市の給食は国産にこだわってい
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ただいているということで、また地場産業を盛り上

げていく取組もされているということで、ありがと

うございます。また、他市事例も見ながら研究して

いただいているということで、それももちろんあり

がたいですし、それに、小・中学校生の子供たちに

とっても、吹田市の友好都市について興味を持つき

っかけにもなりますし、また例えばそういう顔が見

える連携というかすることで、将来、農業に興味を

持つ、このお米おいしいから、僕もいつか大人にな

ったら作りたい、私も、みたいになるかもしれませ

んし、そういった子供たちの夢にもつながるのかな

というふうに思いますので、今も他市の事例を研究

していただいているということですが、引き続きお

願い申し上げまして、一旦置いておきます。 

○山根建人委員 小学校給食の無償化について、ちょ

っと確認したいことがありますのでお尋ねします。 

  無償化で、足りない分は市が出して完全無償化で

実施するということなんですけども、三党合意に基

づく、いわゆる給食費無償化に向けた対応というの

が文書で出されているんですけれども、ここで非喫

食者の取扱い、食べない子供ね。学校設置者の判断

に委ねるということになっているんです。つまり、

フリースクールに通っている子供たちとか、家で過

ごしていて学校で給食を食べていない、そういう子

供たちについて、給食費の取扱いは教育委員会の判

断だということになるんですね、国からお金下りて

きますので。一月5,200円交付されるので、学校給

食を食べてない子供たちには返金措置がされるべき

だというふうに思うんですけれども、吹田市の教育

委員会はどうされるんですか。 

○山村由記子保健給食室主幹 給食を食べていない児

童に対しての給付についてなんですけれども、それ

に関しましては課題としては認識しておるんですけ

れども、現在のところ近隣他市を参考にしつつ、研

究してまいりたいと考えております。 

○山根建人委員 近隣他市はどうでもいいですよ。返

金してあげてください。食べてないんだから。でし

ょう。ほんならほかの近隣市も、ああ吹田市さんが

そうやってるねんなといって、そういうことになる

じゃないですか。これ、税金とか交付金の平等性み

たいなのにも関わってくるので、その判断はちゃん

と吹田市独自でするべきです。そない他市の別に動

向を探らんでもいいです。任せるって言うてるんで

すから、政府も。きっちりそこは判断していただき

たいなというふうに思います。 

  生活保護とか教育援助、要保護児童・生徒、特別

支援教育の就学援助費の対象となっている児童があ

りますけれども、現行制度の適用を優先ということ

になってます。現状、就学援助を受けている子供た

ちの手続、これどういうふうになるんでしょうか、

ちょっとお答えください。 

○松井大祐学務課長代理 まず就学援助、準要保護児

童に関しましては、国のＱ＆Ａに基づきまして、こ

の給食費負担軽減交付金の対象となるということで

すので、そちらのほうを優先して給付を行っていた

だける認識でございます。ですので、就学援助から

の給付等はございません。また、特別支援学校の方

は本市の対象ではなく、あくまで学校のほうの特別

支援学級の子は対象ということでこちらも認識がご

ざいますので、こちらのほうは給付金の対象という

ことで、特段の対応はないというふうに認識してご

ざいます。 

○山根建人委員 それじゃ特段不利益ないということ、

手続も別に必要ないんですね。 

○松井大祐学務課長代理 お見込みのとおりでござい

ます。 

○山根建人委員 無償化になることは、我々もずっと

求めてきましたので大いに賛成ですし、全額国から

本来は出るべきだというふうに思うんですけども、

なかなかそういう制度、今から始まったことですの

で、そういう給食費の改定なんかも行っていくとい

うふうに先ほどもお答えなされてたので、吹田市が

一定、負担をして、完全無償化ということを、引き

続き、この１年はそういう予算が出されてますけど

も、来年、再来年と続けていくように、ぜひ努力を

していただきたいなというふうに思います。 

  先ほど言いました食べない子供やけども、吹田市

のね、というか、私学の子供たちは入ってないんで

すけども、それはちょっと国が今後どうしていくの

かというのを、またちょっとよく議論をしていって
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いただかないといけないなと思うんですけども、取

りあえず公立の学校に所属してるけど、不登校など

でやっぱり行けないと、食べれないという子は、き

っちりと国からお金下りてきてますので、その分、

返金をすると、そういう手続をちゃんと取っていた

だきますように、ちょっとこれは強く要望しておき

ます。 

○後藤久美子副委員長 中学校給食について、ちょっ

と質問をさせていただく、確認というか、させてい

ただきます。 

  今回、保護者負担が170円から200円に改定される

ということで、今年度も半額助成の継続が、保護者

や生徒の皆さんにとっても大変ありがたいことかと

いうふうに思います。私の知り合いの保護者さんか

らも、この半額助成って本当に助かるということで

聞いてますので、この事業に関しては本当にありが

たいなというふうにお伝えしたいなということが１

点、資料を見ますと喫食率の想定が32.4％から

37.6％に上がっているというふうに、議案参考資料

のほうに書かれておりました。この喫食率の見込み

については、どのような根拠で算定されているのか

ということを、ちょっと教えていただきたいなとい

うふうに思います。 

○新屋美香保健給食室主幹 想定喫食率につきまして

は、過去の実績を参考に、今年度の喫食率の見込み

に約1.16倍掛けて算出をしております。 

○後藤久美子副委員長 すみません、ちょっともう一

度確認なんですけど、過去の実績を見られて1.16倍

を掛けるというのは、どういうふうにされているの

か。何かすごいね、37.6％とか、すごいちゃんとし

たパーセンテージで出てきてるので、どういった想

定でそんなふうになるのかなというのを、ちょっと

確認したかったんです。 

○新屋美香保健給食室主幹 半額補助を実施して以降、

毎年大体約1.16倍ずつ喫食率が上昇しておりますの

で、今年度の喫食率の見込み32.4％に1.16倍を掛け

て37.6％ということで算出しております。 

○後藤久美子副委員長 なるほどと思います。理解い

たしました。実際にはこれ、システム上の申込みと

か、チェックをし忘れてしまってて利用できなかっ

たっていう声はもう物すごく聞きますし、私自身が、

実は今月の１日から15日までの申込みを忘れており

まして、もう今ずっと毎日、朝御飯とお弁当を作っ

ております。一緒に私の分も作っているんですけど、

栄養面を考えて作っているんですが、やっぱりもう

毎日のお弁当というのは本当に大変なので、やっぱ

り給食を頼み忘れたっていう、この層は必ずいるん

だろうと思いますので、喫食率が出ておりますけれ

ども、実際がちょっと違っている可能性というのも

ある、もう少し本当は喫食率というか、望んでいる

方は多いけれども。こういったのって、例えば特定

の時期とかで検索されて、どういうふうに喫食率と

いうのが、大体いつも同じぐらい頼まれている率、

経常的に頼まれているというところで算出されてい

るものなのか、単発的にちょっと調べられてという

ふうな感じで見込みというのを取られているのか、

ちょっとその辺りが分からなくて、教えていただい

ていいですか。 

○新屋美香保健給食室主幹 まず、食数なんですけれ

ども、給食の申込み期限が前月の20日と当月の５日

にあるんですが、締切の翌日には必ずシステムのほ

うから、すぐに食数のほうをシステムから抽出して

計算をしております。喫食率に関しては、その日の

申込者数を生徒数で除したもので算出しております。 

○伊東昌宏保健給食室参事 先ほどの答弁の補足です

けども、毎日の食数は全校生徒の割合で割りまして、

それを積み重ねたものになりますので、実績の数字

になっております。 

○後藤久美子副委員長 毎日のところで、ちゃんと実

績として出てるものだということが理解できました。

先ほど、山根委員から、不登校であるお子様とか、

今はもう本当にオルタナティブスクールとか、あえ

てその学校を選んで行かれる方も、本当に学びの多

様性がちょっと実感されるようなところではあるん

ですけれども、そういったお子様は食べられない、

私学の方も食べておられないということで、特に不

登校の方は払われてて返金云々という話になってま

したが、これってもともと国、ちょっとここは確認

なんですが、国から下りてくる交付金というのを国

に返金する、これやったら問題ないかなというふう
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に思うんですが、そのお子さんに返金となると、私

の知ってる方で、例えば不登校って、結構、兄弟姉

妹でなられている方もかなり多いんです。二人、３

人とかが、例えば１世帯で発生すると、例えば月当

たり5,000円として１万5,000円、３人不登校ですっ

てお子さんでおられたら、もう１万5,000円ぐらい

入ってくるよというようなのが、ちょっと周りで広

まってしまう、これもちょっとあんまりよろしくな

いような状況かなと。私は、ごめんなさい、また違

う意見になってしまうかもしれないんですけど、そ

ういうのもあるので、その辺りが本当に平等にって

なってくると、食べた分を払うっていう、この仕組

みなんであれば、私学のお子さんとかもいらっしゃ

る、いろんな形態の方がいらっしゃるという側面で

は、選んでいるという意味合いで捉えるんであれば、

不登校というものでも、選んでこの学校、フリース

クールも選んで行ってる、そのお子さんが選んで行

ってるという視点を変えれば、そこに対して、必ず

しもそこの世帯に還元しなければならないというの

は、ちょっとそこが私の中では理解ができない部分

なんですね。 

  これはもう本当に保護者の意見として聞いていた

だいたらいいかなというふうに思っているのと、私

の、実は知り合いにも不登校を抱えた保護者さんは

もう何人もいらっしゃるんですね。やっぱりそうい

う方の話を聞いたりすると、やっぱり学校に復帰は

してほしいと。だから、できるだけ給食も食べれる

んやったら食べてほしいという思いでおられるので、

返金とかって聞くと、ちょっと戸惑いというか、え、

返金されるんやったらお昼まで、お昼というか、午

前中の授業を受けて、週に今１回とか２回頑張って

行ってるというお子さんもいらっしゃるんですね。

そのときに午前中だけで帰ってくるとか、そういう

感じになると、やっぱりお得感というか、返金され

るんやったら、お金もらえるんだしっていうふうに

なるので、ちょっとその辺りはやっぱりよく考えて、

ただ、国に返せる、交付金だし、返せるものなのか、

それともそれはもう一旦頂いてて、自由に使ってく

ださいで頂いてるから、そのお金は今どうされてい

るのか、それも分からないし、ちょっとその辺りを

整理されているというか、どういうふうに管理され

ているのかというのがお分かりだったらお話しいた

だきたいです。すみません、ちょっと私、本当に１

期目なんで確認です。 

○西口 崇保健給食室参事 今、非喫食者のところで

御意見いただいたんですけれども、非喫食者という

のは、かなり様々な理由で食べてないというところ

がありますので、国、府のほうからも、非喫食者の

範囲に関する考え方だとか、対応例等を示すという

ふうなことで、今、通知の中で話ございますので、

そういったところもしっかり確認しながら、本市と

してどういうような対応が望ましいのかというとこ

ろは、考えていきたいというふうに思っております。 

○西岡友和委員長 質問の途中ですけれども、職員入

替えのため暫時休憩いたします。 

（午後３時10分 休憩） 

（午後３時50分 再開） 

○西岡友和委員長 それでは、分科会を再開いたしま

す。 

  引き続き、質問があれば、受けることにいたしま

す。 

○江口礼四郎委員 よろしくお願いします。部活動の

外部委託について数点お聞きします。 

  まず、令和７年度までは48部活、令和８年度から

拡充と、たしか資料で入っていたと思うんですけど、

ちょっと詳細を教えてもらえますか。 

○柴田 真教育未来創生室主幹 吹田市中学校部活動

管理運営業務ですけれども、令和８年度契約分とし

て、令和９年度、令和10年度の48部活の部活動指導

分として、３億2,967万2,000円を債務負担行為とし

て計上しているものでございます。また、実予算と

しましては５校５部活に係る部活動指導分として

2,198万9,000円、16校43部活に係る部活動指導分と

して１億5,750万9,656円を計上しているものでござ

います。令和８年度契約分に係る学識経験者意見聴

取に係る報償費として２万4,000円を計上している

ものでございます。 

○江口礼四郎委員 費用の件はしっかりと見ていかな

きゃいけないとこなんですけど、教育委員会の議事

録の中にもありましたが、受益者負担も審議されて
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いたと思います。アンケート等も取られてたと思う

んですけど、今、どういった方向性でとか考えられ

ていることがありましたらお答えください。 

○松本直史教育未来創生室主幹・指導主事 受益者負

担につきましては、本市のほうでもアンケート等を

取ってはいましたが、国のほうが昨年末から年明け

に受益者負担の一定のモデルというか、月1,000円

から3,000円というのを、それはでも休日のみの活

動というところのを最近出して示してこられたとい

うところがあります。それの参考に今後、その受益

者負担とかも含めた部活動の適正な数も含めて、検

討していきたいというところの段階であります。 

○江口礼四郎委員 国のモデルを参考にしながら、吹

田市は拠点校を活用しながら、広く全ての生徒がや

りたいことができる環境に部活を設置していくとい

うような回答もあったかと思います。こちらのほう

の構想も一緒にやられているかと思うんですけど、

その辺もお示しできるところがありましたら、方向

性で結構なんですけど、何かありますか。 

○松本直史教育未来創生室主幹・指導主事 拠点校も

含めまして、まずは一定廃部が危機になりそうな、

持ち手がいないというようなところを、危ういとこ

ろのタイミングで拠点校化するというような段階を

踏んでいけたらなというふうには考えております。 

○江口礼四郎委員 生徒の８割ぐらいが部活に入って

いるということで、どうしても頭の中では体育会系

の部活ばかりが出てしまうんですけれども、そこは

ちょっと自分も考えなきゃいけないですけど。まず

１点、先に資料のことを聞きたくて、私も確認して、

自分でなかなか探せないのは、令和６年度だったと

思うんですけど、現状の吹田市の部活動の資料みた

いなのが、たしかＰＤＦであったんですが、探せな

いんですよ。オープンデータを見てみたら、教育未

来のほうにはオープンデータが一つも入ってなくて、

何かこういうのってオープンデータに載せなきゃい

けない指針みたいのって決まっているんですか、室

課が担当されてますか。 

○福永昌高教育未来創生室参事 オープンデータにつ

きましては、ある程度、お知らせできるものについ

ては、各室課の判断で積極的に公開していくものと

考えておりますけれども、各校の部活動につきまし

ては、そうですね、各校で今どういう現状にあるか、

翌年度に廃部するかもしれないですとか、縮小があ

るかもしれない、また新たにつくるかもしれないと

かいう部分もございますので、なかなかオープンデ

ータとしてぱちっとお示しするのは難しいかなとい

うことで、今のところお示しはいたしておりません。 

○江口礼四郎委員 分かりました。また自分の検索力

不足もちょっとありながらなんですけど、部活動の

現状というのは見ながら、覚えているところだけで

も、すみません、自分のやってた柔道部は第二中で

やられているところを、ちょっとメインにイメージ

しながら話させてもらうと、拠点校を置くと交通の

負担というか、その学校まで通わなければならない

というのが本会議でも誰か議員が質問されてたと思

うんですけど、そこは授業が終わってから部活まで

の移動だったり、自己負担とはいいますが、現状、

そういった子供らはどういうふうに動かれてますか。

自転車なのか、車に乗せてもらっているのか、把握

あれば教えてください。 

○松本直史教育未来創生室主幹・指導主事 教育未来

創生室のほうで把握している委託の拠点校のことに

ついていきますと、ほぼほぼ自転車で通っておりま

す。校長の許可の下、通学時に自転車を押して行き、

授業終了後、自転車に乗ってそこの拠点校に向かう

というような形で聞いております。保護者の送迎と

いうのは、あまり私のほうでは聞いてはおりません。 

○江口礼四郎委員 分かりました。学校長の許可があ

れば、学校に自転車を置いてていいということです

よね。そういうのが今後増えてくる将来も見えるか

と思うんですけど。学校長判断って今言われました

が、いわゆる教育委員会として、そういった指示の

下、一律にやっていく予定でいますか。 

○松本直史教育未来創生室主幹・指導主事 自転車の

件も学校によって立地面とか安全面等がありますの

で、そこは一定、学校長には委ねてはいますけども、

一律、できるだけ子供たちの損がないようにはして

いきたいというふうには思っております。 

○江口礼四郎委員 交通費の負担という言い方で、議

会でも御答弁あったかと思うんですけど、もちろん
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よければ自転車を活用するのが一番お金もかからな

いし、移動手段としてはいいものです。吹田市は、

中学校は徒歩通学ですので、どういった工夫をしな

がら今後、拠点校も増えていくでしょうし、できる

部活もエリアの中で工夫されていくと思いますので、

配慮いただきながらやって、進めていただきたいと

思います。 

  その上で、僕も近くで考えるのは、なかなかイメ

ージ湧かないんですけども、バスを利用するという

んですか、そういうことがあるのか、またそのとき、

先ほど言われていた保護者の送迎は今のところ確認

はされてないということですので、徒歩で隣の中学

校まで行くのも、なかなかできなくはないですけど、

それじゃなきゃ部活できへんのやったら、やらへん

なっていうのを止めたいですし。移動の部分だった

りとかは十分に配慮いただいて、エリアを設置、拠

点の設置、部活の設置はお願いしたいと思いますの

で、今後とも見てますので、またよろしくお願いし

ます。 

  その外部委託に当たって、部活動の顧問でありな

がら、外部委託を希望しないっていう先生方の声が

38％ぐらい資料にあったと思うんですけど、間違い

ないですか。教育委員会に提出された働き方改革や

ったかな、ちょっとどの資料か。令和７年８月の、

吹田市の新たな中学校部活動の在り方の策定につい

てで、教育委員会で提案されている資料の中のもの

です。 

○福永昌高教育未来創生室参事 令和７年８月に改定

いたしました、吹田市新たな中学校部活動の在り方

の中でお示ししております、外部委託事業者に指導

等を任せることについて、希望するかしないかとい

う調査の結果のことかと思います。現在顧問をして

おられる方のアンケートで、外部委託事業者に指導

等を任せることについて、希望すると回答したもの

が62％、希望しないと答えたものが38％というアン

ケート結果になってございます。 

○江口礼四郎委員 その件で、38％は私は何かかなり

多いなとちょっと思ってまして。これって、純粋に

部活指導をしたいという先生の声なのかと思うんで

すけど、ここまで丁寧に進めてきたのは、背景は御

存じなんですが、改めてこの数に対して、どういっ

た考えだったりとか、対策というか、その部活をし

たいという、教えたいという先生の声を実現させる

にはという、模索はされたりとかされてますか。 

○松本直史教育未来創生室主幹・指導主事 一定、部

活動をやりたいという先生がいるということは、

我々としてもすごく認識はしております。一方で、

そういう方々が長時間勤務をしているというのも現

実としてあります。やりたいからといって、やらし

てあげたいというところではなくて、100時間とか

を超えている方もおられますので、やっぱりそこは

何とかしていかないといけないなというところもあ

りながら、教員が関わっていけるかどうかについて

は、今現在、文部科学省の兼職兼業の通知等も踏ま

えて整理が必要であるため、そこは今現在、整理、

検討をしているところでございます。 

○江口礼四郎委員 文部科学省の通知も見ながらとい

うとこなんですけど、ただ全国でも外部委託を部活

で行っているところって、ほぼないですよね。たし

か検証しようにも、うちしかいないとか、少なかっ

たら、なかなかそこの協議に行かないのかなと思い

ます。地域に移行するだったりとか、学校の兼職と

かの制度を工夫をというのはある中ででも、外部委

託先、今の吹田市で考えるなら、外部委託先の業者

さんに、学校の先生自体が、学校の先生方がお仕事

として、お仕事いただいて、それを兼職届を出して

勤務していく形にはなると思うんですけど、まずこ

れが事実としてできるかどうかちょっと分からない

ので、法的なもので。何か判断、御存じでしたら教

えてください。 

○松本直史教育未来創生室主幹・指導主事 教員の兼

職兼業、部活動に関わることにつきましては、本市

においては現在、部活動の枠組みの中でやっており

ますので、これを兼職兼業ということであれば、教

員の業務には部活動がないというところの線引きが

必要になってくるかというようなところも踏まえた

整理検討を、現在しているところでございます。 

○江口礼四郎委員 すごい何か難しいというか、どな

いするねんっていう、難しい判断が迫られていると

思うんですけど、そしたら、逆に言うと、ここから
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が自分たちで考えられる機会にもなると思います。

本市としては、先ほどの答弁では、部活をしたいと

いう教員がいる一方で、そこが長時間勤務に当たっ

ているという原因になっているということなので、

その観点から部活は外部委託という方向に切ってる

と思うんですけど、逆に言うと、長時間勤務が切れ

るわけというか、部活動に兼業でできたときには、

もし可能であれば、長時間勤務じゃなくて、別の主

務が終わって務められているということになるんで

すよね。そしたら、長時間勤務が減るということに

なるんでしょうか。 

○佐藤弘宜教育未来創生室参事・指導主事 長時間勤

務に関わっては、教職に係る長時間勤務としてはな

くなりますが、一方で、兼職兼業先と合わせた形で

の時間外勤務時間を計算しまして、それが多くなり

ましたら、兼職兼業は認めないというような制度に

なっておりますので、やっぱり安全、健康というと

ころを重視した形になりますので、全てたくさんの

時間を兼職兼業の側に振ってしまえば解決できるの

かということにはならないというところもあります

ので、その辺も含めて検討というか、考えていると

ころでございます。 

○江口礼四郎委員 そうなると、なかなかこうできな

いですかね、学校の先生方が部活に入りたいといっ

ても。心意気みたいな、子供たちに部活を教えたか

ってんという思いで、学校の先生になられている人

もやっぱりいると思うんですよね。その先生方は、

もちろん働き方改革の重要性も十分分かった上で、

その改善をするということも十分分かった上で、で

も、やっぱり数字見たら38％出てきたわけですよね。

約４割の先生方が。でも、その先生方が部活に関わ

って、働き方が時間が増えているというのも、もう

分かるんです。だから、どうやったらそこが対策で

きるのかなっていうのを、担当課も十分考えられて

いると思うんですけど、今の中では非常に厳しいと

いうようにも感じてまして、模索の余地があるのか

ないのかも含めて、肌感が私はちょっと分からない

んです、担当の人じゃないと。だから、どうですか、

難しいもんなんですかね。 

○佐藤弘宜教育未来創生室参事・指導主事 松本が申

し上げましたように、部活動ですので、教員の業務

と切り離さないと兼職兼業ができないというところ

が、今、国としてあります。この部分がどう切離し

ができるのかというところを、しっかりと検討して

いく必要があるというのが現状であります。子供の

意見、思いであったり、顧問を持っている教員のア

ンケート結果によりますと、令和６年度に調査した

んですが、現在の時間よりも短いほうが望ましいと

いう方がたくさんいらっしゃいます。そのことを踏

まえまして、令和９年４月１日から、活動時間を、

活動日数を短く、少なくするということを在り方で

示させていただいております。時間をコンパクト、

スマートにしながら、どのように活動していくのか、

また兼職兼業も含めて、先ほどの課題点をしっかり

と認識をしながら、整理検討を引き続きやってまい

りたいというふうに考えております。 

○江口礼四郎委員 非常に難しい状況というか、置か

れている社会的環境と、この吹田市独自というか、

外部委託の状況と、法的な部分で。ほかの自治体も

同じようなとこに進んでいて、外部委託という他市

の事例もなかなか見れない中で進んでいくわけなん

ですけど、働き方改革による先生方の勤務時間の削

減であったり、それによって私的時間が増えて、自

己研さんにも努めて、家庭にも従事できてって、す

ばらしい環境をつくろうとしているのも分かるのと

同時に、部活動をやりたいっていう声もやっぱり増

えました。なかなか入れないというよりも、実情と

しては現場でいろんな動きがあるとは思うんですけ

ど、堂々と教えられる環境も、僕は何かつくれへん

のかなというのを思いますので、より今後、検証と

いうのは続けてもらいながら、いい形を見つけても

らいたいなと思います。 

一旦ちょっと置いておきます。 

○有澤由真委員 よろしくお願いいたします。私から

は、小・中学校の改修事業におけるトイレリニュー

アル工事について、少し確認させていただきたいな

と思ってます。 

  おととしだったか、千一小学校に通う保護者の方

から相談がありまして、小学校入学前に千一小学校

は和式だから、トイレのトレーニングをして入学し
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てくださいねみたいな話があったと聞いてまして、

和式のトイレのトイレトレーニングっていっても、

なかなかその公共施設とか、あるとこはありますけ

ど、民間施設においても和式トイレというのがだん

だん減ってきてるから、トイレトレーニングするの

も大変だっていうことで、陳情といいますか、どう

しましょうということでお話を頂きまして、その後、

学校管理課かな、担当の方にお話しした中で、今回、

小学校６校と中学校３校のトイレのリニューアルに

ついての予算化ということで、ありがとうございま

した。 

  この予算としては、学校施設環境改善交付金を活

用ということで、使っていくということなんですけ

れども、例えば、今回、小学校６校と中学校３校っ

て予算が上がってるんですけれども、この学校の選

定基準って、どういったふうに分析されて上げられ

たのか教えてください。 

○伊藤慎悟学校管理課主査 工事する学校の優先順位

としましては、大便器の洋式化率、児童、生徒の数、

トイレの老朽化の状況を総合的に見て判断しており

ます。 

○有澤由真委員 優先順位としては、トイレの老朽化

であったり、児童数の多い学校を優先的にというこ

とで、そうですよね、豊二であったり、豊一とか、

千二も上がってますし、児童数が多いところを優先

的で、もちろんだなというふうに思って聞いてまし

た。 

  例えば、千一小学校みたいに和式トイレがまだあ

る学校とか、今後、リニューアルしていかなきゃい

けない学校というのは、あとどれぐらいあるんです

か。 

○井ノ口 亮学校管理課主幹 学校数については、も

うほぼ全ての学校で改修が必要な状況となっており

ます。和式の率なんですけれども、学校によっては

ばらつきあるんですけれども、現在洋式化されてい

る率が68％程度になります。和式の便器が約30％残

っているような状況になります。 

○有澤由真委員 洋式が68％で、残りが和式のトイレ

がまだあるということで。和式トイレって、股関節

というか、足鍛えられるという声もあるんですけれ

ども、千一小学校の子供さんの例じゃないですけど、

和式のトイレに足滑らせて、みんなびちゃびちゃに

なる子が多いらしいんですね。そういったことから

も、こういった国の交付金というのも使っていける

ということですので、今後、引き続きそういった皆

さんの声を聞きながら、また学校との意見交換なり、

いろいろと研究していただいて、必要なとこには予

算を講じていただけたらなと思ってます。 

  最後に、市民の声を反映してくださって、改めて

ありがとうございますということをお伝えして、一

旦置いておきます。 

○山根建人委員 資料をありがとうございました。小

学校の教職員の欠員状況一覧ということで、今年度

と、来年度５月１日の見込みということで出してい

ただきました。どの学校に欠員がなるのかというの

は、まだまだこれからやというふうに思うんですけ

ども、一応、令和８年度は23人で、小学生ね。中学

生は令和７年度はゼロだったんですけど、令和８年

度はもう開始当初から８人の欠員になるんじゃない

かというふうに見込まれているんですけれども、こ

れ、やっぱり開始当初から欠員状況が続いていくっ

ていうのは、教職員の方々も結構大変ですし、子供

にもやっぱり負担が行くというふうに思うんですけ

ども、これ、根本的な解決いうのは、どうするべき

なんでしょうか、どうお考えでしょうか。 

○前田壮賢教職員課長代理 資料を出させていただき

ましたとおり、これは２月末現在の欠員見込み数に

なっております。まだ３月が残っておりますので、

委員おっしゃっていただいたように、４月当初から

欠員となりますと、子供への影響は十分考えられる

ところではございますので、我々としては、現在も

講師登録もありますので、来ていただいている方と

条件等を話をしながら、４月当初、欠員のないよう

に努力をしているところでございます。とにかく府

全体的に欠員の状況があるんですけれども、我々と

しては、とにかく一人でもそういう学校がないよう

にというふうに努力をしているところでございます。 

○山根建人委員 これ全国的に、特に大阪府なんかで

は本当に欠員状態がひどくなっているというのが、

もう数字上でも明らかになってるんですけども、例
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えば、大阪市とか、ちょっとこの間、阪急の電車に

乗ってましたら、大阪市の教員募集っていうつり広

告が出されてるんですよ。それぐらい大阪市、どこ

も取り合いだというふうに思うんですけども。 

  だから、やっぱり根本的に吹田市も、本腰という

か、講師の確保も含めて、何ていうんですか、対策

部署というか、そういうところをちゃんとつくって

対応していかないと、これもうどんどん。 

  それで、ちょっともう１個の、これから中学校も

４月から35人学級に移行するということ、それでま

た学級数増えますよね。講師も教師も要るようにな

るというとこでは、制度自体は、少人数学習という

か、35人学級、全部の小・中学校というのは、我々

も求めてきたことですし、これ国の制度のことにも

関わってきますけれども、教師をやっぱり増やして、

子供たちに行き届いた、部活動ともやっぱり密接に

関係しているとも思うんですよ。かつかつの教員の

配置状況で、なかなか部活動まで回らないと。教師

の方は、やっぱり子供たちのために部活動を存続さ

せてあげたりとか、教えたいという情熱とか気持ち

はあったとしても、なかなかそれが、こういった教

員の欠員とか、働き方の状況でままならないという、

すごい悪循環に陥ってるんじゃないかなというふう

に思うんです。 

  ですから、やっぱりこの教師の確保をするという

のは、一時期、保育士確保のための本当に、そうい

った特別な予算とか、国全体で大きな問題になりま

したけども、そういうような特別対策室みたいなも

のをやっぱり設置をして、吹田市独自で確保してい

くということも、ちょっと考えないといけないんじ

ゃないかなというふうに思うんですけど、その点、

いかがお考えでしょうか。 

○前田壮賢教職員課長代理 委員おっしゃっていただ

いてますとおり、講師の確保、非常に重要なところ

でございまして、少し大阪府の取組をここでお話し

させていただきますと、大阪府も今年度、新規採用

の数を倍ほどに増やしておる状況でございます。そ

の中で、やはり新しく初めて教職に就かれる方への

不安感を取るための事業として、学校への見学であ

ったりとか、教職員課等の指導主事からのアドバイ

ザーとして入っての、その不安感を取り除くような

取組であったりとか、スムーズに教職に入っていた

だけるような取組を進めておるところでございます。 

  あと、講師の確保につきましても、やはり他職か

ら教職に移りたいという方々も非常に多いところで

はございますので、そういう方々に対して、講師の

説明会、今までは平日のお昼間にやってたんですが、

それを仕事終わりでも来れるように夜間であったり

とか、土日祝に開催をし、そちらにも我々は参加さ

せていただいているところでございます。大阪府の

ほうとしましても、何とかして教師の確保をという

ことで、現在動いているところでございます。 

○山根建人委員 市独自で動く、そういう体制をつく

るというのは、やっぱりあれですか、部長とか教育

長じゃないと判断できませんか。 

○大江慶博教育長 今、委員御指摘の点は、本当にも

うここ数年来、ずっと学校も事務局も苦しんでいる

大きな課題でございます。大阪府が採用していると

いう関係でいえば、私としては、大阪府がもっと各

自治体の教員の働き方について、本腰を入れて取り

組んでいただきたいなというのが正直なところです。

吹田市には大阪府で採用されたおよそ１割の教職員

が配当されますので、ですので、今、吹田市が取り

組んでいる働き方改革というのは、非常に重要であ

り、議会にも御理解いただいていることだと思うん

です。 

  大阪府は何をしているかといいますと、採用選考

の日程を前倒しにするであるとか、ちょっと批判的

になるかもしれませんけど、あまりお金をかけては

らないんです。ですから、そういったところの抜本

的な改革をしていかないと、幾ら試験日程を前倒し

にしても、なかなかこれは改善されないというのが

正直なところです。 

  それともう１点は、これ吹田市独自で何か手当み

たいなものをつくればというふうなことも、一方で

あるかもしれないんですが、これは給与の関係で、

各自治体、各市が勝手にそういった手当的なものは

渡せないということもありますので、何か本当にい

ろいろ縛られた中で、打つ手がなかなか見いだせな

いというのが正直なところです。 
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  今、御提案があったように、もう本当に対策本部

的なものをつくって、それをキャンペーンとしてや

っていくのがどうかというのは、一度検討してみた

いなと思うんですが、ただ、最終的にどこも講師が

いないという状況は変わりがないので、これ、多分、

吹田市だけが一人頑張っても、抜本的な改善にはつ

ながっていかないんじゃないかなとは思います。今

御意見いただいたことも、少しちょっと念頭に入れ

ながら、まずは４月に欠員がいない状態で迎えられ

たらなという、まずそこの努力をさせていただきた

いと思います。 

○山根建人委員 確かに国の制度プラス大阪府の制度

というか、教育というのは府の管轄ということにな

ってますので、そちらの影響というのは多大に受け

るというふうに思います。だから、各政党も、やっ

ぱり国のところで教育制度なり、教職員のそういっ

た制度をきっちりと改革をしていくというか、抜本

的に増やすようにしていくということに取り組んで

いかなあかんなというふうに思ってるんですけども、

そうはいってもすぐに来年度来て、子供たちは進級

するとか、新入生になるとか、待ったなしですので、

吹田市としても、やっぱり何らかの対策というか、

ぜひ考えていっていただきたいなというふうに思い

ます。 

  だから、それに関連するんかもしれないんですけ

ども、35人学級を超えてダブルカウントできない、

そういう状況が吹田市の中に生まれているというこ

とでは、やっぱり教員の確保と教職員の処遇改善と、

それはもう国の制度ですけども、それを今、教育長

も国とか府に対しての思いも語っていただきました

けども、そういう方面にもより強く、意見を上げて

いっていただきたいなというふうに思います。 

  トイレのことは、先ほどの委員さんも聞いてはり

ましたので、ちょっと１問だけ。リニューアルの計

画なんかが出てまして、学童保育があるとこの棟の

トイレなんかも、これ対象にきっちり入っているん

ですか、この改修計画の中に。 

○伊藤慎悟学校管理課主査 学童保育で使われるトイ

レも改修対象に入っております。 

○山根建人委員 以前、ちょっとうちの会派で質問で

取り上げさせてもらったんですけど、すごい学童保

育の入っている校舎のとこのトイレというのは、す

ごい後回しにされてる傾向があって、ぼろぼろの、

戸も閉まらないみたいなね、そういうところで、カ

ーテンもうちょっと半ば半開きみたいなところで用

を足しているということもちょっとあったので、こ

れ入れていただいているということで、ぜひ進めて

いただけたらなと思います。 

  あと、学校管理の関係で、ちょっと都市魅力部で

提案をしたところがあって、学校の大規模な備品と

いうか、サッカーゴールとか、一定ちょっとお金が

かかるバスケットゴールとか、そういうのが、特に

屋外で置かれている関係もあると思うんですけども、

小学校なんかではぼろぼろになって、体育でももう

使わないから、そのまま校舎の隅っこのほうにぼん

と置かれていると。それで、危険みたいなテープな

んか貼られてたりとか、ゴールネットがもうぼろぼ

ろで、穴開き状態で、ボール蹴ったら、どっかもう

抜けてどっかへ飛んでいくみたいなね、そういうの

んがすごい散見されるというか。それ、ほんで学校

管理のお金とかで今は修繕をしていってるというこ

とでは、ただ、言ったらちょっと予算の関係でとか、

学校何とか予算がどうとかいうて、なかなかそうい

うゴールポストとか、そういうのの修繕に回ってい

ってないのかなというふうに思ってたんです。 

  ちょっと案として、スポーツ推進基金が、ガンバ

のスタジアムの関係なんですけども、それが２億円

ぐらいたまっていると。そういうのも活用して、ガ

ンバがあるのにゴールポストがね、小学校のね、も

うぼろぼろで使ってないとか、体育で使わへんから、

どっか隅っこのほうにやられているというのは、こ

れは何かあまりガンバと連携して、スポーツを推進

していくということにも寄与してないんじゃないか

ということで、そういうところに使えないのかなと

いうのを、ちょっと都市魅力部のほうで質問したん

ですよ。 

  そしたら、都市魅力部文化スポーツ推進室は、や

ぶさかではない答えをしてはったので、それをでき

ませんとは言わなかったので、ぜひちょっとそちら

と相談もして、予算がなかったらですよ、本来は学



校正前原稿のため、正式な分科会記録ではありません。 

－ 49 － 

校の管理の予算とかで、ちゃんと更新していっても

らって、子供たちが別にサッカーに限らず、いろん

なスポーツができるように、ちゃんと設備を整えて

おくのが、僕は学校やというふうに思うんで、でき

るのであればそういうふうにしていただきたいです

けど、予算の関係でなかなか進まないというのであ

れば、そういうのも活用をぜひちょっとしていくよ

うに、都市魅力部とも文化スポーツ推進室とも相談

をしていただけないかなというふうに思うんですけ

ども、その点はいかがお考えでしょうか。 

○片岡慎太郎学校管理課主幹 そういった御意見も参

考にさせていただいて、関係部局と、どういったこ

とができるか考えていきたいと思っております。 

○井田一雄学校教育部長 委員御紹介いただきました

基金につきましては、基金条例において趣旨、目的

等が定められておりますので、そういったものとの

整合性も図りながら、基本的には学校の予算で解決

するというのが大前提かと思いますけれど、なかな

かそれが難しい場合については、また都市魅力部と

も御相談をさせていただきたいというふうに思って

おります。 

○山根建人委員 よろしくお願いします。 

  最後に、生理用品の設置状況の一覧の表を出して

いただきました。これ、学校管理やということで。

ちょっと、でもざっと見ましたら、女性がもう二人

ぐらいしかいてないので、何かこう、男性同士でこ

の議論ってどうなんかなというふうにも思うんです

けども。設置状況を見てみますと、吹田市は保健室

で置いていると。おおむね大体北摂各市、学校では

保健室に置いてるんですけども、豊中市と高槻市が、

豊中市はモデル校のみって書いてますけども、高槻

市なんかは設置場所は学校判断やけども、トイレの

ほうに設置をしていってると。 

  男女共同参画のとこでもちょっと紹介をしたんで

すけども、花王とかユニ・チャームという、日用品

のところと学校が協力をして、そういう収納ボック

スみたいなんを設置していってるっていう、これ国

際女性デーに合わせた、３月４日が国際女性デーな

んで、そういった新聞記事を紹介をして、そういう

のも含めて連携をして、やっぱり学校のトイレ一つ

一つに、設置場所は学校で考えることなのかもしれ

ないですけど、基本的に保健室ではなくて、トイレ

に設置を、やっぱり促進していくべきなんじゃない

かなというふうに僕は思っているんです。 

  僕は別に男性なので、生理とかないですけども、

やっぱりおなかが痛くなって、トイレに駆け込んだ

とき、大きいほうで。そのときに、トイレットペー

パーがなかったら絶望的な気分になるんですよ。お

お、神よ、みたいなね。そんな感じで、いやもうほ

んまに祈りたくなるような。だから、要は、そうい

う生理現象、ちょっと性質は違うかもしれないけど

も、女性の方にとったらそういう感じになるんじゃ

ないかなと、急なそういった体調不良とかでなった

ときに、トイレに行く前に保健室に行ってから、そ

っちのほうに行かないといけないみたいなね、持っ

てなかったらということでは、やっぱり各トイレに

設置をしてあげて、それが僕は性教育にもつながる、

性を大切にするというかね。そこに置いてあること

で大切にされてるなと感じる教育にもつながるんじ

ゃないかなというふうに、僕は思ってるんですけれ

ども。ぜひ、各学校のトイレに、そういう花王とか

ユニ・チャームともちょっと協力をするというよう

な例もありますし、そういうのをぜひ進めていただ

けないかなというふうに思うんですけども、その点

の御意見というか、市の見解をお聞かせください。 

○上原美智子学校管理課主幹 教育委員会といたしま

しては、当たり前にトイレに生理用品が設置されて

いる状況が望ましいとは考えておりますが、一方で、

社会全体を見渡してみますと、広く一般的に公共施

設に設置されている状況ではないことから、学校に

ついても今現在、設置には至っておりません。とは

いえ駅や百貨店など、公共性の高い場所でも実験的

にトイレに生理用品を設置する事例も出てきており

ますので、引き続き社会情勢を注視しながら、情報

収集に努めてまいりたいと思っています。 

○山根建人委員 ぜひ前向きに検討していただけたら

なと思います。ヨーロッパとかでは、もうそういう

のがどんどん進んでいるというふうにも、新聞記事

でありますので、ぜひ吹田で先進的に進めていただ

ける、一つのよい事例になったらいいんじゃないか
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なと思いますので、ぜひ前向きに検討をよろしくお

願いします。 

○梶川文代委員 ごめんなさい、ちょっと資料をもら

ってるやつの、子供の意見表明に係る取組内容で、

小・中学校のトイレに関するアンケートということ

で学校管理課がされてるんですけど。これね、小・

中のトイレのリニューアルをよりよいものとするた

め、令和８年度にというやつ。今年度の予定は令和

９年度に予定しているということであるんですけど。

既にこれ令和７年度、取っていらっしゃるとき、ト

イレのリニューアルするよということを前提にアン

ケートを、どんなふうに取ったのか。前提に取った

んかということを、まず答えてもらいたいのと、ど

ういう内容で取ったんか聞かせてください。 

○伊藤慎悟学校管理課主査 まず、アンケートについ

ては、トイレリニューアルを来年度実施しますとい

う前提の下、取らせていただいております。 

  あと、アンケート内容としましては、今、古いト

イレで困っていることはありますかとか、新しいト

イレに望むことはありますかなどを聞いております。 

○梶川文代委員 今回、議案第31号で参考資料435ペ

ージとかでもトイレのリニューアル上がってるねん

けど、これ補正予算でぎり上がってるのか、どうな

のか。このときアンケートを取った学校のトイレリ

ニューアルはもう終わってて、そのほかのところを

今回、補正で上げているのか、ないしは補正でこの

アンケートを取ったとこを上げてるのか、どっちで

すか、これ。 

○井ノ口 亮学校管理課主幹 今年度アンケートを取

らせていただいたのは、来年度工事をする学校にな

ります。補正で計上させていただいている予算を来

年度工事させていただくような形で考えております。 

○梶川文代委員 そしたら、令和７年度、これ取った

アンケートのところの小学校６校と中学校３校分を、

この補正で上げてきてはるということでやるという

ことやね。それで、新年度の予算で上げてきてはる

のも、同じぐらいの校数になるんですか、トイレリ

ニューアル。 

○伊藤慎悟学校管理課主査 令和８年度と同じ校数を、

令和９年度にさせていただきます。 

○梶川文代委員 小学校６校と中学校３校ということ

やね。 

○砂川智和学校管理課長 少し補足をさせていただき

ますと、令和８年度に工事を行う学校の工事請負費

については、令和７年度補正予算で上げております。

それから、令和９年度に工事を行う学校については、

令和８年度ではまだ計上はさせていただいておりま

せんので、一応、予定ということで答弁をさせてい

ただきました。 

○梶川文代委員 ちょっと待って、これ上がっている

やつはどこのやつやの。今回は補正で上がってたか

ら、令和７年度にアンケートを取ったところは、こ

の補正の分でっていうことやね、そんなら。 

○砂川智和学校管理課長 そうです。委員のおっしゃ

るとおりです。 

○梶川文代委員 その次は、ただこれは予算に出てる

やつは、じゃあどことどこなん。 

○砂川智和学校管理課長 令和８年度当初予算で計上

させていただいているのは、令和９年度に工事を行

うための設計の予算です。 

○梶川文代委員 設計だけ。 

○砂川智和学校管理課長 設計の予算です。 

○梶川文代委員 また補正で上げてくる気ですか。 

○砂川智和学校管理課長 恐らく例年どおりの予定で

いきますと、そうなる可能性が高いかと思っており

ます。 

○梶川文代委員 だって、子供たちにする言うてるね

んから、そりゃ、新年度予算は設計の予算だけで、

実際の工事予算は補正になるわけやな、そんなら。 

○砂川智和学校管理課長 委員のおっしゃるとおりで

す。 

○梶川文代委員 まあ言うたら、ちょっと気になって

たのが、これね、吹田市の公共施設最適化の個別施

設計画の予定見てたら、これ小と中な。ずらっとこ

れ書いてあるんが、米印２言うたら、バリアフリー

及びトイレの改修って、もうそれしか学校は予定さ

れてないねんな。だから、何でトイレとバリアフリ

ーだけやねんっていう。例えばこれ、総計の改訂版

見てたら、ここに小・中学校のトイレ改修の実施率

みたいなん、これ書いてる。これをせなあかんから、
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こうなってるのかな。というか、結局、個別の計画

見とったら、もうトイレとバリアフリーしかしない

ということになっちゃってて、それはもう担当課、

御存じですよね、こんな計画立てられてしまってる

っていうのを。これだけしとったらいいっていうこ

となんでしょうかね。 

○砂川智和学校管理課長 個別施設計画に記載をさせ

ていただいているものは、現時点で庁内合意が取れ

たというか、認められている事業ということで記載

をさせていただいているということで、今後それだ

けをやっていけばいいということではなくて、学校

も様々な課題ございますので、これから新しい課題

については、また検討していくものと考えておりま

す。 

○梶川文代委員 これ達成するための、何かミッショ

ン与えられているのかなと思ってしまったんで聞い

たんですけど、それやったらちょっとうがった見方

かもしれんけど、露骨かなとか思ったりもしてたん

ですけど。 

  ただね、これ吹田市全体で今回、個別施設の全体

のやつ、金額でいうたら4,987億円、これ計画全部

やった。その中で学校はトイレの改修とバリアフリ

ーしか入ってないねん、この4,987億円の中に。だ

から、もう絶対的に足りへんし、例えば、書きぶり

的なんかもひどかってんけど、まあ言うたら築30年

以上たってる施設、小・中学校、こんな書き方やね

ん。現在30年を経過している施設が小学校、中学校

を除き約90施設、13.6万ｍ2となっており、改善を

図る必要がありますいうて、結構、小・中学校はじ

かれてしまってんなというような。小・中学校見た

ら、このトイレとバリアフリーだけみたいに明記さ

れてあるんで、やっぱりこれはちょっと教育長、常

日頃どこの部署もですけど、個別施設整備計画か、

それに基づいてやってますとか、どうのこうのとか

いうてばっと言うてはるけど、もう学校関係は、そ

ういう形で言うのはトイレとバリアフリーだけにな

んねん、これ。それでええんですかね。そうじゃな

いかなって。 

  これ、言うたら米印３で、2041年からのところに

米印３って書いてあるんは、これは建て替えとか複

合化とか、そんなんも含めての検討となってて。だ

からすごい2041年までずらされてるねんね、抜本的

な改定、学校は。ただ、この計画、これも公共施設

最適化の委員会の中で諮られてなんで、そのとき教

育長も座ってはりましたやん。こういったものも、

だから教育長も了承したという形で、方向性が決ま

ったみたいになってるっていう、そういうふうにこ

ちら捉まえてていいんですか。 

○大江慶博教育長 委員会の議論の中で、一番やっぱ

り今後、床面積的に大きな改修が必要になってくる

のは学校施設であるということは、まず共通の認識

の中で議論が進められておったと思います。校舎の

耐用年数等の関係もありますので、今、委員が御指

摘されたような、何年かということに区切って枠外

にはなってるんですけども、今後、先ほど砂川課長

が申しましたように、学校の中においては、個々修

繕なり改修なり必要な箇所は当然出てきますので、

それについてはその時々の公共施設最適化推進委員

会に提案をさせていただきながら、それを措置して

いくというふうになるというふうに、私は認識して

おります。 

○梶川文代委員 ただ、これパブリックコメントでも

示されてた内容なんですけどね。でも、これを決定

する場に教育長も座ってらっしゃったっていうね、

それは教育長が認めはったんや、これってなってく

るからね。やっぱりその辺り、きちっと明記させと

くというのが、そのために会議に参加しているぐら

いの勢いと思いでおってもらわんことには、もうこ

んなん、トイレとバリアフリーだけやっとけと言わ

れてるのと一緒やからね。 

  ちょっとほかの委員会でも言うてんけど、ちょう

ちん発言的な形の扱いされとったらあかんで、部長

さんたちというふうに、特別職さんやけどね。やっ

ぱりそういうふうに見ざるを得なくなってくんねん、

これも。よく一回見はったらよろしいわ。だから、

こういう形でしか学校がちょっと扱われてないとい

うのは非常に悲しい。これは、やっぱり、しかと教

育委員会を代表してでも、教育長、頑張ってもらわ

なあかんところなんで。 

  これはもう2041年までは、もうトイレとバリアフ
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リーだけしかできへんみたいな、この計画どおりや

ったらね。ほかの委員会で言うてるねん、この計画

どおりやったら約5,000億円、やったらほんならも

う吹田市倒産するでと言ってたん、こういうとこに

もあるんですけど。ちょっとその辺りもしっかりと

物言うていかはるべきやと思います、御答弁くださ

い。 

○大江慶博教育長 今の御指摘、よく理解はしました。

多分、今、現行のそういう計画の中においても、先

が見通せない部分もあるので、割とざくっとした、

当然行われるだろうなということについては記載さ

れていると思うんですが、ただ、先ほども申しまし

たけども、学校の中で修繕等必要になることは、そ

れ以外にも多々ありますので、そういったことを踏

まえて、私、委員会の中でもきちんと発言をしてい

きたいというふうに考えました。 

○梶川文代委員 分かりました。 

○井田一雄学校教育部長 今、委員お示しいただいて

ます表の中では、改修等ということでバリアフリー、

トイレということで表には記載がされておりますが、

その前のページには、普通教室、特別教室に設置さ

れた空調設備が既に相当の年数がたっておりますの

で、そういったことについても、更新の検討を行う

ということについては触れられておりますので、

我々としましては、バリアフリーとトイレだけでは

ないというふうな認識で、日々課題となっている部

分についても、今後、委員会のほうで議論していた

だくというふうに認識をしているところでございま

す。 

○梶川文代委員 これね、概要版とかでも短期取組期

間５年間で対策を実施、または検討する施設ってい

うことで書かれている小学校34校、中学校18校はバ

リアフリー、トイレとしか書かれてないよ。だから、

検討するいうても、だから大規模工事とか建て替え

とか小・中一貫も含めて、それも検討という表記は

されてました。表記はされてましたけど、この５年

間で、言うたらもうバリアフリーとトイレとしか明

記されてません。それもしっかり認識しときはった

ほうがよろしいでと申し上げているんです。 

  それとあと、千里たけみ小学校区内においての、

ちょっと資料をこれ頂いてます。共同住宅及び戸建

ての戸数と、あと、このたけみ小学校区内において、

今後、どう化けるか分からへん土地の面積も書いて

もうてます。まあ言うたら結構な戸数、今もう決ま

って進んでんのが434戸か。それで、下見てもうた

ら怖いねんけどね、ＵＲの土地、これ12haと、府の

住宅供給公社で、これも今後どうなるか分からへん

土地が1.3ha、これ両方足したらこれで13.3haが、

また今後どう化けるか分からへん。 

  だから、例えばやけど、今、岸辺の駅前やってま

すやん、あれ大体1.3haで500戸ですねん。1.3haで

500戸建ってるんで、１haぐらいで計算したら、大

体１ha380戸ぐらい。ただ、ここは千里ニュータウ

ンやから、それより低めに見積もったとしても１

ha350戸ぐらいは出現してくるやろなと。それが、

これ13.3haあるから、じゃあどんだけ増えるねんと。

要は、歴史繰り返すし、まちが変われば、もうやっ

ぱり変わるんで。 

  だから、今回も私、前、議案のレクのときにも言

ったけど、壊すのは一瞬で簡単やけど、造るの大変

やし。だから、今すぐ壊さんでも、その解体のこと

を言うてはりますやんか、またこれも新しいほうね、

後からできたほうの校舎を先に潰そうとしてはるね

んね、これ、今の千里たけみ小学校の横にある。何

かこう、もたせようによったらもつねんけど、やっ

ぱり新しいほうを、築47年とか築51年のほうを先潰

す。だから築58年とか55年とかはそのまま使っとい

て、新しいほうを先潰すというか、それも私、ちょ

っといかがかなと思うんですけど、やっぱりこの校

区内を見たときに、今後、人口増えるで。減る要素

ないで。爆発的に増える要素はある。爆発的に。た

だ、一遍にこの13.3haなんかも、じゃあ計画して着

手するかいうたら、そうでもないやろうけど。やっ

ぱりそういった問題なんかも見定めていきながら、

まあ言うたら今あるもんを壊すみたいな決断をして

いかへんかったら、あかんのちゃいますか。これ、

どう思いますか、これ13.3ha、大体１ha350戸いう

たら、ごっついこと増えますよ。どこまで考えてる

のかなというところを、ちょっとお聞かせいただき

たいんですけど。 
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○井ノ口 亮学校管理課主幹 委員御指摘のとおり、

13.3haの開発の余剰地が残っているということなん

ですけれども、現状では具体的な計画は確認されて

おりませんので、開発計画が判明した際には、関係

課と連携して、児童、生徒が急増しないように要望

してまいります。 

  また、建設年度が新しいものから順番に解体して

いっているということなんですけれども、おっしゃ

るとおり建設年度は旧南竹見台小学校のほうが新し

いんですけれども、耐震性が確保されておらず、老

朽化も進んでいる状況であります。施設を利用する

ためには、耐震改修や大規模改造工事などの工事を

実施する必要があり、多額の費用が必要となってき

ます。また、現在、使用中の千里たけみ小学校につ

いては、大規模改造工事などによって建物の長寿命

化が図られているような状況でございます。こうい

った状況を踏まえますと、現在利用している千里た

けみ小学校を維持管理していくのが合理的であると

考えております。 

○梶川文代委員 私が聞いてることとちゃうこと言う

てはるねんけども。何で新しいほうから潰さなあか

んのということ、やっぱり様子見といたらって。北

千里小学校を潰した後のことで学んでるでしょう。

北千里小学校を廃校にすべきじゃなかったよ、本当

に。同じような失敗を繰り返してほしくないので、

これちょっと口辛く言ってるんです、御理解いただ

きたいと思います。教育長、御答弁ください。 

○大江慶博教育長 ちょっと地域の情報、動向をきち

っと見定めながら、今後、対応していきたいと思い

ます。 

○梶川文代委員 ともかく今すぐ潰さんだってええわ

け。だから、今すぐせんでええことにお金かけんで

よろしい。様子見ながらしていってください。 

  それと、あと人事権の移譲についてなんですが、

これ決まってないんでね。だから、やっぱり、今回

もまた人事権移譲の検討を上げてはりますけど、何

を検討するんですか、お聞かせください。 

○福永昌高教育未来創生室参事 まず、計上の予算で

ございますが、一般事務事業のほうに旅費ですとか、

大阪府と協議する際の旅費を計上させていただいて

おりますので、予算計上としましてはそういったも

のかと認識をしております。 

  また、具体的な検討内容につきましては、今現在、

以前から検討を進めております条例による事務処理

の特例制度を活用した権限移譲、こちらが可能とな

っております。府費負担教職員の任命権の移譲に向

けまして、大阪府との協議を行っているというのが

検討状況になっております。 

○梶川文代委員 これね、やっぱりできることとでき

へんことというのと、ない袖振れないということを、

まず考えておかなあかんねんけど、やっぱりお金か

かること、しかも永年ずっとずっと。給食センター

とかでも毎年17億円とかね。さっき言うた公共施設

最適化4,987億円、約5,000億円、これ30年でって計

算やねんけど。その4,987億円な。これ、１年当た

り166億2,300万円かかるねん、30年でこれって数字

出してはるねんけどな。かわいそうに学校はトイレ

とバリアフリーだけやけどな。 

  だから、そういうことも抱えていきながら、毎年

17億円、これもまた毎年お金必ずかかるっていう。

だから、やっぱりそういったこととか、ない袖振れ

ないというところも含めて考えていかなあかんのん

と、あと、やっぱり距離が離れてしまえば無理も言

えないよって。府教委と離れたら、吹田、自分ら勝

手にやってんねんから、勝手にやったらよろしいや

んなんて言われたらどないするの。だから、そうい

ったことも考えといたらいいと私は思います。その

辺り意見としておきます。 

置きます。 

○西岡友和委員長 質疑の途中でありますけれども、

職員入替えのために暫時休憩いたします。 

（午後５時 休憩） 

（午後５時３分 再開） 

○西岡友和委員長 分科会を再開いたします。 

  引き続き、質問があれば、受けることにいたしま

す。 

○江口礼四郎委員 お願いします。先ほど部活動の外

部委託のことは聞かせてもらったんで、部活全般と

いいますか、後ほど質問一つあります。 

朝練について、今回、ガイドラインで何かいろい
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ろと外部委託のことも含み、書かれてたんですけど、

ちょっと私、朝練、ふだんの部活の朝練の状況とか

全然把握してなくて、今現状、朝練をしてる部活が

幾つかあるんでしょうか。 

○荒木大輔学校教育室参事・指導主事 朝練をしてい

る部活動の実施状況については把握はしておりませ

んが、学校からは朝練をしているというようなお話

は聞いております。 

○江口礼四郎委員 その際、外部委託の部分に関して

は、部活動では行わないとするため、準備が整い次

第同様の対応に移行するよう努めることとしますみ

たいなことを、教育委員会の在り方の指針みたいな

ので説明されているんですけど。これどういうこと

か、ちょっと教えてください。 

○薬師川 晃教育未来創生室長 部活動の在り方につ

きましては、昨年の８月に策定をしております。今、

外部委託等直営、顧問がついて行っている部活動が

併存しているというか、混在しておりますので、そ

れぞれの違いを経過措置という形で明記をさせてい

ただいたものでございます。 

○江口礼四郎委員 僕がちょっと認識が難しくて。通

常の部活動のほうの朝練をしている外部委託でない

部分が、子供たちが部活動、朝練をしなくなってい

くということですか。それとも、外部委託のほうが

してないので、ちょっと同様の対応に移行するよう

努めるっていう言葉が、どっちに合わせるのかちょ

っと分かってなくて。 

○薬師川 晃教育未来創生室長 基本的には外部委託

のほうの、朝練をしないという方向に合わせていく

ということで整理をさせていただいております。 

○江口礼四郎委員 そしたら、現状ある外部委託では

ない部活道の朝練を縮小していくという認識でいい

ですか。 

○荒木大輔学校教育室参事・指導主事 委員おっしゃ

るとおりでございます。 

○江口礼四郎委員 数の把握が現状、回答ない、僕も

あらかじめ聞いときゃよかったなというとこでは反

省してるんですけど、じゃあ生徒だけでの朝練は可

能なんでしょうか。 

○荒木大輔学校教育室参事・指導主事 放課後の部活

動と同様の扱いになっていると思います。子供たち

が自主的に練習している場面もございます。 

○江口礼四郎委員 じゃあ、自主的な練習はできると

いうことで。学校の開門時間って、機械警備ですか

ね。なので、その中での、学校を利用できる状況に

なってから授業が始まるまでの間は、子供たちが自

主的に練習をしようと思えば、学校内の施設、運動

場であったり、体育館も利用はできるという認識で

いいですか。 

○荒木大輔学校教育室参事・指導主事 委員おっしゃ

るとおりでございます。 

○江口礼四郎委員 部活の朝練の取扱いについて、顧

問のことなのかなと、今回のことなのかなと思いま

す。顧問がついてての活動は縮小していくながらに、

自主練の件にあっては自分たちで自主的にできると

いう可能性も少し残されているのかなと思いまして、

振り返ってみれば、自分もよう走っとったなと思う

んですけど。どれだけ熱心にやるとか、力を入れて

やるというのは、もう生徒次第ですし、それで進学

がどう決まっていくかというのも、子供たちが決め

ることですので、流していけばいいのかなと思いま

す。働き方改革の中に子供たちの可能性だけは止め

んといてほしいなというふうに思いますので、そう

いった環境づくりには努めていただきたいと思いま

す。 

  今度、部活動と一緒に放課後課外クラブ、正式名

称を、ちょっとすみません、失念して失礼しました。

今朝からも質問させてもらったんですけど、もう次

は令和８年度はスタートしていきますが、その人事

によって教職員の方々が変わったら、もちろん稼働

するところもあれば、なくなってしまうところも可

能性もあると思いますが、縮小はやっぱり悲しいか

なと思ってますので、現時点で取組だったり、学校

の校長先生をはじめ、現場で行われているような活

動はありますか。 

○荒木大輔学校教育室参事・指導主事 決算のときに

委員のほうから同様の御意見を頂きまして、課外ク

ラブにつきましては校長の判断で種目の設置である

とかしているわけなんですけども、そのときも申し

上げたとおり、顧問の成り手というところはなかな
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か難しいというところもあり、ボランティアの活用

といったところの促進を図っていければなというお

話をさせてもらったと思います。そのようなボラン

ティアの活用を模索しているというような段階です。 

○江口礼四郎委員 ボランティアの活用の促進をする

ことと、また教職員の異動ありましたら、もしかし

たらやりたいという方もいらっしゃるかと思います

ので、課外クラブの存続というか、やっぱり寂しい

もんなので続けていただければと思います。 

  課外クラブ活動に関わる備品みたいなのって、ど

ういうふうに取り扱われているか。そもそもそうい

うのがちょっとあるのか、私も分からんですけど、

御存じであれば教えてください。 

○荒木大輔学校教育室参事・指導主事 課外クラブに

要する費用については、学校配分予算にて用意して

いるものと認識しております。 

○江口礼四郎委員 備品が残って、その処分をどうす

るかみたいな話を仄聞しておりまして、その辺の対

応、学校配分予算での備品の取扱い、ちょっと僕、

勉強不足なんですけど、学校間で何か譲ったりとか

する機会もあるんでしょうか。 

○荒木大輔学校教育室参事・指導主事 学校で登録さ

れているものなので、学校間で譲り合ってというと

ころは、なかなか難しいと思います。基本的に学校

の課外活動で使用する備品につきましては、その課

外クラブに参加している児童のみが使用するもので

はなくて、体育の授業とかで使用することを前提と

して、学校全体で使用することを目的として購入し

ているという考え方だと認識しております。 

○江口礼四郎委員 分かりました。その考え方であれ

ば、私の質問、この件に関しては特にありません。 

  最後に、学校の授業の決め方とかってどういうふ

うになってるのか、ちょっと知りたいので教えてく

ださい。どういうことかというと、例えば、サッカ

ーボールのサイズとかは、指導要領とかで見てたら、

そんな決まってはないんですかね。学校の指導計画

に基づいてやってるのかと思うんですけど、その物

の決め方とかは、吹田市は何か決めてるんですか。

それとも先生方に任せているのか、学校で決まりが

あるのか、何かあれば教えてください。 

○荒木大輔学校教育室参事・指導主事 ボールの種類

によって決め方が変わってくると思うんですが、バ

スケットボールでありましたら、試合で使うボール

の大きさというのは、中学校で何号、小学校で何号、

サッカーにおいてもそのようになってます。例えば、

ドッジボールでありましたら、その大きさというの

は、子供たちの発達段階によって、どの号級にする

のかっていうのは、各校の予算委員会というところ

で、どういったボールを幾つ購入するのかというこ

とを、学校で話し合って決めているというような状

況です。 

○江口礼四郎委員 発達段階であったり、環境に応じ

てということかなと思うんですけど、仄聞している

ところでは、バスケットの小学校のリングの高さが、

2027年から変わるというふうに聞いてまして、その

話、縁があってお話を聞いてます。多分、今、小学

校に設置されているバスケットのゴールの高さは固

定されているものばかりなので、授業に影響するか

っていう部分が、今言われているところだと思うん

ですけど、一方で、そのゴールの高さは、次、中学

校のバスケットの規定にそろえていくと。要は、早

めにそのゴールで練習できてたら、小学校もルール

も変わるんですけど、中学校では早くなじめて、よ

りスムーズに競技に参加できるっていう、これバス

ケット協会が見込んで進めていくんだなというふう

に思います。吹田市で何か、そういったことを知る

知らないもあるんですけど、ぜひそういうふうなの

を検討しながら、ゴールの高さの調整もしていただ

きたいと思うんですけど、今の段階で見解等あれば

教えてください。 

○荒木大輔学校教育室参事・指導主事 お恥ずかしな

がら、そのバスケットのリングが高くなるというの

は、私も初めて今日お聞きしたところで、設備面の

お話とかというところも関わってくるかと思います

ので、その辺り情報収集しながら、広く教育委員会

で情報共有しながら検討をしていきたいと思います。 

○江口礼四郎委員 より前向きに検討してもらって、

早く環境をつくってもらえればなと思います。これ

バスケットボールだけじゃなくて、競技だけじゃな

い、体育系、文科系別として、いろんなところでこ
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ういったのはあるのかなと思いますので、よければ

こういった機会に一度見直せる設備の面だったり、

備品の面、工夫取り入れていただきながら、よりい

い環境をつくってもらえればと思います。 

○橋本 潤委員 校内教育支援教室への居場所サポー

ターについてお聞きします。 

  登校日が220日ぐらいあるのかな、だと思います

けど、その全てじゃないのかな、校外学習とかがあ

るから。要は、サポーターとして来られる方は、何

日間おられる状況になるのかなというのを、教えて

もらっていいですか。 

○畑田将寿学校教育室主幹・指導主事 週に４日の勤

務になりますので、おおよそ８割方ということにな

りますので、200日としましたら160日ぐらいが勤務

されていることになります。 

○橋本 潤委員 160日ぐらいで、そうですね、単純

に53人で割って160日で割ると、決してそんなに高

い給与をお支払いされることではないのかなと、何

か具体的に日給時給幾らで何とか、あんまり避けて

あれですけど。これ、教員免許状を有する方、これ

までもだんだん増やされて、これまでもモデル校と

してやられてましたけど、増やしていって、まず53

人と教員免許状ある人って、来てもらえる見込みと

か大丈夫なんですか。 

○畑田将寿学校教育室主幹・指導主事 居場所サポー

ターにつきましては、常時登録制としておりまして、

現在のところ、午前中の勤務で週４日ということも

ありまして、人材確保につきましては予定数以上を

集まっている状況です。 

  今後３年間をもちまして全校配置を目指すという

中で、やはり人材確保の観点から、段階を経て、一

気に全校配置ではなく、そういった形で進めている

状況でございます。 

○橋本 潤委員 これ府からの補助が３分の２ですか、

あります。これってサポーターさんの１日当たりの

単価とか、上限とかというのは決まってるんですか。

ある程度吹田市側で引き上げても３分の２というの

は変わらないとか、そこ上限の設定とかありますか。 

○畑田将寿学校教育室主幹・指導主事 上限はござい

ません。 

○橋本 潤委員 では、来年度、この審査している予

算については問題なく、それでまず人材の面でも対

応していただけると理解しました。 

  次に、公費貸付けの未収金対応についてなんです

けど、これ議案参考資料でも学校徴収金の未納があ

る場合、現状、既に徴収している他の保護者の学校

徴収金を一時的に充ててると、要はこれ自体は好ま

しくないやり方だという御認識ということでよろし

いですか。 

○三住 勝学校教育室参事 はい、適切でないと考え

ております。 

○橋本 潤委員 それを解消するために、今度は市民

全体のお金を投入しようという話になってしまうわ

けですけれども、まずちょっと確認させていただき

たいんですけども、今、未納の方の状況、債務額と

いうか、それが多い方でどれぐらいになっているか

どうかってお分かりになられますか。 

○行武 勇学校教育室主幹 現在、学校徴収金の未納

額、最大の方で約11万円ぐらい未納という方がいら

っしゃいます。 

○橋本 潤委員 児童が一人だけとは限りませんから

ね、お支払いされる方が債務者としてそれぐらいに

なってしまっていると、恐らく複数年度にまたがっ

てということになるのかなと思うんですけど。まず、

再振替の通知とか出される費用というのは、どっか

ら負担されるんですか。 

○行武 勇学校教育室主幹 再振替のお知らせ等に係

る費用につきましては、吹田市で負担しております。 

○橋本 潤委員 例えば、督促料金とか延滞金とかっ

ていうのを課していかないと、非常に不公平になる

のではないのかなと思いますけれども、今回この御

提案いただいて、公会計化するということですけど、

公会計化されたときって、その債権は吹田市の債権

管理条例の対象となる債権になるんですか。 

○三住 勝学校教育室参事 公会計化後のこの債権に

つきましては、債権管理条例の管理下に置かれる公

会計の公費となりますので、そのとおりとなります。 

○橋本 潤委員 今までであると、要は校長が、未納

金の債権者は、これ保護者が集めて、それを払っち

ゃってたんで、他の保護者が債権者みたいなもんで
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すけど、実際に管理者と債権者というのは、今は誰

であって、次、公会計化されたら、さっきの条例の

適用内と言っていただきましたけど、公会計化され

た後の債権者というのは誰になるのか、それぞれお

答えいただけますか。 

○三住 勝学校教育室参事 私会計の段階におきまし

ては、債権者というのが学校長になりますが、公会

計化後につきましては、市の公会計になりますので、

市、教育委員会事務局になりますけれども、市の債

権となります。 

○橋本 潤委員 今、お答えいただいたように、基本

的には校長がこれ回収するのはかなり大変だったと

思うので、教育委員会さんのほうで事務的なところ

を担っていこうということで、現場の負担も軽減さ

せてというところで、こういった流れというのは必

要なんだろうなと思うんですけど、たまたま振替で

きなかったといった人ばかりじゃなくて、先ほどお

聞きしても、やっぱり10万円を超える金額になって

ると、そう簡単には未納金を集めることができない

可能性もある。この公費を700万円出して、令和11

年３月に貸付金を返還してもらうとなってますけど、

これはそれまでに、要は未納金をお支払いいただい

て、貸付金を返還しようとされているという理解で

よろしいんですか。 

○三住 勝学校教育室参事 貸付け後につきましても、

滞納整理を積極的に進めまして、もちろん未納が１

円でも少なくなるように努めていきますとともに、

令和11年の３月に全額返還目指しますが、それ以後

も、もし未納が残った場合につきましては、回収の

ほうに努め、１円でも多く貸付金を返金するように、

今後、予算化の必要はあるかもしれませんが、法的

措置の検討も進めながら、考えていきたいと考えて

ます。 

○橋本 潤委員 債権管理条例の対象になるというこ

とで、しっかりと回収できるようにしていただきた

いなと思いますけれども、現状、延滞というか、未

納となった方に対して、一定、例えばかかる実費っ

てあるじゃないですか、督促をしたりとか。そうい

ったことについて、何らかの実費の御負担をいただ

くとか、延滞金のような形とか、何かそういったこ

とをやられている、または今後やっていくというこ

とはお考えですか。 

○三住 勝学校教育室参事 まず、延滞金等につきま

しては、条例下の公債権に係るものになりますので、

今回、私会計にもなりますので、そこは対応はでき

ませんが、遅延損害金という形での請求というのは、

法定利率の中においては一応可能とはなっておりま

すので、そこまでできるかどうかというのは、ちょ

っと今後、研究課題になりますが、まずその前に元

本といいますか、元本のほうをまず徴収して、未納

を１円でも取らないということをまず頑張っていっ

た中で、その辺が必要あるかどうかについて、また

今後、検討課題として考えていきたいと思います。 

○橋本 潤委員 そうですね、遅延損害金と。要は、

早く払わないと損だなと思ってもらわないと、やっ

ぱり払ってもらえない部分ってあると思うんで、今

ここでその御答弁くださいということではないです

けど、やっぱりなかなか回収できないなということ

も出てくるでしょうから、そこはちょっと、ちゃん

と払っている人がいるわけですから、遅れてしまう

とか、やむを得ない方は個別に相談しなきゃいけな

いことはあるでしょうけれども、基本的にはもうし

っかりと払っていただいて、遅れたからには、一定

そういったものを御負担いただく可能性があるとい

うところで、早く払っていただかなければというと

こにつなげていただければと思うので、今回この予

算が決まれば、やっぱり公費で今まで払っていなか

った人を助けるわけですから、これはしっかりと回

収していただけるように、御対応いただきたいと思

いますので、よろしくお願いします。 

  あと、教育課程特例校で、平成二十何年ぐらい、

もうかなり前から取組をされてて、もう吹田の中で

この状態が当たり前という、特例校とはいうものの、

何か当たり前の状況になっているかと思うんですけ

れども、一定、その成果というところが、アンケー

トとか取っていただいてますけれども、例えば特例

校じゃないところとの差別化とか、もしくはその比

較とかっていうところって、何かされたりというこ

とはありますか。 

○吉川優莉学校教育室主幹・指導主事 特例校を取り
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入れたことによる他市との比較等は行ってはおりま

せん。ただし、本市においてアンケートを取った結

果、９割近くの児童が英語が好き、外国人と英語を

使って話をしてみたいという回答結果が出ておりま

す。また、保護者のほうからは、特例校の取組を続

けてほしいという御意見が９割近く集まっている状

況です。 

○橋本 潤委員 そのアンケートのとおり、９割です

から、かなりこの特例校であることで、期待もすれ

ば、そのことを喜ばしいと思っている方が、非常に

保護者でも、お子さんたちも多いんだろうなという

ふうに思ってるんですけど、せっかくその状況なの

に、新しい取組がなかなか増えてこないなというの

が、ちょっともったいないなというふうに思ってい

るんですけれども。今回の予算でも、特段これまで

と違うものってないかなと思うんですけれども、も

しあれば教えてほしいんですけど、ありますか。 

○吉川優莉学校教育室主幹・指導主事 新しい取組と

いいますと、令和６年度よりすいたえいごＫｉｄｓ

という名前で、小学校４年生全児童に対して、コミ

ュニケーションを図る活動を取り入れさせていただ

いております。 

○橋本 潤委員 令和８年度からは特にないというこ

とかなと。 

○吉川優莉学校教育室主幹・指導主事 令和８年度か

らの新規の取組は予定しておりません。 

○橋本 潤委員 ぜひ特例校って、１年生から外国語

活動で英語に親しんでとかいうことなので、ぜひ今

の取組の学年を広げていくとか、また御検討いただ

きたいなと。そういったところの予算拡充というの

は、ぜひ取り組んでいただきたいなと思います。 

  あと１点、今、ＡＥＴの方の、基本的にネーティ

ブスピーカーということでしょうけれども、どの英

語のネーティブスピーカーかって、その割合って今

お持ちですか。 

○吉川優莉学校教育室主幹・指導主事 ３割程度のＡ

ＥＴがアメリカ、イギリス、カナダ出身のＡＥＴと

なります。残りのＡＥＴはフィリピンやインド、ジ

ャマイカ等からお越しのＡＥＴです。 

○橋本 潤委員 どの国がいい、悪いとかっていうこ

とではなく、それぞれいろんな文化が学べたりとか、

そういう利点というのはあると思うんですけど、特

に中学生になってくると受験とかもありますし、基

本的に我々、学校で学ぶ英語って、発音もアメリカ

英語でリスニングのテストとかもしていくので、正

直、分かります、お金がなかったら、アメリカイン

グリッシュのネーティブスピーカーで、ＡＥＴさん

を全部ってなかなかできないと思うんですけれども、

できるだけその配置を工夫していただいて、そうい

った、決してアメリカの人がいいって言ってるわけ

ではないんですけど、やっぱりヒアリングって受験

にもつながるし、そのチャンスってできるだけより

多くの生徒が、そういう環境になってほしいなと思

うので、これはもうとにかく予算取ってもらって、

できる限り。特にあれですね、年齢が上がったとこ

ろに関しては受験も近いんで、そういう英語、そう

いう影響って結構ＡＥＴさんに期待する部分ってあ

ると思うんで、なかなか日本で育って、教員免許取

った英語の先生の発音では、やっぱりこう実際のリ

スニングがちょっと違ったりとかいうとこもあるん

で、ぜひともそういったところと、特例校を生かし

てというところの予算というのを、今回、特に拡充

というのは見られないのかなと思うんですけれども、

ぜひ予算を取っていってもらいたいなと思いますの

で、これはお願いだけして終わります。 

○後藤久美子副委員長 お疲れさまです。私からは、

令和８年度の当初予算の主な取組の中に入っている

ものを、主に確認したいなというふうに思うんです

けど、先ほどから公立学校の教科のような部活動で

あったりとか、地域移行にするための過渡期という

ような位置づけになるのかなと思うんですけど、そ

れだったりとか、先ほどＡＥＴであったり、特例校

であったり、公立学校の教科というようなイメージ

で捉えさせていただいてたんですが。 

  居場所サポーターの件では、校内教育支援教室へ

の居場所サポーターについて、令和６年度にモデル

校５校から開始された取組になっていて、これは中

学生も必要とされることが分かって、昨年度から拡

大されて、将来的には全校配置ということで動かれ

ている。その中で、どのような成果というか、課題
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が見えてきたのかというか、今回、配置校を拡大す

る判断に至った理由というのを、教えていただきた

いなというふうに思います。 

○畑田将寿学校教育室主幹・指導主事 令和６年度に

小学校でモデル５校ということで、まず令和７年度

につきましては小・中学校合わせて20校に増やす中

で、不登校、登校渋りが多い学校や、その管理職や

養護教諭、担当する者がいない、主に対応するのに

人員体制が厳しい状況の学校を優先的に配置してお

ります。それに加え、やはり人材確保の観点等も含

めまして、令和８年度は不登校、登校渋り、教室に

入りづらい児童、生徒の人数が多いことはもとより、

令和７年度の実施校に加え、校内教育支援教室の利

用者が多い等の状況を総合的に勘案して優先順位を

つけ、小・中学校合わせて34校を増やす予定として

おります。 

○後藤久美子副委員長 私、先日、あるくの森の視察

もさせていただいてまして、でもその中で小学生の

不登校児童が多いのかななんて思ってたんですが、

実は、蓋を開けたら中学生の不登校生徒のほうが多

いということで職員さんからも聞いてまして、利用

数も中学生が多いというところで、これ小学校から

モデル校としていってますけど、優先度合いという

ふうなのは、できるだけ中学生を増やしてあげてい

ったほうがいいのかなというふうな感じで思ったの

で、ちょっとこれは意見のみさせていただきます。 

  あと、ＡＩ翻訳機について、教育活動支援事業に

おける通訳者派遣からＡＩ翻訳機の活用への移行に

ついてなんですけど、これ外国にルーツを持つ児童、

生徒への支援についてとなってまして、今回、通訳

者派遣からＡＩ翻訳機の活用に移行するということ

で、教育現場での活用というのがどのように想定さ

れているのかというのが、ちょっと見えないなとい

うのと、そのＡＩ翻訳機というものが私が分かって

ないので、どういうものなのかとか、それがどうい

うメーカーさんでというのも何も記載はなかったの

で、どういうものなのかというのを教えていただき

たいです。 

○永島仁志学校教育室主幹・指導主事 今回のＡＩ翻

訳機については、各学校に配備されている教師用の

授業用端末と児童・生徒一人１台授業用端末を活用

して、教師が授業用端末でインターネット上でログ

インをすると、授業者が話した内容が授業用端末を

介して対象児童・生徒の一人１台端末に話した内容

が翻訳された状態で表示される仕組みとなっており

ます。 

○後藤久美子副委員長 ということは、これはアプリ

の中でのＡＩ翻訳機を使ってというイメージでいい

んですか。 

○永島仁志学校教育室主幹・指導主事 授業用端末を

使ってアプリでのログインではなく、インターネッ

トのウェブ上でのログインになります。各学校にア

カウントを配備した上でログインすることで、使用

可能となっております。 

○後藤久美子副委員長 分かりました。ＡＩ翻訳機と

なってたので、何かなと思ってたんですけど、ウェ

ブ上でのアクセスをして、そこで端末同士でやり取

りをするというような、そういうやり方を取るとい

うことで理解をさせていただきました。合ってます

よね、もし間違ってたら教えてください。 

○永島仁志学校教育室主幹・指導主事 委員のおっし

ゃるとおりでございます。 

○後藤久美子副委員長 続きまして、学習用端末のヘ

ルプデスクにおける増員についてなんですけど、現

在どのような問合せが多くて、今回の増員によって、

どのような改善を見込まれているのかというのが、

もし分かれば教えていただきたいんですけど、これ

は故障とかそういったもので、修繕とかで上がって

きてるんですか。 

○榊 脩司教育センター主査 今回、ヘルプデスクの

増員につきましては、課題になっているところが幾

つかありまして、まず一つは３月から４月にかけて

行われる年度をまたぐ処理、年次更新処理と呼んで

いるんですけども、こちらを効率化させるための仕

組みの導入であったり、あとは日々発生する故障端

末の対応のマニュアル化など、幾つかヘルプデスク

に移譲しやすい業務をピックアップした結果、今回、

増員という結論に至りました。 

○後藤久美子副委員長 ３月から４月の年度をまたぐ

仕組みの導入というか、それでということだったん
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ですけど、これはシーズンオフ・オンとかってある

のかなと、今お聞きして思って、そのときだけに必

要みたいな、そのイメージがあるんですけど、それ

以外とかで増員される理由というか、一時的なんで

あれば、一時的にそういう方を入れるというやり方

もあるんじゃないかなと今思ったんですけど、それ

はどういう整理をされているんですか。 

○榊 脩司教育センター主査 今おっしゃっていただ

いたとおり、シーズンもののイベントも実際ありま

すので、今回の増員では１年間一人月といいますか、

毎月一人を必ず張りつけるというわけではなくて、

おおよそ半分の構想を見込んでおります。なので、

シーズンごとの濃淡はあるかもしれないんですけれ

ども、１年間一人べったり張りつけるというよりは、

シーズンごとの対応をしてもらえるような体制を考

えております。 

○後藤久美子副委員長 ちょっと戻るんですけど、学

校徴収金の話が出てきてたので、公会計化の公費貸

付けによる未収金対応についてなんですが、これそ

もそも払っておられない未収分の支払い原資という

か、それを払っていただくということにこしたこと

はないと思うんですが、私もＰＴＡ会長をさせてい

ただいたりとかして、ＰＴＡ会費を払っていただか

ない方に、じゃあ個別で面談をする前にお手紙を送

って、面談をさせていただいてっていうようなとこ

ろまでいくのに、物すごく時間と労力とかかります

し、理解をしていただくということからまず始めな

いといけない、何に使っているのかという目的をし

っかりとお伝えしないといけないというところだっ

たんですが、ＰＴＡ会費に関しては、これはもう絶

対ではないというところで、義務化されているもの

ではないんですけど、この学校徴収金の内容という

か、こういったものというのは、給食の食材費、こ

ういうのもあるとは思うんですが、まずは各教科で

使用されるドリルであったり、副読本、実験材料だ

ったり、工作材料だったり、こういったものも全部

含まれた授業に必要なものだっていうことを、まず

理解していただいているというところ、その保護者

への教育というわけではないんですが、そういった

ところの周知が。ただ、今でいうと、さくら連絡網

でＰＤＦデータが配付されたり、プリントが配付さ

れたりというような形になるのかなというふうに思

うんですけど、その辺りの認識というか、保護者さ

んがそこを理解されているかどうかが分からないの

で、それも全て含めて、それは子供にかかるお金は

社会が払うべきだろうというふうな感じで言われて

いるのかも、そこら辺が例えば、これ恐らく未納の

方には、何らかの対応をされているのかなと思うん

ですけど、どういった対応をされてるんですか。 

○行武 勇学校教育室主幹 学校教育室と学校とで役

割分担をしながら対応を進めております。学校教育

室では納入期限までに納付のない保護者の方に対し

て督促状等を送付するほか、年３回催告書を送付し

ております。学校では、電話連絡ですとか、個人懇

談等の際に納付を促す声かけですとか、児童手当申

出徴収制度の案内、手続などを行っております。 

○後藤久美子副委員長 これに関してなんですけれど

も、そういった対応をされて、どれぐらいの方が対

応していただいているのか。ほとんどの方が言って

も納得されてなくってなのか、言われたら、やっぱ

り納得されてというか、きちっと払いますって、忘

れてましたみたいな、そういうどういった方がこれ

払われてないんですか。 

○行武 勇学校教育室主幹 私の感じるところにはな

るんですけれども、大半の保護者の方が、遅れなが

らも、きちっと払っていただいているというような

状況でございます。一部の方は、どうしてもお支払

い、なかなか難しい方がいらっしゃるのかなと。そ

れは人数でいいますと数十名程度かなと思うんです

けれども、その方々はお話ししても、なかなか通じ

ないといいますか、御協力いただけてないというよ

うな状況かなというふうに思っております。 

○後藤久美子副委員長 例えば、その数十名の方なん

ですけど、もともとの小学校、中学校って就学援助

費制度というのもありますので、これってこういっ

たものも一応御案内というか、していただいている

感じなのか、そういう世帯じゃない方で、ただ御納

得いただいてないだけの方なのか、そういったもの

は把握されてるんですか、現場では。要は、これ世

帯の所得金額が認定基準額以下であればっていうよ
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うな、こういうのって言い出しにくいですし、御自

身が申請するようなものにはなるので、なかなかこ

ちら側というか、学校サイドからは、個人的には言

い出しにくいのかも分からないんですけど、もし御

家庭でちょっと負担になっているというようなこと

があるんであれば、こういったことの御案内という

のも含めてされているという感じなんですか、ちょ

っとよく分からないんです。 

○行武 勇学校教育室主幹 学校におきまして、就学

援助を受けている方などにつきましては、就学援助

費の充当というようなこともできますので、その方

の御家庭の状況に応じまして、そういった御案内を

しているというふうに聞いております。 

○後藤久美子副委員長 では、世帯によって選択がで

きる、一応、逃げ道としてはある。ただ、納得され

ているかされてないかっていう、そこのイメージだ

ということでいいんですか、この払われる、払われ

てない、未収だというような部分に関しては。 

○三住 勝学校教育室参事 一部、やはりそういう方

がいないかと言われると、いるとは思います。また、

ほかには例えば就学援助の場合は、一定の所得制限

等かかっておりますが、所得がありながらも借金を

抱えてて、なかなか払えないという状況も多々あり

ますので、一概に全てがそうだとは言いませんが、

いろんな状況の中で、そういった方もいるとは思い

ますが、全てではないと考えております。 

○後藤久美子副委員長 現在払われている方が、債権

者みたいな感じで払っていたようなときに比べて、

今回の公会計化って、すごく藤木議員も、今いらっ

しゃってますけど、個人質問でもよくされてたので、

私もそうだなと思って聞いていたんですけど。これ

が進んだことに関しては、大変評価したいなという

ふうに思っております。 

  ただ一方で、橋本委員もおっしゃってましたけど、

市民に今度かかってくるというところもあるので、

しっかり未収の方には督促なり、御納得いただける

ようなふうにしていただいているとは思うんですが、

さらにちょっとその内訳の部分ですね、何にかかっ

ているのかとかいうのを、御自身のお子さんの部分

だというところで、お子さんもやっぱりそういうの

を見ると、やっぱり悲しくなってしまうと思うので、

どこで話すかという、個人懇談とかそういったとき

が一番いいのかなと、妥当なのかなと思うんですけ

ど、その辺りをタイミング見計らって、言っていた

だけたらなというふうに思います。ちょっと現場の

感覚が私も分かるような、分かってないようなとい

う感じなので、教職員の方の感覚になるんかなと思

うんですけど、その辺りは教職員任せにならずに、

ぜひ校長先生、教頭先生も一緒に面談していただく、

ちょっと大変やとは思うんですけど、そういったと

ころも呼びかけていただいたらいいのかなというふ

うに思いますので、よろしくお願いします。 

○西岡友和委員長 理事者から、先ほどの橋本委員の

質問に対する答弁の訂正について申出がありました

ので、ただいまから発言を許可いたします。 

○田渡扶沙学校教育室主幹 先ほど、橋本委員のほう

から、居場所サポーターの配置におきまして、府か

らの補助金を頂くに当たって、上限額はないかとい

う御質問を頂きました。その際、当室主幹のほうが、

上限額はないということで御答弁をさせていただい

てるんですけども、この点につきましては上限額が

ございますので、答弁の修正をさせていただきたい

と思います。地域手当を含めた報酬を時間換算をさ

せていただいて、その時間単価1,600円というとこ

ろが上限額ということになります。大変申し訳ござ

いませんでした。答弁の修正をお願いいたします。 

○西岡友和委員長 ただいま理事者から発言を訂正し

たい旨の申出がありましたので、許可をいたします。 

  引き続き、質問があれば、受けることにいたしま

すが、所定の時間をちょっとオーバーしております

ので、簡潔に御質問いただけるよう御協力をお願い

したいと思います。 

○有澤由真委員 よろしくお願いします。私からは、

学校徴収金について質問をさせていただきたいと思

います。 

  議会においても、会派の先輩議員が何度か追及さ

れていたかと思うんですけれども、今定例会のやり

取りを聞いてましても、例えば新入生の初期費用を

全員未納扱いとして、上級生のお金を流用して支払

うという、その運用自体がどうなのかなというのも
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聞いてて思ってました。 

  また、来期引落しが５月半ばというふうに聞いて

るんですけれども、そんなに遅過ぎる引落しではな

くて、事務手続を早めに４月中に引き落とせば、年

度を越えた流用であったり、１年生の貸付けも不要

ではないのかなと思うんですが、この点いかがでし

ょうか。 

○三住 勝学校教育室参事 引落し時期につきまして

は、現在５月としております。やはり学校の新学期

の体制等の中で、どういう形で事務処理ができるか

という中の、これまでの積み重ねの中で行ってきた

というのもございますので、現時点でここがどうで

きるかというのは、ちょっと何とも私も今、答える

ことは難しいんですけども、早めに納められること

には、もちろんこしたことはないとは考えてます。 

  あと、公会計化になりますと、その辺の心配もな

くなりますので、取りあえずちょっとあと２年の間、

こういう形で何とかできたらと私どもは考えており

ます。 

○有澤由真委員 今の御答弁でしたら、新学期の兼ね

合いでなかなか難しいということなんですけども、

公会計化でそれが何とか進むんではないかという御

答弁で理解しました。 

  今回の予算書を見てましたら、令和６年度の未納

額が321万円というのを伺ってるんですけれども、

今回上がっているのが貸付金が700万円というふう

に上がっていると思います。この321万円に対して

の差額ですね、400万円を上乗せした積算根拠とい

うのも教えてください。 

○福永昌高教育未来創生室参事 今回予算計上いたし

ました700万円の積算根拠ということですが、事業

スキームの構築段階におきまして、学校徴収金の未

収金の残高を確認いたしましたところ、委員おっし

ゃいますように令和６年度末は321万円というもの

がございました。その際に、また令和７年度末の見

込みですとか、それ以前、令和５年度末の見込みな

ども確認しまして、今後発生します令和８年と令和

９年と、２か年分の予算を必要になるものと見込ん

で積算させていただいたということでございます。 

○有澤由真委員 差額の400万円の上乗せというのは、

２か年分の計算ということで分かりました。 

  この事業内容を見ていってましたら、学校徴収金

の管理団体に対し、公費貸付けを実施するものと書

いてあるんですけれども、この管理団体っていうの

が何なのかなというふうに思いまして、法人格があ

るのかとか、例えば代表者が誰とか、定款に相当す

る規約というのがあるのかとか、詳細ですね、ちょ

っとこの管理団体という書き方だったらちょっと分

かりにくいので、そこも詳細を教えてください。 

○行武 勇学校教育室主幹 管理団体と申しますのは、

吹田市立小・中学校の学校長で構成する任意団体で

ございます。令和５年度から一括徴収を開始したと

きから、そのように全校の徴収金を一体化して徴収

等業務してたわけなんですけれども、特に規約等は

定めておりませんでしたけれども、この３月に会則

を定めまして明文化するということで、実態を明文

化するということを、間もなくしようとしていると

いうところでございます。 

○有澤由真委員 学校長で構成される団体で、今後、

３月に明文化して、詳細をもっと分かりやすくして

いただけるという理解でよろしいですね。 

  次が、貸付金の名称についてなんですけれども、

（仮称）学校徴収金円滑化支援金というふうになっ

てまして、支援金というのが通常、返還不要の給付

を意味する用語ということで。貸付けなのに、何で

支援金なのかなというふうに思っております。これ

って回収できないから、そういう見込みができない

から支援金としたのではないかということで思って

おるんですけれども、この辺の内容についてお聞か

せいただけたらと思います。 

○福永昌高教育未来創生室参事 今回のこの支援金と

いう名称を使った意図ということですけれども、事

業構築をする段階におきまして、現在、一部の保護

者の学校徴収金の未納がある場合に、その未納分に

係る教材代金の購入等に際しましては、支払い原資

としまして、他の保護者の学校徴収金を一時的に充

てておるという運用をしてございますが、この部分

が公費による貸付けを行うことで、適正な原資で行

政への支払いが行えるということになりますので、

この当該事務執行を支援しようというような意図が
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ございまして、仮称ではございますが支援金という

名称を用いたものでございまして、今、委員御指摘

のような、誤解を生むような表現であったかなと、

今のところ考えております。 

○有澤由真委員 今後、適正な支払いということで、

先ほど来、委員さんもおっしゃってましたけれども、

市民のお金といいますか、公金ということなので、

その辺はちょっと考えていただけたらなというふう

には思っております。 

  次なんですけども、私債権の貸付けであれば債務

不履行時の債務名義、時効の援用、時効が成立した

のでもう支払いませんみたいなこととか、不納欠損

の扱いというのが、いろいろ考えられると思うんで

すけども、その点でどう整理していくのかなという

辺もちょっと気になりますので、お聞かせください。 

○三住 勝学校教育室参事 もちろん相手方が、いわ

ゆる保護者の方につきましては、破産宣告とか受け

ますと免責事由をされますと、やはり私会計、私債

権につきましては徴収がすごくできないということ

も生じます。そういった場合につきましては、我々

の努力ということでもなく、もう本当にその分につ

いては取れないとなるんですけども、そういったこ

とにならないように、そういった債権については

我々としても１円でも多く取っていくということで、

先ほど申しましたように、ちょっと予算かかること

にもなりますが、法的措置の検討も含めながら、あ

らゆる方策を考えながら進めていきたいと考えてま

す。 

  ただ、最終的にこの辺がどうなるかというのは、

もちろん我々もちょっと頑張っていくとしか今のと

ころ言いようがございませんが、最終、そういった

場合につきまして、また予算の審議の中でいろいろ

御意見いただきながら、どういう判断いただくかと

なろうと思うんですが、今のところ我々はそういっ

たことにならないように、もう頑張るとしか言いよ

うがないと思いますので、その辺については、我々

の中で、債権管理のスキームを確認しながらやって

いきたいと考えてます。 

○有澤由真委員 先ほどの話の中で、公会計化すると

いうことで、一般会計に全部入ってしまうわけじゃ

ないですか。そうしたら、よく分からなくなるとい

うか、丼勘定の再現になるおそれがあるのではない

かということを話してたんですけれども、公金を貸

付けするのであれば、どこの学校で、どういう状況

だとか、貸付金の状況ですね、そういったことを詳

細を議会なり、分かりやすく報告なりしていただけ

たらなと思うんですけれども、その辺もどうなのか

なというのをお聞かせください。 

○三住 勝学校教育室参事 委員おっしゃるように、

貸し付けたその後の経過、内容につきましては、こ

れは未収金にかかってくるものもございますので、

この辺につきましてはどういう、どこまでの単位で

やるかというのは、ちょっと詳細というのは毎月と

かそういうのはなかなか難しい面もあるかと思いま

すけども、年度単位も含めて、学校単位でそういっ

た未収金がある、いわゆるそれが貸付金になるとい

うことの資料については、作成のほうを考えていき

たいと思いますので、よろしくお願いしたいと思い

ます。 

○有澤由真委員 そうですね、どこまで詳細を提示し

ていただくかというのは難しいこともあると思うん

ですけれども、できる限り詳細なり、報告なりして

いただけたらなと思います。 

  共同学校事務室長の学校徴収金に関する業務内容

についてお聞かせいただきたいんですが、未納金の

回収業務をするのかどうかとかも、その辺もお聞か

せください。 

○行武 勇学校教育室主幹 共同学校事務室につきま

しては、事務を共同でやるということでございます

ので、特に未収金の回収の業務ということをやるっ

ていうことにはならないのかなと思うんですけど、

ただ、その事務の中、徴収金取扱い事務の中に、や

はり未納の対応といいますか、徴収業務は一定入っ

てはまいりますので、そういう意味で連携しながら

といいますか、お互い別の学校のやり方を情報共有

して、いいやり方がないというようなところとかを

共有するとか、そういったことはあるのかなという

ふうに考えております。 

○有澤由真委員 先ほど来、ほかの委員さんもおっし

ゃってましたけど、まず公金を使って、市民のお金
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を投じてということですので、それで穴埋めするべ

きじゃないのかなと思ってまして、先輩議員の議会

質問の中でもありましたけれども、やはり今、滞留

している過大徴収金ですね、それを保護者に返還す

るべきではないかなと思うんですけれども、これ大

前提なのかなというふうに思いますけれども、その

辺、最後お聞かせいただけますでしょうか。 

○三住 勝学校教育室参事 今回残ってます繰越額の

一部につきましては、教材費ほか修学旅行の積立金

等もございますので、そちらの積立金につきまして

は、最終的にお支払いする方向になりますので、そ

れ以外の教材費の部分で、やはり過大に繰越額が残

っている分につきましては、適正にその辺の精算と

いいますか、残さない形の指導を今後も努めていき

たいと考えておりますので、よろしくお願いしたい

と思います。 

○有澤由真委員 また総括質疑なり何かで議論させて

いただくことになるのかなと思いますので、よろし

くお願いいたします。 

○山根建人委員 すみません、手短に２点だけ。まず、

ＡＥＴのネーティブの方の教師の労働についてなん

ですけど、ちょっと仄聞してるのでは、その方々の

派遣、教師の管理とか派遣を、何か派遣会社に委託

というか委ねたというふうにお聞きしてるんですけ

ど、それは本当でしょうか。 

○吉川優莉学校教育室主幹・指導主事 ＡＥＴ、本市

31名のうち28名は派遣業務先に委託をしております。

残り３名は本市直接雇用で管理をさせていただいて

おります。 

○山根建人委員 それが来年も同じ条件なんですか、

ずっと、もう全員が派遣会社に委託をするというこ

となんですか。 

○田渡扶沙学校教育室主幹 来年度、令和８年度につ

きましては、今現在の業務は令和６年度から令和８

年度の３か年業務でさせていただいておりますので、

今年度と同じように継続をして、28名分は派遣職員、

３名は会計年度職員ということで継続します。ただ

し、今回提案させていただいている債務負担予算、

来年度事業者選定をして、令和９年度から令和11年

度の３か年の債務負担予算を提案させていただいて

いる、その内容につきましては、全面的に委託、派

遣職員ということで移行する内容で提案をさせてい

ただいております。 

○山根建人委員 債務負担行為で出てるっていうこと

なんですけども、ちょっと私気づかなくって。じゃ

あ、その３人の方も再来年度からもう派遣会社とい

うことになるということで理解をさせていただいて

よろしいですか。 

○田渡扶沙学校教育室主幹 委員のおっしゃるそのと

おりでございます。 

○山根建人委員 ちょっと話を聞いてる限りでは、労

働条件とかは一緒なんですよね。同じように働いて

いるので派遣の方も。同様なんですか。 

○吉川優莉学校教育室主幹・指導主事 勤務時間等に

違いがございます。 

○山根建人委員 ということは、給料とか、その他、

労働時間以外の労働条件というのは一緒ということ

でよろしいですか。 

○吉川優莉学校教育室主幹・指導主事 委員のおっし

ゃるとおり、同じでお考えいただければと思います。 

○山根建人委員 ちょっと話をお聞きしている方によ

ると、派遣になると、今までいろいろ勤務地とか、

何校か掛け持ちしているんですよね、これね。勤務

地とかそういうので、来年度いうか、再来年度ぐら

いになるのかもしれないですけど、引き続き雇用し

てもらえるかどうかもちょっと今で分からない。勤

務地なんかも、今まではいろんな話を聞いて、それ

で勤務の場所なんかも決めさせてもらってたんやけ

ど、そういうのもちょっとできなくなるような、ち

ょっとお話を聞いたんですけども、それは本当です

か。 

○吉川優莉学校教育室主幹・指導主事 本市直接雇用

のＡＥＴに関しましては、単年契約とさせていただ

いており、勤務地に関しては、当該ＡＥＴと相談の

上で決定をしているところでございます。 

○山根建人委員 いや、だから派遣になったらできな

くなるのって聞いているんです。 

○吉川優莉学校教育室主幹・指導主事 失礼いたしま

した。派遣業務委託先からのＡＥＴになれば、派遣

業務先のほうで決定をしていただくことになります。 
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○山根建人委員 それはね、やっぱり派遣にどういう

管理とか、そういう労務管理とかをお任せしている

かもしれないですけど、やっぱり派遣で働いている

人も、直で働いている人も、これから全部派遣にな

ると思うんですけど、やっぱり市が、もうそれで派

遣に全部任せたから知らないじゃなくて、きっちり

とそういう派遣、もう直でいったら労働法違反にな

るので、派遣会社にそういう、今まではちゃんと雇

用の人は相談してやってたので、そういう勤務地な

んかも含めて。勤務地も労働条件のうちに入ります

ので、そういうのもちゃんとよく相談して、変わら

ずやってくださいよというのは、それは市が言わな

いと駄目なんじゃないですか。 

○田渡扶沙学校教育室主幹 委員がおっしゃるとおり

で、例えば先ほど申し上げました債務負担予算につ

きまして、来年度、事業者選定する際に、これプロ

ポーザルのほうで事業者を選定させていただいてお

ります。その中で、実施要領に働く職員の環境であ

ったりとか、そういうところをどのように記載でき

るかというところの工夫であったり、また審査とい

うところで、しっかりと雇用の条件とか、そういう

ところもしっかりできているかどうかというところ

も審査できるような形で、事業者選定の作業を進め

ていきたいと思っております。 

○山根建人委員 英語教育を推進していくというふう

に、吹田市の教育行政も言ってるじゃないですか。

そこで働く人たちの、やっぱり雇用条件とか労働状

況なんかも、本来はやっぱり吹田市が責任持ってや

るべきやと私は思うんです。でも、派遣に任せてい

くということで、それは僕とはちょっと考え方が違

いますけど、じゃあ、派遣に任せるのであれば、も

う派遣任せにせずに、結局、子供たちにそういう英

語、ネーティブの英語の教育をしていくわけでしょ

う、吹田市の教育方針にのっとって。ということで

あれば、やっぱりちゃんときちんと吹田市の教育委

員会が管理をしていくと。ちゃんと働いてもらうと。

そういうことは吹田市が責任を持ってやっていくべ

きだということで、ぜひそこはちょっとちゃんとし

ていただくように、よろしくお願いします。 

  最後に、私も支援教室への居場所サポーターをち

ょっと聞きたいなと思うんですけども。配置時間が

週16時間、１日当たり４時間ということになってる

んですけど、だからこれ、もう午前中で帰っちゃう

んですよね。でも、午後からも授業とかありますよ

ね。これ、何で４時間なんですか。５時間なり６時

間なり、もし可能なんであれば８時間きっちり働い

ていただいて、子供たちを支援してもらうというふ

うにしたらいいんじゃないかなと思ったんですけど、

どうでしょうか。 

○畑田将寿学校教育室主幹・指導主事 学校や保護者、

対象児童・生徒が困り感を感じている、特に登校時

間帯、午前中にスポットを当てたためでございます。

また、その支援人材確保の観点から、午前中勤務が、

現在は適切であったのかなというふうには考えてお

ります。 

○山根建人委員 ぜひいろんな目的もあるんだろうけ

ども、ちょっと先ほど来議論もしましたけど、講師

確保の観点からも含めて、こういう方々をそのまま

講師とか正職とか教員として、引き続き雇っていく

というのも含めて、ちょっと時間の延長なんかも、

それ５時間、６時間やってくれたら、やっぱりそこ

で働いている他の教員も助かるわけですよね。やっ

ぱり助かると思うんですよ、人がいてるということ

は。そういうのもちょっと検討をしていただけたら

なというふうに思います。 

  この居場所サポーターについては、前回のこの文

教委員会の決算の中でもいろいろ意見が出て、委員

の総意というか、こういうところをちゃんと手厚く

やっていったらどうやという意見を踏まえてもらっ

て、こういう全校配置にしていこうかということで、

やっていただいているので、評価しているところで

もありますので、中身もぜひちょっと充実させて、

講師確保につなげていけるような、そういう事業に

もなるように、ぜひ検討していただきたいなという

ふうに思います。 

○梶川文代委員 不登校の資料を頂いてて、見せても

もらってるんですが、これ、細かく聞きたいんです

けども時間ないので、ちょっと割愛して。例えばや

けど不登校の居場所拠点整備的なもので、過不足的

なものがあるやに感じるんですけど、大体不足ない
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のかどうか、不足あるんであれば、どの辺り、地域

的にどの辺り不足なんかとか、そういったものをち

ょっと具体にお聞かせいただきたいんですが。 

○栗林秀明教育センター主幹・指導主事 不足という

ところで言いますと、今、あるくの森に、200名、

児童、生徒が登室してますが、中学校ブロックごと

にどれぐらいの児童、生徒がいてるかというのを見

ましたところ、大体どの地域からも登室しておりま

す。一つ、第二中学校のブロックだけ、今年度登室

してる児童、生徒はいませんが、見学には来られて

いるというところで、なのでどの地域からもいてる

というところで、過不足というところではないのか

なと、今考えております。 

○梶川文代委員 正直ね、阪急の沿線とＪＲの沿線と

条件が全く違うので、ＪＲ以南とかについては、は

っきり言うて行きたくても行けないというか。行き

にく過ぎてという、そういったところもあるやに聞

いてるんですけど、その辺りどのように捉まえてお

られますか、お聞かせください。 

○栗林秀明教育センター主幹・指導主事 阪急沿線、

ＪＲ沿線というところで、確かに先ほど言いました

とおり、各中学校ブロックから登室はあるんですけ

れども、正直、やっぱり南のほうからは通いにくい

なというところは、我々としても課題としては考え

ております。そこは今後、いろいろ状況を見まして、

いろんなことを考えて検討していけたらなと思って

おります。 

○梶川文代委員 南のほうが課題というのは、もう私、

実は前も聞いてるんでね。ただそれを分かった行動

をされてるんかなと思ったら、そうじゃないなと思

ったりするんですけど。教育長に伺います。例えば、

男女共同参画センタ―、それがまさしくふさわしい

場所であったなと思うんやけど、資産経営室に取ら

れてるじゃないですけど。でも、そのときの会議に

も同席されてますよね、教育長。だから、まあ言う

たらＪＲ以南とかに、やっぱりそういう必要性があ

るというものの認識がなかって、あの会議の場に座

っておられたのか、認識があって、あの会議の場に

座っておられるか、どちらなのか、ちょっと明確に

お聞かせください。 

○大江慶博教育長 ＤＲＣに移転をしたことを基本構

想としてまとめたのは平成30年度だったと思うんで

すが、その当時は、中核市に移行した関係で、教職

員の研修場所、それから光の森、学びの森が老朽化

をしていたので、安全確保も含めて新しい移転場所

を探す。教育センターの機能集約するということで、

効率化を図ろうということで、ＤＲＣにまとめさせ

ていただきました。 

  その後、あそこの建物の、いわゆる家主は男女共

同参画センターさんで、教育センターは位置づけ上

は間借りをしていたという状況もあります。ですの

で、集約するために出ていったんだけど、あの場所

をそのまま使うということは、その当時は想定して

おりませんでした。ただ、今おっしゃられているよ

うに、その後、コロナがありまして、そこから不登

校の児童・生徒が全国的にだっと増えていった。吹

田市も残念ながら同じような波になっています。そ

の状況を見た国のほうが、例えばＣＯＣＯＬＯプラ

ンであるとか、あとは閣議決定で、居場所をつくっ

ていこうというふうな大きな旗振りがありましたの

で、それに伴って本市でも市長部局と連携をさせて

いただいて、今現在、児童館であるとか児童センタ

ーも受皿としてやっていただいてます。ですので、

今の状況を考えると、御指摘のように、確かに南の

ほうの拠点が、何らかきっと必要なんだろうなとい

う認識はございます。 

○梶川文代委員 我々、議会議員も、せんだっても別

の委員会の案件でですけど、やっぱり吹一公民館の

分館がなくなったらみたいな、でも、あれやったら

隣に図書館あるし、不登校の子らでもええよなみた

いな、やっぱりそういう認識は我々も持ってるんで

す。だから、公共施設最適化推進委員会の中で、男

女共同参画は惜しいことしたな、私、ほんま思うか

ら、何かあれ、今からでも覆されへんのかな。あれ

ぞまさしく近所に図書館あって、体育館あって、公

園あって、しかもあそこに人権の方もおられて、男

女共同参画のセンターの方もおられてっていうね。 

  とかく、ちょっとやっぱり何かしらの機会あるご

とに、こちらも意識もしてます、議会としても。そ

ういう話も出てます。そこんところは、だからもう
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ちょっと、会議の席に座っているときに、本当、た

だただ傍聴者でおったらあきませんよみたいなとこ

ろもあるので、その辺りはちょっと気を引き締めて

考えておいてもらえたらと思います。これ以上はえ

え機会を逃すことのないように注意しといてくださ

い。 

  それと、あと居場所サポーターの件についてなん

ですが、これ居場所サポーターさん配置していくの

に、建設事業とかそんなん絡むの。 

○畑田将寿学校教育室主幹・指導主事 そういったこ

とは絡みません。 

○梶川文代委員 ですよね。というか、今まで年次計

画的に計画して進めていくって、建設関係の事業と

かやったらあるねんけど、こういう人の配置を年次

計画的に進めていくなんて事業、実は長いこと議員

させてもうとって、今回初めてやなと思って、これ。

何でこんな年次的にってね、年次計画。だから、こ

れ、例えばやけど、ほんま一遍にというか、ほんま

公平感を考えたら、本当は全校配置が望ましいわけ

でしょう。それで何で年次計画みたいな形にしたん

ですか、お開きかせください。 

○畑田将寿学校教育室主幹・指導主事 やはり課題と

いたしましては、支援人材の確保というところが一

番大きい点だと考えております。やはり、一気に全

校配置しようとすると、最大の壁が、質の高い人材

の確保というところになってまいりますので、サポ

ーターには子供に寄り添う専門性と、学校と連携で

きる高い資質が不可欠というところで、一度に、現

在20校配置させていただいているんですけれども、

一度にプラス33名というのは厳しいということで、

３年間、年次的に人材を確保していくということで、

そういった計画にさせていただいております。 

○梶川文代委員 要は何でこんな年次計画を、だから

組むのって言ってるねん。ええ人おったら来てもら

えたらええわけやから。だけどこれ、例えば令和８

年度はもう20校、14校って決めてんねんと。だから、

今あるやつで言うたら、増やせるのは中学校で10校

分と小学校で４校分やねんと。でも、これ以上の数

でええ人が来てもうたら、逃がしてまうことなるで、

こんなんしよったら。何でこんな数値が必要なんか。

もう言うたら、一貫してもう小学校35校、中学校18

校ってしといたら、ええ人おったらすぐに配置でき

ますやん。だから、今計画してはる、これ予算でね、

ほんでこうやって示してはるからね、もうこれ以上

ええ人が見つかったら、補正予算組まなあかんとか

なってくんねんやんか。 

  だから、そうじゃなくってということで、一応、

だから余計なことを書いてはるなって私は思ってる

んです、だからこれ。こんなん書かんと、取りあえ

ずこれぐらいの予定で進めますみたいなもんで予算

出してはったら、ただ、これよりもまたええ人見つ

かったり、急に必要、やっぱりここは入ってもらわ

なあかんとかいうのがあったりとかやったら、補正

予算組んだらよろしいねんや。この配置、この年次

計画みたいな、これ邪魔、これ削除してくださいと

思うねん、私。 

  しかも、何かこんな人を配置するということに対

しての年次計画、ほんまもう二十何年させてもうと

って初めて、見たことない。こういう要らんことは

書かんでええと思うんですが、いかがでしょうか。

もう教育長、お答えください。こんな要らんこと書

くから。 

○大江慶博教育長 最終の形は、もちろん全校配置で

すので、来年度から全校配置ができれば、本当にそ

れに言うことはないんですが、ただ、担当が今申し

ましたように、実際に応募している人といろいろと

面談する中で、きちっと見極める必要もありますし、

先ほど、山根委員から講師をつかまえるいいチャン

スじゃないかというような御助言も頂いたんですが、

一方で、１日４時間で週四日だからできますという

方も一定数おられたりして、いろいろと応募してい

ただく方の中にも、いろんな人材がいてるねんなと

いうことは、今、情報としてきちんと把握すること

ができました。 

  あと、実際に各学校に展開していく中で、これま

た課題も出てきまして、新たな年度に求める人材の

資質も少しずつ変わっていくようなところもありま

すので、来年度の予定については、一旦、その形で

お認めいただければ、教育委員会としては非常にあ

りがたいというのが率直な私の思いでございます。 
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○梶川文代委員 というか、ほんまにちゃうねん、え

え人がおったら来てもうたらええし。ただね、やっ

ぱりそれね、はっきり言うて、ずっとここに置き物

じゃないねん、もう確定してずっとおるわけじゃな

いねん、人って。その人とかにも御都合もあれば、

何もある。４時間無理でも２時間やったらいけるで

みたいな人も出てくるかもしれへんみたいな。ただ、

今は２時間しか来られへんけど、ちょっと事情が変

わったら来れるよとか、いろいろ、いろんなことも

あるんで、あんまり決め事、決まり事せんと、やっ

ぱり確保していかんと。それでまた、ええ人でない

とあかんとか、何かこう、よう言うたなって思うけ

ど。そんなん、ええ人かどうかって、やってみても

らわな分からへんとこありますやん、ほんまに。何

か、すごい上から目線で、何か人を選ぼうとしてい

るみたいなね、ちょっとすごい失礼な言い方してた

なと思って、あれはちょっと訂正してもらいたいけ

ど。 

  とかくやってもらわな分からんねんから。だから、

もうとかく入り口広くまずしましょう。それで対し

て足りひんなったら、もう補正予算組んできなさい、

そんなんに対して一々けちけち議会は言いませんよ

ねっていうところで申し上げておきます。 

○西岡友和委員長 ほかに質問がもしあれば、受ける

ことにします。 

  （発言なし） 

  それでは、なければ、以上で議案第31号中、学校

教育部所管分及び議案第19号中、学校教育部所管分

に対する質疑は終了します。 

―――――――――――○――――――――――― 

○西岡友和委員長 暫時休憩します。 

（午後６時26分 休憩） 

（午後６時49分 再開） 

  それでは、分科会を再開します。 

  議案第31号 令和７年度吹田市一般会計補正予算

（第９号）中、市民部所管分及び議案第19号 令和

８年度吹田市一般会計予算中、市民部所管分を一括

議題とします。 

  昨日、ただいま議題になっております議案に対す

る質疑は終了しましたが、訂正いたしまして、再度

の議題といたします。 

  理事者から発言したい旨の申出がありますので、

ただいまから発言を受けることにいたします。 

○大山達也市民部長 遅い時間に分科会を再開いただ

きまして、誠にありがとうございます。 

  さきの分科会における質疑におきまして、補足説

明をさせていただきます。質疑の中で、さんくす３

番館506号室の一部をパスポートセンターが利用し

ているにもかかわらず、賃借料等の予算が消費生活

センターとパスポートセンターで面積案分されてい

ないとの御指摘を受け、予算書にも影響するのでは

ないかとの御意見を頂きました。その件に対しまし

て、先日は明快な答弁ができず、誠に申し訳ござい

ませんでした。 

  パスポートセンター開設時に遡って経過を調べま

したところ、平成30年２月定例会におきまして、平

成30年度の当初予算の議案参考資料といたしまして、

506号室を消費生活センターとパスポートセンター

の両方で利用することを図面でお示しし、かつ賃借

料等は面積案分せず、消費生活センターの事業予算

として一括して御提案申し上げておりました。その

上で、平成30年度当初予算につきましては、原案ど

おり御議決いただいておりまして、以降の年度も同

様に賃借料等を面積案分せずに予算計上し、現在に

至っているものでございます。 

  さきの分科会におきましては、御指摘のあった面

積案分の御意見につきましては、その趣旨はしっか

りと受け止めておりますが、これまで御議決いただ

きました経緯等の整合もありますので、今回の予算

書への対応につきましては、原案どおりでお願いし

たいというふうに考えております。改めまして、さ

きの分科会で明快な御答弁ができず、御迷惑をおか

けしましたことを深くおわび申し上げますとともに、

原案どおり御承認賜りますようよろしくお答え申し

上げます。 

○西岡友和委員長 説明が終わりました。 

  質問があれば、受けることにいたします。 

○梶川文代委員 消費生活センター条例の住所の変更

が、何もそれ議案提案されてないんですけど、203

のまんま。先ほど来ちょっと公民館条例のほうの条
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例を先にしてくれ、でないと予算との釣合いが取れ

へんみたいな、何かそういう話が湧いてるねんけど、

それで言うたら、これについても、この消費生活セ

ンター条例、こちらのほうを書いとかへんかったら、

つじつま合えへんようなってくるよという。そうい

うことにも相なってくるんやけど、その辺りどのよ

うにお考えですか。 

○大山達也市民部長 すみません、委員会の中でのこ

の条例先議につきましては、ちょっと私は承知して

おらないんですが、地方自治法上は予算が必要であ

って、予算がなければ条例改正できないということ

で、これは地方自治法222条の規定にございます。

ですので、これまでも我々、提案する公の施設の関

係につきましては、まず予算を提案させていただい

て、条例改正はその後ということは、これまでも幾

度もあったかと思いますし、ただ、予算と条例が近

接している場合なんかにおきましては、同時に上げ

ることもあったかとは思います。 

  今回につきましては、消費生活センターの移転が、

さんくすの吹一公民館の分館が空いてからというこ

とになりますので、少し先になりますので、今回は

予算だけを上げさせていただいて、またしかるべき

定例会におきまして、条例改正を改めて提案させて

いただくというようなスケジュールで考えておりま

す。 

○梶川文代委員 それで言うたら、公民館条例も別に

後でええわけやん、ということやん。ごめん、これ

市民部のほうでなくて地教のほうの関係になるけど。

何かこう言うてることがちぐはぐで、ちょっと整合

性がないなと。 

置いておきます。 

○橋本 潤委員 昨日の分科会で、消費生活センター

が借りてる場所をパスポートセンターが使うと、流

用に当たらないかってお聞きしたときに、当たらな

いとお聞きしてるんですけど、それはもう当たらな

いという認識のままでよろしいんですか。 

○大山達也市民部長 多分、答弁が二転三転したかも

しれませんが、先日の分科会におきまして、当初、

当たらないという答弁をさせていただいた後に、仮

の話ではありますがということで、私のほうが、流

用に当たるというような御答弁をさせていただいた

というふうに記憶しております。 

○橋本 潤委員 この予算の当該部分って、要はパス

ポートセンターを拡充するのかとか、消費生活セン

ターをどこに持っていくのかというところが本旨だ

と思ってますので、その予算の表記の仕方というと

ころで、あまり事は停滞することはないほうがいい

のかなと思うんですけど。 

  ただ、昨日のそのお話からいくと、やっぱりまず

目的外使用許可を本来取らなければいけないという

点と、予算の流用を手続を経ずにやってしまってい

るという問題が、現状、起きてしまっているんだな

と。それを引き続きやりますということについて、

この２点って両方とも自治法に関連しているとこだ

と思うんですね。その自治法上の問題がないのであ

れば、要は可決したとしても、そこに抵触すること

なく、こういう手続をすれば運用できますよという

ことが明らかなのであれば、このまんまということ

も検討できるのかなというふうに思いますので、そ

の点についてお答えいただいてよろしいでしょうか。 

○大山達也市民部長 今御質問いただきました件につ

きまして、まず目的外使用、これにつきましては確

かに私も過去に福祉部長をしておるときに、総合福

祉会館にコロナ禍でワクチンの関係で健康医療部が

場所を借りるというようなことで、市民の皆さんの

貸室を一部、その執務室に充てたという経緯がござ

いまして、その際にも行政財産の目的外使用許可と、

内部ですけれども、福祉部から健康医療部に対して

許可を出したという経緯がございますので、そうい

うことを踏まえますと、同じ部内であるからといっ

て、消費生活センターとパスポートセンターは別で

すので、そういった手続については、やっぱりこの

際にしっかりとそこはしていかないといけないなと

いうふうに思っているところです。 

  もう１点目の、流用等の手続につきましては、流

用という形になるかどうかはあれですけれども、今

回のこの御予算をお認めいただきました後には、予

算についてパスポートセンター側の予算として執行

できるような形というものは、何らかで手当てして

いきたいなというふうに考えております。 
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  今、一つ考えられますのは、記簿更正という形と

いうものは、あり得るかなというふうに思っており

ます。 

○梶川文代委員 平成30年の新年度予算のときからず

っと、これ、ただ正直、議会としても、何かみっと

もないみたいに言われているやに、ちょっと聞こえ

てくるのが悲しいなと。私らもチェック漏れになっ

てしまうんですわ、こんなんね。ただまあ、こんな

んも明らかに分けていうか、使ってますっていう、

この506の中には消費生活センターとパスポートと

同居的に入ってますよという、この明らかな資料を

出されて予算を提案されてたら、当然、案分されて

るのが当たり前やと思って、我々としても聞いてな

いから。それでも、聞かへんかったら、おたくらも

言うてないということですわ。聞かな言わへんのん

ですかというのんが、ここでもあって。我々が聞か

へんから言えへんというのんが、平成30年から平成

31年、何年続けてはったんですか。もうほんま議会

が聞かへんから、言わへん、言わへんを何年続けは

ったんですかってことですわ。そういったところに

ついて、自分ら反省もないんですか。 

○大山達也市民部長 何回かということにつきまして

は、平成30年度からですから、2018年度で今回で８

度目になるかなというふうに思っております。 

○梶川文代委員 だから、８回新年度予算、私らスル

ーしてたって、議会、スルーしてはりましたやんと。

今回もスルーして、なんて言うてるようなもんやで、

これ。これ、このまま認めてくれ言わはったら。そ

んなん、あんまり言うたら、きつうてあれなんかも

しれんけど、ほんまに。こういうのは子供に聞かせ

たくないなと思う、私は。同じ過ちを繰り返すこと、

過ちは分かったら正すの、それが当たり前の大人の

やるべきことやと私は思うので。過ちが分かったら

正しなさいと、そう言ってるだけのことを、いや、

もう平成30年度からこうでしてんって、これもわざ

わざ持ってきて説明してやで、今までスルーしては

ってんから、今回もスルーしてくださいやって、そ

んなん。もうほんまにね、だからその、常識という

か、何というか。その辺り的には、もうほんと、か

なり問題あるなと思います。 

一旦置いておきます。 

○西岡友和委員長 暫時休憩いたします。 

（午後７時３分 休憩） 

（午後７時11分 再開） 

○西岡友和委員長 それでは、分科会を再開いたしま

す。 

  引き続き、質問があれば、受けることにします。 

  （発言なし） 

  なければ、以上で議案第31号中、市民部所管分及

び議案第19号中、市民部所管分に対する質疑は終了

いたします。 

 ―――――――――――○――――――――――― 

○西岡友和委員長 以上で、予算常任委員会文教市民

分科会を閉会します。 

（午後７時12分 閉会） 

 

 

 

 


